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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

327 令和2年12月18日 令和3年1月27日
財務省への紙資
料の提出廃止

システムを使って送信した
データ（概算要求書など）や、
財務省が各省からヒアリング
する際の資料を、財務省は紙
で印刷して持ち込むよう各省
に指示する。また、例えば概
算要求書であれば、持ち込み
についても、担当者が事務的
に渡すのではなく、管理職か
ら担当主計官等に渡すことを
求められる。ほんの数分のた
めに往復10分以上かけて財
務省を訪問しなければならな
いことも多々ある。

印刷費用、パイプ式ファイルやインデックスラベル、仕切り紙等の消耗品
に関する費用、資料の準備や持込に要する管理職・職員の業務時間等
が無駄であり、余計な超過勤務の原因にもなっているため。

個人 財務省
　概算要求書については、財政法第46条の3において電磁的方法による提出も可能と
なっています。

財政法
現行制度
下で対応可
能

　予算編成過程で使用される資料については、個々の状況に応じて紙又は電子媒体
により対応頂いているところですが、今後も、両省間でよく相談しながら、事務負担に配
慮した効率的な予算編成となるよう不断の見直しに努めてまいります。

328 令和2年12月18日 令和3年1月27日
セキュリティ・ＩＴ人
材の確保につい
て

「政府機関におけるセキュリ
ティ・ＩＴ人材育成総合強化方
針」にのっとり、ＩＴ人材の育成
を進めているということだが、
法務省においては、橋渡し人
材等の選定にあたり東京で行
われる研修を必須にしており
居住地により参加機会が制限
されること、平成１３年度以前
のＩＴ関係の国家資格について
は選考の対象外とすることが
決められている。本当にＩＴ人
材を育成する気があるなら
ば、最低でも居住地による機
会不均等を是正するべきでは
ないか。

「政府機関におけるセキュリティ・ＩＴ人材育成総合強化方針」が制定され
た当時は本省勤務の職員を対象に各省で運用等が定められた関係か、
総務省の統一研修「情報システム新任者」の受講が必須となっており、
地方勤務の者にとっては２泊３日の出張が必要となり、機会が均等では
ない。ｅラーニングで全ての項目を受講し終えても　この受講が必須と
なっているためＩＴ人材として認められていないのが現状である。
　また補佐官等の人材育成についても平成１３年度以降の資格を選考
対象としていることから、当時新採用の者でも４０代半ばの年齢となり、
求める人材の年齢層と資格の設定がアンバラスとなっている。平成１３
年以前の情報処理関係の資格を有している職員を選考外とする基準が
不明である。
　本気でＩＴ人材を確保するのであれば、機会は均等に与えるべきである
し、希望する者については資格や実績を勘案し情報関係の職員として登
用を進めていくべきである。
　ＩＴ橋渡し人材等の概念が出来る前から、情報機器の管理等を本来業
務の他に任されている職員がいるが、上層部がＩＴはわからないから、と
放置され続けているのが現状であり、現在のＩＴ橋渡し人材の運用ではＩＴ
関係の人材は確保できないと思われる。
　また転勤を避けるためや、本来業務の他にＩＴ管理を割り振られるため
に申し出をしない職員もいるので、テレワークを利用したり、専門業務と
すると人材確保につながると考えられる。
　なおスキル認定等の要件は法務省の要件で述べているのでは、他省
庁では違うかもしれないが、各省のセキュリティインシデントの状況を聞
いていると同様の状況と思い提案した。

個人
法務省
総務省

橋渡し人材のスキル認定については，「橋渡し人材のスキル認定の基本的な考え方」
（平成29年９月５日各府省庁副ＣＩＳＯ・副ＣＩＯ合同会議決定）及び「橋渡し人材のスキ
ル認定の基準」（平成30年１月31日各府省庁副ＣＩＳＯ・副ＣＩＯ合同会議決定）におい
て，「情報システム企画等業務又は情報システムに係る運用等業務の経験」及び「研
修の修了又は各種資格等の保有」を要件としています。
このうち，「研修の修了又は各種資格等の保有」については，総務省行政管理局が実
施する情報システム統一研修の修了が基本とされており，地方支分部局勤務の職員
にも，同様に修了を求めています。
このほか，各府省庁が独自に実施する研修のうち，情報システム統一研修と同等以上
の内容を有すると認められるものについては，情報システム統一研修の修了に代える
ことができ，法務省では２つの研修が認められています。また，独立行政法人情報処理
推進機構が行う「情報処理技術者試験」等の各種資格等のうち，情報システム統一研
修と同等以上の内容を有すると認められるものについては，情報システム統一研修の
修了に代えることができます。

なし
現行制度
下で対応可
能

情報システム統一研修のうち，中央合同庁舎第２号館で実施されていた集合研修につ
いては，令和２年度第２四半期より順次，講師の準備等が整わないものを除き，WEB会
議サービス（Webex）によるWeb受講を可能としました。
また，各種資格等の保有による情報システム統一研修の代替措置については，橋渡し
人材が，技術の進展等に対応した的確な素養を有する必要があることから，現行の枠
組みとなった平成13年以降の試験に限っています。
政府全体の方針を踏まえて，引き続き，スキル認定の運用改善に努め，関係府省庁と
協力し，法務省におけるセキュリティ・IT人材の育成に向けた取組を進めてまいります。

329 令和2年12月18日 令和3年2月18日
中曽根元総理
合同葬について

コロナ対策予備費を使わず出
来ないんですか?
必要であれば、国葬の必要性
と、必要経費の内訳を国民に
提示しなければ、税金を使う
事への納得は得られないで
す。

コロナで亡くなった訳でもないのに、コロナ対策予備費を使うのは間違っ
ています。
使うのであれば、コロナで亡くなり、顔を見る事もなく火葬されてしまった
ご遺族にお見舞い金を出されてはどうでしょう。
そもそも、なぜ国葬が必要なのでしょう?
クラウドファンディングで必要と思う方から集めれば、と言う意見もあるよ
うです。
せめて、国会を開いて、全議員で議論するべき案件だと思います。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

330 令和2年12月18日 令和3年1月27日
自衛隊の行政文
書のデジタル化に
ついて

行政文書の受付の際、デジタ
ル化されているものを一度紙
に刷り、受付印を押してから
再度スキャナーでPDFにして
デジタル登録するという無駄
をやめる。

現在、陸上自衛隊では総務省の文書システムを利用し行政文書を受付
ているが自衛隊の文書管理規則で取得した文書には受付印を押し管理
しなければならないとされており、せっかくデジタル化されているのに一
度紙に刷り、受付印を押し、再度スキャナーでPDFにして再登録するとい
う無駄な作業をしている。
スキャナーでPDF化した後の紙文書はその後シュレッダーで破棄される
が紙の無駄遣いである。
陸幕の関係者は規則改正する予定だと言ってから２年くらい経ち、その
間の紙の消費量は莫大である。
速やかに規則改正をすれば大幅なコストの削減になります。
よろしくお願いします。

個人 防衛省

防衛省行政文書管理細則において、当該業務を担当する課等において接受し、文書
管理システムを用いて受付番号を付与し、及び受付印を押す（電磁的記録は、当該記
録を出力したものに押印し、又は受付の記録を入力する）ものとされていました。これに
伴い、電磁的記録の場合は、当該記録を出力したものに受付印を押印し、再度スキャ
ナ等により取り込んだものを一元的な文書管理システムに登録していました。

防衛省行政文書
管理細則（官文第
４０２６号。２３．４．
１）第４第１項

対応

令和２年１２月１８日付で防衛省行政文書管理細則の一部改正を行い、当該業務を担
当する課等において受付文書に受付印を押すものとしていたところ、原則として一元的
な文書管理システムを用いて受付番号を付与し、受付の記録を入力し及び保存するも
のとする規定を整備しました。

331 令和2年12月18日 令和3年1月27日 国税調査
国税調査を廃止・簡素化して
は

この度国勢調査で感じたことは、
内容は、ほとんどのことが、どこかの省庁？市町村等に届けているこか
なと思います。
あえて、調査員等の費用をかけて、する必要が、あるのかなと感じまし
た。
マイナンバー等で、管理していけば、いいのかなと思います。
また、マイナポイント等（毎年ならいざしらず1回だけで）
マイナンバーカードの普及は、しないと思います。
国民全員配布が、いいと思います。
当方は、住民基本台帳カードから、所持しており
確定申告（電子申告）に利用しています。
しかし、それだけでは、他人にマイナンバーカードは、おすすめできるも
のでは、ありません。
政府が、本当に普及望んでいるなら、全員配布を検討した方が、いいと
思います。
また、現時点では、何とかデジタル化についていけますが、
今後、デジタル難民になる可能性もあります。
そこのフォロー大事だと思います。
確定申告（電子申告）・当別定額給付金
すべて、パソコンでしましたが、電話アドバイスなければ、手間取ってい
ました。パソコンサイトのよくある質問等だけでは、自分で行うのは、常に
難しいと思います。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

332 令和2年12月18日 令和3年1月27日
NHK受信料の見
直し

現在、NHK受信料は支払い義
務とされていながらも、未払い
の人も多く存在しており、不公
平な徴収制度となっている。
公共サービスの一つとして捉
えているのであれば、消費税
などからNHKの経営もすべき
ではと思う。

上述の通り、現運用は不公平さが否めない。もし皆がきちんと支払うこと
ができれば、一人当たりの負担額が減るのでは。

個人 総務省
放送法の規定に基づき、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受信
契約を締結する義務があり、当該契約に基づきNHKに対して受信料を支払うことになり
ます。

放送法第64条第1
項

その他
ＮＨＫの受信料制度については、国民・視聴者が納得のいく、公平なものであることが
極めて重要であり、不断に検討を行うことが必要であると考えます。

333 令和2年12月18日 令和3年1月27日 国際結婚

国際結婚をするに当たり婚姻
要件具備証明書を申請する
時に
戸籍謄本は区役所に行き婚
姻要件具備証明書は、法務
局へ行かなくてはなりません
その後外務省での認証印が
必要です。
3か所の部署に行くのに数日
掛かり勤め人は、かなり大変
です。

区役所・法務局・外務省と三場所を申請に当たり一箇所に
出来れば、時間的余裕もできます。

個人
法務省
外務省

戸籍謄抄本等の交付請求は，本籍地の市区町村の窓口において行うほか，郵送によ
る請求も可能です。
また，戸籍謄抄本等の請求は，コンビニ等で専用端末から請求する方法も認められて
おります。
なお，コンビニ等での請求を可能とするシステムの導入は，戸籍事務を管掌する市区
町村の判断によることとされており，令和２年１２月現在６４３の市区町村で導入されて
おります。

婚姻要件具備証明書は，本籍地市区町村又は法務局（地方法務局，支局を含む）にお
いて発行が可能です。

外務省の認証については、婚姻要件具備証明書の使用先となる相手国政府機関が求
める場合のみ必要とされるものと承知しており、また、同申請・交付に当たっては郵便
でのやりとりを可能としています。

戸籍法第１０条
戸籍法施行規則
第７９条の２

対応不可
制度の現状に記載のとおりであり，証明書の発行の可否はそれぞれの機関で判断さ
れることから，御意見には応じかねます。

334 令和2年12月18日 令和3年1月27日
法務局の登記相
談の改善

１．登記相談時の登記法に関
する記載事項の相談について
は、添付書類に関するもので
も相談に応じて頂きたい。
２．法人の代表者でなければ
相談すらもできないとする表
記は、過去の内閣府に対する
回答と相違するので、従業員
であっても相談できることを案
内文に明記して頂きたい。
３．税務署であれば、当たり前
のことが、法務省は出来てい
ない。通達をすべて開示し、
相談者には親切に対応をして
いただきたい。
「分からなければ税理士に相
談しろ。受益者負担だ。」など
という税務署は全国どこを探
しても存在しないが、法務省
は全国的に司法書士に誘導
をして、本人申請の相談に誠
実に応じようとしておらず、極
めて不親切である。

平成３１年４月より、法務局の登記相談が非常に不親切になっている。
たとえば、大阪法務局においては、会社法人登記の相談をしようとして
も、「登記の申請人は，土地・建物の名義人や会社・法人の代表者で
す。それ以外の方については，相談をお断りする場合があります。」との
案内が配布されており、従業員や担当役員の相談を拒絶している。
大阪法務局　登記相談予約（ＰＤＦ）
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/300129toukisoudanshougyouhoujin.
pdf
しかも、登記に添付する議事録や証明書については、会社法上では必
要とされない書類であっても、登記において必要とされる記載事項など
が多々存在する。
たとえば、代表印か個人の実印か、それとも認印で良いのかといったこ
とは、多くが法務省による通達で定められ、相談をしなければ分からな
いことが相当に多い。
しかるに、添付書類の相談は受け付けないの一点張りで、「添付書類は
申請してから判断する」といった応対マニュアルが作られたとのことであ
る。
法務省には、登記に関する通達をすべて開示するように求めたが、これ
すらも拒絶している。
さらに、内閣府には従業員による登記の代理・代行は認められると回答
をしながらも、実際には上記の案内をして、代表者以外の相談を排除す
る方法により、司法書士への誘導をしているのが実態である。
もちろん、これは行政手続法に違反することではあるが、行政手続法が
制定されてから平成３１年３月までは、このような不便な取り扱いはされ
ていなかった。
法務省としては、法律の遵守をして頂きたい。

個人 法務省

　法務局・地方法務局では，登記手続の案内窓口を設けており，多くの方をお待たせす
ることなく利用していただくために，一定時間に限定した事前予約制を導入しています。
　なお，これらの手続案内については，登記すべき事項に係る事実が有効に発生して
いることを前提に登記申請手続を説明するものであることから，申請書や添付書類の
内容自体の適否までの確認は原則行っていません。
　おって，これらの手続案内を利用することができる方は，登記申請適格者（登記申請
適格者が来庁することができないことにつきやむを得ない事由がある場合には，その
親族又は代理人を含む。）を対象として行っており，これら以外の者に対する手続案内
は行っていません。

なし その他

　法務局・地方法務局における手続案内については，より質の高い行政サービスを提
供することができるよう，今後も法務局ホームページに掲載している申請書のひな形や
添付書類の記載例等の充実を図ってまいります。
　また，手続案内の利用者については，登記申請適格者（登記申請適格者が来庁する
ことができないことにつきやむを得ない事由がある場合には，その親族又は代理人を
含む。）を対象として行っており，申請人が会社・法人の場合に，当該会社等の従業員
であることが確認できれば，手続案内を利用していただくことが可能となっております。

335 令和2年12月18日 令和3年4月16日
マイナンバー利便
性向上兼義務化
案

現マイナンバー制度では、身
分証明書程度の役割ぐらしか
なく利便性も低いため行政・
民間サービス関わらず使用で
きるようにしてほしいです。

住所や国籍、本籍などの個人を示す行政サービスは個々での申請が必
要ために利便性を欠いている。特に住民基本台帳の申請や本籍移動な
どかなり面倒ですので住民基本台帳を破棄し、個人を示す情報をマイナ
ンバーに集約したうえで民間等の利用を拡充してほしいです。
強いて案するなら各運転免許証・民間の資格や納税システムもマイナン
バーに統合し、発行を義務化してほしいです。
無論、与野党問わず国民に番号を振ることに反対する勢力や情報管理
の甘さを指摘する勢力もいるでしょうが「買収できる民間企業」に情報管
理を任せるほうが危険な発想であり、１００％安全セキュリティなんて存
在しないことを予め説明する義務・トラブルが発生したときの対処する法
律なども制度して整える必要性もあります。

個人
内閣官房
総務省
法務省

マイナンバー制度においては、個人情報を保有する機関がそれぞれにマイナンバーを
含む個人情報を保有し、必要に応じて情報提供ネットワークシステムを使用して情報の
照会・提供を行う、分散管理の方法を執ることとしています。
また、マイナンバーの利用については、社会保障、税、災害対策の３分野を対象とし、
マイナンバーを利用できる場合をマイナンバー法で定め、その範囲内においてのみ、マ
イナンバーの利用を可能としています。

社会保障･税番号
大綱（2011年6月
30日決定）
行政手続における
特定の個人を識別
するための番号の
利用等に関する法
律第3条第2項、第
9条

対応不可

貴重なご意見ありがとうございます。
マイナンバー制度においては、マイナンバーをキーとして、特定の機関に個人情報を集
約して単一のデータベースを構築する方法はとらないこととしております。
これは、万が一そのデータベースから情報漏洩等が生じた場合の影響が甚大なものと
なる危険があることから、各機関がそれぞれ個人情報を保有し、必要に応じて情報提
供ネットワークシステムを使用して情報の照会・提供を行う、分散管理の方法を執るこ
ととしているものです。
また、マイナンバーが広範に利用されれば、マイナンバーと紐づいた個人情報が漏え
いしたり、不正使用されたりしたときのプライバシー侵害は深刻となります。
そこで、マイナンバー制度においては、マイナンバーの利用を社会保障、税、災害対策
の３分野を対象とし、マイナンバーを利用できる場合をマイナンバー法で定め、その範
囲内においてのみ、マイナンバーの利用を可能としています。
何とぞご理解いただけると幸いです。

336 令和2年12月18日 令和3年1月27日
耐震対策緊急促
進事業の委譲事
務について

(1)都道府県から国交相への
進達の押印廃止。同時に書類
の提出を電子メール化(現在
郵送が原則)
(2)都道府県あて来年実施し
ている「交付決定状況につい
て」の調査廃止(もともと国交
相側へ提出済みのデータを集
計するだけのものであり、国
交相側で作成可能なものがわ
ざわざ都道府県へ調査依頼
が来ている。進達時に郵送で
はなく電子メールでエクセルを
送るようにすればお互い手間
がない)
(3)提出必須様式の精査、一
部廃止(同内容の記載を要す
るものが多量)

都道府県職員で、標記事務を担当しています。国から委譲されている事
務でありながら、国交相への進達後、交付決定がおりるのに1～2ヶ月の
決裁時間を要しており、申請した事業者、市町村担当者とともに日々頭
を悩ませています。
せめて、同自治体での押印及び郵送にかかる数日だけでも短縮したい
と考え提案します。
また、郵送から電子メールでのエクセルデータのやりとりへ切り替えるこ
とで、来年実施している(2)に記載の調査についても、わざわざ都道府県
に照会することなく国交相で既に持っている情報のみで、簡便に間違い
なくデータ化することが可能です。
そのためには様式変更が必要になってくると考えますが、もともと類似様
式が多く「なぜここまで細分化する必要があるのか」理解できない状態で
あるので、精査廃止を実施するよい機会になると考えます。様式が減れ
ば、国交相も都道府県も市町村も、審査にかかる時間が減ります。
おそらく、電子メールを用い、エクセルデータをやりとりすることで「国交
相側でデータ改竄をしていないという根拠が薄れる」といった反対意見
がでるのでは、と思いますが、真摯に審査事務に取り組めば全く問題な
い話であり、効率化できる膨大な手間、無駄な時間を見過ごす手は無い
と思います。

個人 国土交通省

耐震対策緊急促進事業は耐震診断義務付け対象の民間建築物の耐震化に係る防
災・安全交付金等の支援に上乗せし重点的に支援する補助事業です。当該補助事業
における交付申請書の受理や、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地
調査等の事務の一部を都道府県が行うこととしております。

なし 検討を予定

（1）について
令和2年8月26日付け事務連絡「補助金に係る事務手続の公印省略等について（周
知）」において、地方公共団体等から提出される交付申請書等については公印が省略
されたものであっても差し支えないものとし、申請等にあたっては、各地方公共団体等
の規則等によることとされたい、とされたところであり、この取扱いは令和2年9月1日以
降に発出する文書から適用されたところです。
また、令和2年12月15日付け事務連絡「補助金にかかる事務手続の公印省略等につい
て（追加周知）」において、地方公共団体等以外の手続きについてはオンライン化を図
る観点から、原則メールを利用することとし、当該文書の真正性を担保するため、
①．民間事業者等の担当者を複数名含めた送受信とすること
②．メール件名または文中に、正式な申請・決定等である旨を記載すること
③．①、②の要件を満たすメールを送受信者双方で保存すること
を満たすこととしており、この取扱いは令和3年1月4日から適用されたところです。

（2）（3）について
「交付決定調査」については、「予算執行等に係る情報の公表等に関する指針」におい
て、事業名、補助金等交付先名等の補助金等に関する事項の公表を行うこととされて
おります。当該調査については、公表に必要ではない内容も含まれていることから、そ
の他の提出様式の内容も含め業務の効率化が進むよう見直しを行ってまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
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提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

337 令和2年12月18日 令和3年2月18日 葬儀費用

税金での葬儀のとりやめ。
費用は私費とし、香典で補填
(もちろん政党交付金や調査
費などは使用不可)。

税金での葬儀のとりやめ。
費用は私費とし、香典で補填(もちろん政党交付金や調査費などは使用
不可)。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

338 令和2年12月18日 令和3年2月18日

災害や大火など
有事発生時の自
衛隊・海上保安
庁・警察・消防の
統合運用

近年大災害が日本においても
頻繁に起こっています。
災害対応に当たる各官の役
割は決まっていると思います
が
省庁横断的に協力連携を行
える部分を更に詳しく探し
それを基礎として統合有事対
応部を司令塔として作り
自衛隊・海上保安庁・警察・消
防を運用すれば
有事の即応能力が恒久的に
高まると考え提案しました。

自衛隊・海上保安庁・警察・消防が
有事に現在よりスムーズに統合運用できれば
陸・海・空における災害被害など、迅速に対応できます。
それは災害時の部隊移動時、交通網が遮断されている時
顕著なメリットがあります。
統合有事対応部が司令を出すことにより
一元的に迷いなくどの所属部隊がどのように動けば
一番効果的に交通網が復旧できるかが
ほぼ反射的に現場部隊まで伝わるからです。
大火・行方不明者捜索・テロ対応（予防も含む）
また国防分野においても同様なメリットがあるでしょう。
現在進めているデジタル化のシステムを
丁寧に上述の運用に合わせて作り
司令塔となる統合有事対応部の人材として
分析能力に長けた方々を選べば、効果はさらに高まります。
日本社会における国民からの信頼と安心感が得られ
運用によっては、国際社会からも
強い関心と信用が得られると考えます。

個人

内閣府
防衛省

国土交通省
警察庁
総務省

災害発生時には、実働部隊の運用含め、内閣総理大臣の指揮の下に内閣官房や内
閣府が中心となって省庁横断的な取組を行い、各省庁と自治体の適切な役割分担の
もと、迅速かつ的確な応急対策と被災地の早期の復旧・復興に取り組んできたところで
す。

各府省庁合同で災害種別ごとの防災訓練を定期的に実施するとともに、令和２年４
月、内閣危機管理監の下関係省庁局長級が集まり定期的に災害対応について議論を
行う「自然災害即応・連携チーム」を新たに設置し、平時から顔の見える関係を作ること
で、実働部隊含めた各府省庁の連携を一層強化しています。

災害対応のデジタル化についても、各府省庁の適切な役割分担の下、関係府省庁間
で密に連携しながらその取組を推進しているところです。

-
現行制度
下で対応可
能

防災体制の充実強化は重要な課題であり、特に、一刻を争う応急対策の局面において
重要な役割を果たす実働部隊については、適切な役割分担のもとで円滑に連携を行う
ことができるよう、そのあり方について不断の見直しを進め、万全の防災体制の確保に
努めてまいります。

339 令和2年12月18日 令和3年2月18日
電子申告につい
て

e-taxとel-taxを1本化してほし
い。
あるいは法人番号やマイナン
バーなどのシステムを合同で
運用出来るようにしてほしい。

会計事務所に勤める者です。
先日、電子申告を行ったところ、県の役所から
「(株)や(有)ではシステム上違う会社として認識してしまうので、株式会社
や有限会社のように正式な名称で申告してほしい。」
とのお願いがありました。
同じように申告している税務署からそのような話は聞いたことがありませ
ん。
おそらく国税用の整理番号や法人番号で管理しているためだと思われま
す。
こちらの登録の問題でもありますが、法人番号や個人番号ができた時代
にまだ名称で管理するというのは非効率ですし、番号の意味がありませ
ん。
法人や個人の管理方法が1本化できれば、申請者も役所も手間が省け
るのではないでしょうか。

個人
総務省
財務省

　法人住民税及び法人事業税等の申告書への法人番号、法人名及び所在地などの記
載につきましては、地方税法施行規則において申告書への記載事項として定められて
います。
　また、eLTAXで電子申告を行う場合、法人番号を入力することで、申告書の所定の箇
所に法人名及び所在地の自動転記が可能となるため、その場合、法人名の直接入力
は不要となっています。

地方税施行規則
第3条、第5条、第
10条の２等

対応
 　ワンスオンリー原則に基づき、eLTAX又はe-Taxのどちらかに情報を提出すれば、同
様の情報のもう一方への提出を不要とする取組が重要と考えており、国税・地方税を
通じた納税者の利便性向上に、積極的に取り組んでまいります。

340 令和2年12月18日 令和3年2月18日
中曽根元総理の
合同祭

税金でやるのはやめて下さ
い。

コスト削減。税金でする意味がわからない 個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

341 令和2年12月18日 令和3年1月27日
省庁の任期付職
員採用時提出書
類の簡素化

省庁の任期付職員採用時提
出書類について、転職回数が
多い人ほど在籍証明書を取り
直す手間がかかる。これを簡
素化していただきたい。

5年前に内閣府の任期付き職員として採用されました。
また、現在は地方国立大学の特任教員をしております。
それぞれの採用手続きの際に、過去に在籍していた各社の在籍証明を
提出する必要がありました。
　私は転職回数が多く、今は合併等で別会社となり在籍が確認できない
からと拒否されたり、倒産などで現状存在していない会社もあったり、ま
た、賃金未払いがあり訴訟で争ったことがある会社だと、最初から在籍
証明の発行に協力いただけません。また、自営業の時もありましたの
で、在籍証明を自身で発行することができません。
　そこで、在籍証明に代えて、年金支払記録で確認できるようにしていた
だきたいと思います。それであれば在籍証明がすぐに取れます。

個人 人事院

各府省における職員採用時の給与決定においては、採用前の経歴として、在職してい
た民間企業等の雇用形態や従事していた職務の内容を確認し、職員の給与に適切に
反映する必要があります。そのため、各府省において在職証明書等を求めている場合
があると承知しています。ただし、厚生年金の納入記録や給与明細（通帳の振り込み
記録等）、源泉徴収票等を用いても、各府省において上記の確認を適切に行うことが
可能と判断するのであれば、差し支えないと考えております。

人事院規則９―８
（初任給、昇格、昇
給等の基準）別表
第４　経験年数換
算表

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

342 令和2年12月18日 令和3年1月27日

消費税法インボイ
ス制度への移行
に伴う財務処理
のデジタル化

2023年10月1日より導入され
る消費税インボイス制度につ
いて、インボイスのデジタル化
を国にお願いしたい。日本全
国のインボイスの量は、経済
取引量の総数に相当する数と
なりますが、インボイスを法人
番号、事業者番号ごとに国が
管理するサーバーに保存して
いただくことは可能でしょう
か。保存形式は、お任せいた
しますが、e-TAXでの決算書
形式XBRLの形式が良いと思
います。その保存したビック
データを法人番号事業者番号
ごとにダウンロードができ、財
務の仕訳情報として自動入力
ができるようにしていただきた
い。

１．消費税インボイスの入力や保存の軽減
    取引の都度、紙でインボイス作成及び保存は、中小企業にとって実
務的に不可能である。自社アプリケーションでのインボイス作成保存が
自動化されれば可能となると思いますが、中小企業にとっては、コスト的
及び時間的に耐えられる状況ではありません。たとえばレジと国のサー
バーがつながっていて、顧客の番号がわかれば自動的に会計が終わり
ます。入力しやすいフォーマットを作っていただければありがたいと思い
ます
 ２．中小企業の財務処理の軽減
    現在中小企業の財務処理は、ほとんど税理士に委託し記帳業務とし
て報酬を払っています。インボイスが集約されている国のサーバーから
自社の法人番号を入力すれば、指定期間のインボイス（仕訳データ）が
すべてダウンロードできます。そのデータを利用し自社財務ソフトへコン
バートができれば、売上情報経費情報も自動入力となりますのでほとん
どの仕訳が入力済みとなります。インボイスがない取引は自社入力とな
りますが数は少ないでしょぅ
    財務処理の軽減が可能となり、財務にかかるコストが軽減されます
   ３．セキュリティーについて
    国のサーバーへのアクセス制限ですが、自社の法人番号のみの検
索しかできなくし、他人のデータを見られなくする。
    国税庁のアクセスについては、国にお任せいたします。ただ全部国税
当局に見られている状況は、国民が納得するかどうか疑問です
    最後にインボイス制度のサーバー化は経済産業省国税は財務省に
またがっていますよりよい方法でお願いいたします。

個人 財務省

　令和５年10月以降、消費税の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事
業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。適格請求書とは、発行者
の登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する
書類です。適格請求書の交付に代えて、電磁的記録（適格請求書の記載事項を記録し
た電子データ）を提供することも可能です。また、電磁的記録の提供を受けた事業者
は、一定の要件の下、その記録を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることも
できます。

消費税法第30条、
第57条の２、第57
条の４

事実誤認

　制度の現状欄に記載のとおり、適格請求書の交付及び保存は電磁的記録により行う
こともできます。紙によるか電磁的記録によるかは事業者の任意です。
　なお、提案理由欄に「取引の都度、紙でインボイス作成及び保存は、中小企業にとっ
て実務的に不可能」と記載されていますが、適格請求書は、日ごろの取引で授受され
ている請求書や納品書に一定の事項を追記するものである旨申し添えます。
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343 令和2年12月18日 令和3年1月27日
経費精算の領収
書現物（紙）取
得、保管

交通費、送料、飲食代等、少
額経費について、領収書現物
を受領し、金額にかかわらず
領収書現物を糊付けし経費申
請・精算しています。
仕組み上、社内チェック（上司
確認）が為されており、領収書
画像データ（写真）で金額内容
が確認できれば、現物領収書
の添付が無しで経費精算でき
ても良いと思います。
税務署への事前申請・承認が
あれば領収書電子化導入可
能と聞きますが、タイムスタン
プの条件など、中小企業レベ
ルでは実質的に対応できませ
ん。
一般的に流通している経理ソ
フトの機能で、容易に導入で
きる位に制度・仕組みに変え
てただきたい。

在宅勤務対応可能
領収書現物保管不要（倉庫費用削減）
現物送料削減
紙の削減
領収書紛失による経費受領不能回避

個人 財務省

　 国税関係書類のうち、決算関係書類以外の書類については、税務署長の承認を受
けたときは、紙とスキャナ画像の同一性の確認やタイムスタンプの付与等の所定の要
件の下で、スキャナにより記録された電磁的記録の保存（以下「スキャナ保存制度」と
いいます。）が可能となっています。

電子計算機を使用
して作成する国税
関係帳簿書類の
保存方法等の特
例に関する法律等

対応

 スキャナ保存制度については、令和２年12月21日に閣議決定された「令和３年度税制
改正の大綱」において、紙とスキャナ画像の同一性確認の不要化や一定の場合にタイ
ムスタンプ付与を不要化する等の抜本的な見直しを行うこととしております。
　上記の見直しを含んだ令和３年度税制改正法案を令和３年通常国会に提出する予
定です。

344 令和2年12月18日 令和3年2月18日

中曽根康弘氏の
ための「内閣・自
由民主党合同葬」
につて

長きにわたり総理としてこの
国のために尽力された中曽根
康弘氏のために「内閣・自由
民主党合同葬」を実施される
ことをとめるつもりはないが、1
円たりとも税金を使うことはや
めていただきたい。税金は、
先の見えないコロナとの戦い
に、混乱の中で生きていくこと
も難しくなっている人のために
使っていただきたい。

　新しい首相のもと、この国があるべき方向に進み始めるものと期待して
いた。9600万をかける「内閣・自由民主党合同葬儀」を、「内閣」にも、
「自由民主党」にも止める方がおられなかったことに落胆している。9600
万という葬儀費用は、庶民感覚の理解を超えるものである。「元総理」と
「一介の庶民」に違いがあって当然ということなのかもしれないが、この
ようなずれてしまった感性で、この国をあるべき方向に導いていけるのだ
ろうかと不安になる。1806日という長期にわたってこの国のために尽力さ
れた中曽根氏のために「内閣・自由民主党合同葬儀」を実施されること
を止めるつもりはないが、税金を使うことはやめていただきたい。国民
が、コロナとの厳しい戦いの中で苦しんでいるこの時期に、国民を失望さ
せるような税金の使い方をしないでいただきたい。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

345 令和2年12月18日 令和3年1月27日
２対１ルールの導
入制度化を求め
ます。

米国に倣い 日本での２対１
ルールを導入し規制削減の制
度化をするものです。

アメリカではトランプ大統領就任とともに大統領令によって2017年１月に
所謂２対１ルールを発令しました。
これは新しい規制を１つ作る際には少なくとも２つ以上の規制を廃止しな
ければならないというルールです。規制によって民間企業の損失コスト
が発生し、そのコストを加算された製品・商品等が市場の収縮を誘発さ
せておりその損失を軽減し民間に戻そうと言う事です。これによって１つ
の規制に付き22個の規制が廃止・停止等になったという事です。
このルールの利点は新たな規制を作る側に要らない規制を選ばせる事
が出来る事です。
日本では1990年代から規制の数が一気に増加し立法爆発の状態であ
ると言われています。OECDの中で技術力や競争力は上位なのに、経済
成長率がほぼ最下位なのは立法爆発の要因も大きいのではないでしょ
うか。
アメリカはコロナ禍の前迄はトランプ大統領の２対１ルールを含めた経済
政策によって好景気と低い失業率を記録していました。安全保障の規制
はしっかりとしなければならないのとは質を違えて、産業経済の面では
日本もアメリカの良い所は見倣うべきだと思うものです。

個人
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

346 令和2年12月18日 令和3年1月27日
国勢調査と住民
基本台帳との連
携について

　総務省が行う国勢調査は、
国が選挙区割りや地方交付
税の根拠値とするために実施
されるものですが、調査には
巨額のコストがかかっている
ものと思われます。
　本来であれば、地方自治体
が管理している住民基本台帳
（住基）の人口総数により国調
人口が算定されるべきと思い
ますが、それを改めて国がコ
ストをかけて調査する必要性
はあるのでしょうか。国の事務
と地方自治体の事務という縦
割りの構造が、無駄な業務と
コストを生じさせてはいないで
しょうか。
　国のすう勢を図るものは、
国、地方の枠にとらわれず、
住基人口に基づくものとの方
向で一本化した方が、スマー
トで効率的と考えます。

　国勢調査に要するコストは、令和２年度の総務省統計予算の伸びで見
ると６００億円以上と推察していますが、調査の目的は、選挙区の区割り
や地方交付税の算定根拠となるデータを得るためとされています。
　地方自治体が管理する住民基本台帳（住基）には、学生や施設入所な
どの異動は必ずしも反映しておらず、実態との多少のずれはあります。
しかしながら、それはコストに見合う拘りなのでしょうか。選挙権や様々な
住民サービスも、住基に基づき生じるものなのですが・・・
　また、世帯の捉え方が、国勢調査では外形的に同一家屋に居住する
単位で捉え、住基では同一生計で捉える場合もあるなどの違いがありま
すが、住基に外形と生計の双方の世帯管理を行える記載項目の追加を
行えば、自治体の課税部門の管理にも役立つと思います。就労状況も、
住基に任意の記載項目として加えれば同様かと思います。
　国調は国の事務であり、住基は自治事務なのですが、住基ネットによ
り住基の情報が国の事務の効率化に活用されたように、国勢調査に巨
額のコストをかけるのであれば、その結果を住基の精度向上に反映する
などの有効活用を考えてはいかがでしょうか。
　課税の分野では、既に国税と地方税での所得情報の連携が図られて
いますよ。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

347 令和2年12月18日 令和3年4月16日
道路行政におけ
る各省庁の縦割り
の改善

(1)交通円滑化に寄与する、国
交省と警察のより緊密な連携
(2)道路上の違法行為に対す
る警察の取り締まり範囲の拡
大（国交省管轄、行政管轄と
されている部分）

(1)当方北海道在住ですが、国道における交通円滑化に対する取り組み
が欠如していると感じます。特に、幹線道路などにおける、横断者も通行
者もいないにも関わらず反応する反応式信号や、道路交通法の考え方
と反する道路構造（例：片側二車線から片側一車線に移行する際には
走行車線側が消える。これだと、追い越し車線に速度帯の低い車両が
多数存在し、円滑な交通が妨げられている）です。国交省、警察の縦割
り行政の改善により、こういった状況を改善頂きたい。
→導入に係るコストは道路新設に比べ圧倒的に軽減できると考えられま
すし、費用対効果としては非常に良いと考えられます。また、交通円滑
化に伴い交通事故に減少や物流コストの削減にも寄与すると考えられ
ます。
(2)違法改造ナンバー車や改造マフラー車両の検挙は、国交省の管轄と
しているため、警察車両が取り締まることはほぼありません。しかしなが
ら、縦割り行政のために違法改造車両を一番目にしているはずの警察
が、違法状態を見て見ぬふりをしているのは明らかにおかしいですし、
違法改造車両の所有者も検挙されないのを良いことにやりたい放題の
状況です。
　また、車内から投げ捨てられるゴミも近年非常に多いですが、通報先
が行政の廃棄物担当なのか、警察なのか、国交省なのか分かりませ
ん。そして取り締まる箇所も不明です。（各箇所共に連絡してくださいとし
ています）
　窓口一本化するとともに徹底した取り締まりをお願いしたいです。
→縦割り化を改善し、違法改造車両を減少させることによる道路周辺環
境の改善、また不法投棄廃棄物対策については、道路環境の改善と、
美化に要するコストの削減が見込まれます。

個人
警察庁

国土交通省
環境省

（１）
　信号機については、道路交通法第４条第１項に基づき、都道府県公安委員会が設
置、管理しており、交通環境に応じた信号制御の見直し等の対応を行っています。
　他方、道路については、道路法95条の２第１項に基づき、道路管理者が道路への区
画線の設置、道路の通行の禁止又は制限、道路の交差部分及びその付近の道路の
部分における改築等を行う場合、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に意見を
聴くこととなっております。
　なお、御指摘いただいた道路構造につきましては、車道の幅員が減少する際、沿道
利用が多い地域において左側車線を緩速車用として利用する場合、左側の車線を減
少させていますが、沿道利用が少ない地域において左側車線を連続した走行車線とし
て確保する場合は、キープレフト通行原則を構造的に担保するために、左側車線を連
続した走行車線として確保することが望ましいとされています。

（２）前段
　 警察では、騒音に係る整備不良車両運転、消音器不備、番号標表示義務違反等、
車両の不正改造等に対する取締りのほか、不正改造業者に対する取締りを推進して
います。また、道路運送車両法を所管する国土交通省と連携し、不正改造に関する情
報共有を図り、合同による取締りなどを実施しているところです。

（２）後段
　 道路上を走行中の車内からごみを投棄した場合、道路交通法第76条第４項第４号
及び５号に抵触するおそれがあります。警察では、これら違反行為を認めた場合は、指
導警告や検挙措置を行っているところです。
　また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、何人もみだりに廃棄物を捨
ててはならないこととしており、本規定に抵触するおそれがあります。各地方公共団体
において、警察等と連携しながら不法投棄の未然防止や早期発見に努めているところ
です。

（１）
道路交通法第４条
第１項
道路法95条の２第
１項

（２）前段
道路交通法第62
条、道路交通法第
71条の２、道路運
送車両法第19条
ほか

（２）後段
道路交通法第７６
条第４項
廃棄物の処理及
び清掃に関する法
律第16条

（１）
現行制度
下で対応可
能

（２）
現行制度
下で対応可
能

（１）
　信号機について、警察庁では、交通の安全と円滑を図るため、個別の交通実態等を
踏まえ、適切に信号制御の見直し等を行うよう、今後も引き続き都道府県警察を指導し
てまいります。
　また、都道府県警察及び道路管理者においては、渋滞対策や交通事故防止の観点
から、協議を行い緊密に連携して対策を講じているところであり、引き続きこうした取組
を進めてまいります。

（２）前段
　警察においては、制度の現状のとおり不正改造車両に対する取締りを行っているとこ
ろであり、引き続き、国土交通省と連携を図るなど、これら取組を推進してまいります。

（２）後段
　警察においては、地域の実態や住民の意見・要望等を踏まえた活動を行っているとこ
ろ、パトカー等による警ら活動や通報等により違反行為を認めた場合は、行為の態様
等に応じた適切な対応を行っています。なお、車内からごみを投げ捨てる交通違反行
為や不法投棄事案を認めた場合は、最寄りの警察等に通報をお願いします。
　なお、道路への不法投棄については、生活環境の保全のため、各地方公共団体にお
いても、廃棄物の不適正処理の防止の観点から警察等との連携強化を図る等、地域
の実態に応じたスムーズな連絡体制の構築に努めており、これらの取組を引き続き推
進してまいります。

348 令和2年12月18日 令和3年1月27日 2対1ルール
一つの規制を作る場合2つの
不要な規制を廃止する

わが国は立法爆発の時代を経て、規制でがんじがらめであります。
既にアベノミクスの結果が示しているように、
すべての矢は同時に放たれなければ意味がありません。
民間の活力を最大限に生かすためには規制撤廃は不可欠です。
すでに米国が成功例を実現しております。
1つの規制を作る場合は不要な規制を２つ廃止。
規制提案者には少なくとも2つ提出頂くようルールとし設定することが望
ましいと考えます。

個人
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

349 令和2年12月18日 令和3年1月27日
自動車輸送統計
調査について

毎月、国土交通省より自動車
輸送統計調査が送付されてき
ますが、電子報告で済ませて
しまえば用紙が必要でなく、国
土交通省が送付する郵便代、
印刷代を削減できると思われ
ます。
電子報告を推進する中で非常
に無駄なことだと思います。

自動車輸送統計調査表については1社に対して営業所が複数あれば、
複数送られてきます。
まとめて送られて来るのであれば判るのですが、同じ住所に複数の営業
所分送られてきます。
郵便代についても馬鹿にならないと思います。
印刷も毎回同じ書き方の指導も封入されており、非常に無駄だと思いま
す。（会社の担当が変われば申し送りで済む話ですので必要ありませ
ん。）
紙ベースでそちらに送付する際に会社の代表者印が必要でないので電
子報告で十分だと考えます。
運輸局からは連絡用のメールアドレスの登録も義務とされていますの
で、そちらに一斉メールで『○月分の輸送統計調査票の提出をしてくださ
い』と頂ければかなりの外注費等の費用の削減が出来ると思います。
ご検討のほど宜しくお願い致します。

個人 国土交通省

　自動車輸送統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査（基幹統計である自動車輸送
統計を作成するための調査）として、国内で輸送活動を行う自動車を対象に、その輸送
量・走行量等を把握することにより、自動車輸送の実態を明らかにし、我が国の経済政
策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的としています。
　自動車輸送統計調査の対象については、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(道
路運送車両法第３条)のうち、国土交通大臣が選定する自動車について調査を実施し
ており、毎月（貨物営業用は年４回）、層化無作為抽出により調査対象を選定していま
す。
　調査対象の選定にあたっては、自動車登録ファイル（車検データ）等を母集団名簿と
して利用しています。

　自動車輸送統計
調査規則(昭和35
年運輸省令第15
号)第4条

検討を予定

  本統計調査は、車両単位に調査を実施するため、自動車登録ファイル（車検データ）
等を用いて、車両のナンバープレート単位で調査対象を選定しているところです。
　ご指摘の件につきましては、車両は異なりますが、事業者名称、住所等について、同
一事業者、同一住所であるものが確認できることから、同一事業者、同一住所になるも
のをまとめて発送できるよう、調査対象選定システムの改善、調査票発送時の封入に
係る対応について、令和３年度内に予算要求等を含め検討することとします。
　また、毎月調査をお願いしている調査対象事業者につきましては、記入要領等を年
初１回のみ送付するなどを実施していくことにより、印刷・発送経費の削減をあわせて
検討していきます。
　なお、ご提案のあった電子報告につきまして、本統計調査では、従前よりパソコンか
らのオンライン調査に加え、令和２年４月調査分よりスマートフォンから回答ができる仕
組みを整備し運用しており、調査票に同封しているオンライン調査のリーフレットにおい
ても操作手順等をご案内しているところですが、電子報告を推進するため、調査対象
者への周知徹底を図ることを検討していきます。

350 令和2年12月18日 令和3年1月27日
政府からの調査
依頼の集約化

いろいろな省庁から会社宛て
に調査依頼がきます。出さな
いと督促が毎日のように電話
がかかってきます。
が、各調査、同じようなことを
聞かれていて非常に煩雑で
す。

たとえば高齢者・障がい者に関する報告は機構にも出すし、ハローワー
クにも出します。同じような内容です。
そして、数字が違うと「XXに提出の数字と違う」と言われます。
わかっているならまとめてほしいです。
企業の工数も
関係役所が作成するぶあつい書き方マニュアルも郵送料も督促料も減
らせます。
ほんとに迷惑です。
デジタル庁でまとめてやって（WEB回答）、データベース化してほしいで
す。

個人
総務省

厚生労働省

国の行政機関が行う統計調査の範囲で申し上げれば、調査実施前に、統計法に基づ
き総務大臣の承認を得る必要がありますが、統計調査の承認審査の過程において、
報告者の負担軽減等に留意して対応しております。
　統計調査ごとに実施時期、調査対象、調査事項の定義等が異なりますので、類似の
調査事項を調査している統計調査を完全に排除することは困難ですが、統計法の規定
に基づき、他の統計調査との重複が合理的と認められる範囲を超えていないか、と
いった観点から審査を行っています。
　また、令和２年６月に閣議決定した「公的統計基本計画」においては、統計調査の企
画に当たり、他の行政記録情報の活用可能性を事前に精査・検討し、調査事項の縮減
や代替を図ることとされており、これも観点として審査を行っています。

統計法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載した報告者の皆様の負担軽減に資する取組について、引き続
き、対応してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

351 令和2年12月18日 令和3年1月27日

農林水産省競馬
事業の二重構造
と二重免許認可
制度の解消と一
元化

農林水産省の競馬課がJRAと
地方競馬それぞれで行ってい
る競馬事業の一元化を提案し
ます。
競馬の組織自体をJリーグの
ようなピラミット組織へ
調教師騎手及び馬も強いも上
がっていく切磋琢磨する組織
への変換。
JRAとNARがそれぞれで行う
人材育成組織（競馬学校）の
統一調教師・騎手の免許制度
認可の二重構造の一元化

同じ競馬を運営するのに農林水産省の競馬課はJRAと地方競馬の二重
組織で運営されて役人の人件費等無駄が多いのでではないか？一元
化を提案。
競馬の魅力を上げるために組織自体統合一元化した後Jリーグのような
ピラミット組織にして地域性を出し地元から出た馬や騎手をファンが応援
し感情移入できるようにする。
調教師騎手及び馬も強いも上がったり下がったりする切磋琢磨できる組
織への変換が必要である。
カジノ事業などとの一線を図りバランスをとる。
同じ競馬でもJRAと地方競馬の職業格差は甚大で地方競馬で勤務する
人達の生活は致命的です。地方競馬の売り上げが堅調な今変革のタイ
ミングです。
JRAとNARがそれぞれで行う人材育成組織（競馬学校）をもち敷地や教
育環境等すべてが無駄な二重構造。なのに入学者は年にJRAが５～８
名地方競馬は１０～２０名と間口も狭い
その他に調教師・騎手の免許制度認可の二重構造はいかがなものか。
日本国内でそれぞれ違う免許が存在するものは調教師と騎手ぐらい。
自動車運転免許証は国内に２種類ありますか？
分けるなら経験や勝ち数でレベル分けがいい。
早急な一元化をし地方競馬で従事している方への職業差別も無くす必
要がある。

個人 農林水産省

①中央競馬と地方競馬
　競馬は、競馬法に基づき実施されており、中央競馬は、畜産振興及び国家財政への
寄与を目的として日本中央競馬会（JRA)（特殊法人）が実施しています。一方、地方競
馬は畜産振興及び地方財政の改善を目的として、各都道府県等の地方自治体が主催
者となり自ら実施しており、現在、14の都道府県等が実施しています。
　なお、中央・地方競馬（又は地方競馬間）の交流競走が実施されており、中央競馬と
地方競馬の各競馬場等の所属馬、調教師、騎手が交流する場が設けられています。

②調教師・騎手の免許制度
　調教師・騎手の免許は、公正確保の一つの手段として不適格者を排除するためのも
のであり、競馬の施行と密接な関係があることから、免許業務は主催者等が実施する
こととされています。このため、中央競馬については主催者たるJRAが免許業務を実施
しており、また、地方競馬については、地方競馬主催者の意思と責任で運営される地
方競馬全国協会（地方共同法人）が一元的に実施しています。

競馬法第１条の
２、第16条及び第
22条

対応不可

①　制度の現状に記載のとおり、中央競馬と地方競馬では、競馬開催の目的が異な
り、また、地方競馬は、都道府県等が自ら主催者となっていることから、中央競馬と地
方競馬の競馬事業を一元化することは困難です。

②　免許業務を行う者は、制度の現状に記載のとおり、公正確保の観点から主催者等
が行うべきものですが、①のとおり主催者を一元化することは困難なので、免許制度を
一元化することは困難です。

353 令和2年12月18日 令和3年2月18日
公文書管理（情報
公開制度）につい
て

情報公開制度に基づく文書管
理が煩雑すぎる。
保管文書の大分類・中分類等
は各省庁共通でもう少し
簡略化し、文言による表記で
はなくDXを多用した（
例えるならQRコード等を利
用）文書管理システムに
するべき。

森友学園問題を機に政府による公文書管理の（政治的施策のためか）
不手際を現場の公務員に「こうやって情報公開制度に基づき管理しろ
よ」と言わんばかりに押し付けられたせいで、現場では就業時間中にお
ける文書管理が占める割合は少ないとは決して言えない。公務員として
の職務を行うためにも、情報公開制度に伴う文書保存・背表紙表記など
を現場職員の意見をもっと聞き入れてDX技術を流用し、現場職員・情報
公開請求者双方がWinWinになれる情報公開制度に伴う文書管理を見
直して頂きたい。
現場で行っている文書管理業務は、時代に逆行したアナログ業務になっ
ている。

個人
内閣府
総務省

　公文書等の管理に関する法律施行令（平成22年12月22日政令第250号）第8条では、
行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内
容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならないとされていま
す。
　「公文書管理の適正の確保のための取組について」（平成30年7月20日　行政文書の
管理の在り方等に関する閣僚会議決定）では、取組の柱の一つとして、電子管理の推
進による体系的・効率的管理の実現を目指すこととしており、それを受けて、翌年3月に
「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成31年３月25日内閣総理大臣
決定）を定め、閣僚会議決定で打ち出された電子的文書管理の方向性を示していま
す。

公文書等の管理
に関する法律施行
令（平成22年12月
22日政令第250
号）第8条第１項

行政文書の電子
的管理についての
基本的な方針（平
成31年３月25日内
閣総理大臣決定）

共有フォルダにお
ける行政文書の電
子的管理に関する
マニュアル（2019
年２月１日策定
2019年８月30日改
訂）

現行制度
下で対応可
能

　行政文書の電子的管理についての基本的な方針（平成31年３月25日内閣総理大臣
決定）では、電子媒体を正本・原本として体系的に管理することを基本に、「当面の措
置」として共有フォルダを対象に現行技術で対応可能な範囲で電子的管理を行うことと
し、将来的にこれを自動化・システム化することを掲げています。
「共有フォルダにおける行政文書の電子的管理に関するマニュアル」（2019年2月1日内
閣府大臣官房公文書管理課（2019年8月30日改訂））では、共有フォルダの体系的管理
を目的に、①行政文書を保存するフォルダの構造や名称を行政文書ファイル管理簿と
一致させる、②ファイルの名称もルールを定め標準化するという具体策を提示し、各行
政機関で取り組んでいくこととしています。これにより、①分類の設定が容易になるとと
もに、②行政文書の所在把握や探索が容易となることにより、情報公開請求の対象文
書の探索・特定、行政文書該当性の判断を効率的に行うことが可能となると考えてい
ます。また、今後の本格的な電子的管理によるメタデータの付与により、検索性や文書
管理の効率をさらに高められるものと考えています。

354 令和2年12月18日 令和3年1月27日 労働力調査の件

令和２年９月総務省統計局実
施の国勢調査とほぼ同時期
に、当世帯に同局より労働力
調査の依頼がありました。設
問が国勢調査とほぼ重複して
いるため、国勢調査が実施さ
れる年に従来の労働力調査
は不要と考えます。

全国民が対象である国勢調査が行われる年に、わずか4万世帯程度と
はるかにサンプル数が少ない（＝精度が低い）労働力調査を行うこと
は、明らかな無駄であります。調査員への報酬、データ処理にかかるコ
ストのみでなく、回答者にも無駄な労力を強いるものです。
なお、わたくし個人の価値観では、国民生活の改善につながるのであれ
ば、データを提供すること自体を億劫に感じることはありません。しかし
ながら、ほんの１週間前に回答したのとほぼ同じ設問に回答する徒労感
は拭えません。
また、論点は少しずれますが、酷似した調査を短期間に２度実施するな
どという拙い行いを国がするはずが無いと信じる気持ちから、国勢調査
に便乗した詐欺ではないかと疑ってしまった面もあります。

以上より、5の倍数年の労働力調査は廃止、もしくは国勢調査の設問と
の重複を避けることを提案致します。

個人 総務省

労働力調査は、統計法に基づく基幹統計『労働力統計』を作成するための統計調査で
あり、我が国における毎月の最新の就業・不就業の実態を明らかにするための基礎資
料を得ることを目的に、毎月、都道府県を通じて調査を実施しています。

完全失業率など、現下の雇用情勢を迅速に把握し、提供する必要があることから、無
作為に抽出された約４万世帯を対象に、限られた回収期間で調査を実施することで、
調査月の翌月末には調査結果を公表しています。

統計法
統計法施行令
労働力調査規則

対応不可

労働力調査は、我が国における毎月の最新の就業・不就業の実態を明らかにすること
を目的とした統計調査であり、この調査から明らかになる完全失業率等は、景気判断
や雇用対策等の基礎資料として利用されています。
現下の雇用情勢を迅速に把握し、提供する必要があることから、無作為に抽出された
約４万世帯を対象に、限られた回収期間で調査を実施することで、調査月の翌月末に
は調査結果を公表しています。

一方、国勢調査は、５年に１度、すべての世帯を対象に、国内の人口・世帯の実態を把
握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的に実施する統計調査であり、
調査対象数が多いことから調査の実施、結果の公表には時間がかかります。

それぞれ目的や公表までの期間が異なる統計調査であることから、国勢調査の実施
年においても、労働力調査を実施する必要があります。

355 令和2年12月18日 令和3年1月27日 財務省の分割
財務省から国税庁を切り離す
べきです。

まず先進国では普通のことですし財務省の力が強すぎます。極端な話、
財務省に不利な法案を出す議員等がいれば国税庁動かして徹底的に
調べて逆らえないようにすることも可能です。

個人 財務省 番号93の回答を参照してください。

356 令和2年12月18日 令和3年1月27日

在外公館（大使館
等）の邦人関連業
務改革、とりあえ
ず在外選挙人証
発行の件

在外選挙人証の発行を迅速
かつ簡便にすべきです。
現在の制度では、申請者が在
外公館の窓口で申請し、選挙
人証が発効されるまで２か月
ぐらいかかります。
在外公館と各選挙管理委員
会がネットワークで繋がってい
れば、あっという間に解決す
ると思います。
あるいは、在留届も在外選挙
人登録も全部、個人がスマホ
アプリでパッパとやれるように
出来ませんか？大使館などに
出向かずに。また、紙の選挙
人証自体も疑問です。オンラ
インで登録されているのであ
れば、パスポートで本人確認
ができるはずですので。

タイ国在住ですが、友人たち（日本人）のうち在外選挙人登録をしている
のはごく僅かです。もっと簡便な登録法があればいいのにといつも思っ
ています。国政選挙への参加は国民の大切な権利ですので、在外邦人
へのご配慮もよろしくお願い申し上げます。

個人
総務省
外務省

在外選挙人名簿への登録の申請の方法は、在外公館等に申請する場合（在外公館申
請）と、出国時に市町村窓口で申請する場合（出国時申請）の二つの方法があります。
在外選挙人名簿の登録（又は登録の移転）が行われると、申請者の住所を管轄する領
事官を経由して、在外選挙人証が交付されます。

公職選挙法第30
条の５及び第30条
の６

検討を予定

登録申請手続の利便性の向上については、平成30年６月から、従来の在外公館申請
に加え、国内で出国時に申請できることとしており、これにより選挙人は在外公館に出
向くことなく登録が可能となったところです。

なお、在外選挙人証のオンライン申請の導入及び在外選挙人証の電子化について
は、マイナンバーカードによる厳格な本人確認など在留邦人の本人確認、住所確認を
適切に行う手法の検討が不可欠であり、今後のマイナンバーカードの海外利用の状況
などを見極めながら、検討していく課題であると考えています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

357 令和2年12月18日 令和3年1月27日
ハローワークの管
轄について

現在、市区町村ごとに管轄の
ハローワークが定められてい
るが、利用者が通いやすいハ
ローワークで手続きができる
よう、変更する。

自身の居住する市にはハローワークは無く、隣のA市にあるハローワー
クが管轄となっている。公共交通機関で通う場合、往復で1300円かか
り、失業手当受給中は毎月通う必要があり、無収入での出費が負担で
あった。反対隣のB市のハローワークが数分のところにあるため、そちら
での手続きにしてもらえないかと相談したが、市町村ごとで管轄が決まっ
ているため不可能であるとの返答であった。
現在、自身は教育訓練給付金を受け、看護学校に通っているが、2ヶ月
に1度通所する必要がある。学校の目の前にB市のハローワークがある
が、居住住所管轄のハローワークまでいく必要があり、開庁時間は学校
のある時間と重複しているため、空きコマとお昼休憩の時間を合わせ
て、なんとか通所している状況である。人によっては、県をまたいで手続
きに行き、また授業に戻ってくる、という状況の人もいる。
時間や交通費を無駄にしないためにも、利用者が通所しやすいハロー
ワークで手続きをできるようにしてほしい。

個人 厚生労働省

ハローワークでは、管轄のハローワーク以外での受給手続きを希望する申出があった
場合、その必要があると認めるときに限り、他のハローワークでの手続きが可能として
おります。

雇用保険法
施行規則第54条

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

都道府県の見直
し

令和3年7月7日令和2年12月18日358
国土交通省

内閣府
厚生労働省

個人

陸運局（新車登録）…転居時に登録手続きに本人または委託を受けた
業者が出向く必要がなくなり、手数料負担、窓口の負担がなくなる。ナン
バーは初回登録時のままずっと継続するため、緊急自体宣言化で起き
た「他県ナンバー車に対する排斥」が発生しにくくなる。また、ご当地ナン
バー＋希望番号の上乗せ料金を現状より値上げし、その地方の財源と
する。継続車検、自賠責保険、車庫証明はマイナンバーに紐付け、マイ
ナポータル宛に通知が届き、全てオンラインで手続き可能とする。マイナ
ンバー連携によって継続車検のユーザー車検が増える可能性がある。
保育園・子ども園・学童……同じ管轄エリア内なら、市外への転居でも転
園届の提出だけで済み、手続きが簡素化される。選考基準が州ごととな
り、隣接自治体の園への入園希望者で待機児童数が減る可能性があ
る。自治体ごとに基準が異なり、実態が不明だった待機児童数の正確な
把握も可能になる。
小児医療費無償化……自治体間格差を是正できる。同じ管轄エリア内
なら、転居時に手続き・再交付が不要になる。多すぎる小児科クリニック
の統廃合を促す効果も考えられる。同様に保健所、国民健康保険（全年
齢）、後期高齢者の国民健康保険、介護保険なども広域化し、同じ管轄
エリア内なら保険料負担を同額とする。

【国土交通省】
　道路運送車両法（昭和26年法律第185号）により、自動車（軽自動車等を除く。）は、所有
権の公証及び使用実態等の把握のため、「登録」を受けなければ、運行してはならないこと
とされております。
　その上で、登録された事項の正確性を保持するため、転居等により、既に登録されている
自動車に係る所有者の住所や使用の本拠の位置等に変更があったときには、その転居等
が都道府県を跨ぐか、同じ都道府県内であるかを問わず、「変更登録」を行うことが定めら
れております。
　変更登録を含む自動車の登録は、同法に基づき、国土交通大臣が、全国統一的な取扱い
によって行うものであって、各都道府県知事が、それぞれ異なる取扱いによって行うもので
はないため、道州制導入のように都道府県の廃置分合を行ったとしても、その手続きに変更
はありません。
　また、ナンバープレートの交付手数料は、地方版図柄入りのものや希望番号のものも含め
て、交付に要する製造原価等の実費に応じて算出した額を収受することとしております。
　なお、 自動車を保有するためには、各種手続（検査登録、保管場所証明）と税・手数料の
納付が必要ですが、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス（OSS）」を利用するこ
とによって、これらをオンラインで一括して行うことが可能となっております。また、OSSにお
いては、マイナンバーカード等の電子証明書機能を活用し、本人確認を行っているところで
す。

【内閣府】
子ども・子育て支援新制度内の保育園等を利用する場合においては、居住する市町村に対
し、教育・保育給付認定を申請し、その認定を受けることとされています（子ども・子育て支
援法第20条第１項）。
なお、市町村間において、マイナンバーによる情報連携で、認定を行った際に通知する利用
者負担額の算定のための必要な税情報の取得は可能です。

【厚生労働省】
子どもの医療費については、国として、医療保険制度において、未就学児の医療費の自己
負担を３割から２割に軽減しています。これに加えて、自己負担の更なる軽減を図るために
自治体独自の助成制度が行われています。
このような助成制度を、全て国の制度として創設することは、厳しい財政状況等を勘案する
と、現時点では課題が多いと考えており、慎重な検討が必要です。
隣接自治体の園への入園については、利用者が居住する市区町村と施設・事業が所在す
る市区町村間で調整のうえ、保育所の広域利用が可能です。
放課後児童クラブは、市町村を実施主体とし、市町村が定める地域子ども・子育て支援事
業計画に基づき、事業を実施しております。
介護保険では、住民に最も身近な基礎自治体である市町村を保険者とし、各市町村におけ
る被保険者の所得状況やサービス見込量等に基づき、保険料を設定しています。なお、財
政安定化や事務効率化を図るため、複数の保険者にて広域連合や一部事務組合を組織
し、保険事業を運営することも可能となっております。
保健所が地域保健対策における中核としての機能を果たし、地域の特性を踏まえつつ住民
のニーズに的確に対応することを確保する観点から、ご提案の広域化について対応するこ
とは困難です。
（保健所については、地域保健法において、保健所の設置及び運営を円滑に遂行できる人
口規模を備えた自治体が保健サービスを一元的に実施できるよう、都道府県のほか、政令
指定都市や中核市、特別区等において設置することを定めるとともに、都道府県が設置す
る保健所の所管区域については、医療・介護・福祉等の関連施策と連携を図るため、医療
計画や介護保険事業支援計画の区域を参酌して設定しなければならないこととしていま
す。）
後期高齢者医療制度においては、運営主体は、都道府県の区域ごとに設置されている、当
該区域内のすべての市町村が加入する広域連合であるため、既に広域化されております。
また、広域連合内を構成している各市町村の後期高齢者医療保険料は基本的に同額と
なっております。
国民健康保険制度においては、都道府県が財政運営の主体として中心的な役割を担い、
市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴
収、保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を担うこととされています。なお、財政安定
化や事務効率化を図るため、複数の保険者にて広域連合や一部事務組合を組織し、保健
事業を運営することも可能となっております。
保険料率については、都道府県内で統一することも可能としていますが、市町村ごとの医療
費水準や医療提供体制に差があることに留意する観点から、ご提案の広域化について対
応することは困難です。

最終的な理想は、道州制を導
入し、市町村ごとに異なる行
政サービスの統一化、州（エリ
ア）への移管です。ただし、早
急な移行は反発が予想される
ため、まずは、陸運局（新車登
録）、保育園・子ども園・学童
の認可、小児医療費無償化
は、管轄範囲を広域化し、現
状の県をまたぐ転居時の登録
やり直しの無駄をなくして欲し
いです。広域化後のエリア分
けは当面は、GoToトラベルの
地域共通クーポンの「地方別」
の分け方で問題ないと考えま
す。
【見直し案の詳細】
https://note.com/sfmi/n/ne9
81b737c5b7

【国土交通省】
　「変更登録」は、住所等の自動車登録ファイルに記録されている事項の正確性を保持
するための手続きであり、例えば、自動車のリコールに伴う修理案内の送付、発見され
た盗難自動車の返却、自動車税の納税通知書の送付といった手続きを確実・円滑に
行うことができるようになることから、所有者の住所を正確に把握しておくことが必要で
あると考えております。
　また、ナンバープレートの交付手数料は、交付に要する実費に応じた額を自動車
ユーザー等から収受するものであるところ、この目的を外れて、地方自治体の財源とす
ることは困難と考えられます。
　以上のとおり、自動車登録に際しては、道路運送車両法の規定により、所定の手続き
や手数料が必要となりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
　OSSについては、これまでも対象手続・地域の拡大、利便性向上等を進めてきたとこ
ろですが、引き続き、関係省庁等と連携し、これらの取組を進めて参ります。

【内閣府】
転出入の際の手続き等に関し、マイナンバーによる情報連携で必要な税情報の取得
は可能である旨、引き続き市町村に対して周知するなど、手続きの簡素化を進めてま
いります。

【厚生労働省】
利用者が、居住地以外の保育所の利用を希望する場合を含め、地域の実情に応じた
適切な利用調整が行われるよう、引き続き周知してまいります。
放課後児童クラブについて、地域での多種多様な取組から広がったという背景もあるこ
とから、市町村において地域の実情に応じた事業を行うことが重要であると考えており
ます。
社会保険である介護保険制度においては、市町村を保険者とし、当該市町村における
状況をきめ細かく反映して保険料を設定することが重要であると考えております。な
お、広域連合を構成している各市町村の介護保険料は基本的に同額となっておりま
す。
国民健康保険制度においては、市町村ごとの医療費水準や医療提供体制に差がある
ことに留意し、保険料を設定することが重要であると考えております。なお、都道府県
内の統一に向けた議論を深めることが重要としています。

【国土交通
省】
対応不可

【内閣府】
検討を予定

【厚生労働
省】
対応不可

道路運送車両法
（昭和26年法律第
185号）第4条、第
12条、第27条第1
項及び第2項

子ども・子育て支
援法第20条第１項

地方自治法第284
条
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

359 令和2年12月18日 令和3年1月27日
全国学力・学習状
況調査を抽出調
査に

全国学力・学習状況調査を抽
出調査に変更し、行政調査と
しての役割(教育政策に生か
すため)に絞る。そのことに
よって、調査に係る費用の削
減と教員の負担軽減を図る。

全国学力・学習状況調査は「指導」と「政策」という両立が難しい目的を
掲げており、結果として、いずれの目的も果たせていない。
 「指導」のためテストを使うならスピードが重要であり、結果を即座に一
人一人の指導に反映すべきで、現在のように数カ月もかかっては役に
立たない。(自治体・学校の判断で自己採点を行なっているが、それが教
員の時間外勤務増加の一因になっている)
　「政策」のためなら質が重要で、学力との関連が指摘される子どもの生
活環境を調べることも必要になる。しかし、生活環境もほとんど調べられ
ていない。何より問題なのは、テストでどのような学力を測るかという肝
心な点がしめされていないことである。
　これらのことから、費用に対しての効果が不明確であるうえ、教育現場
に過度な負担を強いる調査方法を取り止め、政策に必要なデータを収
集することに徹することが必要なのではないか。

個人 文部科学省

全国学力・学習状況調査は、
・全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析することによって、国や全ての教
育委員会における教育施策の成果と課題を分析し、その改善を図る
・学校における個々の児童生徒への教育指導や学習状況の改善・充実等に役立てる
・そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する
ことを目的として、小学６年生と中学３年生の全児童生徒を対象に、教科に関する調査
と生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査を毎年実施しています。

- 対応不可

　全国学力・学習状況調査の制度の現状欄に記載の目的を確実に果たすためには、
調査を通じて、全ての市町村教育委員会において自らの教育施策の成果と課題を分
析し、改善を図ることができるようにすること、全ての学校において個々の児童生徒へ
の教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てられることが必要であり、引き続き、
同調査を悉皆、かつ、毎年度実施することが重要です。なお、教科調査においては、学
習指導要領の示す理念や内容等に基づき出題するとともに、記述式も取り入れ、より
丁寧に児童生徒の学力を的確に把握できるように努めています。そのため、採点に一
定期間を要するものの、より速やかに学校現場において調査結果を活用いただけるよ
うその期間の短縮に努めてきているところです。また、現在、学校現場への負担をでき
る限り軽減する観点から、学校質問紙調査のWeb回答方式への切り替えや児童生徒
質問紙調査におけるWeb回答方式の導入の検証などを進めているところです。さらに、
調査のCBT化（コンピュータ使用型調査）に向けた検討も進めており、これにより調査
用紙の取り扱いの負担軽減や結果提供の迅速化が見込まれるところです。
　なお、学校及び児童生徒質問紙調査では、学習環境や生活習慣等に関する項目を
設け、学力との関連について把握・分析するとともに、より幅広く学力の状況を把握し、
その経年変化や経済的な面も含めた家庭の状況と学力等の状況を把握・分析するた
め、3年に一度程度、「経年変化分析調査」や「保護者に対する調査」を実施し、これら
を国の教育施策や教育指導の改善充実に向け活用しているところです。今後とも同調
査の適切な実施と負担の軽減等に向けた不断の見直しに努めてまいります。

360 令和2年12月18日 令和3年1月27日

独立行政法人、
日本学生支援機
構の手続きに関し
て。

本年度から開始された、独立
行政法人、日本学生支援機
構の給付型支援金などの手
続きが、余りにも煩雑すぎま
す。
また、問い合わせに関しても、
明確に説明できない問題に対
しては、独立行政法人、日本
学生支援機構と大学が、責任
所在の押し付けあいの為、迅
速に手続きが出来ない状態で
す。

独立行政法人、日本学生支援機構の対応は、親権者ではなく、成人大
学生は、本人のみの対応以外は、一切受け付けない現状ですが、成人
大学生であっても、学費の支払いを実行しているのは、親権者でありま
す。
また、親権者世帯主の個人情報を提供する為、親権者手続きも了承す
べき案件です。
また、書類上の手続き、及び、インターネット手続きの両方が必要の為、
大変に複雑であり、無駄な時間を必要とします。
また、非課税世帯の家庭においては、スマートフォンやパソコンを所持
出来ない家庭がある事を伝えても、独立行政法人、日本学生支援機構
は、一切了承しない事態であります。
通学している大学において、書類を親権者に対して配布し、親権者確認
のもと、親権者の個人情報を提供して、親権者が手続きをするべきだと
思います。
また、オンライン環境が無い家庭においては、書類申請のみで、受け付
け対応をするべきです。
さらに、独立行政法人、日本学生支援機構の電話対応窓口は、大変、
不適切な言動が多い為、経費の無駄遣いだと、確信しております。

個人 文部科学省

給付型奨学金の申請手続に係る一般的な問い合わせについては、学生本人でなくとも
可能です。申請は、原則として支援対象となる学生本人が実施することとなりますが、
本人が申請できない特別な事情がある場合は、委任状等を本人が提出することによ
り、親による代理申請が可能です。
手続の迅速化・簡素化、早期の支給開始のため、奨学金の申請は、原則としてイン
ターネットによるものとしています。しかし、家庭にインターネット環境が整備されておら
ず、学内設備等も利用できない状況にある等の場合は、個別に相談いただければ書
類での申請を認めております。

独立行政法人日
本学生支援機構
「業務方法書」第
30条の８第２項

現行制度
下で対応可
能

引き続き申請者への負担が軽減されるように努めてまいります。また、受電対応の改
善、質の向上にも努めてまいります。

361 令和2年12月18日 令和3年1月27日
国勢調査の職業
欄について

国勢調査の職業欄に、会社
名、職業の内容をなぜ手書き
で記入しなければならないの
か？1.会社名を記入して、追
跡調査(統計調査員が会社に
行って、この人いますかと訊く
のか。)もしない。産業分類の
コードや法人番号を記入する
など、何も検討されていない。
2.職業の内容を詳細に書かせ
るのか？書いた内容を統計局
で入力し、分類するのか。労
力の無駄である。本人に産業
分類コードを記入させてれば
よい。内容を見て統計局で分
類するとしても間違いはある
はず。

個人情報保護法ができても、国勢調査は何も改正していない。
職業内容を詳細に書けというが、風俗業(ソープなど)などどう書くのか、
調査される国民の立場に立った調査方法を何も考えていない。

調査用紙へのペンでの記入やネットからの入力でも同じだが、それを統
計局で入力したり、精査することの労力にかかる費用もそ相当なものと
思える。職業内容を統計局が精査するのはなく、産業分類コードにして
申告された調査内容を信用すべき。日本人は教育レベルが高い。ネット
のＱ＆Ａを充実すれば、文字入力をせず、コード入力にできるはず。どう
してもできない人は電話応対など考えればよい。

とにかく、個人情報の保護、センシティブ情報の保護など、何も考えてこ
なかった統計局の怠慢である。

個人 総務省

　国勢調査の調査事項については、統計法に基づく統計委員会への諮問審議を経て、
総務大臣からの承認を受け定められております。
　調査事項のうち「勤め先・業主などの名称及び事業の内容」及び「本人の仕事の内
容」は、産業や職業の分類を正確に行うために把握しているものです。
　国勢調査では、日本標準産業分類及び日本標準職業分類に基づき、約250種類の産
業、約230種類の職業に分類して集計しております。

統計法 対応不可

　制度の現状欄に記載のとおり、国勢調査では、日本標準産業分類及び日本標準職
業分類に基づき、約250種類の産業、約230種類の職業に分類して集計しており、この
中から該当する分類を御自身で調べて回答する方法は、回答者の負担が非常に大き
くなることから困難です。

362 令和2年12月18日 令和3年3月9日

厚生労働省発表
新型コロナウイル
ス感染症状況の
電子データ公開

厚生労働省が，以下のサイト
にて毎日提供している新型コ
ロナウイルスに係る種々の情
報を電子情報としても提供す
る。
https://www.mhlw.go.jp/stf/s
eisakunitsuite/bunya/000012
1431_00086.html
このサイトでの情報，例えば
【PCR検査に関する参考資
料】
○国内における都道府県別
のPCR検査陽性者数
などは，紙媒体情報と同じよう
な形で提供されています。
つまり，そこから情報を電子で
取得して何らかの解析を行え
るような形では提供されてい
ません。
多くの研究者の英知を集める
ためにも，これらの情報は電
子で取得できる形で提供され
るべきだと考えます。

厚生労働省は毎日，以下のサイトにて新型コロナウイルスに係る種々の
情報を提供しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00086.h
tml

例えば，
【PCR検査に関する参考資料】
○国内における都道府県別のPCR検査陽性者数
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況
○新型コロナウイルスのＰＣＲ検査総実施件数（都道府県別 ※地方衛
生研究所・保健所からの回答を集計）

しかし，それらは紙情報と同じような形で提供されています。
つまり，そこから情報を電子で取得して，何らかの解析を行えるような形
では提供されていません。
多くの研究者の英知を集めるためにも，これらの情報は電子で取得でき
る形で提供されるべきだと考えます。

個人 厚生労働省

厚生労働省では、PCR検査実施人数やPCR検査の実施状況などについて、オープン
データとして以下のURLにて公開しております。

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html

なし 対応
新型コロナウイルスに関する情報について、PDF等の加工不能媒体のみではなく、
CSV形式でも公開しておりますが、今後も加工可能な形式で公開するデータを充実し
ていきたいと考えています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

363 令和2年12月18日 令和3年2月18日

分散している図書
館機能を取りまと
めて、日本に科学
技術情報のハブ
を設置しましょう。

日本の大学や公的研究機関
などに分散している科学技術
情報源（図書館機能）をとりま
とめ、日本にイギリスのマン
チェスターセンターのような電
子化された学術情報源のハブ
を作りましょう。
科学技術情報源の整備によ
る「科学技術振興」と「金銭的
節約」についての提案です。
電子ジャーナルや学術デー
ターベースの英国型運用によ
り、日本の稼働研究者数を質
的数倍増し、優れた成果を増
やすことが可能です。

　歴代ノーベル賞の獲得数世界第２位のイギリスは研究者の数的に日
本よりも小さな規模です。しかし、本質的な研究を数多く行なっていま
す。この違いは研究情報源の整備の差と存じます。イギリスやカナダで
は、大英博物館→大英図書館→マンチェスターセンターの流れを汲む公
的な科学技術に関する研究情報源をもっています。公開されている科学
技術情報のインテリジェンスは重要です。
　イギリスではどの大学の教員でも十分な電子ジャーナルやデーター
ベースなどの研究情報に接せられます。それにより短期間でアイデアを
研究に結びつけられます。一方，日本ではその情報源の使用料金を各
大学にまかせているため、全体でお金と時間の無駄が生じています。若
い人材を活かせません。アイデアを研究とするために必要な情報収集に
多大な時間がかかります。
　これは「大学や組織間の競争」として行なわれています。本来競争させ
るべきは「研究内容」であり大学や研究者ではありません。底辺大学ま
で含めて、すべての大学教員、研究者が、等しく最上のデーターベース
や電子ジャーナルを使えれば、科学技術の基礎研究力の底上げにつな
がります。量的な増大は質的な向上につながります。
　さらに、情報やその管理を集約することで、設備を節約し、管理のため
の人件費を減らせます。現在、各大学がそれぞれ支払っている費用を
電子ジャーナル発行元にまとめて払うことにより、値引きも可能になりま
す。最近、大学でコンソシアムを作って、マスメリットを引き出しておりま
すが、これを国主導で行なえば、さらに大きな効果を期待できます。
　書籍から電子デジタル情報化された学術情報の新しい入れ物が必要
です。

個人 文部科学省

我が国では、電子ジャーナル、データーベース、電子書籍について、大学図書館コン
ソーシアム連合（JUSTICE)が出版社等と交渉を行い、合意した契約モデルをコンソー
シアムの各会員館へ提示していますが、契約主体は各大学であり、JUSTICE提案の契
約モデルを選択するかどうかも含めて、各大学で判断しています。そのため、契約内
容、契約価格等も大学毎に異なっています。
※大学図書館コンソーシアム連合：平成23年4月に発足。国公私立大学の図書館が会
員館として登録。（1月12日現在の会員館：549館）

英国では、電子ジャーナル、データーベース、電子書籍について、Jisc Collectionsとい
うコンソーシアムが出版社等と交渉し（Jisc Collectionsの交渉対象はこのほか多岐に
わたります。）、合意した標準的な契約モデルをコンソーシアムの各会員館へ提示しま
すが、我が国と同様に、原則、契約の主体は各大学と承知しています。

なし その他

特に、電子ジャーナルにおいては、世界的に継続的な価格上昇等が問題となってお
り、論文等の学術情報へのアクセス確保の在り方について、各国ともに議論・検討され
ている状況です。
なお、国が主導して出版社と契約し、国全体を包括するような一括契約を結ぶことは、
必ずしも価格上昇の抑制につながるものではありません。（「大学等におけるジャーナ
ル環境の整備と我が国のジャーナルの発信力強化の在り方について」平成26年8月
ジャーナル問題に関する検討会）

文部科学省においては、令和元年6月14日に科学技術・学術審議会の下にジャーナル
問題検討部会を設置し、令和3年2月12日に審議まとめを取りまとめたところです。本審
議まとめを踏まえ、引き続き学術情報基盤の整備に取り組んでまいります。

364 令和2年12月18日 令和3年1月27日
ETCシステムの有
効活用について

現在のETCシステムは有料道
路以外で使用できませんが、
利用者番号サービスといわれ
る、あらかじめ登録したETC車
載器の番号を基に生成された
利用者番号とサービス利用時
に生成された利用者番号を照
合することで入退管理サービ
ス・決済サービス・顧客管理
サービスがあります。
このサービスを活用するには
一般財団法人ITSサービス高
度化機構側のデータベースを
基に変化された利用者番号と
の照合が必要になりますが、
ITS側で行う利用者番号の照
会や提供等も民間で行うよう
にできないものでしょうか。

ITS側で行うことを民間で行うことで、民間サービスの拡大に繋がると思
います。
また、有料道路以外でも有料道路のようにETCカードによる決済が可能
になれば、コインパーキング等の活用に繋がり、設備投資の促進に繋が
ると思われます。

個人 国土交通省

　「利用者番号サービス」については、民間からの要望を受け、既存のETCシステムを
直接用いることなく、ETC車載器の機能の一部を料金決済に活用するサービスとして
検討され、平成１８年より利用を開始したものです。

　 その後、国土交通省では、民間事業者によるETCシステムを用いた決済サービスを
可能とするため、令和元年１１月１１日に「ETC多目的利用システムの利用に関する要
綱」を定めています。

　 本要綱に基づき、駐車場やドライブスルー等、高速道路以外の施設におけるETCで
の決済が可能となり、現状では、民間事業者によるサービスの拡大が推進されていま
す。

有料道路自動料
金収受システムを
使用する料金徴収
事務の取扱いに関
する省令

その他 　 「制度の現状」欄に記載のとおりです。

365 令和2年12月18日 令和3年1月27日
地図混乱地域に
おける地図訂正
の簡素・迅速化

国民の財産でもある土地につ
いて、地籍調査及び登記所備
付地図整備が遅々として進ん
でいない地域においては、精
度の落ちる公図を地図の代用
としているため土地売買や地
域の開発に支障をきたす原因
ともなっています。
公図の土地配置誤りや地番
間違いなど単純な地図の訂
正は、住民等からの申し出が
あれば、市町村と共同して調
査、登記官の職権による地図
訂正を義務化し、固定資産税
の適正課税と地図混乱地域
の早期解消を切望します。
本来、国の事業として地図整
備を行うところ、整備遅れから
境界争いなどの問題が発生し
ても民民の問題として国も地
方も当事者意識に欠けた対
応となっている考えます。
菅内閣の実行力を頼りに本提
案を致します。

近畿地方を中心に地籍調査及び登記所備付地図整備が遅々として進
んでおらず、明治期に作成された精度の低い公図を、地図に準ずる図
面として使用していることから、地図と現況の異なる地図混乱地域が存
在している。
この中には、公図自体が土地の位置を誤っているものや地番を誤ったも
のなどもあり、権利関係が明確でないことから土地の売買が出来ない、
地域の開発が滞るなど、社会問題化・経済活動障害などが発生してい
る。
　国土交通省による地籍調査や法務局による登記所備付地図整備は、
半世紀経っても重要な地域では進捗の度合いが著しく低く、前述のよう
に国民の財産権に大きく影響を与えている。
元々、地租徴収を目的に市町村役人が指揮して作成したとされる公図
は、所謂縄伸びなど正確さに欠け、配置も絵図を元にしていることを考
えると、都市部の未調査地域の地図整備には困難さが伺えるが、できる
ところから早急に対応する必要があると考えます。
主務官庁の法務局、固定資産税徴収官庁の市町村は、当事者として地
図混乱の解消に手をこまねくことなく体制を整え、国民からの地図訂正
申し出には国の費用と責任において調査されるよう要望します。
提案者も公図の配置間違いにより財産権を侵害されている一人です。
　

個人 法務省

不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）第16条第1項は，不動産登記法（平成16
年法律第123号）第14条第1項の地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがある
とき及び同法第14条第4項の地図に準ずる図面に表示された土地の位置，形状又は
地番に誤りがあるときには，当該土地の表題部所有者又は登記名義人等から，その訂
正の申出をすることができる旨を，同条第12項は，登記官は，申出に係る事項を調査
した結果，地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは，地図又
は地図に準ずる図面を訂正しなければならない旨を，それぞれ規定しています。

不動産登記法第
14条第1項
不動産登記規則
第16条第1項及び
第12項

現行制度
下で対応可
能

「制度の現状」欄に記載したとおり，御提案にあるような義務については，既に不動産
登記規則に定められています。

366 令和2年12月18日 令和5年5月17日
マイナンバーカー
ドの仕様変更

マイナンバーカードの普及促
進及びデジタル化に向けて、
早期にマイナンバーカードの
仕様を変更すべきである。
問題点はキーとなるマイナン
バーの全ての桁と住所が印
字されていること。
ICチップ化されていることか
ら、マイナンバーの全ての桁
や住所はカードへ印字する必
要はなく、ICチップからの読み
取りで十分である。

カードで目視できるのは氏名と顔写真でよく、それ以外の情報はICチッ
プからしか参照できないことで機密性が保たれ、国民の不安を低減でき
る。
かかるコストとしては、
これまで発行したカードの再発行コスト。
カードの印字仕様の変更コスト。
偽造カード判別方法の普及と偽造防止仕様の徹底。
効果は、
カード普及率の向上。
カード義務化への促進。

個人
デジタル庁

総務省

マイナンバーカードの券面に記載する記載については、行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号第２条
７項において、「氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項」とさ
れています。

行政手続における
特定の個人を識別
するための番号の
利用等に関する法
律第２条７項

検討を予定

マイナンバーカードの券面に記載する事項や、ICチップに記録する情報につきまして
は、様々なご意見があることを承知しております。
今後、次世代のカードを設計するに当たっては、様々な関係者のご意見も丁寧に伺い
つつ、しっかり検討を進めてまいりたいと考えております。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

367 令和2年12月18日 令和3年2月18日 e-Tax

関東信越国税局から石油ガ
ス税の申告をe-Taxでという案
内をもらってe-Taxへの移行を
検討してみました。石油ガス
税の申告は、付表を作成し、
そこから申告書に税額が転記
して作成しますが、e-Taxソフ
トで試しに作成してみたとこ
ろ、付表からの転記が自動で
はなかった。どうして？という
感じ。ミスを減らすためにもシ
ステムでできる作業は，自動
化する仕様でなくてどうするの
か？

形だけ電子申告にしたという感じで、システム化のメリットというものが追
及されていない。納付もダイレクト納付にすれば便利だと思って、検討し
たわけだが、どうせ源泉所得税、総務省管轄の住民税特別徴収の納税
もあるので、石油ガス税だけ電子化しても意味がないか？と思ったりす
る。住民税の特別徴収は、これまで1人分ずつ入力するか、csvファイル
を作成するといったシステム的な素養がないとできないようになっていて
（前月分を繰り越せればいいのに）、出来が悪い。縦割りなので、違った
ユーザーインターフェースを乗り越えて、一括でやれるようにするのが、
この投稿の趣旨だとは思うが、それ以前に１つ１つのユーザーインター
フェースが悪すぎる。

個人
財務省
総務省

【財務省】
e-Taxソフトにおいては、基本的には、異なる帳票間で税額を自動転記するといった機
能等は実装されていません。

【総務省】
個人住民税の特別徴収については、令和元年10月から地方税共通納税システムが稼
働しており、すべての地方団体で電子納税が可能となっています。その際は、過去に
行った納付情報の内容を複写し、納付を行うことが可能です。

情報通信技術を活
用した行政の推進
等に関する法律第
６条、国税関係法
令に係る情報通信
技術を活用した行
政の推進等に関す
る省令第５条

【財務省】
検討を予定

【総務省】
検討を予定

【財務省】
e-Taxソフトの利便性向上に向け、利用者のニーズのほか費用対効果も踏まえ、検討
していきます。
　
【総務省】
制度の現状に記載のとおりです。

368 令和2年12月18日 令和3年2月18日
元首相の合同葬
について

元首相等の葬儀費用を閣議
決定のみで、税金から支出し
ないでください。前例踏襲とい
うのであれば、この点を改革
していただきたいと存じます。
現職を除き、必要ないと考え
ます。国が葬儀を行う明確な
根拠があるのでしょうか。どう
しても税金を使用して葬儀を
行いたいのであれば、対象
者、支出の範囲等、国会で議
論して、ルール化した後にして
ください。その場合も恣意的な
運用を防止してください。

１．今年度についての効果
・本年度の財政支出見直し効果
今年度予備費9643万円の削減。
削減分を本年度コロナ対策費に回すことで、一部対象者だけでなく、広く
一般が受益者となる可能性がある。

２．将来的な効果
・将来的な財政支出削減効果
先例と同額程度の葬儀コストが減るのと同時に、突発的な支出がなくな
る。

・どうしても葬儀を行う場合、新ルールに基づき、国会等への報告を経
て、支出を透明化し、支出額を抑える、または、一定額内に収めることが
できる。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

369 令和2年12月18日 令和3年1月27日
国税庁（e-tax)の
ブラウザ対応につ
いて

国税庁のe-taxのブラウザ対
応が、原則Internet explorerの
みというのは不便すぎます。

他のブラウザ対応を早急にし
ていただきたい。40代以下で、
Internet explorerを使っている
人を見たことがありません。

デジタル化をすすめるためには、必要不可欠ではないでしょうか。 個人 財務省 番号206の回答を参照してください。

370 令和2年12月18日 令和3年1月27日
国勢調査につい
て

国勢調査実施時の紙面配布
廃止及び市町村との連携。
そもそも国民の個人情報は市
町村に全てあると言っても過
言では無い。わざわざ用紙を
配布するのではなく、統計法
を改正し国民の同意が得られ
れば国勢調査の為に個人情
報を利用出来る様にすれば
良い。

国勢調査実施時に人の手で用紙を配り返信するか、ウェブで回答する
ようになっていると思います。そもそも人の手で配る為には費用がかか
る。また、用紙もカラー等あり割高となる。無駄に費用をかけているだけ
の様に思う。紙が減れば環境にも良くコストも下げられる。
個人情報の使用承諾のみ得れば正しい情報が素早く入手でき政策に早
く反映させる事が出来る。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。

371 令和2年12月18日 令和3年2月18日

世界水準から大
きく遅れをとって
いる業務統計の
ジェンダー統計化
を強力に促進して
ください

各府省の業務統計における
男女別把握・集計・公表を強
力に促していただきたく、お願
いいたします。

女性活躍は社会にとって重要な課題です。性差別を可視化し、解決のた
めの取り組みを点検・評価するためには、性別情報を把握し、男女比較
がしやすい形で集計し、公表すること（ジェンダー統計化）が欠かせませ
ん。特に、各府省は多くの業務統計を作成していることから、これら業務
統計のジェンダー化が進めば、社会全体で女性活躍を進めるための強
力なインフラとして業務統計を活用することができます。
　しかし、日本の業務統計は、ジェンダー統計という面では、先進国の中
で非常にお粗末な水準にあります。白書やプレスリリースなどにおいて
男女別集計が行われていなかったり、全体計と「うち女性数」の掲出の
みで男女比較が非常にしづらかったりします。
　業務統計のジェンダー統計化については、第四次男女共同参画基本
計画の推進体制の具体的取り組みに明記されましたが、具体的な成果
に乏しいものでした。第五次男女共同参画基本計画の素案においても、
推進体制の基本的な考え方にジェンダー統計の重要性は書きこまれた
ものの、具体的取り組みは四次計画と全く同じで、縦割り行政の弊害に
より、このままではまた成果は上がらないだろうと思われます。
　業務統計のジェンダー統計化により、よりエビデンスに基づく政策形
成・実行が可能になり、経済・社会のあらゆる面で、政策の効果が高ま
ることが期待されます。

個人 内閣府

令和２年１２月２５日に閣議決定された第５次男女共同参画基本計画には、ジェンダー
統計の充実に関して寄せられたご意見等を踏まえ、新たに「男女の置かれている状況
を客観的に把握するための統計（ジェンダー統計）の充実の観点から、各種統計の整
備状況を調査し、公表する。」との文言が盛り込まれたところです。

第５次男女共同参
画基本計画

現行制度
下で対応可
能

今後、同計画に基づきまずは各種統計の現状を把握した上で、更なる充実に向けた取
組みを進めていくこととしています。

372 令和2年12月18日 令和3年1月27日
住居表示変更情
報の共有

登記等に記載されている住所
が住居表示変更によって変
わった場合、登記等と実際の
住所が異なることになるが、
新旧対照表を参照するなどし
て、新住所での申請を受け付
けて欲しい。

住居を取り壊したので建物滅失登記を申請したが、申請者の住所が登
記されているものと異なるため受理されなかった。住居表示変更に伴う
ものであり、実質同じ住所であると説明したが、市役所に行き、その旨の
証明書を取得し提出する必要があるとのことで、証明書取得の手間と交
通費を要した。

個人 法務省

不動産登記法（平成16年法律第123号）第57条は，建物が滅失したときは、表題部所有
者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登
記を申請しなければならない旨を，不動産登記令第３条第１号は，登記の申請に際し，
申請情報として申請者の氏名又は名称及び住所を登記所に提供すべき旨を，それぞ
れ規定しています。
また，同申請に際し，登記記録上の表題部所有者又は所有権登記名義人の住所が，
現在の住所と一致していない場合は，住所の変更を証する書面の添付を要します。

不動産登記法第５
７条
不動産登記令第３
条第１号

対応不可
住居表示は市町村において実施されるものであり，住居表示の実施に係る「新旧対照
表」に類するものは登記所において管理されるものではなく，したがって，登記所にお
いて，申請人の住居表示前後の住所を確認することはできません。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

373 令和2年12月18日 令和3年2月18日
特定非営利活動
促進法の改正

都道府県と法務局の二重行
政を回避するため、法務局に
登記するのではなく、都道府
県に登録することのみをもっ
て可とする。
または、最低限の登記で済む
ように法律上の理事の任期を
廃止する。

　都道府県に役員名簿を提出するのとは別に、役員の任期が来たら法
務局へ登記をし直すのが面倒であるし、役所の二重行政である。
　また、法律上の理事の任期が2年より伸びるケースが限定されている
ため、ほぼ確定任期の2年で運用をせざるを得ない。そうなると任期が○
月○日から○月○日までの2年と決まってしまい、総会などの運営上支
障が生じる。
　更に任期が切れた場合、前任者の権利義務を承継する規定が法律に
ないため、仮理事を選任しなければならなくなってしまうなどの不都合が
ある。
　そこで、(1)役員の任期を法律から廃止して登記する頻度を減らす、(2)
役員に任期が切れたあとの権利義務承継を認める改正をして仮理事の
選任をなくし、総会運営をしやすくする、(3)そもそも登記ではなく都道府
県への登録のみにする、などといった方法で手間を削減していただきた
い。

個人
内閣府
法務省

　特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という。）は、組合等登記令で定めるところに
より、登記しなければなりません。また、登記しなければならない事項は、登記の後でな
ければ、これをもって第三者に対抗することができません。
　こうした登記制度は、登記記録に記録された内容を公示することにより、国民の権利
の保全や商号、会社等に係る信用の維持を図り、もって取引の安全と円滑に資するこ
とを目的としたものです。

　NPO法人の役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とされています。た
だし、再任は妨げられません。
　また、役員の任期に関わらず、定款で役員を社員総会で選任することとしているＮＰＯ
法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定
められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することがで
きます。
　役員の任期を定めておかないと、ＮＰＯ法人の役員が公正に選任される機会を奪うこ
とになります。そこで、役員が民主的に選任されるよう、その選任の公正さを確保する
ために、役員の任期を２年以内の期間を定めて、定款に記載することを求めておりま
す。

特定非営利活動
促進法第７条、第
24条

対応不可

（法務局に登記するのではなく、都道府県に登録することのみをもって可とする提案へ
の回答）
　登記に関しては、登記制度の趣旨に鑑みると、ＮＰＯ法人の活動対象となる相手方保
護のため、ＮＰＯ法人の存在、組織、財産状態等を公示する必要性から法務局への登
記は必要と考えられます。

（理事の任期を廃止するという提案への回答）
　役員の任期を法律で定めるのは、先の趣旨の通り、役員が民主的に選任されるよ
う、その選任の公正さを確保する観点から、必要なものであります。

374 令和2年12月18日 令和3年2月18日
中曽根元総理の
告別式について

慣例だと思います。河野行革
大臣にはこの時世、この税金
の使い方についても是非斬り
込んで欲しいと、国民として
思っています。河野太郎行革
担当大臣、私は昔から応援し
ておりますし大好きです。是非
国民の声として届いて欲しい
と願います。

コロナ禍で海外の来賓を呼ばずにかける税金では無いと感じました。
国内の様々な業種、形態が支援を欲している中、ここにお金をかけるべ
きでは無いと思いながら、中曽根元総理の功績は凄い物だという事も感
じ、盛大に御見送りしたい気持ちもありながら、河野太郎行革担当大臣
の率直なお考えも知りたいと思いメールさせていただきました。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

375 令和2年12月18日 令和3年1月27日

学校の教員の研
修や調査資料作
成が過大で学校
運営に支障

現況：公立の小中学校など
で、文部科学省からの指示で
教員が研修のために出張す
る機会が多く、他の教員を手
配することが困難な場合があ
ります。文部科学省からの指
示で教員が調査資料作成を
行う機会が多く、生徒との時
間が十分に確保できない場合
もあります。
提案：上記のような状況を改
善するため、研修や調査資料
作成については量を抑え、本
当に必要なものを精査して質
を向上させる施策が必要で
す。調査資料作成は事務員
の増員などで対応可能なもの
は教員がやらなくても良いよう
にする配慮が必要です。

(1) 教員のワークライフバランスを改善することで、教育の質を向上させ
る効果が期待できるため。
(2) 研修や調査資料作成を何のために行うのか、見つめ直すことで、教
育行政全般の改善につながることが期待できるため。

個人 文部科学省

学校に対する調査は、文部科学省から依頼するもののほかに、都道府県や市町村が
独自に依頼するものも多数あり、文部科学省から依頼するものはそのごく一部です。
文部科学省においては、学校の負担軽減の観点から、学校に対する調査等について
見直しや削減を継続的に実施しています。

なし 対応

文部科学省において、これまで調査の廃止や抽出調査への移行・頻度・時期・項目等
の見直しを行ってきており、平成19年度以降、
・定期的な調査については、34件から25件に、
・このうち、毎年実施する悉皆調査は23件から11件に、
削減してきているところです。
また、教育委員会に対しても、学校向けの調査を削減するよう促しているところです。
引き続き学校の負担軽減に努めてまいります。

376 令和2年12月18日 令和3年1月27日 2対1ルール
法律規制を一つ作るなら、役
人にいらない二つの法律規制
を持って来てもらう。

トランプ大統領が2対1ルールで規制緩和をした事によって、民間企業に
活力が戻ってます。
日本も真似して、民間企業の自由な経済活動を推進すれば、就職率が
上がり、新商品が開発されて日本企業が再び世界で活躍できるようにな
ります。

個人
内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。

377 令和2年12月18日 令和3年1月27日
国家公務員にお
ける出退勤管理
の自動化

　PCのログイン履歴等を用い
た自動化された出退勤管理を
行う。

　現在、職員の出勤については職員本人による出勤簿への押印により、
又、残業時間についてはエクセル等を用いた自己申告等により管理して
いるが、テレワーク推進の昨今、完全に時代遅れである。
　また、出勤簿の管理及び残業時間に対する手当算定に、各省庁の庶
務担当・会計担当による膨大な作業量が発生している。当該業務の自
動化により、効率的な行政運営が見込まれる。

個人
人事院

内閣官房

職員は定時までに出勤したことを証明するため、出勤簿へ必要な記録を自ら行うことと
なっており、出勤簿に押印することは必須とはしておりません。
また、超過勤務時間の確認は、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している
場合は、これを参照することができることとしています。
その上で、出退勤管理の具体的な方法について、各府省において適切に判断し、運用
することとされております。

給実甲第576号第
2第2項

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

378 令和2年12月18日 令和5年7月12日

マイナンバーカー
ドを身分証明書と
して確立して欲し
い

公共機関に出向き本人確認
の証明書等の提出を求めら
れたので、ちょうど作ったばか
りのマイナンバーカードを提出
したところ、それを見た係りの
人から「確認書類の中には、
免許証、保険証等と記載され
ており、マイナンバーカードは
記載されていないので本人確
認書類としては認められない」
と受理されなかった。
マイナンバーカードは顔写真
も載っており保険証よりも確
実に本人確認ができると思う
が各省庁にマイナンバーカー
ドを理解していないところがあ
るのではないでしょうか。
折角マイナンバーカードを
作ったのに全く意味がないの
では。

将来マイナンバーカードに免許証としても使用出来るよう計画されている
と聞いているが、それが出来るまで各省庁とも免許証同様本人確認の
書類(マイナンバーカード)として早急に徹底していただけたらと思いま
す。
現在、特に高齢者が免許証の返納を考えたとき本人であると証明する
ためマイナンバーカードがあれば本人であると自信を持って証明行為が
でき運転免許証の返納に思いきれトータル的に経費削減になるのでは。

個人
デジタル庁

総務省
内閣官房番号制度推進室と総務省が共同で通知を出しております。 なし 対応 制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

379 令和2年12月18日 令和3年1月27日
福祉施設に関す
るアンケート

厚生労働省の「社会福祉施設
等調査及び介護サービス施
設・事業所調査」（9月30日現
在の状況）や大阪府社会福祉
協議会（介護サービス情報公
開センター）の調査（8月現
在）、経済産業省の「エネル
ギー消費統計調査」、厚生労
働省による、「新型コロナウイ
ルスによる経営への影響に関
する実態把握のためのアン
ケート」等、様々なアンケート・
調査が、毎年のように送られ
てきます。また、似たような内
容のものもありますが、調査
月が違うので、一々、集計し
直しております。

福祉現場は、人手不足に加え、ペーパーレス化も進んでおらず、経営者
や管理職は、残業せざるを得ない状況になっているのは、知って頂いて
ると思います。厚生労働省関連のアンケート・調査だけでも多く、他の省
庁からもあるので、出来れば、一本化していただき、重複する内容をなく
して頂きたいです。それにより、少し出も負担軽減に繋がり、より多くの
時間をご利用者様に向けられると考えております。また、同じような内容
の調査ならば、もっと内容を濃くすることで、より効果的な調査になると
考えます。

つつみの
里ケア株
式会社

総務省
厚生労働省
経済産業省

国の行政機関が行う統計調査の範囲で申し上げれば、調査実施前に、統計法に基づ
き総務大臣の承認を得る必要がありますが、統計調査の承認審査の過程において、
報告者の負担軽減等に留意して対応しております。
　統計調査ごとに実施時期、調査対象、調査事項の定義等が異なりますので、類似の
調査事項を調査している統計調査を完全に排除することは困難ですが、統計法の規定
に基づき、他の統計調査との重複が合理的と認められる範囲を超えていないか、と
いった観点から審査を行っています。
　また、令和２年６月に閣議決定した「公的統計基本計画」においては、統計調査の企
画に当たり、他の行政記録情報の活用可能性を事前に精査・検討し、調査事項の縮減
や代替を図ることとされており、これも観点として審査を行っています。

統計法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載した報告者の皆様の負担軽減に資する取組について、引き続
き、対応してまいります。

380 令和2年12月18日 令和3年1月27日
企画などの統一
化について

仕様書や示方書、マニュアル
類の統一化

私は橋梁を専門とする土木技術者です。表記の通り、鉄道会社や高速
道路会社各社、国土交通省直轄工事等ではそれぞれ設計基準やそれ
を記した仕様書や示方書が別々に存在し、時には内容がJIS等と乖離し
ている場合も存在します。このような状況は技術者の労働時間削減の妨
げになり、生産性向上の観点からも非効率的です。規格類の統一が困
難のは理解できますが、規格を決めている当事者たちが忌憚なく議論
し、仕様書や示方書、マニュアル類を可能な限り減らし、デジタル化して
くれればそれだけでも仕様書や示方書、マニュアル類の消費が喚起さ
れ、投資を呼び込みますし、様々な面でコストの削減につながります。以
上、御検討賜れますと幸いです。

個人 国土交通省

【基準等の統一について】
鉄道と道路の技術基準・仕様書等を統一することについては、電車と自動車で想定す
る荷重等が異なるため、合理的な設計とならないと考えています。
鉄道分野については、国が技術基準を作成し、鉄道事業者に周知しており、鉄道事業
者はそれをもとに自社の実状を反映した詳細な実施基準を作成し、これに基づき施設
の設計を行うこととしています。
道路分野については、国が技術基準を作成し、各道路管理者に周知しており、各道路
管理者はそれをもとに道路の種類（高速道路、国道、県道、市町村道等）に応じた運用
方法を検討したうえで、仕様書等を作成しています。

【基準等のデジタル化について】
鉄道分野については、構造物の設計に関する手引きの一部について、鉄道総合技術
研究所のホームページで公開しています。
（https://railscope2.rtri.or.jp/TechCenterHomeMenu.asp）
道路分野については、国が作成した技術基準をホームページで公表しています。
（https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kozou/ss-kozou-index.html）
また、各道路管理者が作成している仕様書等のデジタル化は、各道路管理者において
対応しています。

なし その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

381 令和2年12月21日 令和3年4月16日
公文書の管理方
法について

行政文書についてすべてをデ
ジタル化することを義務付け、
改ざん防止を徹底すると共に
公文書管理の独立機関を作
る。

公文書管理の専門機関は、米国などの他の民主主義国家にも設置され
ていることもあり、日本の公文書の公正な管理という意味で遅れていると
考えます。
その上でデジタル化を進めることで改ざんを防ぎ、情報公開を徹底し民
主主義国家としての、基礎を固めるために必要な事だと考えます。

個人
内閣府
総務省

「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成31年３月25日内閣総理大臣
決定）においては、今後作成する行政文書は、紙媒体ではなく、電子媒体を正本・原本
とすることを原則とし、将来的には、行政文書の作成から移管・廃棄までを一貫してシ
ステム上で処理することを可能とする「本格的な電子的管理」の実現を目指すこととし
ています。

行政文書の管理については、各行政機関において、行政文書管理規則を制定して行う
という仕組みになっています。
また、「公文書管理の適正の確保のための取組について」（平成30年7月20日行政文書
の管理の在り方等に関する閣僚会議）に基づき、、各府省に公文書監理官を置くととも
に、内閣府に公文書監察室を設置し、公文書管理法第９条第３項・第４項による行政機
関に対する報告・資料の徴収、実地調査に関する事務、及びこれらの措置の結果に基
づいて行う同法第31条による勧告に関する事務を担わせています。

「行政文書の電子
的管理についての
基本的な方針」（平
成31年３月25日内
閣総理大臣決定）

「公文書等の管理
に関する法律」（平
成21年法律第66
号）第10条

「公文書管理の適
正の確保のための
取組について」（平
成30年7月20日行
政文書の管理の
在り方等に関する
閣僚会議）

（電子的管
理につい
て）現行制
度下で対応
可能

（独立機関
について）
その他

文書管理をデジタル化し、「紙」から「電子」へと転換することは、文書管理を確実かつ
効率的に行う上で、大きな意義があると考えています。このため、「行政文書の電子的
管理についての基本的な方針」（平成31年３月25日内閣総理大臣決定）などに基づき、
今後作成する行政文書は、紙媒体ではなく、電子媒体を正本・原本とすることを原則と
し、将来的には、行政文書の作成から移管・廃棄までを一貫してシステム上で処理する
ことを可能とする「本格的な電子的管理」の実現を目指すこととしており、取組を進めて
います。なお、決裁文書の改ざん防止については、決裁文書の事後修正は認めない
ルールについて、各府省の文書取扱規則等の改正及び電子決裁システムの改修で対
応しています。

また、行政文書の管理は、所管業務に知見を有し、その扱いについて責任のある個々
の行政機関が行うこととしております。その上で、「公文書管理の適正の確保のための
取組について」（平成30年7月20日行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議）に
基づき、各府省における行政文書の管理の実質責任者である公文書監理官を置くとと
もに、内閣府に公文書監察室を設置し、各府省に対して、実態把握調査、定期監査、
指導・助言等を通して第三者的な立場からのチェックを行わせるという体制整備を行っ
たところであり、引き続き、適正な公文書管理の徹底を行ってまいりたいと考えていま
す。

382 令和2年12月23日 令和3年1月27日
地方公共団体の
行政改革をお願
いします。

・たらい回しをなくす。
・仕事のできない職員の解
雇。
・無駄な人事異動の廃止。
・時代遅れな職員の応対を改
めさせる。
・わかりやすいシステムでの
デジタル化。
・面倒な手続きを極力廃止。

仕事柄市役所や県庁に出向く事があるのですが、度重なる人事異動で
仕事の分からない者ばかりの部署ができたり、所謂民間とかけ離れたお
役所仕事のせいで、たらい回しされ民間の仕事が滞る場合があります、
職員としては慣例に沿った仕事をしているだけなんでしょうが全てが時
代遅れ過ぎます。前例から議員へ相談し働きかけでようやく職員が動く
というお粗末な物が多々見受けられます。そしてまず相談に行くとたらい
回しされるのが慣例です、応対も民間では考えられないくらい酷い、前
例をあげてもまずできないと対応される。役所に行くと心の中で憤慨する
ことが多いです、もっと国民に寄り添った新時代の地方自治体になるよ
う期待します。

個人 総務省

　各地方公共団体においては、行政の合理化、能率化を図るとともに、職員の能力・実
績に基づく人事管理の徹底と人事評価の結果に応じた措置を講じなければなりませ
ん。
　職員の任用と業務の管理については、各地方公共団体が任命権者という地位で責
任を負うべきものとされていますので、質の高い公共サービスを提供できるよう取り組
んでいただくことが重要です。
　また、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」において、地方公共団
体は、情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るため
に必要な施策を講ずるよう努めなければならないとされています。

情報通信技術を活
用した行政の推進
等に関する法律

その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

383 令和2年12月23日 令和3年1月27日 死亡届出
死亡届出を提出の各種書類、
年金。健康保険、等1日掛かり
大変です。

マイナンバーカード利用して１回で済むようにしてほしい。 個人 内閣官房

　「デジタル・ガバメント実行計画」（2019年12月20日閣議決定）において、内閣官房は、
関係府省とともに、「死亡・相続ワンストップサービス」の推進に向けて、①死亡・相続に
関する行政手続を見直し、遺族が行う手続を削減し、②故人の生前情報をデジタル化
し、死後、信頼できる第三者により相続人であることをオンラインで認証された遺族が、
当該情報を死亡・相続の手続に活用できるようにすることで、遺族の負担を軽減すると
ともに、③死亡・相続に関する手続の総合窓口について、地方公共団体が精神的・経
済的に支えを失った遺族に必要な支援を行うことができるように、地方公共団体に対し
円滑な設置・運営のための支援を行うこととしています。

該当なし 対応

地方公共団体が、遺族に必要な手続を一元的に案内し、申請書の作成補助などを行
いながら手続の負担を軽減する、「おくやみコーナー」（死亡に関する総合窓口）を設置
することを支援するためのツール（おくやみコーナー設置自治体支援ナビ等）を整備
し、2020年（令和2年）5月にその活用方法を盛り込んだガイドラインを策定し、提供を開
始いたしました。
引き続き、利用上の課題をヒアリングし、順次改善を行うことで地方公共団体における
「おくやみコーナー」設置を推進するとともに、将来的にマイナポータル等を活用し、マ
イナンバーカードを用いてオンラインで死亡に関する手続きが完結する仕組みの構築
に向けた検討も行い、遺族の負担軽減に向けた取組みを行ってまいります。
この度頂戴したご意見につきましては今後の施策推進に向けて参考とさせていただき
ます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

384 令和2年12月23日 令和3年4月16日

子どもたちを性犯
罪や虐待から守
るシステム・機関
づくりをお願いし
たいです。

子どもを持つ働く母親です。
厚生労働省、文部科学省、自
治体と警察庁が連携して、性
犯罪者が、教師や保育士、ベ
ビーシッターなどの職に就か
ないように情報共有もしくは監
視をして欲しい。また虐待に
関しても、転入転出を機に自
治体の連携が取れず、うやむ
やになり、犠牲となったお子さ
んがいるので、それが無くなる
ようして強化して欲しい。シス
テムや統括する機関などを設
定していただくことはできない
ものでしょうか？人員の関係
であれば、警察OBや教育者
OBなどに経験を生かしていた
だき、協力をお願いできないも
のでしょうか？

近年、ニュースで、シッターや保育士、教育者の性犯罪の報道が目につ
きます。シッターや保育士は、採用の際に、犯罪の有無をチェックする機
能することができず、教師の場合、懲戒免職になっても、時間が経てば
免許を再取得できるとも聞きました。また、性犯罪で免職後、他都道府
県で教師を続け、再犯を繰り返したという教師もいます。教員委員会間
で失効情報を共有できるよう、文部科学省が「教員免許管理システム」
の改修を検討したこともあったが、予算不足で断念したという話ですが、
このようなシステムを作っていただくか、統括する部署を作っていただ
き、傷つく子どもたちがひとりでも減るように、そしていなくなるように、親
が安心して子どもたちを預けられるように、ぜひ省庁、自治体を統括して
いる国で動いていただきたいです。

個人

文部科学省
厚生労働省

法務省
警察庁
総務省

○性犯罪者の教師等への就職に係る関係機関の連携について
【文部科学省】
官報に公告された教員免許状の失効情報を、教員採用権者が簡便に確認できるようにした
「官報情報検索ツール」を提供する等の取組を実施しているところです。

【厚生労働省】
（ベビーシッター）
認可外の居宅訪問型保育事業（いわゆるベビーシッター）については、認可外保育施設とし
て届出が義務付けされており、都道府県等によって認可外保育施設指導監督基準に基づく
指導監督が行われています。
（保育士）
保育士登録を行う都道府県が、欠格事由に該当するおそれがある事案を把握した場合は、
本籍地の市町村に対し、当該保育士の犯罪の経歴に関する情報の照会を行うことを可能と
しています。照会の結果、当該保育士が欠格事由に該当することを確認できた場合には、
速やかに、保育士登録の取消しを行い、保育士証を返還させています。

【法務省】
検察庁では、市区町村が行う身分証明事務等に資するため、罰金以上の刑の有罪の確定
裁判があったときは、その裁判結果を既決犯罪通知書によって、当該有罪の確定裁判の言
渡しを受けた者の本籍地である市区町村長に通知しているところです。

○虐待に関する自治体間の情報連携について
転居した際に自治体間で的確に情報共有を行うとともに、児童相談所と市町村において夜
間・休日を含め日常的に迅速な情報共有を行うことができるよう「要保護児童等に関する情
報共有システム」の構築を進めています。

- 検討を予定

○性犯罪者の教師等への就職に係る関係機関の連携について
「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年１２月２５日閣議決定）において、「教育・保
育施設等や子供が活動する場（放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等）におい
て、子供に対するわいせつ行為が行われないよう、法令等に基づく現行の枠組との関
係を整理し、海外の法的枠組も参考にしつつ、そこで働く際に性犯罪歴がないことの証
明書を求めることを検討するなど、防止のために必要な環境整備を図る。」とされたこと
を踏まえ、必要な対応を行ってまいります。

○虐待に関する自治体間の情報連携について
令和３年度より、全国統一の情報共有システムの運用を開始するとともに、当該システ
ムの利用が進むよう自治体への支援を行ってまいります。

385 令和2年12月23日 令和5年7月12日
マイナンバー制度
の物理的なカード
廃止について

現行のGPKIは継続活用する
が、物理的なカードは廃止し、
生体認証で本人確認を行う。

又、普及には不正出金の不安
を払拭する必要があり、
金融機関側と利用する業界側
を横断した、
セキュリティ仕様を策定する
組織を発足する。

物理的なカードには、カード紛失の不安があり、
口座番号の紐づけには、不正出金の不安がある。
これらの不安を解消せずに、普及するとは考えにくい。

紛失の不安をなくす為に物理的なカードは廃止し、
スマホ専用アプリに「利用者証明用電子証明書」を同梱するなどを考え
る。
不正出金の不安を無くす為には、なりすました生体情報の登録を防ぐ事
で、安心感を与える事ができる。
なりすまし等のセキュリティ対策は、
最近のクレジットカードのネット決済に於いて、
不正利用が根絶に近い状態に着目して同様の策を講じれば良いと考え
る。
クレジットカード取引と銀行口座取引をセキュリティ観点比較すると、
クレジットカード取引には、カード発行側と利用側の両仕様を策定する組
織があり、
銀行口座取引には、金融機関と利用者側を横断して仕様を策定する組
織がない。
クレジットカード仕様を策定する組織とは、
銀行系クレジット会社が発足させた日本クレジットカード協会である。
同協会は、改正割賦販売法に基づいて利用側も含めたセキュリティ仕様
を策定し、
この仕様は、世界基準（PCI）よりも厳格な仕様となっている。
銀行口座取引においても同様に組織を発足してセキュリティ仕様策定を
行い、
さらに、生体認証で不正出金の不安は解消されると考える。

個人
デジタル庁

金融庁
総務省

（スマホ用電子証明書搭載サービスについて）
2023年5月11日よりスマホ用電子証明書搭載サービスが開始しています。

（金融機関のセキュリティ対策）
金融機関のセキュリティ対策に関しては、銀行を含む預金取扱金融機関等が参加する
金融情報システムセンター（以下、FISC）があります。そのFISCにおいては 、金融情報
システムに関連する諸問題(技術、利活用、管理態勢、脅威と防衛策等)の国内外にお
ける現状、課題、将来への発展性とそのための方策等についての調査研究の活動を
金融機関やメーカー、専門家等と行い、そうした活動で得られた知見を、「金融機関等
コンピュータシステムの安全対策基準・解説書」を始めとする各種ガイドラインとして  、
会員金融機関等に還元を行っています。各金融機関においては、前述の安全対策基
準・解説書が情報システムを構築する際の自主基準として広く活用されています。

なし

（スマホ用
電子証明
書搭載
サービスに
ついて）
一部対応

（金融機関
のセキュリ
ティ対策）
対応不可

（スマホ用電子証明書搭載サービスについて）
お持ちのマイナンバーカードの本人確認機能を用いて、 スマートフォンに電子証明書
を搭載するスマホ用電子証明書搭載サービスが、2023年5月11日より開始しています。
スマホ用電子証明書搭載サービスをご利用いただくことで、利用者証明用電子証明書
のパスワード入力を生体認証に代えることが出来、また、カードを持ち歩くことなくオン
ライン手続きを利用出来るようになるなど、国民の利便性が向上すると考えています。

（金融機関のセキュリティ仕様策定に係る組織の発足）
制度の現状欄に記載の通り、金融情報システムセンター（以下、FISC）において、「金
融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書」を始めとする各種ガイドライ
ンを提供しています。こうした取組み等を通じ、セキュリティ対策については引き続き
FISCを中心に取り組んでいくものと考えており、金融機関のセキュリティ仕様策定に係
る組織の発足は必要ではないと考えています。

386 令和2年12月23日 令和3年1月27日
ダムの事前放流
方式の補助金適
正化法について

事前放流方式は菅首相が官
房長官時代の功績として、自
負しておられます。水道は厚
労省、灌漑用水は農林省の
補助事業で確保した貯水容量
を治水容量として利用するこ
とは、目的外利用として補助
金適正化法に触れるのではな
いかと考えます。今回これが
可能となったのは、縦割り行
政の改革とは思いますが、適
正化法の解釈をご教示いただ
ければ幸いです。
これが合法となれば、更なる
行革案のご提案が可能となる
かもしれません。
どうぞ宜しくお願いします。

かって、国から指導されていた目的外使用の一例と判断されるため。 個人

厚生労働省
農林水産省
国土交通省

財務省
経済産業省

ダム設置者のように、公共用物たる河川を大規模に利用する権利を有する者が当該
河川の惹起する災害の防除に積極的に協力することは当然の社会的責務であると同
時に、当該権利がその責務を果たす上で一時的な制限を蒙ることは、その権利に内在
する社会的制約の範囲内であると考えられます。従って、各種補助事業で確保した利
水容量を一時的に洪水調節に利用したとしても、補助金適化法に抵触するものではあ
りません。

補助金適正化法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載の通りです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

388 令和2年12月24日 令和3年1月27日

印鑑と稟議システ
ム廃止により、説
明責任と決定権
の一致させ、責任
を持てる体制の
確立と行政の効
率化

現在、印鑑廃止が話題です
が、印鑑廃止と共に、現在の
稟議・承認システム（誰が説
明責任と権限を持っているか
が不明）を廃止する必要があ
ります。これは今後の電子化
承認システムにおいて必須で
す。
少なくとも、承認手順では、発
案者と承認者、必要に応じて
決済者の3名程度に留める手
順とすることで、承認者が権
限と説明責任を有しているこ
とが明確となり、現在の「責任
を取る」体制から「責任を持
つ」体制とすることで、すべて
の行政業務の責任の明確化
と無駄な手順と役職の排除が
可能となる。結果として、電子
化促進、決済の迅速化、責任
の明確化等が可能となり、国
民の税金利用の投資効果が
向上します。

提案理由を以下の列挙します。
印鑑と稟議システム廃止により、説明責任と決定権の一致させ、責任を
持てる体制の確立と行政の効率化により、以下が実現可能です。
１．行政業務の徹底した電子化（現在のままの体制と手順の電子化は不
可能、又は煩雑化を招く）
２．国民への行政サービスの迅速化
３．国民の行政手続きの簡略化（無駄の排除が可能、無駄との指摘に必
要との反論が必ず発生しますが、無駄は必要の中に存在します）
４．行政サービスへの税金の利用の投資効果の最大化
５．行政側の説明責任者と承認者の明確化（現行のままでは、誰が責任
と権限を持っているかが特定不可能、現行の「責任を取る」体制から「責
任を持つ」体制に変革することが必要）

個人 総務省

　政府においては、「電子決裁推進のためのアクションプラン」（2014年（平成26年）４月
25日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）等に基づき、これまでも電子決裁
の推進・迅速化のために、決裁者を必要最低限の者に限定すること等に取り組んでき
たところです。
　現在、政府においては、「電子決裁移行加速化方針」（平成30年７月20日デジタル・ガ
バメント閣僚会議決定）を策定して、電子決裁が行われていないものについては何らか
の業務上の困難があることから、業務プロセス全体の見直しを行う中で電子決裁への
移行に取り組んでいるところであり、引き続き業務の効率化・迅速化等に努めてまいり
ます。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

国の補助金等の交付申請や決定等に関する基本的事項については、「補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法律」において規定しておりますが、提案内容にある
「契約書締結」に関する規定は設けておりません。

　河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止
施設、道路、港湾、漁港、下水道、公園、公営住宅の公共土木施設等の災害復旧事業
は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づき実施しています。
　災害復旧の申請に当たっては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規
則、同法事務取扱要綱及び公営住宅整備事業等補助要領に申請書に必要となる書類
が規定されています。
　農地・農業用施設、林道、漁業用施設等の災害復旧は、農林水産業施設災害復旧
事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき実施しており、各事業の様式を定
める告示等により申請書に必要となる書類が規定されています。

現行制度
下で対応可
能

事実誤認

なし

公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
施行規則
公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
事務取扱要綱
公営住宅法
公営住宅整備事業等
補助要領
農林水産業施設災害
復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する法
律
農林水産業施設災害
復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する法
律施行規則
農地及び農業用施設
に係る災害復旧事業
計画概要書等の様式
を定める等の件（告示）
農地農業用施設災害
復旧事業査定要領
林業用施設林道に係
る災害復旧事業計画
概要書等の様式を定
める件（告示）
林道災害復旧事業費
及び林道災害関連事
業費査定要領
林地荒廃防止施設災
害復旧事業計画概要
書等の様式を定める件
（告示）
農林水産業施設災害
復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する法
律の適用を受ける林地
荒廃防止施設災害復
旧事業査定要領
漁業用施設に係る災
害復旧事業計画概要
書等の様式を定める件
（告示）
漁業用施設災害復旧
事業査定要領

令和2年12月23日
災害復旧事業に
おける契約書の
一部廃止

387 令和3年1月27日

財務省
国土交通省
農林水産省
厚生労働省
文部科学省

環境省

個人

国の指定を受けた災害において、公共施設の災害復旧事業に国の補助
金が交付されるケースがあります。
この場合、たとえ1万円の修繕であっても契約書の締結を求められます。
国民の税金ですので使途について説明責任があるとは思いますが、被
災地の業務を圧迫しないように一定額以下のものは契約書を不要にし
ていただきたい。
また、国へ提出する被災箇所の写真には大きさが分かるようにスケール
等を添えて撮影するように指示されます。
スケール等を添える必要があるのでしょうか？被災箇所は1カ所だけで
なく無数に発生します。極力作業を省力化できるようにご配慮をいただき
たい。

国の指定を受けた災害におい
て、公共施設の災害復旧事業
に国の補助金が交付される
ケースがあります。
被災地の業務を圧迫しないよ
うに一定額以下のものは契約
書を不要にしていただきた
い。
また、国へ提出する被災箇所
写真の撮影をする際にスケー
ル等を添えることを任意にし
ていただきたい。

国の補助金等の交付申請や決定等に関する基本的事項については、「補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法律」において規定しておりますが、提案内容にある
「契約書締結」に関する規定は設けておりません。
なお、多くの公共施設の災害復旧事業については、地方公共団体が主体となって実施
しているものです。

　ご提案の内容からは対象とされている施設が特定できませんでしたが、河川、海岸、
砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港
湾、漁港、下水道、公園、公営住宅の公共土木施設等にかかる災害復旧事業であれ
ば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第５条第２項において「その
他の必要な書類の添付」を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱要綱
第１８において「被害の状況を知ることのできる写真」を、また公営住宅整備事業等補
助要領別表第Ⅰにおいて「住宅罹災写真」を、それぞれ必要となる書類として求めてい
ますが、スケールを添えて撮影するといった指示はしておりません。
　また、農地・農業用施設、林道、漁業用施設等の農林水産業施設災害復旧事業費国
庫補助の暫定措置に関する法律に係る災害復旧事業についても同様に、スケールを
添えて撮影する必要はありません。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

389 令和2年12月24日 令和5年7月12日
行政機関への問
い合わせ・質問

会社謄本、住民票、不動産登
記を紐付けし、法務局、国税
庁、市役所などで共有し、人
物、会社名、電話番号など、
どこの誰が何処に居住してい
て、何処に勤めているかわか
るようにする。各書類を申請
するのではなく、マイナンバー
カードの提示で、情報開示を
出来るようにする。

先日、法務局北区支所で会社謄本の申請をした際、検索が出来なかっ
たため職員の方から国税庁なら分かるかもしれないので、問い合わせて
はどうかとアドバイスを頂いた。国税庁へその旨を伝えると、答えられな
いとのこと。ヒントやアドバイスをできないか促すも出来ないと。最終的に
言われたのが、国税庁には、外部からの問い合わせに答える部署がな
いので答えられないと。
どうにもならないので、電話切り自力で調べたら登記されて無いペー
パーカンパニーらしいことが判明。
また、現実に存在する部屋に会社登記がされているのに、法務局で不
動産登記を取ったら、部屋がないとの回答。詳しく調べてもらうと、部屋
が不動産登記がされていないとのこと。現在、この会社は登記の上で
は、解散になっては居るが脱税の疑いが。

個人
総務省
法務省

デジタル庁

【①会社謄本、住民票、不動産登記を紐付けし、法務局、国税庁、市役所などで共有す
ることについて】
ある会社の登記情報及びその会社が所在する建物の登記情報を確認するためには，
法務局に、当該会社及び当該建物の登記事項証明書をそれぞれ請求する必要があり
ます。また、法務局以外の行政機関で、登記情報を確認することはできません。

住民票については、個人情報保護等の観点から、法令等で閲覧・写しの請求をできる
場合を限定しております。

【②マイナンバーカードの提示で，情報開示を出来るようにすることについて】
会社・法人又は不動産に係る登記事項証明書を登記所の窓口で請求する場合には、
申請書に必要な事項を記載し、所定の手数料額に相当する収入印紙を貼付して、登記
所の窓口に提出する必要があります。

住民票については、個人情報保護等の観点から、法令等で閲覧・写しの請求をできる
場合を限定しているところです。なお、本人の住民票の写しの交付については、1,165
団体においてマイナンバーカードを利用したコンビニ交付が可能となっています（令和5
年5月15日時点）。

不動産登記法第
119条
不動産登記規則
第193条、第194条
商業登記法第10
条、第13条
商業登記規則第
18条、第19条、第
28条
登記手数料令第２
条、第３条

対応不可

【①について】
制度の現状欄に記載したとおり、登記記録に記載された情報は登記事項証明書を取
得する方法により確認することが可能であり、また、令和２年10月から、国の行政機関
に対して、登記情報をオンラインで提供することを可能とし、登記事項証明書の添付を
求めている行政手続について、当該情報の提供を受けるための環境が整った場合は、
添付を省略することができるようになっているところです。
もっとも、登記情報を取得した国の行政機関においては、その目的の範囲内において
利用することができるものであり、受益者負担の原則や個人情報保護の観点から、法
務局以外の行政機関において、登記情報を無償で一般の方に公開することは困難で
す。

住民票についても、制度の現状欄に記載したとおり、個人情報保護等の観点から、無
制限に共有を行うことは困難です。

【②について】
登記事項証明書を請求する場合には、請求対象となる会社・法人又は不動産を特定
する必要があることから、個人を特定するマイナンバーカードの提示のみで登記事項
証明書の交付請求を可能とすることは困難です。

住民票については、制度の現状欄に記載のとおりです。

390 令和2年12月24日 令和3年1月27日
就労支援につい
て

就労支援関連の一本化を担
当課毎ではなく、一つの担当
課にまとめ、そこから枝分か
れさせてほしい。
またハローワーク職員は国家
公務員、市での就労関係は地
方公務員との区分けと聞いて
いる。これにより、連携を図る
のが難しく、氷河期、コロナ離
職、困窮者、生活保護などに
分岐させる必要性を感じな
い。またハローワークでの紹
介状はハローワークでのみ出
力可であるが、各市の出先機
関でも出力可能にして頂きた
い。

兵庫県内の自治体ですが、就労支援が労政課、厚生課と分かれて、就
労プログラムを推進しているが、担当課を一本化することで、コンペや委
託費など億単位で節約ができると思われる。また相談者を右に左に案
内し混乱させることもなくなると思われる。また就労に向けてのスピード
化が図れる。

個人 厚生労働省

地方自治体とハローワークの連携につきましては、希望する自治体において、自治体
が行う各種支援と国が行う無料職業紹介を一体的に実施する「一体的実施施設」を設
置しております。
ハローワークで受理した求人及び求職の申込みについてはハローワークが職業紹介
を行うものですので、地方自治体が自らハローワークの紹介状を交付することはできま
せん。なお、上記の「一体的実施施設」では、ハローワークの紹介状を交付しておりま
す。

職業安定法第４条
第１項・第5条第３
項
労働施策の総合
的な推進並びに労
働者の雇用の安
定及び職業生活
の充実等に関する
法律第31条

対応
（一部対応
不可）

引き続き、各地方自治体の希望を踏まえつつ、一体的実施施設の設置・運営など、就
労支援における地方自治体と国との連携を推進していきます。

392 令和2年12月25日 令和3年2月18日

国土交通省所管
の事業と農林水
産省所管の事業
の一体化につい
て

国・県・市町村等において、国
交省所管の工事と農水省所
管の工事が区別され、それぞ
れ発注方法・規制内容・積算
方法等に違いが見られる。
この区別をなくし一体化させ、
発注者ならびに受注者の混
乱を減らしてほしい。

'国交省と農水省のルールが違うため、現場で混乱が起きています。
事業目的に違いがあるためある程度の違いは理解できますが、例えば
提出書類について所管の違う職員から全く違うことを言われたり、積算
方法が違うために予定価格の算出を誤り入札に不調が出たりというケー
スが後を絶ちません。
両省のスタンスをより一体化させることで、事業を円滑に進める・部署間
の不公平を是正する・行政における労務コストを減らす・現場での混乱
を避ける等の効果があるのではないかと思われます。

個人
農林水産省
国土交通省

【農林水産省】
①発注方式（総合評価落札方式）：
発注方式については、公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議でとりまとめた
「発注関係事務の運用に関する指針」に基づき、各発注機関において工事及び業務の性格や地
域の実情等に応じて、多様な入札契約方式の中から適切な入札契約方式を選択し適用していま
す。
　具体的には、農林水産省の通知に基づき適切な入札契約方式を選択し、契約手続を執り行っ
ています。
　また、農林水産省の通知は、都道府県・市町村に参考送付しています。

②規制内容：
ご提案にある「規制内容」が何を指しているのか不明です。

③積算方式：
各事業の特性に応じて農林水産省の各局庁が定めている「土地改良工事積算基準」、「森林整
備保全事業設計積算要領」、「漁港漁場関係工事積算基準」に基づき対応しています。
　また、当該基準は、県・市町村等に参考送付しています。

【国土交通省】
以下のように、国土交通省では、農林水産省を含む関係省庁や他発注機関と、連絡調整及び情
報交換等に取り組んでいます。
発注方法については、関係省庁連絡会議により策定した、全ての公共発注者の指針である「発
注関係事務の運用に関する指針」に記載の通り、工事の性格や地域の実情等に応じ、価格競争
方式、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式等の適切な入札契約方式を選択するよう努めて
おります。
また、国土交通省所管の直轄土木工事の工事書類におきましては、標準様式を定め、HPにて公
表しています。なお、各自治体等の工事において標準様式を使用するかは、各自治体の判断に
依っています。
積算基準の考え方については、これまでに公共土木工事の発注機関からなる調整会議を設け、
積算基準における間接費の項目や内容の統一などに取り組んでいます。

【農林水産
省】
その他（提
案の具体
的な内容が
不明）

【国土交通
省】
検討に着
手

【農林水産省】
　発注方式等については、事業の性格や地域の実情等に応じて多様な入札方式から
最適な方式を選択しています。本提案の検討にあたり、支障が生じている具体的な事
項とその詳細な情報の提供をお願いします。

【国土交通省】
引き続き、国土交通省では、農林水産省を含む関係省庁や他発注機関と、連絡調整
及び情報交換等を行ってまいります。

発注方式においては、引き続き、関係省庁連絡会議により策定した「運用指針」に基づ
き、工事の性格等に応じた入札契約方式を適切に選択してまいります。また、地方公
共団体に対しても、運用指針の理念が浸透するよう働きかけてまいります。

国直轄事業の工事書類については、標準様式等の公表を続ける等、引き続き、各自治
体と工事書類の標準化を進めてまいります。また、省庁間については、工事書類の様
式について連絡調整を開始します。

積算基準についても、引き続き、公共土木工事の発注機関からなる調整会議におい
て、他発注機関と情報交換を行うとともに、国直轄の考え方について地方公共団体へ
も周知してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

393 令和3年1月27日 令和3年3月9日
危機管理担当省
の設置検討

災害時・事件・事故・火災・急
病・海難事件事故など通報
を、電話番号１１０番、１１９
番、１１８番、に分けて通報が
必要です。米国では９１１番へ
通報するだけで通信指令担当
者が担当組織・部隊又は民間
救急車へ手配してくれます。
日本もワンナンバーへ通報を
統一したらどうか。また、それ
に伴い組織体系も見直したら
よいのではないか。救急車の
利用方法見直し。

省庁縦割りで、国家公安員会下に警察庁更に下警視庁都道府県警察
＆公安調査庁。総務省下総務省消防庁更に下市町村行政区単位消防
局。国土交通省海上保安庁。この様に縦割りになっていて、通報先が異
なり通報する人の個別判断に委ねられていて、判断を誤れば通報受電
から初動にタイムラグが生じます。緊急事態担当若しくは危機管理担当
（省）下へ国家公安員会以下、そして総務省消防庁と海上保安庁を集約
して縦横に更なる連携ができる整理をするのは一考と思います。通報す
る者は、緊急事態担当若しくは危機管理担当（省）管轄下のコールセン
ター（都道府県単位）へ通報するだけで必要な担当行政サービスを受け
られる体制へ変革したらどうかと思う。政府や都道府県も災害時・事件・
事故・火災・急病・海難事件事故など通報が集約されることで情報錯そう
が抑えられ状況把握がし易くならなかと思う。民間救急運営会社もこの
コールセンター下へ連携させて、公的救急車のトリアージに基づく出動を
行う。公的救急車は諸外国と同じく少しの利用料を利用者負担を徴収す
る。細分化しているコールセンターを集約する事で設備や人件費人員を
減らせないでしょうか。

個人
警察庁
総務省

国土交通省

【警察庁】
　各都道府県警察においては、１１０番通報に迅速かつ的確に対応するため、通信指
令室が設けられており、直ちに通報内容を警察署等に伝え、地域警察官を現場に急行
させるとともに、必要に応じて緊急配備の発令等を行う体制を構築しています。

【総務省（消防庁）】
　消防においては、119番通報に迅速かつ的確に対応するため、それぞれを管轄する
市町村消防本部に通信指令室が設けられており、直ちに通報内容を消防署等に伝
え、消防車、救急車等を現場に急行させる体制を構築しています。
　また、通報内容によっては、直ちに警察等の各関係機関に転送できる体制も構築し
ています。

【国土交通省（海上保安庁）】
　海上保安庁においては、118番通報に迅速かつ的確に対応するため、管区海上保安
本部に運用司令センターが設けられており、直ちに通報内容を海上保安部等に伝え、
巡視船艇、航空機等を現場に急行させる体制を構築しています。
　また、通報内容によっては、直ちに警察等の各関係機関に転送できる体制も構築し
ています。

【警察庁】
警察通信指令に
関する規則（平成
21年国家公安委
員会規則第９号）
第３条

【総務省（消防
庁）】
消防力の整備指
針（平成十二年消
防庁告示十三）

【国土交通省（海
上保安庁）】
海上保安庁法（昭
和23年法律第28
号）第２条第1項

【警察庁】
その他

【総務省
（消防庁）】
その他

【国土交通
省（海上保
安庁）】
その他

【警察庁】
　警察では、今後も、警察官が迅速に現場に駆けつけられるよう、１１０番通報の受理
や警察署等への指令を行うシステムを整備するとともに、消防機関等との適切な連携
を図りながら、様々な警察事象に即応する活動を行ってまいります。

【総務省（消防庁）】
　消防においては、今後も、消防隊、救急隊等が災害現場に迅速に駆けつけられるよ
う、119番通報の受信や消防署等への出動指令を行うシステムを整備するとともに、警
察機関等との相互連絡を緊密に図ってまいります。

【国土交通省（海上保安庁）】
　海上保安庁では、今後も、巡視船艇、航空機等が現場に迅速に駆けつけられるよう、
118番通報の受信や海上保安部等への出動指示を行うシステムを整備するとともに、
警察機関等との相互連絡を緊密に図ってまいります。

394 令和3年1月27日 令和3年3月9日

国営・公営宿泊施
設(自然の家)の
予約オンライン
化・キャッシュレス
化

国営や公営の施設の予約の
オンライン化やキャッシュレス
化の推進する。

未就学児のこどもを持つ父親です。頻繁に自然の家を利用しますが、予
約のオンライン化・施設のキャッシュレス化がまったく進んでいません。
例えば、国立曽爾高原少年自然の家の場合、予約はHPからできます
が、予約可否は翌日以降メールで回答あり、その後予約に関する書類
(利用の手引きや計画書、食事の注文書など)が郵便で届き、計画書・注
文書をFAXで返信します。自宅にFAXないため、返信に苦労しました
(web FAXを利用)。ほかの施設も電話やFAXが多く、オンライン化はされ
ているのは国民休暇村くらいです。予約をオンライン化・することで、利
用者・施設ともに予約作業の簡便化・迅速化することができ、施設での
入力コストや郵便コストを削減できます。また施設ではほぼキャッシュレ
ス不可で現金を持っていく必要あります。しかし、施設自体のセキュリ
ティが甘い(部屋の鍵がない)場合が多く、不便かつ不安です。キャッシュ
レス化すれば施設側も硬貨・紙幣の紛失を防ぐことができます。国全体
でキャッシュレス化を進めるのであれば、まず国営施設から導入をお願
い致します。国営施設のキャッシュレス化であれば、徴税よりも規模小さ
く導入コストは低いはず、まず試験的に導入してはいかがでしょうか？

個人 文部科学省
国立曽爾青少年自然の家をはじめ、国立青少年教育施設では、予約に関する書類の
メール受付を行っています。また、支払いに関してもコンビニ払いや銀行振込が可能と
なっております。

なし 事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

395 令和3年1月27日 令和3年2月18日

国家公務員の勤
怠管理と「働き方
の見える化」も電
子化で

国家公務員の勤怠管理、及
び、河野国務大臣が近々要
請するとされる「働き方の見え
る化」から「判子の廃止」を行
い、代わりにデジタルより行
う。具体的には、各関係行政
機関の入り口に設置されてい
る、入退場ゲートのログにより
行う。

1.報道によれば、河野国務大臣は霞が関の「働き方改革」を進めるた
め、国会の答弁作成のための深夜勤務などの実態調査を進める考えを
示し、全府省庁に10、11月の職員の勤務状況を調べるよう要請するとし
ている。

2.実際、関係行政機関の勤怠は「判子」でなされており、時間は記載しな
い。勤務時間や在庁時間の報告はいくらでも誤魔化せる。大臣の意向
に反し、実態が解明されないどころか、ミスリードの取りまとめがなされる
恐れがある。

3.各省庁の入退場ゲートのログを使うことにより、数ヶ月と言わず、河野
国務大臣のイニシアティブは、恒久的な継続的取組になる。一方で、ロ
グ取りを辞めた途端、その意思決定者は働き方改革に後ろ向きと糾弾さ
れよう。

個人
人事院

内閣官房

職員が定時までに出勤した場合は、これを証明するため、出勤簿へ必要な記録を自ら
行うこととなっており、出勤簿に押印することを必須とはしておりません。
超過勤務時間の確認は、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している場合
は、これを参照することができることとしています。
その上で、出退勤管理の具体的な方法について、各府省において適切に判断し、運用
することとされております。
なお、国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針（平成26
年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。令和３年1月29日一
部改正） において、各府省等は、勤務時間管理をシステム化し、職員の勤務時間の
「見える化」に取り組むこととなっております。

給実甲第576号
（給与簿等の取扱
いについて（通
知））
第2第2項

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

396 令和3年1月27日 令和3年7月20日
独立行政法人も
改革対象にして下
さい

独立行政法人も改革の対象
にして下さい
国立病院機構
書類だらけ、印鑑だらけ、
様々な改革は掛け声だけで進
んでいません
現場の意見は何も届きません
医師や薬剤師、事務など、職
種問わず、当直という名で通
常勤務させる実態も変わりま
せん
退職者も多くみんな疲れ切っ
ていますが、増員は認められ
ません
現場第一ではなく、本部役員
第一で振り回されています
ぜひ独立行政法人も改革対
象にしてください

独立行政法人も改革の対象にして下さい
国立病院機構
書類だらけ、印鑑だらけ、様々な改革は掛け声だけで進んでいません
現場の意見は何も届きません
医師や薬剤師、事務など、職種問わず、当直という名で通常勤務させる
実態も変わりません
退職者も多くみんな疲れ切っていますが、増員は認められません
現場第一ではなく、本部役員第一で振り回されています
ぜひ独立行政法人も改革対象にしてください

個人 厚生労働省

　押印の廃止等につきましては、国の方針に基づき、国立病院機構において、検討を
進めていると承知しております。
　 また、宿日直勤務中は通常勤務に従事させておらず、やむを得ない事情により通常
業務に従事させた場合には、当該時間を時間外労働として扱い、割増賃金の支払いや
振替休日等の措置をとり、職員の負担にならないよう国立病院機構において努めてい
ると承知しております。
　職員の増員や人員配置については、病院毎の患者の状況や経営状況、業務量の変
動等を総合的に勘案し、必要な職員を配置できるよう国立病院機構において努めてい
ると承知しております。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

397 令和3年1月27日 令和3年2月18日
国職員出張用
シービスについて

国家公務員のお仕事につい
て、シービス（出張旅費を計算
するとともに、出張伺や旅費
請求の手続きをするシステ
ム）入力の負担が大きいの
で、組織ごとに専門員を配置
することや、旅行業者に委託
すること、また、行き先ごとに
旅費の定額支給化すること
で、業務負担を軽減してほし
いです。

国家公務員のお仕事について、シービス（出張旅費を計算するととも
に、出張伺や旅費請求の手続きをするシステム）入力の負担が大きい。
また、出張関係業務の大半を占め、残業の要因にもなっています。

個人
内閣官房
財務省

経済産業省

【内閣官房】
旅費業務の見直しについては、平成27年から28年にかけて、実際に事務処理に長期
間を要した事例を取り上げ、関係者に対し、旅費の各項目の精算手続について実際に
時間を要した要因に踏み込んだヒアリングを行い、分析した結果に基づき、旅費・会計
等業務効率化推進会議において、「旅費業務の効率化に向けた改善計画」（平成28年
7月）が決定されました。
当該計画に沿って、実務の合理化・標準化及びそれを支援するSEABIS改修等を行っ
てきたところです。
また、各府省の取組の統一性の確保等のために必要な連絡調整を行うため、旅費・会
計等業務効率化推進会議の下に、構成府省の実務者クラスからなる「旅費業務効率
化推進タスクフォース」が置かれています。

【財務省】
　出張旅費を含む国家公務員の旅費については、「国家公務員等の旅費に関する法
律」が規定しています。旅費の支給については、実費支給と定額支給があり、旅費の
種類ごとに、そのいずれかを規定しており、出張における公共交通機関の利用に伴う
旅費（鉄道賃、航空賃等）については、実費支給を採用しています。

【内閣官房】
-

【財務省】
国家公務員等の
旅費に関する法律
等

【内閣官
房】
現行制度
下で対応可
能

【財務省】
対応不可

【内閣官房】
今後も、関係者間で連携し、旅費業務効率化推進タスクフォース等において、各府省
の実務担当者の意見も踏まえつつ、旅費業務の負担軽減に向け、検討を行ってまいり
ます。

【財務省】
　行き先が同一であっても、出張等の態様（行程や利用する交通手段など）によって発
生する旅費の種類は様々であり、公務上必要な旅費を適正に支出する観点から、一律
に定額支給化することは適切ではありません。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

398 令和3年1月27日 令和3年4月16日
役所間文書など
の公印省略

役所間などの文書のやりとり
に公印は省略していただきた
い。

国の機関同士の文書は公印が省略されるケースがほとんどだと思いま
すが、国と地方、国と法人の間は頑なに公印が必要とする役所が存在し
ます。

個人
内閣官房
内閣府

【内閣官房】
規制改革実施計画（令和２年７月17日閣議決定）において、各府省等は、会計手続、人
事手続等の内部手続について、書面・押印・対面の見直しを行うこととされています。

【内閣府】
「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和２年７月17日閣議決定）において、「書
面・押印・対面を前提とした我が国の制度・慣行を見直し、実際に足を運ばなくても手続
できるリモート社会の実現に向けて取り組む。このため、全ての行政手続を対象に見直
しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結するよう見直す」とさ
れており、各府省において取り組んでいるところです。

【内閣官房】
-

【内閣府】
※手続による

【内閣官
房】
対応

【内閣府】
対応

【内閣官房】
行政改革推進本部事務局では、各府省等における、会計手続、人事手続等の内部手
続について書面・押印（公印も含む）・対面の見直しを推進しております。

【内閣府】
国・地方間における行政手続きの見直しについては、令和２年12月18日に閣議決定し
た「令和２年の地方からの提案等に関する対応方針」において改めて記載しており、公
印の押印を不要とすることも含め、引き続き各府省において見直しを進めてまいりま
す。

399 令和3年1月27日 令和5年7月12日
マイナンバーカー
ドの更新について

子供のマイナンバーカードの
更新をしたら、暗証番号が必
要だと言われた。
送られた書面には何も書かれ
ておらず、役場の人に言った
ら、役場からもお願いしている
が聞き入れてもらえないとの
ことでした。こういうことは、そ
れぞれの管轄に任せたらより
良いサービスが提供できると
思います。

上記参照 個人 総務省

マイナンバーカードの交付時にマイナンバーカードを本人確認書類として使用する場合
は、暗証番号の入力を求めることとしておりますが、こうした方法のほか、マイナンバー
カードに加えて免許証などの別の本人確認書類を提示いただき、双方の券面の情報を
確認することで本人確認を行う方法もあり、そうした方法により本人確認を実施してい
る自治体もあると承知しております。

なし 対応 制度の現状欄に記載のとおりです。

400 令和3年1月27日 令和3年2月18日
法律用語（外来用
語の積極的な取
り入れ）

情報通信技術を活用した行政
の推進等に関する法律（通
称：デジタル手続法）につい
て、情報処理システム・ネット
ワークなどに関する日本語訳
による用語が非常にわかりに
くい。
今後、デジタル化を進めるに
あたって、可能な限り、社会通
念上確立された外来用語につ
いては、積極的に法律の条項
でも使用し、時代に合わせた
条項へと見直してほしい。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（抜粋）

例）電子情報処理組織
主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計
算機（入出力装置を含む。以下同じ。）

その他、電子計算器、電気通信回線、電子情報処理組織など

各法令についても同じです。

※法律名もシンプルに「デジタル手続法」とした方が、浸透するのではな
いか。

的外れな提案であれば、非公表扱いでお願いします。

個人
内閣法制局
内閣官房

いわゆるカタカナ語について、内閣提出の法律案や政令においては、例えば、エネル
ギー、インターネットなど、我が国の社会に浸透し、対応する適切で平易な日本語がな
いようなものについて用いられているところです。

なし その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

401 令和3年1月27日 令和3年2月18日
既得権益（悪しき
前例）の見直し

国民のために働く政府、国家
公務員の給与の見直し

これについては官主導ではなく民主導で行うべきではないでしょうか。例
えば、今年がよい例で、国民の収入が減っても政府や公務員の収入は
減りません。官の給与の源である税収が少なくても普通に給与を貰って
いては、政策に使えるお金が少なくなります。
国民目線から言えば、本当にそんなに給与が必要ですか？

個人
人事院

内閣官房

　国家公務員には、憲法で保障された労働基本権が制約されていることから、その代
償措置として、国家公務員法は、国家公務員の給与について、国会により社会一般の
情勢に適応するように随時変更することができるとしており、人事院には、その変更に
関して勧告する責務を課しています。
　この勧告では、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させるこ
と（民間準拠）を基本としていますが、これは、国家公務員も勤労者であり、勤務の対価
として適正な給与を支給することが必要とされる中で、公務においては、民間企業と異
なり、市場の抑制力という給与決定上の制約がないこと等から、その給与水準は、経
済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して
定めることが最も合理的であると考えられることによるものです。

国家公務員法
第28条

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

402 令和3年1月27日 令和3年2月18日
本籍を廃止すると
ともに戸籍謄本と
か抄本も廃止

本籍を廃止するとともに戸籍
謄本とか抄本も廃止

マイナンバーができたことで不要と思います。特に本籍は、居住してない
場所とか地名変更になった場所もあり、不要と考えます。離婚する時は
本籍地近傍に近親者がいない場合、わざわざ取りに行く必要がありま
す。取り扱う地方自治体の手間も省けるはずです。

個人 法務省

　戸籍は，日本国民の親族的身分関係を登録・公証する唯一の帳簿であり，本籍は戸
籍の編製単位としての機能を有するものです。
　また戸籍謄本や戸籍抄本は，日本国民の親族的身分関係を公証する唯一の証明書
です。
　戸籍謄抄本等の交付請求については，コンビニ等で専用端末から請求する方法も認
められております。
　なお，コンビニ等での請求を可能とするシステムの導入は，戸籍事務を管掌する各市
区町村長の判断によることとされており，令和３年２月現在６５０の市区町村で導入され
ています。

戸籍法第６条
戸籍法第１０条等

対応不可

　制度の現状に記載のとおり，本籍は戸籍を特定するために必要な，重要な編製単位
です。
　また，戸籍制度は日本国民の親族的身分関係を公証する唯一の制度であり，代替手
段もないことから，廃止することは相当ではありません。
　なお，コンビニ等での請求のほか，令和元年５月３１日から起算して５年を超えない範
囲内において政令で定める日から，いずれの市区町村においても，本人等の戸籍又は
除かれた戸籍の証明書を取得することができるようになります。

403 令和3年1月27日 令和5年7月12日

マイナンバーの利
用者クライアント
ソフトのサポート
ブラウザについて

表題の件で、サポートブラウ
ザがIE11のみとなっています
が、マイクロソフト自体がIEの
使用を推奨していませんので
ChromeやEdge、Firefox等へ
対応を切り替えていただきたく
思います。

IE11自体がマイクロソフト固有のアプリでWindowsOSに固定されます。当
然マッキントッシュやLinuxユーザーに関しては対応できないということに
なるかと思います。
今後デジタル化を推進するにあたり、マイクロソフト一辺倒になってしま
うのは問題になるかと考えられるかと思います。またそれ以前に現在の
ブラウザのシェア上Chromeがトップでもありますのでそちらには優先的
に対応を進めていただくことでマイナンバーカードの利便性が上がり国
民の利用も進みやすくなるかと思います。

実際私自身が昔LinuxをメインPCとしていたことと、NFC非対応のスマホ
を利用していることもあり使いづらいなぁと思った次第であります。

個人 総務省
利用者クライアントソフトの対応状況に係る最新情報はこちらをご参照ください。（以下
地方公共団体情報システム機構（JｰLIS）のHP）
https://www.jpki.go.jp/download/index.html

なし 対応 制度の現状欄に記載のとおりです。

404 令和3年1月27日 令和3年2月18日
通知等の識別符
号の合理化

厚生労働省の通知の名称が
「医薬審第1439号」とか「薬発
第154号」などとなっている
が、検索性が低い。
発行した通知は、データベー
スやGoogle等でひとつに特定
できるような識別子をつけて
欲しい。

・官公庁が発行した通知等が、検索しても見つかりにくい状況自体が異
常であって、分かりやすい識別子をつけることに何の不都合も無いは
ず。
・外国語に翻訳し難く、不要な社会的負荷が発生している。

個人 厚生労働省
厚生労働省では「厚生労働省法令等データベースサービス」において所管する法令・
通知・公示情報を広く国民へ情報提供しており、検索機能を設けて検索ができるように
しております。

なし 検討を予定
「厚生労働省法令等データベースサービス」において検索機能を設けてはおりますが、
ご提案の方法を含め、通知等の検索性の向上について検討を行ってまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

405 令和3年1月27日 令和3年4月16日
元総理の葬儀費
用に税金使用の
廃止

元総理の葬儀費用に税金が
使用されることが恒例となって
いますが、これを廃止すべき。

今般、中曾根元総理の葬儀費用１億９千万円のうち９千6百万円が税金
から支払われるということです。元総理の葬儀費用に税金が使用される
ことが恒例となっているからだそうです。
しかし、元総理は私人です。葬儀費用は自民党が全額負担してくださ
い。自民党は、河井夫妻に１億５千万円贈与しました。ですから自民党
には、こういうお金があるわけですから、自民党は、元総理の葬儀費用
の方に自民党のお金をあてるのが当然で、国から支出することはありま
せん。
政府は、自民党に政党交付金として税金から本年度は172億6千万円も
のお金を支払っています。
これまでの恒例であっても理屈に合わない、あるいは税金をコロナ対策
のようにより必須なところで使用してください。こういうことが改革できて
初めて河野大臣は、「改革大臣」の名に値いします。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

406 令和3年1月27日 令和3年4月16日 道州制の推進

省庁間の縦割りを打破するた
めには、国と自治体との役割
の見直し、重複業務の整理な
どもあわせて考えるべき。そ
れに当たっては、現在議論が
停滞ないしは頓挫している道
州制の議論を活性化すべき。
各省庁は以前のような「木で
鼻をくくる」ような回答(対応策
の策定)ではなく、真摯かつ丁
寧な回答を求める。

より効率的な行政運営を行うことで固定費を中心とした費用の削減だけ
でなく、各自治体がより自由で柔軟な発想で施策に取り組むことが出来
ることにより、雇用の創出や経済発展に繋がることが期待される。

個人 内閣官房 道州制に関する制度はありません。 なし 検討を予定

道州制は、国家の統治機能を集約、強化するとともに、住民に身近な行政はできる限
り地方が担うことにより、地域経済の活性化や行政の効率化を実現するための手段の
一つであり、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革です。
このような大きな改革であることから、その検討に当たっては、地方の声を十分にお聴
きしつつ、 国民的な議論を行いながら、丁寧に進めていくことが重要です。
国会における議論も踏まえつつ対応してまいります。

407 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公務員の募集に
ついて

公務員の募集については新
卒採用を止めるべきだと思っ
ています。民間企業や自営業
などで一定期間（例えば3～5
年）の経験を条件に中途採用
するやり方を提案します。

世の中のことを知らない新卒で公務員になったとしても、国民や市民の
苦労がわからず、いい仕事ができない。一定の経験を積ませた上で公
務員になった方が、国民目線やスピードの大事さがわかり、遥かにいい
仕事ができるはずである。

個人
人事院

内閣官房
総務省

【国家公務員】
国家公務員の採用の方法としては、新規学卒者に限らず、一定の受験資格の下で採
用した者を長期に部内で育成することを目的とした総合職試験、一般職試験等の採用
試験のほか、民間企業での実務の経験等を有する者を係長以上の官職に採用するこ
とを目的とした経験者採用試験やその者が有する専門的な能力・経験を活かせる官職
への選考採用などの中途採用もあります。国家公務員の官職は様々であるところ、
個々の官職の職制上の段階や職務内容等に応じた方法で、任命権者が採用を行って
おります。

【地方公務員】
地方公務員の採用については、地方公務員としての標準職務能力及び適正を正確に
判定することを目的として、職務に応じ各地方公共団体で定める一定の受験資格の下
で採用試験が実施されています。
また、全体の奉仕者としての自覚や意欲並びに住民の視点を持ち、能力の高い職員を
育成することは重要であることから、地方公共団体においては、人材育成基本方針を
策定し、職務や研修等を通じて職員の育成・能力開発を推進しています。

【国家公務員】
国家公務員法
第36条、第45条の
２、第57条等

【地方公務員】
地方公務員法第
19条

【国家公務
員】
現行制度
下で対応可
能

【地方公務
員】
現行制度
下で対応可
能

【国家公務員】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【地方公務員】
総務省としては、各地方公共団体に対して、多様な人材の確保を図るため中途採用の
積極的な推進に取り組むよう助言しているところです。
また、人材育成の目的、方策等を明確にした人材育成に関する基本方針を策定し、職
員の能力開発を効果的に推進するよう助言しています。

408 令和3年1月27日 令和3年4月16日
災害時の避難所
における対応につ
いて

災害時の避難所となっている
小・中学校等での、教職員と
市町村職員の連携が取れる
ようにしてほしいと思います。
所属する組織が異なるので、
災害時に無用の混乱を避け
るために、法令等で定めてお
く必要があると思います。

東日本大震災の際に、市町村職員として避難所で市民対応を行いまし
たが、学校側の協力が得られずに苦労しました。特に、大規模断水にも
かかわらず、学校の貯水タンクの水を使わせてもらえず、市民への供給
は給水車を待つことになったことが、その最たるものです。
教職員曰く、学校が再開したときに水が使えないと困るから、とのこと
で、その理屈や教頭としての立場も理解できますが、あの惨事の際にそ
の判断にたどり着くことは問題があると感じました。
どんな人でも、その立場において、目の前の災害に対して迷わず適切に
対応できるよう、仕組みを作っておくべきだと思います。
そうでないと、自分の担当だけを守るために、前述のような狭い視野で
の判断になりかねません。
担当は文部科学省と国土交通省、どちらになるのか分かりません。
よろしくお願いいたします。

個人
内閣府

文部科学省

自治体の防災部局や教育委員会等は、市町村長の所轄の下、一体として行政機能を
発揮するよう、相互の連絡・調整を図ることとされています。
これを促進するため、内閣府において、「避難所における良好な生活環境の確保に向
けた取組指針」において、学校を避難所として指定する場合については、学校が教育
活動の場であることに配慮し、避難所としての機能は応急的なものであることを認識の
上、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等関係者・団体と調整を図ることとさ
れており、自治体において適切な対応がとられるよう促しているところです。
文部科学省においても、「大規模災害時の学校における避難所運営の協力に関する
留意事項について（通知）」（平成 29 年１月 20 日付け 28文科初第 1353 号）におい
て、学校が避難所となった場合に備え、防災担当部局等を中心とした体制の下、事前
に連携・協力体制を構築するよう各都道府県教育委員会等へ示し、取組を促している
ところです。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載の内容につきまして、引き続き周知に努めてまいります。

409 令和3年1月27日 令和3年2月18日
航空機製造に係
る認定事業の一
元化

航空機製造（部品製造を含
む）事業を行う場合、国土交
通省航空局の事業場認定及
び、経済産業省の製造事業
場認定が必要になる。
事業場認定を航空局事業場
認定に一本化してはどうか？
（経済産業省の役人は航空局
に移動）

航空機製造工場は、国際規格ISO9100シリーズ他、特殊工程の国際規
格、航空局の事業場認定等　認定取得のため多くの対応を要求されて
いる。それに加えて経済産業省の認定対応が必要となれば、さらに多く
の人員と組織が必要となる。同じような対応が、省庁間で別々に対応す
るのはムダであり事業者の負担が多くなる。
事業場認定を一本化して、航空局の事業場認定だけにしてはどうでしょ
うか？
　

個人
経済産業省
国土交通省

航空機製造事業法では生産技術の向上等を目的として、高い技術を必要とする航空
機等の製造や修理事業について、法第２条の２に基づき経済産業大臣の許可を必要
としています。また、航空法では国際民間航空条約の規定等に基づき航空機の航行の
安全等を目的として、事業者等を規制しています。

航空機製造事業
法第２条の２

その他

航空機製造事業法は、民間航空機や戦闘機等の製造や修理事業の許可等を通じ、生
産技術の向上を図ることなどにより、産業全体の健全な発展に資することを目的として
おり、こうした航空法とは異なる目的に則って、必要な規制を行っています。
これまでも事業者の管理コスト削減の観点から、許可要件の特定設備の種類を減らす
など、必要に応じて規制の見直しを進めてきているところです。
現時点において、航空法と一本化する予定は無いものの、引き続き、航空機製造事業
法の適切な規制の在り方を検討してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

410 令和3年1月27日 令和3年3月9日
自治体消防制度
の改革

現行の自治体消防制度は昭
和23年3月7日に消防組織法
が施行され確立されている。
それ以降70年余の歴史を歩
んできています。現役の消防
職員として感じるのは、現制
度では自治体間の格差によ
り、地域間における消防サー
ビスの差が顕著となってきて
います。また、近年の災害の
広域化、大規模化を目の当た
りにすると、小規模な消防体
制での対応は困難を極めてい
るのが現状だと思います。そ
こで、この自治体消防の単位
を県単位の組織に改変する
事を提案します。

総務省では消防広域化を推進していますが、未だに十分な広域化が進
んでいないのが現状ではないでしょうか。消防も警察と同様に県単位の
組織とすることにより、広域的な視点での特殊消防車等の効率的な配備
と、119番通報を受信し指令を行う消防指令センターの集約など、重複す
る施設整備費の縮減を図り、大規模な災害や事故への即応体制の確立
や地域間の格差の解消も図られるのではないかと思います。
財政的に余裕がある自治体の住民と、財政状況が脆弱な自治体の住民
では、受ける消防サービスには大きな差があります。職員も同じことが
言えます。命を守るための政策として消防の格差について国主導で検討
して頂ければ幸いです。
私は、1人でも多くの命を救うために、これからも日々努めてまいります。
皆様におかれましては、ぜひ、国の安心安全を第一に頑張ってくださ
い。
まとまらない意見ですが、よろしくお願いいたします。
また、河野大臣には本当に期待しております。頑張ってください。

個人 総務省

　日本の消防制度においては、市町村が当該市町村の区域内の消防を十分に果たす
べき責任を有するとされています（消防組織法第６条）。
　消防に関する責任を果たす方法については、一部事務組合、広域連合、事務委託等
の広域的処理方式や相互応援によることも差し支えないとされており、市町村の広域
化は、消防体制の整備及び確立を図ることを旨として、行わなければならないとされて
います（消防組織法第31条）。

消防組織法（昭和
二十二年法律第
二百二十六号）

現行制度
下で対応可
能

　消防は、住民の日常生活に関係の深い基本的な行政事務として、住民に最も身近な
市町村の責任において処理することが適当であると考えられています。
　一方で、小規模な消防本部では、出動体制、保有する消防用車両、専門要員の確保
等に限界があることや、組織管理や財政面での厳しさが指摘されることがあるなど、消
防の体制としては必ずしも十分でない場合があるため、消防庁では、広域化に関する
基本指針を定め、広域化を推進しております。これまで２期10年以上にわたる取組み
の結果、54地域において広域化が実現しています。
　制度上、都道府県内の全市町村が合意できるのであれば、都道府県全体で１つの消
防本部とすることも可能です。
　消防庁においては、広域化に係る経費の特別交付税措置や、指令センター整備への
緊急防災・減災事業債の充当、広域化アドバイザーの派遣等の支援を行っており、引
き続き消防の広域化の実現に向けて取組を推進してまいります。

411 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国勢調査「回答が
お済みの世帯に
も、、、」のチラシ

　総務省統計局から行われる
国勢調査について、インター
ネットで回答した人にも、「回
答がお済みの世帯にもお配り
しています。」とわざわざ記載
してフォローのチラシを配るの
は国費の無駄だと思う。何の
ために、インターネットで受け
付けてシステム対応している
のかわからん。

　インターネットなど電子情報で受け付けるのは、その後のデータ活用に
資するからが本来のはずです。単純に今の時代に合わせてシステム窓
口つくっただけでは付加価値がなく、システム作った意味がないです。国
勢調査で世帯に資料送っているのですから、送る相手は住民台帳など
で決めているはずです。インターネットから回答したのであれば、誰が回
答したかはデータベースで参照できるはずであり、データベースがある
ならシステム的に突き合わせることができるはずです。
　送った世帯総数は知りませんが、チラシ１枚3円として、送る世帯数1億
だとすると、3億円＋α（配送費）ですよね。
　国費から見れば微々たるお金かもしれないですが、国費は国民の税
金から賄われているので、1円たりとも無駄にしてほしくないですね。
　統計分析するための基本データになる重要な調査であると思ってます
ので、その後のデータ利活をスムーズに進めるためにもシステム的な連
携の課題は早く解消することが必要と思います。

個人 総務省

　国勢調査は、５年に１度、我が国に住む全ての世帯を対象に実施する統計調査であ
り、10月１日を調査日としています。令和２年の調査は、9月14日から調査員が調査書
類を配布し、10月７日までに御回答いただくよう、世帯の皆様方にお願いしています。
　10月7日までに回答の確認ができなかった世帯については、調査員が再度訪問し、回
答のお願いに伺うこととしています。このため、10月７日までの回答をお願いするととも
に、10月１日よりも前に回答した方に対し、回答内容に変更があれば修正いただくよう
呼び掛けるため、10月１日以降、青色のリーフレットを配布しました。

- その他
　今回の実施状況を検証し、次回以降の調査に結び付けてまいりたいと考えていま
す。

412 令和3年1月27日 令和3年2月18日
道路管理者につ
いて

国土交通省、都道府県、各市
町村、それぞれ道路管理者を
配置し道路維持や建設工事
を実施しているが、管理を一
元化し効率的な運用の検討。

国道、県道、市町村道と所管が違っても国民が使用する上で道路に変
わりはないと思います。
行政側としては、予算や管理上の弊害があるのかもしれませんが、地域
全体をマクロな視点で考察し必要な場所に予算を投入する、必要のない
公共事業は廃止する。
老朽化してきたインフラ設備の維持やメンテにシフトし、災害に強い社会
基盤を構築することにより日本の技術を世界に発信するチャンスだと考
えます。
また、道路占用申請等の書類の削減やペパーレス化（オンライン）を図
り、占用物件管理の効率化によるコスト削減や期間短縮を期待します。

最後に北海道と沖縄に至っては開発局という名称であるが現代におい
て「開発」といった時代ではないのではないと感じています。

個人 国土交通省

道路の持つ機能によって一般国道、都道府県道、市町村道の種類に分類されていま
す。また、道路法第13条、第15条、第16条にて国道の管理については国土交通大臣又
は都道府県、都道府県道についてはその路線の都道府県、市町村道についてはその
路線の市町村がそれぞれ管理することとしております。

道路法
第13条、第15条、
第16条

対応不可

　道路の持つ機能により国、都道府県、市町村の各道路管理者が行うことで、例えば
国において全国を俯瞰した広域的な視点による幹線道路の管理、市町村において地
域に密着した視点による生活道路の管理など適切な対応が可能となると考えられま
す。
引き続き、各道路管理者において適切な管理を行うとともに、複数の道路管理者が関
係する場合においては連携し効率的な管理を行ってまいります。

413 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議の
廃止

この会議が政府の意志決定
に役立つものか疑問に思いま
す。国民のほとんどは知ら
ず、民間では非常識な210名
で会議にならないですね。税
金の無駄遣いです。

内閣府の政策決定のアドバイスになるものが、混乱を招くものになって
います。他の所轄の会議も見直しされてはどうでしょうか。
前例主義の打破をお願いします。

個人 内閣府

　日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発
達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とし、内閣総理
大臣の所轄とされています。
　独立して次の職務を行っており、日本学術会議に関する経費は国庫が負担すること
とされています。
　①科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
　②科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

日本学術会議法
検討に着
手

　令和2年12月16日に中間報告を公表し、日本学術会議のより良い役割発揮に向け
て、日本学術会議において検討を始めています。

日本学術会議のより良い役割発揮に向けて（中間報告）
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo305-tyukanhoukoku.pdf

416 令和3年1月27日 令和3年2月18日
ハンコ廃止につい
て

ハンコ廃止について、難しい
事を色々やろうと考えている
ようですが簡単な事から確実
に行ってはどうですか？
例えば、公務員の出勤につい
て未だに出勤したら出勤簿に
ハンコを押印して管理してい
るのを知ってますか。
これなんかパソコンで管理し
たら、残業時間の管理とかも
行え、関係の総務の人員等も
減らせますし、残業時間の管
理にも使えますよ。

ニュースなどでハンコ廃止、IT化など言ってますが具体的な形が見えて
こない。
このままでは過去に「IT立国日本」の政策を掲げ様々(自分のいた省庁
ではほとんど)の申請等をホームページ上からオンラインで出来るように
したが、結局使い勝手が悪く利用されず(何百万円かけて作ったのに年
間の利用者が10件とか)ほとんどが使い物にならなかったのを知ってる
ので。
国民の税金で行うことなので無駄にならないように。
ちなみに電子決済ですが政府機関には「共通ポータルサイト」と言うもの
で既にありますよ、使っているかどうかではありますが。

個人
人事院

内閣官房
番号377の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

417 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公務員の出退勤
管理の電子化

公務員の出退勤管理は、ハン
コ押印によっており、かつ電子
化されていないため非効率と
なっており、無駄な業務を行っ
ているという意味で税金の無
駄遣いをしている。
電子化の具体策としては、パ
ソコン上で職員は出勤報告と
退勤報告及び休暇申請をでき
るようにして、管理者はそれら
をデータ管理できるようにす
る。

現状は、１：職員は出勤する都度、出勤簿に押印し、管理者がそれを目
視することで出勤の事実を確認している。２：休暇申請もハンコ押印によ
り上司に申請し、管理者はその申請をもとに出勤簿に休暇等の表示を
スタンプしている。３：超過勤務についても、申請者は申請書類にハンコ
押印し、管理者もそれに押印をしている。管理者はその申請書類の数字
を手集計し、担当部署に連絡している。
以上のことから、公務員は出退勤管理において非効率な作業を強いら
れている。国家公務員と地方公務員すべてについて出退勤管理の電子
化が実現すれば、出退勤管理に関して大幅な業務削減の効果が期待で
きる。

個人
人事院

内閣官房
総務省

【国家公務員】
　出勤管理に関して、規定上は、職員は定時までに出勤したことを証明するため、出勤
簿へ必要な記録を自ら行うこととなっており、出勤簿に押印することを必須とはしており
ません。
　超過勤務時間の確認は、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している場合
は、これを参照することができることとしています。また、超過勤務等命令簿に押印する
ことを必須とはしておらず、手続を電子化することは可能です。
休暇の請求等の手続は、原則として休暇簿により行うこととされていますが、休暇簿の
「本人の確認」欄に押印することは必須とはしておらず、手続を電子化することは可能
です。
　その上で、出退勤管理及び休暇の請求手続の具体的な方法については、各府省に
おいて適切に判断し、運用することとされております。

【地方公務員】
地方公務員の勤務時間や休暇に関する制度は、原則として適用される労働基準法や
労働安全衛生法を最低基準としつつ、さらに国家公務員制度との権衡を踏まえ、条例
や規則等により定めることとされています。
また、地方公務員の勤務時間管理については、労働基準法等に基づく「労働時間の適
正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」により、職員の勤務時
間を、タイムカードやPC等の電子計算機の使用時間の記録による客観的な方法により
把握することが求められています。
出退勤管理及び休暇の請求手続の具体的な方法については、各団体の判断に基づい
て、運用されています。

【国家公務員】
人事院規則15ー
14（職員の勤務時
間、休日及び休
暇）
第27条第１項、第
２項（、第３項）、第
28条第１項

給実甲第65号（人
事院規則９―７（俸
給等の支給）の運
用について）
第13条関係

給実甲第576号
（給与簿等の取扱
いについて（通
知））
第2第2項

【地方公務員】
地方公務員法第
24条、
労働基準法第109
条、労働安全衛生
第66条の８の３等

【国家公務
員】
現行制度
下で対応可
能

【地方公務
員】
現行制度
下で対応可
能

【国家公務員】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【地方公務員】
総務省としては、職員の勤務時間管理についてガイドラインに則り適切に対応するよ
う、各地方公共団体に助言するとともに、地方公共団体における書面規制、押印、対
面規制の見直しに積極的に取り組むよう要請しています。

419 令和3年1月27日 令和3年2月18日
合同庁舎の費用
分担制度撤廃

合同庁舎にかかる経費(清掃
費や光熱費、修繕費等)は、
入居官庁でわざわざ金額を分
担して負担している。管理官
庁で一括して負担することで、
公務員の事務の大幅な削減、
民間企業への負担軽減が期
待できる。

同じ税金から、支払うにもかかわらず分担の手間をかけること自体が無
駄である。現状、全く生産性の無い作業に多くの公務員の人件費が当て
られている。
複雑な契約になれば、金額の分担にも手間がかかり、予算要求や緊急
性のある修繕であってもわざわざ各官庁の足並みを揃える必要がある。
庁舎によっては、分担のためだけにメーター等を設置しており、費用とし
ても無駄である。
また、民間企業の経理事務にも不要な負担を押し付けている。

個人 財務省

　合同庁舎のように二以上の各省各庁の長が共同して使用するため、統一的に管理
する必要がある行政財産については、統一的管理財産の管理者として指定された官
署が、管理経費の予算要求、使用する他の省庁との間で共同使用にあたって必要な
調整等を行うこととされています。
　合同庁舎の維持管理に必要な経費（ガス、水道、電気、その他高熱水量、各所修繕
費、工事費等）については、各入居官署がそれぞれ独立した部屋を持ち各官署の事務
を遂行することにより発生するものであり、原則、各官署が公平に負担していただくこと
が適当と考えているものです。
　このような考えのもと、合同庁舎の維持管理に必要な経費については、特別に予算
措置をしてある場合又は特別の事情ある場合を除き、使用官署に公平に分担すること
としています。

国有財産法第五
条の二

現行制度
下で対応可
能

　左記のとおり、合同庁舎の維持管理に必要な経費については、当該使用官署の事
務・事業の遂行により発生したものであることから、合同庁舎に入居している使用官署
が使用面積や人員、一般会計・特別会計の別に応じて、原則、使用官署において公平
に負担していただくことが適当と考えます。
　ただし、一つの官署に他の官署の会計事務を委任し、合同庁舎の実情に応じて、経
費の支払方法について、使用官署間で協議していただき、負担を調整することは現行
制度下においても可能と考えます。

420 令和3年1月27日 令和3年3月9日
和暦を最小限に，
西暦をデフォルト
に

大学内の文書および文部科
学省に提出する文書に用いる
年号は原則として西暦にして
いただきたいです。和暦は最
小限にとどめていただきたい
です。

　国立大学事務自体もそうですが，教職課程認定など，文部科学省に提
出する書類において，「すべて」和暦で記載することが求められます。当
然論文や書籍の刊行年も含まれます。書類を書く側にとっても，読む側
にとっても昭和，平成，令和が混在することによって非常に煩雑な手続
きと認知処理が求められることになります。外国籍で日本滞在歴の浅い
教員など，わけがわからないでしょう。
　「教育のグローバル化」をうたうのであれば，論文刊行年を和暦にいち
いち換算する手間を研究者に求めるべきではないと思います。和暦は
書類の表紙に記載するごく一部にとどめていただき，その他は西暦を原
則にしてほしいです。

個人 文部科学省

　公的機関の事務については、原則として元号（和暦）を使用するものと考えております
が、公的機関の窓口業務における国民の元号使用はあくまで協力要請であり、基本的
には西暦で記入したものも受け付けられると認識しております。（平成31年４月３日官
房長官会見においてもこの旨説明がなされていると承知しております。）
　御指摘の教職課程認定に係る書類については、記載例の中で元号（和暦）を使用し
ておりますが、西暦を使用して提出いただくことも可能です。

なし
現行制度
下で対応可
能

　公的機関の事務については、原則として元号（和暦）を使用するものと考えております
が、公的機関の窓口業務における国民の元号使用はあくまで協力要請であり、基本的
には西暦で記入したものも受け付けられると認識しております。
　いずれにしても、文部科学省へ提出する書類について、提出者の負担軽減に資する
よう随時改善に努めてまいります。

421 令和3年1月27日 令和3年2月18日

合同庁舎での各
入居官庁の経費
分担（合庁分担）
の撤廃

合同庁舎の光熱費や建物の
修繕などの共用経費は管理
担当官庁が入居官庁の占有
面積や人数に応じた負担割
合を定め、各入居官庁がその
割合に応じた金額を分担（割
り勘）で払っているが、これを
撤廃し管理担当官庁が一括
で予算要求して、管理官庁が
予算要求、契約、支払の全て
の会計手続きを行うこと。

管理官庁が不要となる主な作業は以下の通り
・分担率を定める作業
・入居官庁に分担額等を通知する作業
・入居官庁に予算要求を依頼する作業
など
また、例えば一つの入居官庁で必要な予算がなかった場合、契約自体
ができず不都合がでる。

契約相手先も入金がバラバラでなく一括で支払われるためわかりやす
い。

とにかく入居官庁が多ければ多いほど分担作業に手間がかかる現状で
あり、どの官庁が払おうが結局は国の予算から支払われるものでありこ
の「合同分担」という方式は非常に無駄である。

個人 財務省 番号419の回答を参照してください。



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

95

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

422 令和3年1月27日 令和3年2月18日
国家公務員の旅
費(日当・定額宿
泊料)について

公用車を利用して昼をまたぐ
出張を行なった場合に、昼食
代相当として日当が支給され
るが、これを廃止してほしい。
また、宿泊料もパックを使用し
ない場合は地域により定額支
給となっているが、これを実費
支給にしてほしい。

昼食代が払われる理由がわからない。事務室で勤務しても、外で勤務し
ても、昼ごはんを食べることに変わりはなく、出張扱いとなるだけで昼ご
はん代の支給があることに不公平感を感じる。
また、日当のみ支給の制度がなくなれば事務量が格段に減る。
宿泊料については、(コロナ前は)外国人観光客の増加により、出張先目
的地の近くのホテルを選ぶと、定額宿泊料を超過することもあるが、超
過分の旅費支払いには財務省？などの承認が必要となりハードルが高
くなるため出張者の持ち出しとなっている(宿泊料定額の半額程度のホ
テルもあり、宿泊料の半額程度が宿泊料として利用されず宿泊者の懐
に入ることになる場合もある)。
ホテル利用の証拠書類として、宿泊証明書又は領収書を職場に提出し
ているため、これを領収書のみとし、利用料を確認して実費払いとしてほ
しい。

個人
財務省

内閣官房

【日当について】
　「国家公務員等の旅費に関する法律」（以下、「旅費法」という。）上、日当は、旅行中
の昼食代を含む諸雑費及び目的地である地域内を巡回する場合の交通費を賄うため
の旅費であり、旅行の日数に応じ、一日当たりの定額により支給しています。
　日当の支給に関する標準的な取扱いについては、「旅費業務に関する標準マニュア
ル」において示されています。

【宿泊料について】
　旅費法上、宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、一夜当たりの定額により支給していま
す。

【旅費の減額・増額調整について】
　旅費の減額・増額調整については、旅費法上、以下のとおり規定しています。

○国家公務員等の旅費に関する法律
第46条　各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場
合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅
費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえ
た旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこ
えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができ
る。
２　各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費によ
り旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難で
ある場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。

国家公務員等の
旅費に関する法律
等

その他

【日当について】
　「制度の現状」に記載のとおり、日当は昼食代に特定して支出する旅費ではありませ
ん。
　また、支給については、定額支給であるため複雑な算定等は発生せず、各府省等に
おいて、「旅費業務に関する標準マニュアル」に沿って運用されているものと承知してい
ます。

【宿泊料について】
　宿泊料については、冗費の節約及び行政事務の簡素化の観点から、標準的な実費
額を基礎として計算された定額支給を採用しています。
　その上で、宿泊料の実費に対して定額支給額に過不足が生じた場合には、旅費法第
46条によって減額・増額の調整を行うことが可能であり、各庁の長が適切に対応してい
るものと承知しています。

423 令和3年1月27日 令和3年7月20日
「家庭保安局」の
設置について

１．厚生労働省が制度を所管
する児童相談所と、内閣府が
制度を所管する配偶者暴力
相談支援センターを統合し、
「家庭保安局」(仮称)を設置す
ること。
２．家庭保安局職員（家庭保
安官）に特別司法警察職員と
しての権限を持たせること。

 日々職務に励まれている職員の皆様に感謝申し上げます。私は現在、
法学部で勉強をしています。その中で、DV問題に尽力されている弁護士
のお話を聞く機会がありました。DV被害者の対応機関は、被害者が大
人であれば配偶者暴力相談支援センター、被害者が子どもであれば児
童相談所となります。家庭内で、大人だけが・子どもだけがDV被害に遭
うということはほぼありません。配偶者に暴力を振るう加害者は、子ども
にも同じように暴力を振るいます。逆も同様です。そうであるにも関わら
ず、DV被害者の対応機関を年齢で区分するのは不合理ではないでしょ
うか。大人・子どもの両方がDV被害者だった場合、児童相談所は対応を
しません。どうしても児相に対応を求める場合は、親と子は強制的に分
断されます。
 そこで、児童相談所と配偶者暴力相談支援センターを統合した「家庭保
安局」(仮称)の設置をお願い致します。配暴センターと児童相談所それ
ぞれが持つ一時保護施設を有効活用できます。当然、DV被害者が男性
か、女性か、子どもか、家族か等によって別個の施設を用意する必要は
有りますが、分散されていた施設・職員を統合することで各機関が有す
るノウハウを一元化することができます。
 さらに、家庭保安局職員（家庭保安官）は特別司法警察職員とすること
で、警察を介入することなく加害者を逮捕することができます。従来は
「被害者が逃げる」というスタンスでしたが、家庭保安局の設置によって
「加害者を排除する」ことも同時に行うことができます。家庭保安局の設
置によって被害者のケアと防護、ならびに加害者の排除を実現するた
め、ぜひご検討ください。よろしくお願い致します。

個人
厚生労働省

内閣府
内閣官房

【内閣府】
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「配偶者暴力防
止法」という。）は、令和元年６月に児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害
者の保護対策の強化を図るため、児童福祉法等一部改正法との一括法として児童虐
待と密接な関連があるとされる配偶者からの暴力の被害者の適切な保護が行われる
よう、相互に連携・協力するよう努めるべき機関として児童相談所を法文上明確化する
とともに、その保護の対象である被害者にその同伴する家族も含めることとする法改正
が行われました。
また、令和２年12月25日に策定された第５次男女共同参画基本計画においても、「配
偶者暴力防止法の改正等を踏まえ、配偶者からの暴力と密接に関連して発生する児
童虐待対応との実質的な連携協力を強化するため、情報共有の在り方の検討を含
め、関係機関間の具体的な取組を促進する。」こととされています。
今後とも、配偶者暴力相談支援センターと児童相談所の連携・協力に努めてまいりま
す。

【厚生労働省】
令和元年に、児童虐待の防止等に関する法律の改正を行い、児童虐待の早期発見に
努めるべき機関として配偶者暴力相談支援センターを法文上明記したほか、児童相談
所と配偶者暴力相談支援センターの機関連携のためのアセスメントツール・ガイドライ
ンを作成し、現場でのモデル実施を踏まえて修正・更新を行うなど、児童相談所と配偶
者暴力相談支援センターの連携・協力の体制を深めているところです。今後とも、児童
相談所と配偶者暴力相談支援センターの連携・協力に努めてまいります。

【内閣府】
配偶者からの暴力
の防止及び被害
者の保護等に関す
る法律

【厚生労働省】
児童虐待の防止
等に関する法律

【内閣府】
対応不可

【厚生労働
省】
対応不可

【内閣府】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【厚生労働省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

424 令和3年1月27日 令和3年2月18日
印鑑省略の件に
ついて

自衛隊の補給整備規則では、
整備や補給業務をする際に、
様々なとこで確認印や決済印
が必要な状態です。補給シス
テムで基本ペーパーレスにで
きるにも関わらず、プリントア
ウトして紙の大量使用が行わ
れているのが現状です。規則
上ハンコをもらうことが残って
いるためです。業務の簡素
化、迅速化、効率化に寄与す
るためにも、ハンコレスにして
いただきたい。

１　紙、インクの大量使用による税金使用のコストを削減できる
２　補給システムによるデータ一括管理により、文書保管のスペースの
削減、デジタル化ができる
３　ハンコレスによる業務の簡素化、迅速化ができる。

個人 防衛省
　関係規則に基づき、補給管理システムを使用した業務手続きを実施していますが、現
行規則では、押印等が必要となっています。

陸上自衛隊
整備規則
（陸自達７１－４
号）

陸上自衛隊
補給管理規則
（陸自達７１－５
号）

対応

　現在、内閣府が推進する「押印・書面提出等の制度・慣行の見直し」に基づき、陸上
自衛隊補給管理規則、陸上自衛隊整備規則の押印省略に係る改正作業を実施中で
す。
令和３年４月以降、同規則に規定する書類は、押印省略されることから、印刷物の軽
減（ペーパーレス）が図られます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

426 令和3年1月27日 令和3年3月26日
省庁の使用ソフト
について

書類作成ソフトは、ほとんどが
Microsoftのoffice、PDFならア
クロバットです。省庁も一般的
なソフトを使ってください。

amed、文科省にワード、エクセルのファイルをメールで送ると、文字化け
してると言われる。ワード、エクセルをPDFにして送れと言うので、PDFに
して送ると、こっちは、ジャストシステムPDFで、アクロバットPDFは使えな
い。ジャストシステムPDFで編集出来るようにしろ、と言われます。
ジャストシステムを使えと言っているのでしょうか？
互換性のないソフトを使用するのは効率的ではありません。
一般的なソフトを使用してください。
よろしくお願いします。

個人 文部科学省

文部科学省においては、書類作成ソフトはMicrosoft office、PDFの編集はJustPDFを
使用しております。いずれのアプリも官公庁に限らず、様々な研究機関、企業等で利用
されており、幅広いPDFのバージョンに対応するアプリになります。

また、AMEDにおいては、職員が利用する端末に、Acrobat Reader DCとJUST PDFを
導入し、PDFファイルの機能を利用しています。いずれのアプリも官公庁に限らず、
様々な研究機関、企業等で利用されており、幅広いPDFのバージョンに対応するアプリ
になります。

なし
現行制度
下で対応可
能

文字化けの問題は、受信側の端末環境（OSやPDFアプリ、端末の設定等）に限らず、
その他端末環境も当該事象の要因となり得るため、一概にアプリの互換性による問題
と断定できません。
文字化けやPDFに係るトラブル等を担当者にご相談いただいた際に適切な対応が提
案できるよう、書類作成ソフトウェアにおける問題発生時に参照できるFAQを充実させ
るなど、職員のスキル向上を図ってまいります。

427 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議の
廃止

日本学術会議を廃止する。

日本学術会議の使命は
科学に関する重要事項を審議して、その実現を図ること。
科学に関する研究の連絡を図り、その能率化を実現すること。
とあるがいずれも他の機関でやれそうであるから。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

428 令和3年1月27日 令和3年3月9日 文科省事前相談

学部、大学院の改組等の場
合に、文科省担当者に事前相
談を行います。コロナ以前は、
地方の大学は東京まで7～8
人で旅費を使って上京し、1時
間程度の相談を数回繰り返す
というのが慣習でした。今は、
コロナのためオンライン相談
です。

コロナが収束しても、可能な限りオンライン相談を継続して頂きたいので
す。いつも思っていました。旅費が勿体ないと。7～8人で東京を往復する
と、かなりの税金のムダ使いです。沖縄や北海道は大変です。1時間の
相談のために宿泊が伴います。全国の大学について、このままオンライ
ン相談としては如何でしょうか？
全大学の事前相談にかかる旅費は、相当な金額と思われます。

個人 文部科学省

文部科学省では、大学等の設置認可申請及び寄附行為変更認可申請手続等に係る
問合せについて、電子メール、電話及び事務相談の実施により対応しています。また、
事務相談については、従来、対面のみにより実施していましたが、新型コロナウイルス
の感染拡大に伴い、令和2年中よりオンラインによる相談を試行しているところです。

なし 対応

本年より、今後の大学等の設置認可申請及び寄附行為認可申請手続等に係る事務相
談については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のほか、大学等の移動に伴う
時間的負担等を考慮し、オンラインによる相談を原則とします（相談者の希望で選択）。
なお、事務相談の実施に当たっては、相談内容等に応じて関係部署も同席するなど連
携して対応していますが、引き続き、申請者の利便性の向上に資するよう、関係部署と
連携し、適切かつ柔軟な対応に努めてまいります。

令和3年1月27日425
私立大学の運
営、事務改革

令和3年3月9日
いただいた御指摘を踏まえ、改めて調査自体の精選・検討に努めてまいります。また、
政策や補助金の効果については、引き続き学校法人の職員の皆様の御意見等を伺い
ながら、検討してまいります。

対応

○　設置計画履行状況
調査
①「大学の設置等の認
可の申請及び届出に
係る手続等に関する規
則（平成18年3月31日
文部科学省令第12
号）」第14条
②「大学設置基準第60
条の規定に基づき、新
たに大学等を設置し、
又は薬学を履修する課
程の修業年限を変更
する場合の教員組織、
校舎等の施設及び設
備の段階的な整備に
ついて定める件（平成
15年3月31日　文部科
学省告示第44号）」第3
③「大学院設置基準第
38条の規定に基づき、
新たに大学院等を設置
する場合の教員組織、
校舎等の施設及び設
備の段階的な整備に
ついて定める件（平成
15年3月31日文部科学
省告示第50号）」第３
④「短期大学設置基準
第45条の規定に基づ
き、新たに短期大学等
を設置する場合の教員
組織、校舎等の施設及
び設備の段階的な整
備について定める件
（平成15年3月31日文
部科学省告示第5２
号）」第３

○　学校法人の寄附行
為及び寄附行為の変
更の認可に関する審査
基準
第６の３

○　私立学校振興助成
法
（私立大学及び私立高
等専門学校の経常的
経費についての補助）
第四条　国は、大学又
は高等専門学校を設
置する学校法人に対
し、当該学校における
教育又は研究に係る
経常的経費について、
その二分の一以内を
補助することができる。
２　前項の規定により
補助することができる
経常的経費の範囲、算
定方法その他必要な
事項は、政令で定め
る。

文科省が行う各種調査については、実施にあたり、調査対象、実施時期などを精選し
て、ご協力をお願いしているところです。

文部科学省個人

私立大学が日本の最高学府としての役割を正確、誠実に果たすため、
国立大学だけではなく私立大学でも事務の改革（効率化や省力化）が必
要です。特に教学部門の事務は激務化する傾向が強く、その一因となっ
ているのは文科省からの"なぜその方法、様式で、その内容を回答しな
ければいけないのかわからない"調査にあると感じています。
やるからには、意味のある調査回答、意義のある資料作成を実施し、国
内外における競争力や社会人基礎力とかつて言われていたものの向上
に寄与できるような大学運営部がされるべきと感じており、かつそういっ
た大学運営に携わることのできる事務職員の養成が必要です。
また、文科省から補助金を取得している大学がどれほど日本の教育、国
際競争力に貢献しているのか、その効果は測定されているとは思えず、
やりっぱなし政策、バラマキっぱなしの無駄な補助金交付が散見される
ように思います。
意味のある政策、補助と、その効果をしっかりと測っていく実践性のある
教育への支援を行うため、これからの高等教育の発展を担う若い世代
の大学事務職員を中心に、官僚各位と意見交換を行い今後の大学運営
補助の一助となる会の設置を提案します。

私立大学向けの各種調査等
の意義の説明、明文化とその
期待効果の説明、測定
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

429 令和3年1月27日 令和3年3月9日

国立大学におけ
る無駄なITリソー
スの購入に対す
る提案

国がクラウド・バイ・デフォルト
原則をとっているが国立大学
はいまだにオンプレミスで無
駄なITリソースの購入に縛ら
れている。国立大学版クラウ
ドバイデフォルト原則の発行
や予算費目上の制約をなくす
こと、また事務部門のクラウド
調達に関する啓発などを行っ
て欲しい。

研究室での計算リソース購入や事務システムのインフラ等をオンプレミ
スで学内に置き続けることで無駄なコストが発生している。
・電気代、空調代、物理的な固定資産管理の手間
・限られた計算リソースにより研究のスピードがはやくできない
国立大学に対してもITインフラにクラウドを活用することを第一候補とし
て検討するクラウド・バイ・デフォルト原則を示し、職員の無駄な運用負
荷軽減や、コスト削減を促進して欲しい。

また、予算費目で固定資産を買うことが指定されており、物理的なハード
ウェアを買わないといけないという会計上の制約も取り払い、ITリソース
については資産でもサービスでも活用できるようにして頂きたい。
経理や用度等の部署に対してもクラウドの買い方について啓発の機会
を設定し、スムーズな調達手続きを行えるように取り計らって頂きたい。

個人 文部科学省

国立大学法人運営費交付金等において、クラウドの導入に係る制約は設けておらず、
現行制度下においても、各法人の判断に基づき、事務システム等にクラウドを導入す
ることが可能です。

なし
現行制度
下で対応可
能

文部科学省おいては平成27年1月に各国立大学法人に対し、事務連絡を発出し、クラ
ウドを導入していない法人に対し、クラウドの早期導入を要請するとともに、文部科学
省所管の国立情報学研究所において「大学・研究機関のためのクラウドスタートアップ
ガイド」を公開するなど、国立大学法人におけるクラウド導入を推進しているところで
す。

430 令和3年1月27日 令和3年3月9日
高等教育修学支
援新制度の抜本
的見直し

給付奨学金と授業料減免の
一体支援であるため、JASSO
への申込のみで完結するよう
にすべき。大学の機関要件制
度、学力基準、自宅外証明と
してのアパート契約書の提出
などは、廃止もしくは緩和すべ
き。十分な調整のないまま施
行されており、抜本的な制度
見直しが必要。

１．給付奨学金はJASSOへ、授業料減免は各大学への申請となり、採
用結果もJASSO理事長名での通知と、その通知とほぼ同じ内容の学長
名での減免結果通知を学生に配付しなければならないなど、JASSOと
文科省（大学）へ二重に申し込むこととなっており、学生・保護者が制度
を理解できず、また担当する大学職員も煩雑な処理を強いられている。
２．経営に問題のある大学の排除はすべきであるが、学校教育法に基
づき設置・認可されている各大学について、更なる機関要件を課すこと
は不当である。
３．学力基準については、学修計画書の提出や出席率の確認など大学
における実情と異なる机上の空論となっている。
４．給付額の上乗せをするための自宅外証明として、アパート契約書の
コピーの提出が求められているが、その確認をする大学職員、またその
審査をするJASSO（実際は委託業者）の業務負担は膨大であり、実家を
離れている事実のみで良いと思われる。

その他、３浪した入学生は申込対象外である、給付採用者は従前の貸
与奨学金が減額される、など学生・保護者にとって不利となる取扱いが
多く、そもそも制度設計において、内閣府と文科省、文科省内での学生
留学生課と国立大学法人支援課、各大学との調整が不十分なまま施行
されたためと思われます。
“経営に問題のない大学に在籍する非課税世帯学生を、マイナンバー提
出のみの申請で、一律に授業料無償とする”など、学生・保護者および
担当職員が理解しやすく、負担とならないという視点での抜本的な制度
見直しをすべきと考えます。

個人 文部科学省

1.高等教育の修学支援新制度における給付型奨学金の実施主体は独立行政法人日
本学生支援機構（以下、機構）であり、授業料等減免の実施主体は大学等となっており
ますので、双方の支援を受けるためには、別々で申し込んでいただくこととなります。た
だ、支援対象の要件は同一のため、授業料減免の事務においては、機構で判定した支
援区分の情報を活用できるようにし、大学における事務負担の軽減にも配慮しており
ます。
２. 支援を受けた学生の勉学が職業と結びつき、社会で活躍できるよう、学問追究と実
践教育のバランスが取れた教育を実施する大学等を対象機関とするため、一定の要
件を設けています。また、大半の大学等が確認を受けており、既存の取組を充実させ
ることで満たせる要件となっております。
３.学力基準については、大学関係者のご意見を十分踏まえた上で、策定しておりま
す。
４.高等教育の修学支援新制度については、自宅生に比べ自宅外生の方が支給額が
多くなっているため、自宅外通学であることの妥当性を求めております。
5.検討の過程においては、大学や専門学校関係者にも周知を図り、その趣旨を説明し
つつ、ご意見も賜り、また、文部科学省において高等教育関係者の参画する専門家会
議を設け、その結果を踏まえて、制度設計をしました。

大学等における修
学の支援に関する
法律

検討を予定

　大学等における修学の支援に関する法律附則第３条において、法律の施行後４年を
経過した場合において、施行の状況を勘案し、規定について検討を加え、必要があると
認める時はその結果に応じて、所要の見直しを行うものとされていることを踏まえ、引
き続き制度の改善に努めていきます。

431 令和3年1月27日 令和3年2月18日
国家公務員共済
組合連合会の手
続きについて

長期組合員資格取得届がい
まだに手書き（エクセルファイ
ルに入力しても印刷必要）で
あり、ムダと思う。一方で、政
府共通オンラインシステムと
いうのがあるようで、そこでは
事務担当者が組合員の住所
やこれまでの標準報酬額など
を確認できるそう。なぜ組合
員が登録できるポータルサイ
トがないのか。あれば住所変
更や氏名変更などリアルタイ
ムで行えるのではないか。

国家公務員共済組合連合会の手続きもそうだが、共済組合全般の手続
きがいまだに「自署＋押印」が必須とされ、種々の書類を取り揃えて提
出する手間がかかる。保険証もすぐに発行できないようだし、ムダが多
いと思う。旧態然とした法律（国家公務員共済組合法など）が紙ベース
の手続きを想定しているためと思われる。
オンラインに移行すれば、相当スリム化され、国家公務員共済組合連合
会の業務も減ると思います。

個人 財務省
　国家公務員共済組合法には、電子情報処理組織（電子メール、ポータルサイト）での
申請を認める規定が設けられております。（法律の規定はオンライン化の妨げになって
いません。）

国家公務員共済
組合法施行規則
第87条の2第9項、
第132条

検討を予定

　国家公務員共済組合法には電子情報処理組織（電子メール、ポータルサイト等）での
申請が認められているため、現在、国家公務員共済組合連合会において手続きのオン
ライン化の検討を進めているところです。
　なお、連合会に提出する様式の中で、従来、押印を求めていたものについては、既に
押印を求めない様式への見直しを行いました。

432 令和3年1月27日 令和3年2月18日

国家公務員共済
組合が利用する
標準共済システ
ムについて

国家公務員共済組合各省庁
で利用している「標準共済シ
ステム」だが、相当な予算、事
務人員を割いているにも関わ
らず、国家公務員共済組合法
等の縛り？のため紙ベースの
手続きを脱することができな
い。ネットワークへのアクセス
も外部からできないため、テレ
ワークが全くできない。

国家公務員共済組合では「標準共済システム」を利用して事務をしてい
るが、レスポンスも悪く非常に使いにくい。紙ベースが基本のため、伝票
作成などの「紙製造機」となっている。押印も当然必須とされ、非効率な
ことこの上ない。テレワークもいまだにできない。

また、マイナンバーを誤登録すると「情報漏洩」とみなされるらしく、修正
するためには「システムから該当者の登録内容を全て削除して再び登録
し直す」鬼仕様とのこと。

こんなことではマイナンバーカードの保険証利用もスムーズに進められ
るのか、オンライン資格確認時に発生するエラーなどのトラブルが全国
で頻発することが今から想像できます。

マイナンバーを特定個人情報に指定していることからくる不都合だと思
いますが、セキュリティを高めれば当然その運用は不便で使いにくいも
のになります。落とし所が難しいところですが、現状では不便で使いにく
いということは理解してほしいと思います。

個人 財務省

　各府省庁等の国家公務員共済組合（以下「共済組合」という。）が利用している標準
共済システムは、共済業務に係る事務処理を一体的に処理する標準的なシステムとし
て共済組合において共同開発され、導入が図られました。
　国家公務員共済組合法等の規定では、手続きを紙ベースに限定しておらず、電子情
報処理組織（電子メール、ポータルサイト等）での申請等が認められています。
　一方、標準共済システムは、紙出力・押印を前提とした仕様となっており、また、セ
キュリティ上、外部端末からのアクセスも認められていないことから、テレワークへの対
応ができていない状況です。
　なお、マイナンバーを利用した情報連携については、他の行政機関からの情報照会
に対する情報提供のため、標準共済システムに登録されている組合員等の給付情報
等を、共済組合本部において中間サーバにアップロードすることで対応しております
が、マイナンバーを誤登録すると「情報漏洩」とみなされるのは標準共済システムでは
なく、医療保険者等向け中間サーバの仕様かと思われます。また、標準共済システム
には個人番号の変更機能があるため、修正のために「システムから該当者の登録内
容を全て削除して再び登録し直す」といった仕様にはなっていません。

国家公務員共済
組合法施行規則
第132条

検討を予定

　令和２年10月に、共済組合に対し当面の対応として、令和２年中に、組合員等からの
申請等についてID、パスワードで職員個人の認証が可能なメール（職場のメール）での
送受信により、電子媒体の申請書等の受付け等ができる体制を整えるよう依頼したと
ころです。
　一方、電子媒体の申請書等を受け付けた共済組合において、審査・決裁等の内部手
続を完全オンライン化することは現行の標準共済システムでは不可能であることから、
システム改修または新たなシステムの構築が必要となり、実現するためには予算措置
が必要となることも留意する必要があります。
　今後、共済組合及び組合員等の双方の利便性を向上させるための対応の検討を進
めてまいります。

433 令和3年1月27日 令和3年2月18日
学校教員の出勤
簿

出勤簿への押印を未だに毎
日行っている。

すでに勤怠管理はデジタル化し、分単位で勤務時間が管理されている
にもかかわらず、出勤簿が廃止されないまま残っています。県教委によ
る監査対象にもなり、押印の義務化が続いています。出張や年休も帳簿
があるのに出勤簿にも記載しなければならず、事務職員による突合作
業を生んでいます。

個人 文部科学省 番号27の回答を参照してください。

434 令和3年1月27日 令和3年2月18日 出勤簿について
出勤簿の代わりとして指紋認
証可能なタブレット等を使用
することはできないか。

矯正施設では出勤時に出勤簿に押印しなければならないが、紙媒体で
あるため保管及び使用の際に場所を取ってしまうため、自然環境保全
や押印（ハンコ文化）の必要性といったものを考え、指紋認証機能の着
いた端末機器に切り替えることで、印鑑や朱肉を用意して自分の押印箇
所を探す手間や出勤簿に使用する紙のコストも無くすことが出来るので
はないか。

個人 法務省

職員は定時までに出勤したことを証明するため，出勤簿へ必要な記録を行うこととなっ
ており，定時までに出勤したことを証明する具体的な方法については，各府省において
適切に判断し，運用することとされています。
矯正施設では，書面に押印等する方式で出勤状況や休暇取得状況の記録を行ってい
るところです。

給実甲第576号第
2第2項

検討を予定

出勤簿を含めた職員の勤務時間管理については，現在，オンライン化や客観的な方法
による勤務時間の把握等の機能を備えた勤務時間管理のシステム化の実現が求めら
れているところ，御提案のあった方策を含め，どのような方策が矯正施設に適している
のか鋭意検討を進めていきます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

435 令和3年1月27日 令和3年2月18日
教員の勤務体制
について

部活等で時間外労働が多い
教職員に対して、部活などに
対し外部からのパート職員も
しくは再雇用者を雇う提案をし
たいと思います。

時間外労働の削減
就職先を探している人
双方に利点があると思います。
また、部活でも経験者を雇える
質の良い指導が行える
学生にとっても利点だと思います。

個人 文部科学省 番号114の回答を参照してください。

436 令和3年1月27日 令和3年2月18日
在日外国公館関
連書類のデジタ
ル化

他国に比べても日本の在日
外国公館宛の書類はかなりア
ナログです。
外交団リストは毎年、本として
配布されますがデジタルでも
いいのでは。またこの本の校
正も手書きで書き込み出版社
に郵送が求められてます

出版費用の節約、コスト削減
リストがログイン式のイントラで公開されれば、随時新しい情報に更新可
能 個人 外務省

外交団リストの作成については、昨年版の情報を当省委託業者を通じて各在本邦外交
団に紙媒体で送付し、外交団がこれを赤字で修正の上、郵送にて業者に返送し、業者
にて修正作業を行っております。
業者の修正後、外務省において修正内容を確認した上で、冊子として発行し、外交団
及び政府関係者に配布しております。

検討を予定

御指摘を受け、今後の作成に当たっては校正作業を何らかの形でデジタル化できない
か検討いたします。
 また、併せて御指摘いただいた外交団リスト自体のデジタル化については、個人情報
保護の観点や技術面などを踏まえて可能かどうかにつき検討いたします。

437 令和3年1月27日 令和3年3月9日
救急車利用を自
己負担

看護師です。高齢者の救急車
を有料化(一回二万円程度)に
することや高齢者の延命治療
(80才以上の胃ろうや人工呼
吸器は保険外)の自己負担増
額を希望します。

高齢者の緊急時医療の費用の変更によって期待されるのは、高齢者の
健康増進の高まり、日々の健康管理の体制つくり、在宅医療のサポート
増加、医療費の健全化、また他の業種による生活サポートビジネスの参
入などの経済効果などが期待されると思います。
また、テレビで心肺蘇生の練習、誤嚥したときの対応方法などの医療教
育も同時にしてください。
誤嚥や転倒などの救急車コールが多いようです。翌日の受診で構わな
いケースも多々あります。

もちろんお金のある高齢者は、どんどん救急車に乗って高度医療を受
ける自由はあります。大きな問題はおきないと思います。

社会に認知されていけば、いずれは、救急車一回５万円から8万円に
アップするといいと思います。

すでに人工呼吸器や胃ろうなどの延命治療をされているかたにつきまし
ては、医師の診断書で、２年間の免除にするとか、救済策を同時に提示
するといいと思います。

個人
総務省

厚生労働省

【厚生労働省】
我が国は国民皆保険の下、安全性・有効性が確認された必要な医療は保険診療でみ
ることとしています。
その上で、後期高齢者（原則75歳以上）の自己負担額については、負担能力に応じて
１割又は３割負担としています。

【総務省】
　救急業務によって搬送された傷病者に対しては、当該傷病者の年齢にかかわらず、
費用の負担を求めていません。

【厚生労働省】
高齢者の医療の
確保に関する法律
第67条第１項

【厚生労働
省】
その他

【総務省】
対応不可

【厚生労働省】
我が国は国民皆保険の下、安全性・有効性が確認された必要な医療は保険診療でみ
ることとしています。延命治療を含む終末期医療のあり方に関しては、生命観・倫理観
に関連する問題であり、その自己負担の在り方については慎重な検討が必要です。

【総務省】
　ご提案があった高齢者の救急車利用の有料化については、有識者等からなる検討
会において
「生活困窮者等が、緊急性の高い救急要請を躊躇し結果的に重症化するリスクがある
のではないか」
「お金を払えば、希望する病院に搬送してくれると思われ、傷病者と救急隊との間での
トラブルが増えるのではないか」
といった指摘があるなど、導入には多くの課題があることから、現時点では、高齢者の
救急車利用の有料化は適当でないと考えます。

438 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議の
解体

標題の通り。今の日本に意味
をなさない団体を養う力はな
いため、即時解体を求めま
す。

活動内容が不透明で推薦されるメンバーの選考基準も不透明。まさに
権威主義の象徴。独立して活動したいのであれば学者たちが独自に予
算を作るべき。税金で賄う意味が全くない。毎年10億円も使われていた
ことに驚いた。無駄。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

439 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議は
民間に移譲すべ
きでは

今般、菅総理が任命拒否した
ことにより、
日本学術会議なるものが公的
機関として存在することを知
り、
今朝の報道番組でも取り上げ
られていて、
Web上でも様々な方が解説し
てくれています。
それらを見ると、学術会議は
本来の設立の趣旨から逸脱し
た
提言などを行って来た事を知
りました。
今回拒否されたメンバーも学
者ではあるが科学者でなく、
任命拒否は妥当なご判断だと
感じています。
そこで、提案ですが、学術会
議は民間に移譲し、
その予算をより有効活用され
ては如何でしょうか。
ご検討願います。

上記にあるように、学術会議は本来の目的から
逸脱した提言を行っており、
軍事関連研究の禁止に関する提言などは、
学問の自由、研究に自由を制限するもので、
不適切だと考えます。
今回拒否されたメンバーの様に、科学者では無い学者も多く、
政府を批判するための活動機関になっているようです。
そのような活動に税金を投入するのは不適切であり、
政府から離れ、それこそ自由に活動して頂いた方が
良いのではないでしょうか。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

440 令和3年1月27日 令和3年2月18日

防衛省航空自衛
隊における早期
退職募集制度の
適正な運用につ
いて

防衛省航空自衛隊において
早期退職募集制度の目的等
を周知徹底するとともに、一
部の階級及び年齢のみに
偏った現状の募集をやめ、航
空自衛隊の更なる発展のた
め、全有資格者に対し公平適
切に募集を実施し、本制度の
適切な運用を求めるもの。

現在、防衛相航空自衛隊においても早期退職募集制度は運用されてい
るものの、現状は募集対象者はそのほとんどが定年間際のＶＩＰ（空将、
将補、１佐）のみであり、以前の勧奨退職制度（例えば航空幕僚長が交
代し、総隊司令官より防大期別が後輩期になると、総隊司令官は退職
するといういわゆる肩たたき）とほぼ同様であり、一部の上級階級層だけ
が有効に活用しており、また、一部他の階級層での募集状況についても
定年直前の者を対象にしたものしかなく、本制度の目的である「職員の
年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ること」には程遠い状況
です。
また、航空自衛隊においては本制度の運用による有能な人材流出を懸
念する観点からあえて本制度を末端の現場部隊までほとんど普及して
いないのが状況です。
定年間際に人に対して本制度を運用しても目的に対して大きな効果は
ないものと考えます。「勤続２０年以上、定年まで１５年を減じた年齢以上
の者」の条件に合致した比較的定年までの年数が長く残っている人に本
制度を適用することで初めて目的は達成されると考えます。
これはまさに見えない規制であり、世間の批判を受けても仕方のない状
況ではないでしょうか？本制度を一般社会及び他省庁と同様に適切に
運用することで初めて開かれた自衛隊として国民の皆さんの理解を得ら
れるものと思います。
従って、まずは本制度を末端の部隊まで広く周知するとともに、一部階
級層及び年齢層のみならず、条件に合致した幅広い階級及び年齢層に
対し募集をすることで本制度を適切に運用していただきたいとの理由か
ら提案させていただきました。

個人 防衛省

早期退職募集制度は、各省各庁の長等が、次に掲げる事項のため、定年前に退職す
る意思を有する職員に対して行う募集となります。
①　職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年前１５年の年齢（退職時に
おいて定められているその者に係る定年から１５年を減じた年齢）以上の年齢である職
員を対象として行う募集
②　組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当
該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集

国家公務員退職
手当法
（昭和２８年法律第
１８２号）

早期退職募集の
実施に関する訓令
（平成２５年防衛省
訓令第４０号）

その他

　防衛省においては、国家公務員退職手当法の規定を実施するため、「早期退職募集
の実施に関する訓令」を定めており、防衛省ホームページにも掲載して広く周知してい
ます。
　この中で、防衛大臣の委任を受けた早期退職募集実施権者（航空自衛官については
航空幕僚長）は、職員の年齢別構成の適正化を図る等の観点から、早期退職募集を
適正に実施するものとし、早期退職募集を実施するにあたっては、募集実施要項その
他当該募集実施要項に関する事項を募集の対象となるべき職員に周知しています。
　ご提案である「本制度を末端の部隊まで広く周知するとともに、一部階級層及び年齢
層のみならず、条件に合致した幅広い階級及び年齢層に対し募集をすることで本制度
を適切に運用していただきたい」について、前述のとおり引き続き「募集の対象となるべ
き職員への周知」を行い、「職員の年齢別構成の適正化を図る等の観点から、早期退
職募集を適正に実施」してまいります。

441 令和3年1月27日 令和3年3月9日

大学生の授業料
免除・入学料免除
制度における、日
本人と留学生の
予算二本化

国立大学の授業料免除・入学
料免除は、日本人、留学生を
問わず、税金を原資とする授
業料免除予算によって執行さ
れます。
この予算を二本化し、日本人
と留学生で分けることを提案
します。

日本人については確定申告、源泉徴収票、所得証明書等を駆使して詳
細な家計が把握できる。
一方、留学生については、母国から書類を取り寄せようにも限界があ
り、ほぼ自己申告に基づく通帳等の写しを根拠とする他ない。このため、
海外の富豪の子弟が数多く授業料免除等を受けている現状がある。
しかし、予算が一本立てになっている以上、各大学の建前として、国籍を
問わず平等な基準で審査せざるを得ない。
このため、結果的に、膨大な予算が海外の富豪の学業支援のために用
いられることとなる。
なお、国立大学の留学生は8割方が中国系であり、以前閲覧した中国の
新聞記事には、日本の大学院では経済的に困窮しておらずとも容易に
授業料免除が受けられるため、ねらい目等のことが書かれていた。

個人 文部科学省

文部科学省では、高等教育の修学支援新制度による支援に加え、国立大学の教育研
究の基盤を支える渡し切りの国立大学法人運営費交付金により、各大学が独自に実
施する授業料等免除の一部について支援を行っているところです。

各国立大学が独自に実施する授業料等免除の制度（対象者や基準等）については、
各大学が自大学の状況等を踏まえ、自らの判断により設計し、国立大学法人運営費交
付金以外の様々な財源も活用しながら運用しています。

したがって、御提案の「予算を二本化」することと、各大学の独自の授業料等免除制度
の在り方は、制度上、関連を有するものではありません。

なし 事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

442 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議に
ついて

前例主義・権威主義の塊だと
感じています。
学術会議が推薦した学者を学
術会議の会員すること自体が
ブラックボックス化してると感
じています。
戦後すぐの出来た法律で運営
している機関を見直すべき時
期に来ているのでは？

前述しましたが、学術会議の推進で会員が決まること自体、プロセスが
不透明でありブラックボックス化しています。
また、コロナ渦の中学術会議はどのような提言を行い、どう活動して成
果を出したのか判りません。
また、大学や研究機関に対して圧力団となっていると一般国民であるこ
ちら側にも漏れ聞こえてきます。
この学術会議を廃止することで年間１０億円近くの国費が削減できま
す。
諸外国のように政府に頼らずに、学者自らが手弁当で活動を行うべきだ
と考えます。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

443 令和3年1月27日 令和3年4月16日
縦割りによる知的
財産保護への弊
害

著作権法・不正競争防止法
等、日本の知的財産（特に輸
出益が莫大なアニメ・ゲーム
関連）の保護が省庁間の連携
が取れず10年前から状況が
変わらないか法改正が遅れ
（足並みが揃わない・省庁間
で意見がずれ必要な法改正
が妨害される）国内のコンテン
ツを保有する権利者及び関連
企業の知的財産の侵害が放
置される傾向がある。

2年前の漫画村騒動における問題で浮かび上がったIT企業が間接的に
コンテンツ産業に巨額の損失を与える害悪な行為をほぼ黙認している事
に本来それらを管轄すべき経済産業省・総務省がほぼ無力であった事、
漫画村（いわゆるリーチサイト）の根本的対処を盛り込んだ法改正を文
化庁が管轄する文化審議会で何度も提案されていたにもかかわらず今
まで法改正にすら着手していなかった。

IT企業が間接的にコンテンツ産業に巨額の損失を与える害悪な行為の
例としてはドメイン売買とCDN（コンテンツデリバリーネットワーク）の不正
利用が挙げられる。
今現在も日本国の知的財産を海外から侵害している例として海外（米国
のカリフォルニア州やアリゾナ州）拠点のサーバーに日本の知財である
ゲーム・アニメ・漫画の違法コピーデータを保管し、著作権侵害サイトは
おろか児童ポルノ売買サイトにすらドメインを貸与するカナダ企業と漫画
村で悪用されたCDNの「CloudFlare」を利用して日本向けに違法ダウン
ロードや違法コピーコンテンツの公開を行い続けている。

これ等の対処には著作権法・不正競争防止法の抜本改正が必要であ
り、経産省と総務省、著作権法を管轄する文化庁が連携してIT企業の規
制・違法行為摘発をする必要があると思われます。

個人

内閣府
文部科学省
経済産業省

総務省

　令和元年10月に、海賊版対策に関わる関係省庁の連名で「インターネット上の海賊
版に対する総合的な対策メニュー及び工程表について」をとりまとめ、公表しました。当
該対策メニューは、著作権教育・意識啓発、国際連携・国際執行の強化、海賊版サイト
への広告出稿抑制等、関係府省庁や関係者が幅広く連携しながら、段階的・総合的に
対策を実施していくことを内容としたものです。当該対策メニューに基づき、第201回通
常国会において、これらの規制を含む「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録
の特例に関する法律の一部を改正する法律 （令和二年法律第四十八号）」が可決・成
立しました。「リーチサイト対策」については、令和２年１０月１日から、「侵害コンテンツ
のダウンロード違法化」については、令和３年１月１日から施行されています。

対応

　今後も「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表につい
て」に基づき、必要な取組を進めるとともに、それらの取組の進捗や効果等を検証しつ
つ、当該対策メニューを更新し、着実に対策を進めていきます。

444 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公立小学校の都
度現金徴収の廃
止

公立小学校での都度現金徴
収をやめ電子マネーを導入す
る。少額決済のため手数料が
割高になるので、競争入札に
よる業者選定やプリペイド方
式などの工夫が必要。

公立小学校では1～2ヵ月の頻度で教材費を現金でお釣がないように袋
に入れて持たせることが必要になります。また、その金額が984円だと
か、1,989円だとか手持ちにない金種のことが多くそのたびに、わさわざ
買い物に行き、普段使わない現金で買い物をして小銭を手に入れなけ
ればなりません。また、集めた現金の過不足チェックなど学校側も膨大
な工数がかかっています。

個人 文部科学省
各学校で管理されている徴収金については、それぞれの学校で管理方法を決められて
いるものと承知しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

徴収金の管理については、各学校で定められているものであり、運用の仕方によって
改善が図れるものと考えます。
また、文部科学省としては、様々な機会に業務の効率化や事務負担の軽減に関しての
取組を促しています。

445 令和3年1月27日 令和3年2月18日
公務員の児童手
当支給について

公務員以外の児童手当は市
役所から支給されています。
公務員は勤務先から支給され
ています。
このため、各省庁の共済及び
給与事務担当者は毎年6月に
児童手当の事務処理に時間
をとられます。市役所で一括
に支給した方が合理的だと思
います。
公務員の児童手当も市役所
から支給に変更してほしいで
す。

私が過去に官庁で給与事務を担当しておりました。毎年6月は賞与の事
務もあり、繁忙であるところに児童手当の事務が重なりました。
市役所側から官庁勤務の既婚の女性職員について勤務先で児童手当
を支給しているかどうか問い合わせもありました。市役所側も公務員だ
け外すという作業が毎年あると思います。
なぜ公務員だけが勤務先で支給なのでしょうか？
児童手当についてはすべて市役所からの支給に変更してほしいです。

個人 内閣府 番号202の回答を参照してください。



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

100

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

446 令和3年1月27日 令和3年2月18日
出勤簿の廃止に
ついて

官公庁における出勤簿の廃
止

民間では、ＩＴで勤務時間を管理している所もあります。官公庁だけいま
だに毎日出勤簿に押印する必要があるのでしょうか？
出勤簿の押印確認のために庶務担当者が毎日時間をとられています。
出勤簿をIT化すると、庶務担当者の減員が可能となり、その人材を専門
部署に配属することも可能になると思います。

個人
人事院

内閣官房
番号304の回答を参照してください。

447 令和3年1月27日 令和3年3月9日
学部生の研究室
事務作業規制の
撤廃

学部生が研究室の事務作業
において雇用することに対し
て、前例が存在しないことを理
由とした、規制の撤廃による
学生の雇用機会創出と大学
教員の時間あたりの研究効率
の改善する。また、事務作業
規制の撤廃のよる大学予算
当たりの研究時間を向上させ
ることで研究の質を高める。

これまで、国立大学において、学部生は経験や前例が存在しないという
法的根拠が存在しない理由で、研究室の事務作業雇用を事務室が拒否
してきた。この問題は単に前例が存在しないというのみで、拒否されてき
ており、このが実現された場合においては、学生の収入源確保と教授・
准教授の研究時間の確保、学部生の研究に対する多面的理解の促進
に繋がると確信している。今日において、学部生のアルバイト機会減少
に伴う収入減少は深刻なものになっている一方で、大学教員の研究事
務作業は裁量労働制や入退室記入、体調管理などによって忙殺されて
おり、その負担を分散させることにつながると言える。
また、これは結果として、学部生に事務作業を委託させることで費用当
たりの研究時間効率を高めることにつながるため、同額の予算で効率性
を高めることにつながると言える。

個人 文部科学省
学部生を研究室で雇用することを禁止する等の法令は存在せず、各大学において、各
大学及び学生等の実情に応じて、学内でアルバイトを提供しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

　学部生を研究室での事務に従事させるため雇用することについて法令による規制は
存在しないところであり、各大学の判断により、学生の学修等に配慮しつつ、ご指摘の
取組を実施いただくことが可能です。
　また、文部科学省としては、新型コロナウイルス感染症の影響で、アルバイト収入が
減少した学生に対して、TAや新入生ピアサポーター等、学内において提供できる働き
口がある場合は、積極的に案内していただくよう、令和３年１月29日付通知「大学等に
おける新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための取組の徹底について」
により、各大学へ要請しているところです。

448 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国費留学生の国
ごとのキャップ制
について

全ての国費留学生に対し、一
つの国・地域（地域とは台湾・
パレスチナ）の学生が占める
事ができる割合を最大５～１
０％に制限し、国費留学生の
国籍とバックグラウンドの多様
性を図るべきである。

特に大学院博士課程における国費留学生についてだが、日本人留学生
に対する国費留学生の優遇ぶり（渡航費・学費・生活費の支援）は明ら
かに不均衡である。国費留学生の出身国が一定国、とくに日本に対し明
らかに敵意を持つ国に偏っている。iいわば、敵対国に対し支援金を送っ
て、さらにスパイ活動をさせているようなものである。
また、大学の研究室によっては過半数の博士課程生が外国人である箇
所も散見される。例えば大阪大学は大学としてベトナム等海外の国に学
生の勧誘に積極的にでかけている。日本の若手育成の視点から見る
と、あるべき姿と全く違うことを行っており、日本国籍を有する若手研究
者が育ちにくい状況になっている。国費留学生の存在は、このような歪
みの一員となっている。
日本国に対し理解があり、好意的にとらえている元学生が世界の多くの
国にいるのは日本の国益ではあるため、国費留学生制度を廃止すべき
とまで強弁するつもりはないが、せめて全ての国費留学生に対し、一つ
の国・地域（地域とは台湾・パレスチナ）の学生が占める割合を最大５～
１０％に制限し、国費留学生の国籍とバックグラウンドの多様性を図るべ
きである。

個人 文部科学省

国費外国人留学生の受入れについては、我が国の在外公館からの大使館推薦では、
外交的な観点を踏まえ、外務省と協議した上で、特定の国に偏らないよう国・地域を考
慮した受入を行っています。
また、大学推薦においても留学生受入の重点地域を設定しており、重点地域以外の国
からの推薦者数を推薦者全体の２５％以下とすることにより、留学生が特定の国に偏
ることがないよう取り組んでいるところです。

なし
現行制度
下で対応可
能

引き続き国費留学生が特定の国に偏ることがないよう国・地域を考慮した受入を行って
いく予定です。

449 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国勢調査の実施
方法

国勢調査は自治体を介し、地
域の方を調査員として実施さ
れているが、昨今のプライバ
シー意識から訪問も拒否され
るような状況である。特に都
市部ではその傾向が強い。
郵便局やヤマト運輸などのほ
うが、普段から各戸の状況を
把握しており、見ず知らずの
調査員が訪問するより、抵抗
感がない。そこで、郵便局や
ヤマト運輸に委託して各戸の
状況を把握するとともに、調
査票の投函をしてもらえばよ
いのではないか。

より正確な調査ができることにより統計の精度が高まる。 個人 総務省

　国勢調査の調査員は、町内会や自治会の推薦、一般からの公募など地域の実情に
応じた方法により、市町村において募集活動を行っています。
　調査を円滑に行うため、共同住宅、社会福祉施設等における調査員事務について、
管理・運営団体に委託することを可能としています。

国勢調査令 その他
　今回の実施状況を検証し、次回以降の調査に結び付けてまいりたいと考えていま
す。

450 令和3年1月27日 令和3年3月9日
交番での遺失物
届における写真
の共有に関して

交番で遺失物届を出すと、文
書は共有されるが、犬猫が行
方不明で、遺失物届を出す場
合、犬猫の写真はその管轄の
警察署でしか共有されない。
他の管轄の警察署まで写真
が共有されないのは何故か。
共有する際に、写真やその
データを読取や転送ができる
システムがあれば、管轄が違
うからと言って、別の交番や
警察署に行かなくても済むの
ではないか。

猫が行方不明になったので、近くの交番に行ったが、警察官が不在だっ
た。
そこにある電話で話をしたら、「人のいる◯◯交番へ行ってくれ」とのこ
と。
しかし、歩いていける距離ではなく、電車を使うほどの距離。
そこで、別の交番に行ったら、「遺失物届は受理されるし、他の警察署に
も文書で共有されるが、あなたの家の辺りの管轄じゃないから、猫の写
真付きの遺失物届は、あなたの家の管轄である警察署で出しなさい」と
言われた。
管轄が違うと、写真の共有もできないほど、アナログなシステムなのか。

家が色んな警察署の管轄の境目で、
猫の行動範囲には、他の警察署の管轄もあるので、また別の警察署に
も行かなくてはならない。

遺失物届の文書だけでなく、写真やデータもその場で読取なり、転送を
して、共有できないのかと思ったから。

利便性の向上のお願いです。

個人 警察庁

警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出（遺失届）を受けたときは、遺失届出書
により受理し、直ちに受理番号を付すとともに、物件の種類及び特徴、遺失の日時及
び場所その他必要な事項を書面に記載し、又は電磁的に記録します。
 
  また、当該遺失物とその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる
拾得物件の有無を確認します。

　遺失物の情報は、それを受理した都道府県警察の管轄区域内において共有されると
ともに、遺失場所が他の都道府県警察の管轄区域に及ぶ場合には、当該都道府県警
察とも共有しております。

　システムは都道府県警察単位で整備されており、一部の都道府県警察では、遺失物
の情報として写真（画像）情報を登録できるシステムが整備されています。

遺失物法施行規
則（平成19年国家
公安委員会規則
第６号）第５条、第
７条及び第８条

対応

現在、都道府県警察ごとに整備されている遺失物や拾得物件を管理するシステムを統
合する予定であるところ、本システムでは、写真（画像）情報の登録を可能とし、他の都
道府県警察でも情報共有できる仕組みとする予定です。

　なお、本システムは、令和４年度中に一部都道府県警察において運用を開始し、令
和８年度末までに順次全国に拡大していく予定です。
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451 令和3年1月27日 令和3年4月16日
「日本学術会議」
の改革

　各層の研究者の提言を政府
が政治上参考にする事は大
切なことです。▼しかし、全て
国費が費やされては対等な立
場での提言は出来ず、任命さ
れないと「学問の自由」が侵害
されたと、云われなき誹りを発
する騒ぎを起こす非常識さ▼
Ｇ２０各国の内どれだけの国
の学術会議が国庫補助金等
公金９０パーセント以上で運
営されているか再確認すべき
です。甘えの構造がここにあ
ります。▼そこには既に利権
が生まれ、政府お墨付き学者
の権益を守ろうとしている。学
問は自由にすれば良い。しか
し、国益に反する事は国を亡
ぼす学問になります。▼年金
も発生しているとしたら国民は
絶対許さないでしょう。

「日本学術会議」運営は、基本的に会議会員相互の会費制にし独立運
営する。会員相互の選任投票で会長・理事・委員行えば、国に対する
「提言」も独立した忖度の無い意義あるものと成るでしょう。▼研究費に
ついては、研究内容・研究者の来歴を政府が吟味して、技術立国の先
進技術等が安全保障上守られる事を立法化して補助すべきで、間違っ
ても中国の「百人計画」の一員に染まらない様にすべき、頭脳流失を政
府が保護・コントロールできるようにすべきです。▼若い学者の存在が阻
害される組織は、学問優先の学術会議としては適当ではなく、一定のレ
ポート結果を見て能力・安全性が確認されるべきです。企業の研究者も
尊重されるべきです。▼学術会議員が他の研究所・機関・研究員を排
除・排斥（いじめ防止）を防ぐべきです。▼「学問の自由」を守る事は当然
とし、国益の為「法の支配」と「自由で開かれたインド太平洋」の推進、
「クアッド　プラス」による開かれたアジア地域を作るため、反する勢力下
に従属・研究しているかを、現法律下において視察・取り締まり司法部署
（経済産業省）を育てる。▼東大生５００万円その他の公立大学１００万
円等、大学の「学生対象補助金」を学問への貢献度による公平配分と大
学の研究室「研究費」の補助金の使途管理。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

452 令和3年1月27日 令和3年3月9日
教職員採用時の
犯罪履歴の照会

教職員による、わいせつ等な
ど犯罪歴の有無に対して、採
用時に調査できる様にしても
らいたい

教員によるわいせつ等の犯罪から子供達を守る為
個人 文部科学省

教育職員免許法の規定により、禁錮以上の刑に処されたり、懲戒免職処分を受けたり
した場合等に教員免許状は失効し、当該失効情報は官報に公告されることとなってお
り、さらに、こうした教員免許状の失効情報を、教員採用権者が簡便に確認できるよう
にした「官報情報検索ツール」を提供する等の取組を実施しているところです。

なし その他
教員採用権者においてより適切な採用選考に資するよう、今後、省令（教育職員免許
法施行規則）を改正し、懲戒免職の事由が児童生徒等に対するわいせつ行為であるこ
とが判別できるようにする予定です。

453 令和3年1月27日 令和3年2月18日
国家公務員の給
与支給体系を年
俸制にする

国家公務員の給与を年俸制
として、期末勤勉手当を廃止
する。

国家公務員にボーナスを支給するのはおかしいという世論があるが、そ
もそも期末勤勉手当はボーナスではなく、民間の商慣習に合わせてこの
ような支給体系をとっているだけである。
国民の誤解の根源を断ち、国家公務員が無用な批判にさらされることの
ないよう、国家公務員の給与は年俸制にして、期末勤勉手当の支給を
廃止すべきである。
これにより、期末勤勉手当に係る年二回の支給コスト及び人事院勧告に
係る事務等が削減できる。

個人
人事院

内閣官房

　国家公務員には、憲法で保障された労働基本権が制約されていることから、その代
償措置として、国家公務員法は、国家公務員の給与について、国会により社会一般の
情勢に適応するように随時変更することができるとしており、人事院には、その変更に
関して勧告する責務を課しています。
　この勧告では、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させるこ
と（民間準拠）を基本としていますが、これは、国家公務員も勤労者であり、勤務の対価
として適正な給与を支給することが必要とされる中で、公務においては、民間企業と異
なり、市場の抑制力という給与決定上の制約がないこと等から、その給与水準は、経
済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して
定めることが最も合理的であると考えられることによるものです。
　このため、ボーナスについても、民間の年間支給割合に国家公務員の期末・勤勉手
当の年間支給月数を合わせることを基本としています。

国家公務員法
第28条

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

454 令和3年1月27日 令和5年4月14日
行政改革での成
果を地方自治体
へ

国での行政改革でうまくいっ
たものや地方自治体にもあて
はまるものについては、地方
自治体にも取り入れるよう国
から地方自治体に指導もしく
は要請する。

現在、国において、ハンコの廃止を行っているが、これは地方自治体に
も必要性が当てはまるものである。
地方自治体の場合は、行政の内部処理だけでなく、対市民のものも多
く、ハンコの持参を忘れることにより、せっかく役所に出向いたのにも関
わらず、手続きができないといったことがある。
よって、こうしたハンコによる市民への不便さへの解消のため、地方自治
体のハンコの廃止を求めたい。
本来は、地方自治体が法令に基づくものでない限りは、自分たちで解決
すべきものであるが、自律的に行う意欲が薄かったり、自分たち発信だ
と内部の反発も受けやすい。
よって、国からの要請という形をとれば、地方自治体も取り組みやすい
し、地方自治体における行政改革の機運も高まる。
よって、是非国で行政改革にとりくんでいて、地方自治体でも当てはまる
ものは、国から地方自治体に取り組むよう要請をお願いしたい。
なお、手続きのハンコについては、あくまでも一例であり、そもそも来所
が必要な手続きが多く、デジタル化が進めばこうした問題は発生しない
ため、ＤＸの推進をお願いしたい。

個人
内閣府
総務省

　地方公共団体において押印を求めている手続には、国の法令等に基づいて地方公
共団体が実施する手続及び地方公共団体が独自に実施する手続があります。
　また、地方公共団体におけるDXの推進については、「デジタル・ガバメント実行計画」
（令和２年12月25日閣議決定）に掲げられた各施策のうち、地方公共団体が重点的に
取り組むべき事項や国による支援策等を取りまとめた「自治体DX推進計画」（令和２年
12月25日総務省策定）により、国の取組と歩調を合わせた地方公共団体におけるデジ
タル化の取組を推進しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」（令和2年7月17
日付け総務省自治行政局長通知）を発出し、各地方公共団体に対して押印規制の見
直しに積極的に取り組んでいただくようお願いしています。
また、地方公共団体が押印見直しを実施する際の参考となるよう、国の取組について
解説するとともに、地方公共団体において国の取組の考え方や基準に沿って押印の見
直しに取り組む際の推進体制、作業手順、判断基準等を示した「地方公共団体におけ
る押印見直しマニュアル」を令和２年１２月１８日に公表しました。
　さらに、「自治体DX推進計画」においては、重点取組事項として、「自治体の行政手続
のオンライン化」を掲げており、令和４年度末を目指して、原則、全ての地方公共団体
で、特に国民の利便性向上に資する行政手続について、マイナポータルからマイナン
バーカードを用いたオンライン手続を可能にするよう取組を行っています。

455 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議の
廃止の提案

日本学術会議は、1949年に発
会された組織です。
現在は、内閣府の特別の機
関ですが、70年以上過ぎた現
在は
既にその使命を終えていると
思います。
今回、学術会議の会員から推
薦された新会員が、内閣総理
大臣に6人が任命されなかっ
た、と大騒ぎになっています。
学者の独立した機関と主張す
るなら、日本学術会議は解散
して、新たに自分達で基金を
募って設立すべきです。
政府は、その時々により、学
者の独立機関の意見を参考
にしたり、必要があれば、専
門分野ごとに諮問委員会を立
ち上げれば、済むことだと思
います。

日本学術会議は、1949年に発会された組織です。当時は、日本が太平
洋戦争に突入したことを反省して発会されたと認識しています。
70年近く過ぎた現在、当時の国際情勢と現在の国際情勢は、大きく変化
しています。米ソ冷戦の終結、強大化した中国の軍事力を背景に南シナ
海に軍事拠点を造り、東シナ海尖閣諸島の領海侵入を繰り返し、北朝鮮
は核兵器や弾道弾ミサイルで挑発を繰り返す時代です。こうした時代
に、旧態依然とした組織が変わらず残っている方が、時代に合ってませ
ん。また学術会議の会員は、現会員から推薦され、任命者の総理大臣
が形式的なものとは、全く納得出来ません。学者は、全国に78万人いる
と言われているのに、なぜ、現会員だけが推薦出来て、各大学から推薦
を受けないのか、その推薦理由も国民には、公表されていません。まし
てや、年間10億以上の税金が投入されているのもかかわらず。学者の
独立した機関と主張するなら、自分達で基金を募って設立すべきです。
大変無駄な税金の使い道だと思います。即刻、日本学術会議を解散し
て頂きたい。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

456 令和3年1月27日 令和5年5月17日
地方行政の効率
化に関する提案

1．法人税の確定申告におい
て紙申告を廃止し、原則、電
子申告のみに統一する。ま
た、電子申告においてもデー
タは電子にもかかわらず、そ
れを紙ベースで印刷して内部
事務を行っているため、事務
量が増加し行政組織の肥大
化が生じている。
2．法人税関連の届出書は
国、県、市それぞれについて
提出しなければならない。3つ
の組織が同じような事務作業
を行っているのは非効率的で
あり、統一したシステム（プ
ラットフォーム）によりワンス
トップで届出が完結するように

1．紙申告を廃止することにより紙資源の節約につながる。また電子申告
と紙申告の内部事務を統一することにより事務業務の期間短縮をはか
ることが可能となり、ひいては行政の効率化につながる。
2．人員を減らすことが可能となり、行政のスリム化につながる。また減ら
した人員を他の重点分野に回すことが可能となり、行政サービスの向上
につながる。

個人

財務省
総務省

内閣官房
デジタル庁

１　平成30年度税制改正において、大法人の電子申告義務化（令和２年４月以後開始
事業年度から適用）が実施されてますが、中小法人については、紙申告についても提
出が可能となっております。

２　法人関係の届出書については、国税当局と地方税当局それぞれに提出する必要
があります。

法人税法第75条
の３(改正後：同75
条の４）
地方税法第53条
46項、47項（改正
後：同53条65項、
66項）
法人税法148条等

各地方団体の条
例

対応

１　法人税等の申告については、添付書類を含め全て電子申告ができる環境を整えて
おります。
　なお、現在電子申告義務化となっていない中小法人については将来的に電子申告義
務化が実現されることを前提として電子申告利用率100％を目標としており、既に実施
済みの利便性向上施策の周知を含め、税理士や未利用者への個別勧奨や関係団体
等を通じた利用勧奨、リーフレット等による周知、広報を行っているところです。
　また、地方税における内部事務に関するご意見ですが、税務事務の効率化の観点か
ら、eLTAXにより電子申告されたデータを、紙出力することなく、地方団体の税務システ
ムへ取り込むことについて、積極的に取り組んでいただくよう地方団体に対し周知して
います。
２　国税当局と地方税当局それぞれに提出している各種届出等について、e-Taxソフト
（WEB版）を利用することにより、2020年３月からデータの一括作成及び電子的提出の
一元化が可能となっております。
　　なお、設立登記後の手続については、2020年１月から、「法人設立ワンストップサー
ビス」により、各行政機関に個別に提出していた各種届出等をオンライン・ワンストップ
で行うことが可能となっており、2021年２月からは、定款認証と設立登記申請を含めた
法人設立に係る行政機関への全手続をオンライン・ワンストップで行うことが可能となっ
ております。

457 令和3年1月27日 令和3年2月18日
基幹統計（国勢調
査等）の調査方法
刷新

調査員の訪問、調査票配布・
回収の原則廃止。

定額給付金の給付と同様、住民基本台帳登録者への書類郵送による調
査票返信またはネット回答への依頼、周知により8割～9割は回答への
協力が見込めるのに、前世紀の遺物ともいえるマンパワー頼みに固執
し、人カネ時間を多大に浪費している。
回答拒否または未提出者のみ、国が一般競争入札で委託する業者が
対象世帯またはマンション管理組合等を訪ねる。
調査員の募集～報酬支払・振込までの一連の業務が廃止されることで、
これまで地方自治体の本来の仕事を阻害してきたものが減る。

個人 総務省 番号76の回答を参照してください。

459 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議は
民間団体にしたら
いかがでしょう。

日本学実会議の会員の問題
は一般国民とはかけ離れたと
ころでわいわいやっている感
じ。一部マスコミも「学問に自
由」を振りかざして政府批判を
しているが、いったい「学問の
自由」とは何か、いろんな政治
的な立場で異なってくる。国の
安全保障についての学実会
議の立場は現実とそぐわな
い。税金の補助を受けなが
ら、国防面での産学協同に反
対する団体。むしろ民間団体
化して、思うようにやればい
い・これまで聖域化し、何を
やっているのか、報酬に見合
う国への貢献をしているの
か。成果を公表、一般国民の
評価を求めるべき。規制改
革、行政改革の求められる団
体では。

民間団体になれば、税金の無駄と、成果主義が求められ、より日本のサ
イエンス分野の進歩に役立つのでは。
まず、学者の閉鎖社会の典型では。国民の批判にこたえられる団体に
なることを願う。国に金はもらうが口を出すなという
知的エリートのおごれる「学問の自由論」に多くの国民は
疑問を感じているのでは

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

460 令和3年1月27日 令和3年2月18日

特許出願文書中
における１文２００
字超の長文の使
用禁止

特許庁は、特許出願文書中で
は１文を２００字以下とするこ
とを審査基準として新設して
いただきたい。このことによ
り、一般公開された特許出願
文書の意味内容を、より多く
の技術者が明確に理解できる
ようになる。

　特許出願文書では１文２００字以上の長文がしばしば使用されている。
１文１０００字超のものもある。しかし、特許庁が当該文書を一般公開し
た段階で、当該分野の通常の技術者であっても、普通程度の日本語読
解力しか持たない者では、このような長文の意味内容を理解することは
できない。

　理解できないと、先行特許への抵触を恐れて新たに発明する意欲が
減退することになる。また、先行特許権者の許諾を受けようとする場合
であっても、権利の内容や範囲を明確に理解できないので躊躇すること
になる。また、先行特許の発明者自身も、その長文を含む文書が発明を
正確に記述できているかどうか確信できない。また、特許庁審査官並び
に特許関連訴訟に携わる裁判官及び弁護士にも長文読解の多大な労
力負担が加わり、費用が増すことになる。その結果、特許制度の利活用
が停滞することになる。

　長文を使用しなくとも、代わりに複数の200字以下の文及び箇条書きを
使用することにより、意味内容を平易に伝えることが可能である。しか
し、弁理士の世界では長文を長年にわたり使い続けてきた歴史があるら
しく、長文使用を止めることに消極的である。長文使用を新規参入障壁
として利用したいと考えているのかもしれない。それゆえ、政府が先頭に
立って旧弊を打破し、特許制度の健全化を図ってほしい。

個人 経済産業省

特許関係法令及び特許・実用新案審査基準において、特許出願書類における一文の
最大文字数に関する規定はありません。
他方、特許出願書類に含まれる明細書や、特許請求の範囲の記載は明確である必要
があり、記載が不明確で、当該技術分野における通常の知識を有する者が理解できな
いものである場合、その出願は、特許法第36条第4項第1号や、同条第6項第2号の要
件に反するものとして拒絶されることになります（特許法第49条第4号）。

特許法第36条、特
許法第49条、特
許・実用新案審査
基準

対応不可

　御指摘のように、特許出願書類が理解しやすく明確に書かれていることは重要です。
　一方、特許の出願書類は、通常の技術者に対して、権利の内容を正確に伝えること
を目的としたものです。また、審査官は通常の技術者の目線で、実際に権利化した場
合に権利範囲が正確に伝わるかを審査しています。特許発明の権利範囲を正確に確
定する観点から、どのような発明を実施すると権利侵害となるかという構成要件をしっ
かりと記載する必要があり、一律に文字数制限を設けることは困難と考えます。
　なお、主要国において出願書類の文字数制限を設けている例はなく、日本国特許庁
に対する出願に文字数制限を設けると、他国知財庁に対する出願と権利範囲が相違
し、出願人の不利益となるおそれもあります。
 

461 令和3年1月27日 令和3年2月18日

財政法第２８条等
による○年度予
算参考書類　の
作成について

財政法第２８条等による○年
度予算参考書類の作成に際
して、政府出資主要法人は、
その原稿入力のために、財務
省主計の入力室に出向いて
入力する必要がある。全国
津々浦々存在する同法人は
そのために、霞が関まで出張
し、修正が生じた場合にはそ
のために再度出張することに
なる。原稿を入力するシステ
ムが財務省側で作れば、各法
人にこのような無意味な時
間、予算を使わせずにすむは
ずである。

この時代に入力作業のために、出張させるのは、デジタル庁を設置し、
ハンコ、FAXを廃止しようとする現在内閣の方針に反するものである。

平均して１０万円（修正時も含んで２名、２回）の出張費が各法人かかる
として、８０法人あるので、８００万円が年間この作業のために投じられて
おり、今後もそれが１０年間続くとしても８０００万円である。それ以上続
かないことを祈るばかりである。

それだけではなく、職員の貴重な時間も入力室に出向くために使うことに
なり、平均して５０時間かかるとして、それが８０法人で４０００時間の無
駄が生じている。

個人 財務省
財政法第28条等による予算参考書類の政府出資主要法人の資産、負債、損益その他
に関する調書の作成にあたっては、各省庁や各法人のご担当者が財務省の入力室に
おいて原稿のデータ入力を行なっているところです。

財政法第28条
現行制度
下で対応可
能

ご提案のあった、財政法第28条等による予算参考書類の作成に際しての原稿を入力
する環境の整備については、予算書作成時期（12月～1月）のみという限られた期間で
の利用であること等の理由から、各法人にシステムの導入を行うことは経済的ではな
いと考えます。
なお、遠方に所在する法人等においては、現在も所管省庁と所要のデータの共有を
行ったうえで、省庁担当者が入力作業を実施している場合もあると伺っておりますとこ
ろ、まずは、ご担当の省庁にご相談いただければと思います。
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制度の現状 該当法令等
対応の
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対応の概要

所管省庁提案理由
提案
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所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
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要請日

回答
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462 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国勢調査のネット
利用について

国勢調査のネット回答のIDに
ついて、紙での配布のみでは
なくマイナポータルで確認でき
るようにしてほしい。

ネットを先行で回答できるようにした上で、当該世帯には紙を配布しない
ことにより、配達員及び印刷物のコストを削減できる。
デジタル化を目指すならネットのみで完結できるようにするべき。

個人
総務省
内閣府

　平成27年国勢調査においては、インターネット回答に必要なＩＤを先に配布し、イン
ターネット回答がなかった報告者にのみ紙の調査票を後日配布する方法により実施し
ました。しかしながら、誤配布等が発生し、回答があった世帯を特定するのに多くの時
間を要したほか、インターネット回答がなかった世帯に対する再訪問・再配布のコスト
が大きいことから、令和２年国勢調査は、ＩＤと紙の調査票を同時配布する方法に変更
しました。

- その他
　今回の実施状況を検証し、次回以降の調査に結び付けてまいりたいと考えていま
す。

463 令和3年1月27日 令和3年4月16日
日本学術会議の
事業内容につい
て

年間予算10億とのこと、常設
の必要性がないように思いま
す。
専門家の見地での意見が必
要であれば、必要に応じて、
都度その事業毎に求めること
にしては如何ですか？

現状の日本学術会議は思想的にも偏りがあるのではないでしょうか？
そもそも、どういう思想、考え方の人がどういう功績・理由で選ばれてい
るのか、明らかにしてほしいです。
政府の政策に、肯定的・否定的、どちらの立場に偏りなく、選ばれている
のでしょうか？
少なくとも、国民は、学術会議から推薦
された方々の詳細について、知る権利があります。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

464 令和3年1月27日 令和3年2月18日
学生納付特例制
度の毎年の申請
について

国立大学の生徒のリストと国
民年金のリストを直結させ、毎
年全学生が学生納付特例制
度の申請書を送る手間を省い
ていただきたい。

国立大学に属し現在大学院で学んでいる学生ですが、毎年の学生納付
特例制度関連の申請が負担です。私立の学生は難しいとしても、国立
の学生に関しては、国と大学とがちゃんと連携をとればこの手間は省け
るはずです。国立の学生が、国にたいして自分が学生で学生納付特例
制度を使うという意思を毎年手書きとさまざまな身分証の写しを添付して
送付する作業は無駄が多すぎます。連携は難しくとも、せめてデジタル
化していただけば、双方が楽になると思います。
特に無駄なのは、申請が遅れたときにかかってくる電話です。大学制の
若い世代は知らない電話番号からの電話よりメールの方がありがたい
し、何より人件費の無駄だと感じます。制度の側から変えていただくだけ
で、全学生の負担が減ります。

個人 厚生労働省

国民年金については、20歳以上の方は、原則として毎月、国民年金保険料を納めるこ
とが義務となっています。一方で、国民年金保険料の学生納付特例制度は、所得が基
準以下の学生の方が、国民年金保険料の納付を猶予できる制度であり、その適用に
ついては本人の申請によることとされています。
そこで、在学期間中の学生納付特例申請手続きを簡素化するため、ターンアラウンド
方式の勧奨を実施しています。具体的には、初めて学生納付特例の申請手続をする
際に翌年度以降も引き続き在学予定である旨を記入されていた方には、当該翌年度
から在学終了予定年度までの間は、申請年度、基礎年金番号等をあらかじめ印字した
はがき形式の学生納付特例の申請書を日本年金機構からお送りし、必要最小限の事
項を記入いただければ、証明書類等の添付書類を不要として、そのはがき形式の申請
書を返送するだけでの申請を可能としています。
また、学生納付特例申請手続が遅れますと、突然、障害を負った場合の障害年金等を
受給できなくなってしまうことから、保険料の納付の確認や学生納付特例等の手続につ
いて、日本年金機構等からご連絡をさせていただく場合があります。

【国年法】第90条
の3（学生納付特
例）
【国年令】第6条の
6、第6条の9、第6
条の10、第6条の
12（学生納付特例
等の基準）
【国年則】第77条
の4（学生納付特
例の申請方法）

検討に着
手

国民年金保険料の学生納付特例の申請手続については、制度の現状欄に記載の通り
ですが、国民年金保険料の免除・納付猶予をはじめとする国民年金第1号被保険者に
係る申請等のオンライン化については、今後、関係機関と連携して検討を進めることと
しております。

465 令和3年1月27日 令和3年6月16日
県と市町村の保
健活動について

支援を必要としている地域住
民については公務員の保健
師が訪問指導などを行なって
いる。
従来は県の保健所の保健師
が主体となっていたが、事業
のほとんどは市町村の保健セ
ンターの保健師に移ってい
る。
しかし、一般の保健指導は市
町村、高度な指導が必要なも
のは県の保健所と言う曖昧な
すみ分けで、両方の機関で同
じことを行なっている。
保健所は新型コロナ対策を始
めとして沢山の業務を抱えて
いる一方で人員が不足してい
るという恒常的な課題が継続
している。
住民の保健指導業務は市町
村の保健センターに一本化し
てほしい。
これにより、住民にとっても窓
口がわかりやすくなるととも
に、保健所の人員削減も期待

縦割り行政の解消
二重行政の解消
人員削減
住民にとって窓口の一本化

個人 厚生労働省

　健康増進法において、市町村は住民の健康増進を図るため、住民からの生活習慣
改善に関する相談を受け、必要な保健指導を行うこととされています。他方、都道府県
等（保健所）は、保健指導の中でも特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行う
こととされています。
　また、地域保健法や同法に基づく基本指針において、住民に身近で利用頻度の高い
保健、福祉サービスは市町村が一体的に実施することとされ、保健所は地域保健に関
する広域的、専門的かつ技術的拠点として位置づけられています。
　保健所では、精神保健や難病医療など専門的な対応が求められる保健サービスを、
専門性の高い医療を提供する医療機関等と連携して提供しています。

健康増進法
地域保健法

対応不可

　地域保健法上、保健所は、地域保健に関する広域的、専門的かつ技術的拠点とし
て、地域の医療機関との協力体制の整備や地域保健に関する情報収集・分析等を行
うとともに、当該協力体制や知見も必要に応じ活用しつつ専門的・技術的な事項に関
する保健指導を行っています。
　また、市町村保健センターは、住民に身近で利用頻度の高い保健・福祉サービスを
一体的に実施しています。このように、市町村保健センターと保健所は、地域保健対策
においてそれぞれ異なる役割を担っており、このため、ご提案のような保健所が行って
いる保健指導業務の市町村への移管は困難です。
　ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が見られる地域等においては、自治
体間が連携し、市町村保健センターの保健師等が近隣の保健所を応援するといった対
応を取っているところもあると承知しています。

466 令和3年1月27日 令和3年3月9日

児童わいせつ事
件を起こした教師
を教職に再雇用さ
せない

教員にマイナンバーのような
全国統一の社会番号のような
ものを教員免許に紐づけて発
行し過去教え子へのわいせつ
事件を起こした者を
他の自治体で再雇用するとき
に雇用側が参照できるように
する

猥褻事件を起こした教師が逮捕されたり、その後起訴されなかった場合
や自主退職であれば氏名も公表されず
他の自治体でまた教師に応募してきて
把握できず再雇用され再び犯罪行為に
手を染める人間が跡を絶たないと新聞の記事になっていた

教師による児童猥褻事件はずっとなくならないままで
毎月毎月発覚しウンザリしている
教育委員会も文科省も何十年も何も変わっていない
令和になった今メスを入れてほしい

個人 文部科学省 番号452の回答を参照してください。

467 令和3年1月27日 令和3年7月7日

こども園運営にお
ける幼稚園部、保
育園部縦割りの
弊害

こども園における1号幼稚園
部と2号保育園部、すべての
統合がなされるとありがたい。
同じ園にもかかわらず、入園
手続きから違うのは、利用者
にわかりにくさがあると思う
し、園の運用面でも、長期休
園のある幼稚園部と保育園部
が同じレベルの教育の質を提
供するのは難しい。また、文
科省と厚労相双方の通知を
理解するのは、現場に大きな
負担である。

幼稚園部の仕組みをすべて、保育園部に組み込み、入園申し込み続き
から退園手続きまで、保育園の運用に一本化させる。就労時間等保育
の必要性によって入園調整をしているが、幼稚園部の園児も同様の考
えに組み込む。そうすることで、利用者の入園手続の利便性は向上する
し、限りある施設定員の中、ゆとりのある幼稚園部の人より、本当に保
育を必要とする人を優先して入れることができる。幼稚園部特有の一律
の長期休園もなくし、あくまで、保育園部同様、就労状況を基礎に園に預
け入れることができたら、夏季休業中でも仕事もしやすくなる。現在、幼
稚園部は一時あづかりの料金を払って仕事をせざるを得ないのが現
状。いずれにせよ、幼児保育現場は、夫婦共働きで幼稚園部が大幅に
減少し、保育園部のニーズが高まっているのが実情。幼稚園部を廃止
し、幼児教育も保育部門で保育の一貫としてやっていくことが現場も分
かりやすく効率的になると考える

個人
内閣府

文部科学省
厚生労働省

　認定こども園は、保護者の就労状況等にかかわらず、小学校就学前の子どもに対
し、教育・保育を一体的に提供することを目的とする施設です。
　利用定員については、子ども・子育て支援法第19条第１項各号に定める小学校就学
前子どもの区分ごとに定めることになっていますが、認定こども園の設置者が確認時
に地域の実態を踏まえた利用定員を設定して申請することが可能であり、確認申請を
受けた市町村は当該市町村におけるニーズ等も考慮した利用定員を定めることとなっ
ています。例えば、保育ニーズの高い市町村であれば、認可定員の範囲内で、２号認
定子どもの利用定員を１号認定子どもの利用定員より多く設定することが可能です。
　また、市町村には保育の必要性のある子どもに対して保育を提供する義務があるた
め、保育を必要とする子どもの利用については、認定こども園を利用する場合におい
ても市町村による利用調整を経ることとしています。一方、保育の必要性のない子ども
の利用については、市町村に保育の提供の義務はないことや保護者の教育に対する
ニーズを尊重する観点等から、市町村による利用調整を経ず、原則として直接希望の
施設に利用申請をすることとしています。
　なお、子ども・子育て支援新制度については、関係する内閣府・文部科学省・厚生労
働省の３府省で緊密に連携し対応を行っているところです。

就学前の子どもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律
子ども・子育て支
援法
学校教育法
児童福祉法

現行制度
下で対応可
能

　 保育の必要性のある子どもに、必要な教育・保育を提供できるよう、各市町村におい
て利用ニーズを把握しその確保方策を定めることとしています。また、認定こども園に
おいては、その特性から、保護者の就労状況が変化し、教育・保育給付認定区分が変
更となった場合の一時的な利用定員の弾力的な運用を認めることとしており、利用者
の利便性の向上にも努めております。
　また、関係する通知については、引き続き関係府省で連携して分かりやすい周知等
に努めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

468 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公募の掲載につ
いて

大学の公募がJRecinに掲載さ
れているがすでに内々定者が
いることが多い。しっかりと審
査すべき

公募応募者は多大な苦労をして書類を揃えるのに実際は内部で人事が
決まっていることがある。これは大学の信用力低下につながるし若手の
登用に寄与しない。
内々定がある場合は公募しないようにするべきであるとおもわれる。

個人 文部科学省
　各大学における教員の採用の具体的なプロセスについては、各大学の責任において
適正に行うこととされています。

なし 対応

　大学の教育研究の中心を担う教員に優れた人材を確保し、これらの者がそれぞれの
役割に応じて能力を最大限に発揮できるよう、教員等の人事の在り方について不断の
検証等を図っていくことが求められることから、教員等の求人公募手続きの不断の検
証を求める事務連絡を改めて発出・周知を行い積極的な検討・見直しを促しています。

469 令和3年1月27日 令和3年2月18日
防衛医大におけ
る印鑑の廃止

書類へのサインは全て、ボー
ルペンによる記名にする

書類の手続きのために、防衛医大生は入校する際、印鑑を２つ買わされ
ます。
いつ、どんな書類へのサインが必要になるか分からないため、常に印鑑
を持ち歩かなければなりません。自宅に忘れてきてしまうと押せないた
め、大変不便です。
ボールペンで名字を記入するだけで良いはずなのに、わざわざ印鑑を
持ち歩き、書類に押さなくてはなりません。
現在防衛医大で学んでいる私は、友人とも、印鑑が廃止されれば良い
のにとよく話しています。

本当に、印鑑は必要なのでしょうか？ボールペンによる記名で十分代用
可能だと思います。

どうか、防衛医大における印鑑によるサインを廃止して下さい。

個人 防衛省
　現在、防衛医科大学校では、学生生活の躾事項等に関する規定（表簿の取扱い等に
ついて（通達）等）があり、講義を欠席する場合の「欠課届」など、各種手続きに押印を
必要としていたため、学生本人へ押印を求めております。

表簿の取扱い等に
ついて（通達）など

対応

　
　今後、各種手続きに必要としていた押印については、令和２年度末までに自筆による
記名または、電磁的記録での作成及び提出で処置できるよう規則改正を行い、押印を
廃止いたしますので、常に印鑑を持ち歩く必要はありません。

470 令和3年1月27日 令和3年2月18日
持続化給付金の
添付資料につい
て

　もう２度と必要が無いことを
望みますが持続化給金の添
付資料で確定申告書のコピー
に電子申告した人が税務署
の受付印がないと受付拒否さ
れたそうです。国税局は電子
申請を推奨しています。そこ
に受付印がないのは当然で
す。わざわざ税務署に出掛け
て取らなければならない他の
証明をなぜ求めるのですか。
少なくとも納税の領収書、還
付金の通帳のコピーで間に合
うと考えます。

只でさえ生活に困っている人に余分な手間を掛ける。国税庁の方針に
協力した人が馬鹿を見る。

個人
経済産業省

財務省

持続化給付金を一刻も早く多くの事業者の皆様にお届けする観点から、電子申請をお
願いしていますが、審査に当たり給付要件を満たしているかを確認するため、確定申
告書類等の添付をお願いしています。

電子申請により確定申告を行っている個人事業者の場合、申告等のデータが税務署
に到達したものであることを確認するため、
①上部に「電子申請の日時」及び「受付番号」の記載がある確定申告書
の添付をお願いしています。
①がない場合には、
②受信通知（メール詳細）と確定申告書（上部に「電子申請の日時」及び「受付番号」の
記載がないもの）、
③納税証明書（その２所得金額用）（事業所得金額の記載のあるもの）と確定申告書
（上部に「電子申請の日時」及び「受付番号」の記載がないもの）、
のいずれかの添付をお願いしています。

一方、確定申告を電子申請されていない方には、税務署の収受印が押印された書類
の添付をお願いしています。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおり、電子申請により確定申告をされている場合は同欄に挙
げた①～③のいずれかの書類を添付いただければ、税務署の収受印が押印された書
類を添付する必要はありません。万が一、誤った御案内により御負担をおかけしたの
であればお詫び申し上げます。御不明な点がございましたら、持続化給付金事務局
（0120-279-292）にお問い合わせ下さい。

471 令和3年1月27日 令和3年3月9日
大学の対面授業
再開、キャンパス
再開について

早稲田大学生の親です。現在
も首都圏の大学ではほぼオン
ライン授業のみで、キャンパス
閉鎖という大学もあります。オ
ンライン授業は大学に選択権
がある訳ではないはずです。
私たちはキャンパスで対面授
業を受けることを前提として、
高額な学費を払いました。前
期は緊急事態でやむを得ず、
というのは理解します。後期も
さらに来年度もオンライン主
体というのは納得できませ
ん。文科省や萩生田文科大
臣からも対面授業をするべき
との周知があるはずで、大学
側はこれを無視しています。
僅かな対面授業はあります
が、息子は後期も全てオンラ
イン。対面は全体の1割もない
はず。大学の対面授業再開と
キャンパス再開を。
1日も早く大学の対面授業再
開を

大学のオンラインで費用がかかるのは理解できるが、だからといって後
期までオンラインというのは、対面授業、キャンパス利用を前提として、
高額な学費を払ったのに詐欺同然ではないのだろうか。
前期はやむを得ないかもしれないが、世間はGOTOトラベル、GOTOイー
ト、で会社も高校も普通営業。なぜ大学だけキャンパス閉鎖やオンライン
授業が許されているのか。
大学生たちは精神的に追い詰められ、退学や休学、鬱になっている人も
いる。
そもそも大学は授業だけでなく、キャンパスでの活動や、教授、友人、先
輩後輩、などと人間関係を育んだり、図書館や学食、施設を使う、人を
育てる教育機関のはず。施設も使用できず、学費満額にも憤りを感じ
る。
社会的にGOTOキャンペーンをやるのなら、まず教育を受ける権利を、き
ちんと大学生に戻してほしい。
今この若い将来ある大学生たちに一方的に負担させるなんて、冷酷す
ぎる。各大学に生徒や親が抗議しても、全く聴く耳を持たない。文科省の
周知や文科大臣の要請さえ無視している。こんな大学に補助する必要
はあるのか、何かペナルティはないのか。
1日部屋で1人でパソコンを見て課題をするだけの孤独な大学生を想像
してもらいたい。前期だけ後期になったら大学に行ける、と我慢していた
のに限界が近づいている。
自ら命を絶ってしまわないように、大学生の立場に立って、誠実に大学と
してできる努力をしてほしい。
行革大臣及び文科大臣、文科省、大学には1日でも早い全面対面授業
とキャンパス再開を求めたい。

個人 文部科学省

　大学等におけるオンライン授業等の遠隔授業については、大学設置基準等により教
育課程の編成等について基準を示しています。例えば、大学の学部段階では、遠隔授
業で修得可能な単位数は、卒業要件124単位のうち、上限60単位までとなっています。
　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応として、面接授業の全部又は一部
の実施が困難である場合には、遠隔授業等を面接授業の代替として実施することがで
き、その場合は、修得単位数について上限への算入は不要とする特例措置を講ずるこ
とを各大学に周知しているところであり、大学における授業の実施については、各大学
に対し、感染防止をするための対策を十分講じた上で、可能なものについては、対面
による授業の実施を積極的に検討いただくよう、繰り返し発信しています。
　また例年と異なる授業形態を採用したり、施設の利用に制限を設けたりする場合は、
その必要性や合理性について、学生や保護者の皆さんに丁寧に説明し理解を得るな
ど、当事者が納得して学生生活を送ることができるような環境を整えていただくよう、求
めているところです。
　様々な創意工夫を講じて、学生たちの学修機会をきちんと確保している優れた取組を
行っている大学の好事例を全国に水平展開しながら、各大学の工夫を求めています。

○　大学設置基準
第二十五条第二
項
（授業の方法）
２　大学は、文部
科学大臣が別に
定めるところによ
り、前項の授業を、
多様なメディアを
高度に利用して、
当該授業を行う教
室等以外の場所で
履修させることが
できる。

第三十二条第五
項
（卒業要件）
５　前四項又は第
四十二条の十二
の規定により卒業
の要件として修得
すべき単位数のう
ち、第二十五条第
二項の授業の方
法により修得する
単位数は六十単
位を超えないもの
とする。

対応
制度の現状欄に記載のとおりですが、引き続き、感染の状況等を注視しながら、学生
の皆様が納得して学生生活を送ることができるような環境を整えていただくよう、各大
学における丁寧な取組を促してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

472 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公務員の副業認
可

現在公務員の副業が禁じられ
ているが、一般行政公務員の
副業が解禁されれば人材不
足が解消される。

社会の人材不足が深刻化される昨今、解禁により経済的にも活性化さ
れ外国人にたよらない日本社会の構築が可能となる。

個人
内閣官房
人事院
総務省

　一般職の国家公務員は、「国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、
且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」（国家
公務員法第96条第1項）とされており、一般職の国家公務員として守るべき服務規律の
一つとして、職員の兼業を制限しております（国家公務員法第103条及び104条）。
　国家公務員法第104条では、同法第103条の対象となるものを除いて、報酬を得て行
う他の事業等との兼業を制限しておりますが、
①職務専念義務の確保
②職務の公正な執行の確保
③公務の信用の確保
に支障がないと認められた場合に、所轄庁の長等の許可を得て、兼業を行うことがで
きることとされております。
　また、同法第103条では、自営兼業を制限しておりますが、同様に上記①～③に支障
がないものとして認められる場合に、所轄庁の長等の承認を得て、兼業を行うことがで
きることとされております。
　一般職の地方公務員の兼業については、基本的に国の兼業の取扱いと同様です
が、御提案の内容については、各任命権者が、職員の公務について、
・与えられた職責を果たすことができるかどうか
・職責遂行のために勤務時間や注意力を用いることとされる義務（職務専念義務）を履
行できるかどうか
・職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないかどうか
といった観点から、公務と兼業業務との割り振りの妥当性を慎重に判断しなければなら
ない事案であると考えます。

国家公務員法第
103条及び104条
地方公務員法第
38条

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

※なお、地方公務員における「任命権者の許可」の運用については、地域社会のコー
ディネーター等として本来の公務以外でも活躍することが期待されていることも踏まえ、
総務省としても実態を調査し、好事例の周知や許可基準の運用・公表等に関する助言
を行っているところです。

473 令和3年1月27日 令和3年3月9日
コロナ禍における
国立大学の授業
形態について

国立大学における授業形態を
出来るだけ、元の対面式に戻
して頂きたい。そのために要
請よりも強い形での指示を出
して頂きたい。

今、多くの人がこのコロナ禍において我慢を強いられている。国立大学
に通う大学生もそのうちの一員である。確かに現状として、実験の多い
学部やゼミに通う生徒から次第に組織が動いている。一方で講義の授
業が多い学部、低学年の人々の多くは未だにオンラインによる授業参加
である。これには様々な原因が考えられるが、要因の一つとして大学側
の懸念が挙げられる。集団感染を起こした京都産業大や天理大が各方
面からの批判の的になってしまった話は記憶に新しいからである。
その一方でGo Toキャンペーンが行われるなど、娯楽における移動への
理解が進む中で、学びのための大学は機能していないという不健全とも
言っていい状態が続いている。いくつかの報告で学生は精神的に疲弊し
ていることが報告されており、経済的な理由においても退学を考えるも
のも多いという。精神疾患はコロナが治ればなくなるものではないし、学
歴社会と言わざるを得ない日本での大学中退は手痛いものである。これ
は将来の日本社会の人材という財産を失うには十分な出来事となり得る
と考える。
先ほども述べた通り、どの大学においても非常に保守的な形式での授
業が行われている。先ずは国との関わりが強く影響力のある国立大学
からでも良いので、感染対策をした上での通常の対面授業を促進しては
もらえないだろうか？そうすれば周りの大学も方針を変えて行きやすい。

この願い出をどこに叫べば良いか分からず、このシステムをお貸し頂き
ました。乱文失礼致しました。ご精読ありがとうございます。

個人 文部科学省

　文部科学省では、新型コロナウイルス感染症が拡大する中においても学生の学修機
会の確保を図ることが重要と考えており、例えば、12月23日に発出した「大学等におけ
る新型コロナウイルス感染症対策の徹底と学生の学修機会の確保について」（高等教
育局長通知）では、「感染対策を十分に講じた上での面接授業の実施が適切と判断さ
れるものについては、面接授業の実施を検討するなど、学生の理解や納得を得た形で
の学修機会の確保に努めること」について周知を図っています。

大学設置基準（昭
和31年文部省令
第28号）第25条第
２項、第32条第５
項

対応
　引き続き、学修機会の確保等について大学が学生の理解や納得を得た形で取り組
むよう促していきます。

474 令和3年1月27日 令和3年3月9日
大学における各
種申請書類の電
子化

大学において学生が提出・申
請する書類、たとえば学費免
除申請や休学届、あるいは在
学証明書の発行など、すべて
紙で行われており非効率的で
す。メールでPDFをやりとりす
るか、学生ポータルサイトから
申請させるなど、電子化すべ
きです。

大学において学生が提出・申請する書類、たとえば学費免除申請や休
学届、あるいは在学証明書の発行など、すべて紙で行われており、いち
いち大学事務まで赴かねばなりません。とくに現在はコロナの影響で大
学事務が短縮開室となっており、予定を会わせるのも大変ですし、皆そ
の日に来るのでかえって密になっています。メールでPDFをやりとりする
か、学生ポータルサイトから申請できるようにすれば済む話です。わたし
はフランスの大学に留学していたことがありますが、そのとき書類はす
べてPDFであり、紙でやりとりしたことなどありません。印鑑のせいもある
のでしょうか。

個人 文部科学省
御指摘の学生が提出申請する書類については、法令等において書面とすることを規定
しておらず各大学ごとに内部規定や運用により提出書類やその方法を定めているとこ
ろです。

なし
現行制度
下で対応可
能

　大学・学生間における連絡や事務手続きのデジタル化を進めることは、迅速な情報
共有を実現するとともに、大学・学生双方の負担軽減にも大きく寄与するものであるこ
とから、各大学が学生による手続き等について内部規則等で定めている場合には、各
大学の実情を踏まえつつ、必要に応じて見直しを進めていただくよう、文部科学省よ
り、令和２年10月21日付事務連絡「大学等が学生に求める押印の見直し及び大学等・
学生間における連絡手段のデジタル化の推進について」において、各大学へ依頼をし
ているところです。

475 令和3年1月27日 令和3年2月18日
国勢調査につい
て

同一住所に二世帯５人家族で
生活をしています。
紙の国勢調査票には４人まで
しか記入欄がなく、ネットには
世帯主を２人入力するとエ
ラーになります。
コールセンターの回答では役
所に行って事情を説明しログ
インIDやパスワードを取得す
るようにとのことでした。
選挙では同一住所でも世帯分
だけ郵便が届くのに、なぜ国
勢調査では違うのですか？横
の情報の共有化をお願いしま
す。

国勢調査の件で、ウチは二回問い合わせをしています。これから役所に
行くので合計三回になります。同じような全国の二世帯以上家族分の問
い合わせ対応人数と時間が削減されます。

回答しようという意欲がなくなるのでデメリットです。

今回、同一住所複数世帯については選挙管理委員会との情報共有化に
よって解決できる事案だと思います。

セキュリティ面でのハードルは高いと思いますが期待しています。

個人 総務省
国勢調査の世帯の定義に係る回答については、番号107の回答を参照してください。
行政記録を活用した書類の送付に係る回答については、番号76の回答を参照してくだ
さい。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

476 令和3年1月27日 令和3年2月18日
教育公務員の出
勤簿について

教育公務員の出勤簿を廃止
すべき。

現在教育公務員の殆どは出勤簿に押印する形で勤怠管理されていま
す。
毎朝出勤するたびに押印をする単純な仕組みなのですが、その実態は
かなりお粗末なものです。
月末にまとめて30回押印する者、月曜の朝に1週間分先に押してしまう
者、思い出したときにまとめて押す者等、勤怠管理としての機能を全く果
たしていません。
そこで、この無意味な出勤簿制度の廃止をいくつかの段階に分けた提案
します。
(1)既にタイムカードを導入している自治体の出勤簿の即時廃止
せっかくタイムカードが導入されても、上から「これからも出勤簿に押印
はするように」と指示されてしまっており、これではただ作業と管理コスト
が増えただけです。
(2)タイムカードを全自治体への導入を加速し、出勤簿の撤廃をする。

これを行うことのメリット
・職員の勤務時間についての意識がシビアなものになり、漫然と残業を
行う者が少なくなる。
・出勤簿の管理をする管理職の業務量軽減になる
・勤怠の捏造が行われにくくなる。

緊急度は高くない気もしますが、強く無駄を感じている部分の一つです。

個人 文部科学省 番号27の回答を参照してください。

477 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国立高等専門学
校機構の出勤簿
の廃止について

出張申請等がオンライン化さ
れているのに、未だにハンコ
を押す出勤簿が存在していま
す。事務方の「慣例」だけで
残っている出勤簿の廃止を提
案します。

監査の直前に人事から連絡があり、まとめてハンコを押す出勤簿なん
て、不要だと思いませんか？
出勤しているのが前提なわけで、休んだ日だけ記録する「欠勤簿」で十
分ではありませんか？

特に、教育職は出退勤管理が行われず、無給の超過勤務がし放題で
す。職場の敷地内に入ったかどうかを確認すれば良いので、スマホの
GPSで自動記録するだけで足りませんか？

個人 文部科学省
国立高等専門学校機構の規則において定めはありませんが、多くの学校においては
出勤事実の確認のためのルールとして、出勤簿への押印を行っています。

なし
検討に着
手

国立高等専門学校機構本部より各学校へ、形式的な書面主義・押印原則・対面主義
の見直しを進めるよう、令和３年１月２０日に通知しました。
なお、国立高等専門学校機構の規則等に定められた諸手続きに係る押印手続き等
は、順次見直しを行っています。

478 令和3年1月27日 令和3年3月9日
科学研究費の一
元化と大学附置
研の活性化

旧文部省のJSPSと旧科技庁
のJSTを一元化し、無駄な重
複をなくしてほしい。教育と研
究に線を引き、旧科技庁には
大学附置研を含め研究全体
を管理してほしい。

ボトムアップの科研費のはずが実際大型予算を含みJSTの予算と重複
している。そもそも様々な言い訳をつけてはいるが、研究費の管理が実
質別の機関でされている必要がない。旧文部省と旧科技庁の融合が大
幅に遅れていることも問題だが、分かれていたいのであれば旧文部省
がJSPSを惜しくても手放すべきである。JSPSとJSTは統一の科研費とす
れば、一研究者が過剰に取ることを防ぎ、またボトムアップとトップダウ
ンを一緒にコントロールできる。
更に大学附置研をJSTが管理してほしい。将来、理研やWPIの原型にな
る可能性があるものには予算をつけてほしい。私が以前いたドイツと比
べて研究力が低いのは、独立研究所の量と質の問題である。突然100
個の理研を作るより、大学附置研を盛り上げていくほうが早い。旧文部
省のように予算に応じて閉じようとするのではなく、旧科技庁が盛り上げ
てほしい。なんとか規制を外し、附置研を旧文部省から離すことを提案し
たい。

個人 文部科学省

各法人においては、それぞれの設置目的に応じて業務を行っております。

独立行政法人日本学術振興会法
（振興会の目的）
第三条　独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術研究の助成、
研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関
する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。

国立研究開発法人科学技術振興機構法
（機構の目的）
第四条　国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）は、新技術の創
出に資することとなる科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する基礎研究、
基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務及び我が国における科学技術情報
に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の
振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を
図ることを目的とする。

独立行政法人日
本学術振興会法、
国立研究開発法
人科学技術振興
機構法

対応不可

　両法人は、それぞれ異なる設置目的に応じて業務を行っており、具体的には、独立行
政法人日本学術振興会（JSPS）は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の
支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、
学術の振興を図っています。一方、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）は、新
技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研究開発等を総
合的に実施しています。各法人の所管する資金配分についてもその目的に沿って行う
こととなります。
　なお、一人の研究者に対する研究費の過度な重複を防ぐ観点からは、両機関におい
て、審査の際に他の研究費等の受入れ状況を確認しているほか、JSPSが行う科学研
究費助成事業（科研費）の審査において、JSTの戦略目標に照らし相応しい研究課題
については科研費では採択しない旨を明確にし、JSPSとJSTそれぞれの役割を踏まえ
た審査・評価を行うとともに、科研費の成果を他事業に効果的に繋げるために情報を
共有するなど、両機関間の連携を図っています。
　また、政府全体として、競争的研究費の各種事務手続きに係るルールの統一化、手
続きの簡素化、デジタル化など研究者等の事務負担軽減にも努めています。今後も、
基礎研究力の強化に向けて、引き続き研究現場の声を伺いながら、必要な改善を図っ
てまいります。
　後者のご指摘については、現在、文部科学省研究振興局が、大学附置研、理研、
WPI等をいずれも所管し、基礎研究力の強化に向けた取組を総合的に推進していると
ころです。また、科学技術イノベーションの観点から、大学の研究力を高めることは重
要であり、例えば令和2年度第三次補正予算及び令和3年度財政投融資計画（案）で
は、JSTに大学ファンドを創設し、その運用益を活用して世界トップレベルの研究大学
を目指した研究基盤の強化を行う等の取組を新たに実施する予定としています。こうし
た取組を通じて、大学附置研を含めた大学の研究振興を図ってまいります。

479 令和3年1月27日 令和3年3月9日
大学教員公募手
続きのあり方

教員公募について、長い間感
じている事務の問題です。
どの大学でも共通して必要な
書類（たとえば研究業績書な
ど）に統一した書式がなく、応
募の都度膨大な書類を書き直
さなければならないことは、国
内の若手・中堅研究者に過大
の負担を強いるだけでなく、応
募意欲を削いでいます。同時
に、海外諸国の大学・研究機
関ではメールに書類添付で応
募が一般的な今の時代に、押
印した紙文書の郵送を要求し
ていることは、国内応募者に
とってだけでなく、広く国際的
に応募者を募る機会を阻んで
います。
早急に改善すべき事柄と思い
ます。

統一書式により、かつメールでの応募を一般的な応募方法とすることを
徹底すれば、上記の通り、国内の応募者がより多くの応募機会を得るこ
とができます。また、外国籍の優秀な研究者に門戸を開くだけでなく、海
外に職を求めざるを得なかった在外の優秀な日本人研究者の帰日を促
す一助ともなります。

個人 文部科学省

　各大学における教員等の人事は，各大学がその責任において適正に行うことが基本
ですが、文部科学省では、「研究力向上改革2019」において掲げた「求人公募における
海外からの応募に係る負担の軽減」等を踏まえ、各大学等において、特に国外の研究
者が応募・面接に当たり不利益の被ることのないよう、求人公募における応募・面接の
オンライン化の推進に努めるよう好事例を示しながら依頼（令和元年5月事務連絡）し
たところです。

なし 対応
　令和元年5月事務連絡で示した取組事例を更新するとともに、オンライン化を活用し
た公募申請手続を取り入れるなど、教員等の求人公募手続きの不断の検証を求める
事務連絡を改めて発出・周知を行ったところです。



規制改革・行政改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

107

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

480 令和3年1月27日 令和3年2月18日

財務省所管
NACCSセンター
が保有する現金
預金等51億円の
活用について

河野大臣が平成14年頃追及
されていた財務省所管の輸出
入・港湾関連情報処理セン
ター（株）（NACCSセンター）
は、税関手続及び関連民間
業務を独占して手数料水準を
10年以上高く維持している結
果、現金預金31億円・投資有
価証券20億円の合計51億円
が国庫納付されることなく遊
休資産となっている。
独法であればムダな資産は
国庫納付するのに、NACCSセ
ンターは設置法に規定されて
いないことが要因。
この現金等は、国民が支払っ
た手数料が原資であるから、
高止まりする手数料の引下げ
原資とするか、国庫納付して
コロナ対策などに有効に使う
べきではないか。

NACCSセンターは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理
等に関する法律（NACCS法）10条等により、税関手続及び関連民間業
務を独占的に実施することと引き換えに全国で公平かつ安定的に、なる
べく安い料金で実施しなければならないと規定されている。
ところが、10年間以上、料金を維持した結果、R2年度には利益剰余金１
4.9億円を計上し、平成20年度の独法から株式会社化した際に、システ
ム開発費用に使用するとして引き継いだ資産40億円以上（注）は、使わ
れることなく増加し続けている。
（注）平成20.4.8(衆)財政金融委員会、松野(頼)委員、遠藤副大臣の質疑
を参照

これは、NACCSセンターの費用は、国が利用度合いと無関係に赤字に
ならないように大半を支弁していることや、配当原資として毎年１億円以
上を措置していること、民間が利用度合いに応じて支払う手数料が10年
間改定されることなく意図的に放置していることが要因と業界の間で有
名な話である。
また、株式会社化された際に、配当金を支払う目的で法律に規定された
財務省認可業務（貿易関連書類電子保管業務）が赤字を垂れ流してい
るため、その穴埋めに手数料が下げずにいるとも聞く。
結果として、令和２年度末の財務諸表によると、現金預金31億円・投資
有価証券20億円の合計51億円が有効に使われることなく遊休資産と
なっている。
これらの資金は、利益剰余金も14.9億円と積み上がっていることを考え
れば、NACCSの利用料を引き下げに使うか、
法改正して国庫納付を実現しコロナで苦しむ国民のために利用するべき
であると考える。

個人 財務省

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（以下「NACCSセンター」といいます。）
は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律（昭和52年法
律第54号）第10条により「常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意」しつつ
「全国において、適切、公平かつ安定的に、かつ、なるべく安い料金で行われるように
努めなければならない」とされています。

電子情報処理組
織による輸出入等
関連業務の処理
等に関する法律
（昭和52年法律第
54号）第10条

その他

NACCSセンターの株式は、政府保有義務分を除き平成28年に株式売払いが行われて
おり、現在、同社の株主は国（50.01％）だけではなく民間（49.99％）も含まれており、平
成29年以降は毎年配当により国及び民間の株主へ株主還元を行っております。
また、NACCSセンターの利益剰余金については、国及び民間の利用者からの利用料
金によるものであり、これらはNACCSの運営などに活用することにより、利用者全体に
還元していくことが適当であります。
いずれにせよ、NACCSセンターの利益剰余金の処分については、株式会社として経営
が適正かつ効率的に行われるための資産水準を確保しつつ利用者の利便性向上など
の利用者還元の方策について、同社において検討されるべきものと考えられます。
いただいたご提案についてはNACCSセンターにお伝えさせていただきます。

（参考）NACCSセンターの令和２年３月31日現在の貸借対照表によると、資産の部のう
ち現金及び預金は31.06億円、投資有価証券は20億円ですが、負債の部のうち流動負
債は43.37億円となっております。

481 令和3年1月27日 令和3年3月9日
国立大学におけ
る入札制度の見
直しについて

国立大学において、事業者に
対して◯◯◯万円以上の案
件は入札とするという制度を
撤廃していただきたい。入札
ではなくコンペでもいけるよう
にしてほしい。

コロナ禍におけるオンライン化により、国立大学の学内合説オンライン化
について、競争見積もりでの入札案件となっている大学が多数ありま
す。
その場合、キャリア支援に今まで関わりのなかったIT企業などが、オンラ
インイベントの運営ができるということだけで入札に参加できる状況で
す。
オンラインサービスは業界関わらず手が出しやすい領域です。
大学としては、就職支援キャリア支援に精通している業者にお願いした
い想いがあると思いますが、いくら仕様書を作り込むとはいえ、就職支
援についてよくわからないIT企業でもとにかく安く入札すれば落札できる
ような現状です。

業者側の立場からすると、ある一定以上の案件になると、なぜコンペで
はなく入札しなければいけない制度になっているか理解できません。
ある一定以上の金額が必要な大規模プロジェクトだからこそ、入札は避
けた方が、組織や学生のためになるとしか思えません。
ご検討のほどよろしくお願いします。

個人 文部科学省

国立大学法人の調達については、法人化以降、国として統一的な基準は示しておら
ず、各法人の判断によって調達の方法等を定めております。ついては、現行制度下に
おいても、各法人の規則等に基づき、コンプライアンスの遵守に十分留意した上で、一
般競争入札ではなく企画競争によって契約を行うことが可能です。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

482 令和3年1月27日 令和3年3月9日
公募書類を郵送
からメールへ

現在、日本国内の大学での教
員公募はほぼすべてが紙に
印刷したものを郵送という形
式をとっている。
これをPDFファイルをメール送
信する形式へと転換してほし
い。

現在、日本国内の大学での教員公募はほぼすべてが紙に印刷したもの
を郵送という形式をとっている。
これは欧米などの海外で活躍している一線級の研究者が国内へかえっ
てくることを阻害している事実上の鎖国政策である。
日本へ優秀な科学者を招致するためにもメールによる公募形式にして
いただきたい。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

483 令和3年1月27日 令和3年2月18日
「one in two out制
度」の創設

新たに１つの規制を導入する
場合に、少なくとも２つの既存
の規制
等を廃止する「one in two out
制度」の創設

政府は、「世界で一番企業が活動しやすい国」の実現を目指しており、成
長戦略のＫＰＩとして「2020年までに世界銀行事業環境ランキングにおい
て、先進国（ＯＥＣＤ）３位以内を目指す」としてきたが、現在、わが国のビ
ジネス環境世界ランキングは、ＯＥＣＤ35カ国の中で29位（世界銀行・ビ
ジネス環境ランキング2020年）まで下降している。上記目標を達成する
ためには、規制緩和や行政手続コストの削減について抜本的に見直し
を行うことが不可欠である。また、一旦緩和された規制や、削減された行
政手続コストをこれ以上増やさないようにすることも重要である。
諸外国では、行政手続コスト等を増加させないために、以下（注）の制度
を導入しており、これに倣ってわが国にも新たな制度を創設すべきであ
る。例えば、新たに１つの規制を導入する場合に、２つ以上の既存の規
制等を廃止する制度として「One-in/Two-out」を導入し、規制緩和を推し
進めることが重要である。また、「One-in/One-out」をまず導入し、段階
的に廃止する制度の数を引き上げる方法も考えられる。
規制遵守費用を算出して数値目標を設定し、取り組みの見える化を行う
ことや、第三者委員会を設置し、その取り組みを評価・分析することも必
要である。

（注）
アメリカ One-in/Two-out（2017年～）
・３件の規制導入に対し、67件撤廃
（81億ドル削減）（2017年度）
・14件の規制導入に対し、176件撤廃
（230億ドル削減）（2018年度）

イギリス One-in/Three-out（2015年～）
One-in/One-out（2010年～）
One-in/Two-out（2013年～）
・ 毎年約22億ポンド削減（５年間で100億ポンド超）（2015～2016年）

日本商工
会議所

内閣府
総務省

番号139の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
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提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

485 令和3年2月15日 令和3年3月26日
不動産に関する
役所の縦割りを解
消して頂きたい。

（１）不動産登記簿や公図に、
不動産の利用に関する規制
情報を集約し、不動産に関す
る情報の一元化をする。
（２）「土地利用計画届」などの
提出が求められるケースもあ
るが、窓口や申請書の様式が
それぞれ異なり、添付する図
面の縮尺が異なることもある
ため、窓口と申請書の様式、
地図の縮尺や用紙サイズつ
いても、統一化をする。
（３）土地利用に関する申請書
に添付する写しは、特にカ
ラーや大判の図面などについ
ては、原則としてＰＤＦなどの
データーとして提出すれば良
いこととする。
（４）著作権を理由として規制
区域図の写しを交付しない役
所もあるが、著作権料をその
場やネット上で収めれば、複
写が出来る取り扱いとする。

不動産登記簿を確認しても、土地の利用に関する規制区域（公有地の
拡大の推進に関する法律、国土利用計画法、宅地造成等規制法、森林
法、景観法、都市計画法、砂防法、農地法、土壌汚染対策法、水道水源
保護条例などにより指定された区域）については、各法律を所管する官
庁に出向き、閲覧により確認をしなければならない。
しかも、同じ県が所管する場合でも、県土木事務所、県森林事務所、県
都市計画課、県環境課などに分かれ、窓口が３０キロ以上離れた場所
にあるケースもあり、土地利用者は不便を強いられている。
さらに、市販されている地図に、役所が指定区域を着色して記入してい
る場合、指定区域の閲覧は認められるが、地図の著作権侵害を理由と
して、撮影や複写は拒絶されるケースもある。
もちろん、担当窓口によっては、規制内容を役所のホームページに地図
で示しているケースもあるが、所管する法律に関する規制しか記載され
ておらず、必ずしも便利とは言えない。
また、古民家のリフォームなどによる活用が期待されている不動産特定
共同事業にあっては、省令により申請書の正本１部に写し４部の添付が
義務付けられており、レターパックに入らないボリュームとなっている。森
林法などにおいても、同様に多くの部数の写しの提出が求められてお
り、場合によってはＡ１サイズの図面などをカラーでコピーするため、コ
ピー料金だけでも１万円を超えることもある。
そこで、縦割り行政の弊害を解消をして、不動産の利用を促進する目的
で、次の４点を提案する。
なお、国土利用の観点から、不動産登記などはすべて国土交通省を中
心にして、制度設計からやり直すべきと考える。

個人

法務省
農林水産省
国土交通省

環境省
総務省

内閣官房
文部科学省

（１）
不動産の登記事項証明書等には，登記記録に記録された内容が記載されるところ，当
該内容は，登記所にて収集・管理している情報に限られ，土地の利用に関する規制区
域（公有地の拡大の推進に関する法律，国土利用計画法，宅地造成等規制法，森林
法，景観法，都市計画法，砂防法，農地法，土壌汚染対策法，水道水源保護条例など
により指定された区域）に関する情報は記載されません。

（２）
各法律の申請書や添付書類等につきましては、それぞれの立法目的や規制趣旨に照
らして、必要最小限度の情報をご提出いただくよう定められているものです。

（３）
令和元年12月に施行された「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（以
下、デジタル手続法という。）」第６条第１項により、添付書類も含めて、申請等のオンラ
インによる提出が制度的に可能とされているところです。

（４）
「著作物」は，著作権法（以下「法」という。）第2条第1項第1号で「思想又は感情を創作
的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされて
おります。
また，著作権法上，著作物の例示（法第10条第１項）があり，設計図のような「図面」，ソ
フトウェアやデータベースのような技術的・実用的要素の強いものとして「プログラム」も
含まれるところ、「地図」も，「図面の著作物」の一種として同条同項第６号に例示されて
おります。そして，著作物の複製その他の法定利用行為を行う場合，著作物の自由な
利用を認める権利制限規定に該当する場合を除き、基本的には権利者の許諾を得る
ことが必要となります。（法第63条第１項）。

（１）
不動産登記法第１
１９条及び第１２０
条

（２）（３）（４）
公有地の拡大の
推進に関する法律
国土利用計画法
森林法
農地法
デジタル手続法
著作権法
等

（１）
対応不可

（２）（３）
（４）
その他

（１）
不動産登記制度は，登記記録に記録された内容を公示することにより，国民の権利の保全を図り，もって
取引の安全と円滑に資することを目的としているところ，各府省等が保有する土地情報については，各省
庁等が個々の業務に応じて収集・管理・提供しており，個人情報の保護の観点等から，その利用目的以外
の目的のために情報を利用又は提供してはならないこととされていることから，登記記録に各省庁等が
個々の業務に応じて収集・管理・提供している情報を記録することは困難です。
なお，御指摘の各窓口への来庁することの御負担については，不動産登記制度においては登記事項証明
書をオンラインで請求することが可能とされており，引き続き，オンライン化の推進に向けた取組を進めて
まいります。

（２）
ご提案の趣旨を踏まえ、申請時の負担軽減を図る観点から、公拡法及び国土利用計画法の規定に基づく
申請書及び添付書類について、デジタル手続法（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律。
令和元年12月施行）に基づく電子的方法による申請を積極的に推進するよう、今年度中に事務を担ってい
る地方公共団体に周知を図ってまいります。
また、農林水産省では農林水産省デジタル・ガバメント中長期計画（令和２年３月27日農林水産省行政情
報化推進委員会決定）において、令和４年度中に全ての手続をオンラインで受け付けられるようにすること
を目標としており、農地法・森林法における手続についてもオンライン化に向けて、システムを構築し対応し
ていきたいと考えております。
なお、制度の現状欄に記載のとおり、ご提案にある各法律の申請書等は、それぞれの立法目的や規制趣
旨に照らして必要最小限度の情報をご提出いただくよう定められているものであり、立法目的や規制趣旨
が異なる申請書の様式等をすべて統一することは困難であると考えられるという点については、ご理解い
ただきたいと考えております。

（３）
制度の現状欄に記載の通りです。

（４）
著作物の複製の許諾や著作権料の納付方法は個々の著作権者の意思に委ねられるものであるところ，地
図の著作物の著作権者の意思に基づいて利用することとなることをご理解のほどよろしくお願いいたしま
す。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/riyohoho.html

【住民票の
写しや印鑑
登録証明
書の交付
について】
対応

【保育関連
の手続きに
ついて】
対応

【地方税の
手続きにつ
いて】
対応

【国税の手
続きについ
て】
対応

【入札関連
の手続きに
ついて】
３段目：検
討に着手

【住民票の写しや印鑑登録証明書の交付について】
ご提案の住民票の写し、印鑑登録証明書のオンライン交付は、改ざん防止の観点や
情報漏洩の防止等の課題があると認識しており、引き続き検討してまいります。

【保育関連の手続きについて】
オンライン申請のできる環境の整備を促すとともに、引き続き「ぴったりサービス」を活
用したオンライン申請が可能であることの周知を行ってまいります。
また、子どものための教育・保育給付認定を申請する保護者及び雇用主の利便性を
向上させるため、雇用主が就労証明書を地方公共団体にオンラインで提出することも
可能になるよう、令和６年度保育所入所申請に間に合うように体制を整えてまいりま
す。

【地方税の手続きについて】
地方税の納税関連については、制度の現状欄に記載のとおりです。

【国税の手続きについて】
国税の納税関連については、制度の現状欄に記載のとおりです。

【入札関連の手続きについて】
総務省においては、規制改革実施計画（令和４年６月７日閣議決定）に基づき、令和４
年６月に実施した「競争入札参加資格審査申請に係る標準項目等の活用状況に係る
フォローアップ等調査」において、調達関連手続の電子化・オンライン化に係る地方公
共団体の意見や実態を把握するとともに、令和４年１１月からは、総務省において開催
している「新たな社会経済情勢に即応するための地方財務会計制度に関する研究会」
において、この調査の結果も踏まえながら、調達関連手続の標準化や電子化・オンライ
ン化等について議論を行っているところです。引き続き、規制改革実施計画等に基づき
必要な取組を行ってまいります。

個人
総務省
財務省

こども家庭庁

【住民票の写しや印鑑登録証明書の交付について】
住民票の写しや印鑑登録証明書の交付については、マイナンバーカードを利用したコ
ンビニ交付サービスを利用できる自治体もあります。

【保育関連の手続きについて】
保育の必要性認定や入所に関する手続き、現況届等、保育に関する手続きのオンライ
ン申請は、「ぴったりサービス」において行うことが可能です。

【地方税の手続きについて】
地方税の電子納付については、従来からeLTAX を通じた電子納付の対象税目を、順
次、拡大してきました。
特に、個人の納税者に納付機会が多い、固定資産税、都市計画税、自動車税種別
割、軽自動車税種別割については、令和５年度課税分から地方税統一QRコードを納
付書に付すことで電子納付が可能となるように対応しており、当該４税目以外について
も、地方団体が希望すれば当該QRコードを活用した電子納付が可能となるように併せ
て対応しています。
さらに、令和４年度税制改正においては、納税者が、地方税共同機構が指定する者
（機構指定納付受託者）に納付の委託を行うことができるように法改正を行っており、こ
れにより、令和５年４月以降、eLTAX を通じた電子納付について、クレジットカードやス
マートフォン決済アプリ等による納付が可能となります。

【国税の手続きについて】
所得税、消費税をはじめ、国税に関する申告手続、申請・届出、納税手続など各種手
続は、税務署に行かずに、自宅やオフィス等からe-Taxによりオンラインで利用が可能
となっております。
国税の納付についてはキャッシュレス納付を推進しており、ダイレクト納付やインター
ネットバンキングのほか、クレジットカード納付、振替納税といった納付手段を提供して
います。
なお、クレジットカード納付や令和４年１２月より、新たに導入したPay払いを利用した決
済手段であるスマホアプリ納付では、夜間休日を問わず、24時間いつでもご利用可能
です。

【入札関連の手続きについて】
地方公共団体における入札・契約に関する具体の事務の実施方法については、国の
法令で定められているものではなく、各地方公共団体において当該地方公共団体の実
情を踏まえ、当該地方公共団体の長が財務規則等で定めて運用しているものです。

【保育関連の手続
きについて】
子ども・子育て支
援法第20条第１項

【地方税の手続き
について】
地方税法747条の
5の2（改正後：同
747条の6）
改正後の地方税
法747条の8

【国税の手続きに
ついて】
国税関係法令に
係る情報通信技術
を活用した行政の
推進等に関する省
令第５条

【入札関連の手続
きについて】
地方公共団体の
規則等

484 令和3年2月1日 令和5年6月15日

役所をオンライン
化し、住民票など
の書類取得や各
種申請が24時間
365日行えるよう
にしてください。

住民票、印鑑証明を役所でと
るのに30分も40分も待たなけ
ればならない。
オンラインのPDFをダウンロー
ドができるようになれば、役所
に使う無駄な時間を削減でき
ます。

保育や納税関連の申込は
ペーパー記入が主体なので
PDFやフォームなどでできるよ
うにすれば、役所に行く手間
や郵送の手間を削減できま
す。簡単にできるはずです（支
払いなどもクレジットやペイ
サービスに対応しオンライン
で簡潔化）

入札関連も、CDデータを役所
に取りに来て確認印を押して
くださいというメールを送ってく
るという矛盾ぶりです。メール
で資料を配布し、オンラインで
入札することで市民の時間を
縛らずにすみます。

オンラインのやりとりで瞬時に済むはずのものがたくさんあります。役所
に行き、待ち時間を経ないとできないということを削減するべきです。

今はマイナンバーがあればコンビニの一般的なレーザープリンターで住
民票が取れるので、行政のページにログインして個人個人の住民票や
印鑑証明などをPDFで取れるようにすることもできるはずです。韓国では
自宅プリンタで住民票が印刷できるようになっています。

スマホで24時間365日、住民票などの書類が取れるようになれば、役所
の混雑解消やスマート化にも必ず繋がります。
印鑑もそうですが、役所はこれ以上、市民の大切な時間を奪わないでく
ださい。

役所をオンライン化し、必要書類や申請が行えるようにしてください。
今の時代に月～金の9:00～17:00までしか必要書類を取れないなんてナ
ンセンスです。

河野大臣頑張ってください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

486 令和3年2月15日 令和3年3月9日

種苗法違反の捜
査権限を林野庁
に付与することに
ついて

　現在、種苗法違反事件は、
都道府県警察があつかってい
る。
しかし、種苗法違反事件は、
一都道府県で発生、終了する
事案はほとんどない。都道府
県警察は、本来各都道府県
の治安維持が目的であり組織
が独立している連携に無駄が
生ずる。その点、林野庁は林
野庁長官を頂点とする国家公
務員で国家組織である。職員
の中には、刑事訴訟法上の司
法警察員の捜査権限を付与
されている。さらに農林水産
省の外郭に種苗の専門研究
機関も存在する。警察も種苗
法違反事件の鑑定・保管等を
依頼している。農林水産省
に、種苗法違反事件の捜査権
限を与えるべきである。麻取・
国税取締官・海保官等がある
ように。

　知的財産権を保護するという、国家目的に照らし、さらに捜査経済の
節約・効率的捜査の観点から農林水産省の外局である林野庁に、種苗
法違反事件の捜査権限を付与することにより、違反事件の摘発の増加
が期待できる。現行法は、各都道府県警察が捜査権限を持っている、各
都道府県警察しか捜査権限を持っていないのである。種苗法のような特
別法の捜査は各都道府県の治安情勢に左右され、人員の確保が厳し
い、さらに種苗法の知識がある捜査官がほとんどいない。専門分野官庁
である農林水産省が、種苗法違反事件の捜査権限を付与すべきであ
る。捜査経済の観点からも軽減になっても増加はない。

個人
農林水産省

警察庁

　種苗法に基づく育成者権の侵害事案については、刑事訴訟法に基づき、警察官又は
検察官が捜査を行っております。
　また、刑事訴訟法では、警察官等は、公務所又は公私の団体に対し、捜査に必要な
事項の報告を求めることができるとしており、育成者権侵害の捜査に当たって必要が
あるときは、農林水産省においても各都道府県警察と連携し、育成者権侵害事案の対
応を行っているところです。

種苗法
刑事訴訟法

対応不可

　種苗法に基づく育成者権の侵害事案については現行各都道府県警察において取扱
いをしていますが、制度の現状に記載のとおり、必要に応じて農林水産省においても
警察等と連携を図っているところです。
　また、林野庁において森林管理局署の一部職員に司法警察権が付与されているの
は、森林管理局署職員は日常の業務において国有林野に立ち入る機会が多く、このこ
とが国有林野（特に市街地から離れた山間地等）における防犯及び犯罪の早期発見に
重要な役割を有していること等の理由によるものと承知しています。
　以上のことから、御提案いただいた「農林水産省に、種苗法違反事件の捜査権限を
与える」ことは考えていません。

487 令和3年2月15日 令和3年3月26日

行政文書の適正
な管理を人事評
価に反映すること
の横展開

国においては行政文書の適
正な管理について人事評価に
反映させることとなっている
が、それを公文書管理法が適
用される他の法人にも横展開
する。

文書の適正な管理
国民への説明責任の全う

個人
内閣府

内閣官房
公文書管理法第11条においては、独立行政法人等は行政文書の管理に準じて、法人
文書を適正に管理しなければならない旨が規定されています。

公文書等の管理
に関する法律（平
成21年法律第66
号）

その他

公文書管理法第11条においては、独立行政法人等は行政文書の管理に準じて、法人
文書を適正に管理しなければならない旨が規定されています。ご提案を踏まえ、独立
行政法人等に対し、法人文書の適切な管理の参考となるよう、人事評価を含め、国の
行政機関における公文書の適切な管理のための取組について、所管省庁を通じて情
報提供をいたします。

488 令和3年2月15日 令和3年3月26日
紙媒体ファイルの
決裁保存廃止

WordやExcelといった電子媒
体で作った文書を印刷し、押
印による決裁を回したあと、
ファイルに綴るという作業があ
ります。決裁は場合によって
は1週間かからないと戻ってこ
ないこともあります。これは業
務速度を落とす要因であり、
電子媒体で作ったものを紙媒
体に落とすことは資源問題に
もなります。

提案は、紙媒体による文書処理は廃止とし、電子媒体で作成したものを
電子決裁により早急に決裁を終わらせることです。これにより遠隔(在宅)
でも決裁することができ、決裁中に指摘のあった文書の修正も容易に行
えます。また、決裁後の文書を電子的に保存することで、過去の文書か
ら検索を行い、必要な情報を即座に得ることも容易になります。紙媒体
をやめることで物理的なファイルを保存する場所(部屋)を確保する必要
がなくなります。
以上により、結果的に業務効率があがり人件費の削減につながります。
電子決裁についてはシステム構築の初期投資が必要になりますが、効
率化効果の方が絶対的に大きいと感じます。

個人
総務省
内閣府

　政府においては、これまで「電子決裁推進のためのアクションプラン」（2014年（平成
26年）４月25日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）等に基づき、電子決裁
の推進に取り組んできたところであり、既にほとんどの決裁が電子で行われているもの
と考えています。
　電子決裁が行われていないものについては、何らかの業務上の困難が存在している
ことから、現在、「電子決裁移行加速化方針」（平成30年７月20日デジタル・ガバメント
閣僚会議決定）に基づき、業務プロセス全体の見直しを行う中で電子決裁への移行に
取り組んでいるところであり、引き続き業務の効率化等に努めてまいります。

　また、平成31年3月に策定した「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」
（内閣総理大臣決定）により、行政文書については、電子媒体を正本・原本として体系
的に管理することを基本とすることとし、取組を進めています。

「電子決裁移行加
速化方針」（平成
30年７月20日デジ
タル・ガバメント閣
僚会議決定）

「行政文書の電子
的管理についての
基本的な方針」（平
成31年３月25日内
閣総理大臣決定）

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

489 令和3年2月15日 令和3年3月26日

クラウド上におけ
る電子署名とデジ
タルタイムスタン
プによる文書管理

文書管理において重要なこと
は、承認と閲覧と改竄の阻止
(または修正の履歴)とセキュ
リティだと思います。承認の仕
組みは電子署名で行い、改竄
の阻止はデジタルタイムスタ
ンプで可能です。
その文書を政府が管理するク
ラウド上に保存し、誰でも閲
覧、修正、承認できる仕組み
をつくるとわざわざ事務所に
行き印刷する必要もないし、
上長、監督する省庁のハンコ
もいらないです。
クラウドには管理元(フォルダ
毎)別に段階的に強固になる
ようにセキュリティをかけて、
簡単に文書が不正取得されな
いようにする必要もあると思
います。

この提案のポイントはデジタルタイムスタンプです。具体的には改竄がも
しできても必ず履歴が残る点にメリットがあります。履歴を残さずに改竄
を、することは不可能です。よって文書の修正も誰がしたかわかるように
なります。また閲覧履歴もタイムスタンプ管理し、誰が見たか履歴が必ず
残る仕組みにすれば不正取得の履歴も追えます。文書が残ってないと
国会の答弁でよく言われますが、消去した履歴も同様の仕組みで管理
することができると思います。
マイナンバー制度があり、国民一人一人にナンバーがあるので、国民一
人一人がタイムスタンプを持っていれば全てが管理できます。
電子署名で承認をした時もタイムスタンプで管理することで誰がいつ承
認したかわかります。
問題点はデータの容量です。その為には全国にサーバを数カ所設置し
てどこか一か所が潰れても大丈夫なようにリスク管理しながら運営する
必要があります。
これはかなり予算がかかるので国を挙げてでないと行えない事業だと思
います。
誰でも、いつでも、どこでも、をテーマに以上の管理を行えば人件費の削
減ができ他の事により予算を割くことができると思います。また、人の労
力を他の事に費やせると思います。NTTデータなどが特に力を入れてい
るので確認されると良いと思います。

個人
内閣府

内閣官房

政府では、平成31年3月に策定した「行政文書の電子的管理についての基本的な方
針」（内閣総理大臣決定）により、行政文書については、電子媒体を正本・原本として体
系的に管理すること、利便性・効率性と機密保持・改ざん防止のバランス確保及びプロ
セス全体を電子化すること等の取組を進めています。

「行政文書の電子
的管理についての
基本的な方針」（平
成31年3月25日内
閣総理大臣決定）

現行制度
下で対応可
能

行政文書のデジタル化は、文書管理を確実かつ効率的に行う上でも、また、政府全体
のデジタル化を進める上でも重要です。国の行政文書について、政府では、平成31年3
月の「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（総理決定）などに基づき、取
組や検討を進めています。具体的には、今後作成する行政文書は、紙媒体ではなく、
電子媒体を正本・原本とすることを原則とし、将来的には、行政文書の作成から移管・
廃棄までを一貫してシステム上で処理することを可能とする「本格的な電子的管理」の
実現を目指すこととしています。今後、公文書管理のデジタル化を更に進めていきます
が、その際には、ご提案いただいた内容も含め、関係府省庁において検討を行ってい
きたいと考えています。

490 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国立大学の授業
料免除制度につ
いて

国立大学での授業料免除制
度及びそれに準ずる制度利
用希望時の必要書類等提出
物の削減

※国立大学に関することなので提案致しました。意見する場が違ってい
たらすいません。
私は現在、ある国立大学に通っています。JASSOの給付型奨学金制度
が始まるのをきっかけに授業料免除制度を利用しようとしたのですが、
必要な提出書類が多くて苦労しました。必要な書類を収集するのにも、
また特に現在は書類を郵送するななどの手間もかかるため手続きする
だけでもかなりの出費になります。この制度を利用する学生の多くは金
銭的に苦しいため、書類等を削減し電子上でのやり取りでどうにかなら
ないかと思うのです。大学授業料という多量の額が免除されるため、厳
しい(ややこしい)審査が必要なのはわかりますが、マイナンバーを上手く
活用するなど改善の余地はあるように考えます。

個人 文部科学省

高等教育の修学支援新制度における給付型奨学金と授業料減免の支援対象者の要
件は同一のため、大学における授業料減免の事務においては、日本学生支援機構で
マイナンバーを活用し、判定した支援区分の情報を活用できるようにしております。そ
のため授業料等減免の支援を受けるために、大学等に提出する資料について、文部
科学省が定めているのは、原則として授業料減免申請書のみとなります。また、大学に
よって異なりますが、文部科学省としては、減免申請書の提出について電子メール等
での対応も認めております。

なし
現行制度
下で対応可
能

引き続き申請者の負担が軽減されるように努めてまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

491 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国の奨学金継続
願の提出方法の
改善

学びを継続するための奨学金
の審査に合格し、授業料を免
除していただくだけでなく、日
本学生支援機構から奨学金
を頂いています。その継続願
を、大学の学務へ先日提出し
なければならなかったのです
が、署名のためにわざわざ用
紙をダウンロードかつ印刷し、
簡易書留で郵送しなければな
りませんでした。コンビニや郵
便局にわざわざ向かうのは大
変手間がかかりました。

継続願の提出方法を電子化してほしいです。具体的には、署名がパソコ
ン上でも出来るようになれば、用紙を郵送する必要はなくなると思いま
す。
これが成されることで、紙や郵送のコスト削減、学生の提出から学務に
届くまでの時間短縮、電子媒体のデータの集約が可能になり業務効率
が良くなる、などのメリットが挙げられます。ただでさえ、奨学金の手続き
は複雑なものが多いので、簡素化されることにより、学生もより気軽に応
募できるのではと考えます。

個人 文部科学省
日本学生支援機構の奨学金制度では、継続願の提出はスカラネットパーソナル（イン
ターネット上で各個人が奨学金情報の確認や各種手続きを実施できるシステム）より
行っていただくようになっており、既に電子化しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

492 令和3年2月15日 令和3年3月9日

大学教員公募に
おける書類提出
および面接の電
子化

大学教員公募に対して応募者
が用意する書類の提出方法
を、従来の郵送に限定したも
のから電子メールなどを用い
た電子的な提出手法に統一
する。また面接に関しても、従
来の面接会場に直接赴く形式
以外にも、オンライン形式によ
る遠隔面接も選択肢に必ず加
えるよう統一する。

重要書類のやり取りの電子化が進む昨今に至っても、日本国における
大学教員・研究者の公募は、依然として応募書類が紙媒体であることを
前提したものがほとんどである。応募者は自身が書き上げた書類を複数
部印刷し、それを書留郵便と朱書きして郵便窓口へ赴き、送付する形式
が書類提出方法の大多数を占めている。また面接に関しても、応募者が
直接大学に赴く形式が殆どで、電子メールによる書類提出およびオンラ
イン面接が中心となっている他国（特に欧米中の大学）と比較して非常
に異質である。これは昨今の新型コロナウィルスの世界的流行によって
確立しつつある、「３密」を極力避ける新しい生活指針とも矛盾し、また国
外在住の研究者（日本人・外国人問わず）にとって応募時の大きな障壁
となるため、国際化が進む世界の大学の主流とも逆行するものである。
提案者自身も、新型コロナウィルスに感染防止のために外出の自粛が
推奨されていた時期にも拘らず、大学からの「窓口に期日までに郵送す
べし」という非合理的な指示により、泣く泣く感染リスクを負って書類を郵
送した経験もある。また、この旧時代的な公募方法は、海外の優秀な研
究者が、日本の大学をキャリア選択肢から外す理由になりうる。これを
放置してしまうと、日本の研究業界に不利益を及ぼすことは間違いな
い。上記の理由から早急に提案内容をトップダウン形式で推進していた
だきたい。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

493 令和3年2月15日 令和3年9月10日 謝金の書類

学生などにデータ整理の仕事
を頼んだ時のアルバイト代(謝
金)支払いに、銀行口座登録
はともかく、毎月3種類の紙を
出す必要がある。計画書、勤
務実績、出勤簿。手書きで書
かなければいけない書類、ハ
ンコが必要。

当大学だけの問題かもしれないが、計画書は不要とし、実績も手書きで
ある必要なしとし、最終的には毎月本人と管理者がチェックすれば良い
話

個人 文部科学省 規制改革の番号518（文部科学省）の回答を参照してください。

494 令和3年2月15日 令和3年3月9日 jspsのアカウント
科研費と国際交流関係の窓
口、アカウントが異なる

JSPSが行う事業なのに別のアカウントが必要なのは非効率。idは一つ
になれば効率的になる

個人 文部科学省

　独立行政法人日本学術振興会（JSPS）が実施する科学研究費助成事業や学術国際
交流事業等の公募受付、審査、交付、報告書提出等の各種手続については、インター
ネットを利用した日本学術振興会（JSPS）電子申請システムにより運用しています。
　御指摘の点については、事業毎にシステムが構築されていることから、それぞれ異な
るアカウント（ID及びパスワード）が設定されます。

なし 検討を予定

　現在、政府全体として、競争的研究費の各種事務手続きに係るルールの統一化、手
続きの簡素化、デジタル化などの取組を推進しているところです。それらの方針も踏ま
え、日本学術振興会（JSPS）電子申請システムのアカウントの統一に向けて検討を
行ってまいります。

495 令和3年2月15日 令和3年3月26日 気象庁の書類

インターネットでデータダウン
ロードする時代になって久し
いが、気象庁は、データ利用
許可にハンコが必要で、その
ために数日待たされる

海外からの利用希望もあり、ハンコのための時間の無駄を無くせば、日
本の優れたデータの利用者や信頼性が増す

個人 国土交通省

　気象庁においては、研究機関等に気象庁のデータを提供する際には、提供を受けた
いデータの種類や利用目的を記載した申請書の提出をお願いする場合がある旨を定
めた内規があります。ただし、本申請書の様式では、押印は求めていません。
　また、地上の気象観測データ等の一部のデータについては、気象庁ホームページを
通じて、インターネットでダウンロードすることができ、利用にあたって申請は不要です。

なし
現行制度
下で対応可
能

　「制度の現状」に記載したとおり、押印を求めていませんが、念のため、押印を求めな
いことを徹底するよう、組織内に改めて周知しました。

496 令和3年2月15日 令和3年3月9日
公立学校教職員
の働き方改革

公立学校では、仕事ができる
と思われている教員に業務が
集中し、定時を大幅に過ぎた
20時や22時に帰る教員がい
る。一方で、家庭のある教員
や、仕事ができないと思われ
ている教員は業務の負担が
軽く、定時で帰ることが出来て
いる。業務内容、学校行事な
どを再考し、業務のスリム化
を図り、教員の働き方改革を
進めていって欲しい。また、時
間外勤務をした教員にはみな
し残業代ではなく、残業時間
に応じた時間外勤務手当を出
して欲しい。

コロナ禍で、今まで教員の業務を圧迫していた業務が大幅に削減され、
教員の退勤時間が早まった学校もある。これを機に不必要な業務や外
部委託できそうな業務(消毒作業や部活動、テストの丸つけなど)は積極
的に外部委託し、業務をスリム化させることにより教員の働き方改革を
推進して欲しい。また、部活動では教員が勤務時間外に生徒を指導し、
それに伴い指導の責任が発生するにも関わらずそれに応じた賃金が発
生しない現状がある。休日にも生徒を自家用車に乗せて送迎をするよう
管理職に命じられる教員もいるが、それに対しての賃金は発生しない。
指導と責任への対価を払って欲しい。

個人 文部科学省 番号114の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

497 令和3年2月15日 令和5年7月12日
マイナンバーカー
ドの普及

カードを申請して一ヶ月以上。
なんの音沙汰も無し。政府か
らの普及促進を期待する旨の
声は耳にするものの本気度は
全く感じられない。無力な庶民
は置き去りにされているのか
な？

カード作成のメリットを丁寧に説明してください。なぜ申請から一月以上
の期間が必要か。理由は？改善の工夫努力は？他諸々。口先以外の
促進の意思が感じられない。様々のことを伝わるよう丁寧な説明を求め
ます。

個人 総務省

マイナンバーカードには、以下のメリットがあります。
1.本人確認書類になる
2.コンビニで各種証明書が取得できる
3.健康保険証としても使える
4.マイナポイントももらえる
5.新型コロナワクチン接種証明書の電子交付にも利用
6.オンラインで行政手続
7.「マイナポータル」で暮らしがもっと便利に
8.民間のサービスでも使える

また、マイナンバーカードの発行については、申請をいただいてから、まずJ-LISにおい
て、「顔写真の審査」「カードの作成」「電子証明書の発行」　などを行い、市区町村に発
送いたします。そして、市区町村において、最新の本人確認情報との照合などを行い、
交付通知書を送付することとなります。
申請から交付を通知するまでの期間は、市区町村において交付準備を行う期間も合わ
せて、
概ね１か月程度を要しておりますが、これまでに、製造工程の見直しや機器の増強に
より、カード作成期間の短縮を図ってまいりました。申請が集中するときなどは、通常よ
り交付通知までの期間がかかる場合もありますが、迅速な交付に向けて努めてまいり
ます。

なし 対応

メリットについては、制度の現状欄に記載のとおりです。
また、交付までの期間については、「制度の現状」に記載したとおり、製造工程の見直
し等による発行の期間の短縮に取り組んできたところですが、さらに、新生児、紛失等
による再交付、海外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる場合を対象
に、申請からカードが届くまでの期間を１週間以内とする特急発行・交付の仕組みを創
設することを検討しております。

498 令和3年2月15日 令和3年3月26日
国土交通省航空
局に関して

航空局、東京航空局、大阪航
空局の試験官や審査官をエ
アラインでの運航経験を必須
としていただきたいと思いま
す。
その際、審査官等はエアライ
ン機長と同等の給与を支給す
ることで、きちんとした生活補
償と責任を付与して、海外に
遅れを取らない制度化が必要
であると考えます。

従来、パイロットの審査、エアラインの監督等を審査官や試験官が行っ
ています。しかしながら、大半の方がエアラインでの機長としての経験が
ない事で、エアラインのパイロットとして何が必要で、何が必要でないか
がずれている場面が多々あると思います。様々な海外の同様の制度を
見ても、日本は様々な点で遅れており、エアラインでは、この程度の知識
や技量が必要とされていても、非常にマニアックな質問をされたり、いら
ない学習をしなければならないケースが多々あります。パイロットの養成
でもかなり無駄が生じている事、エアラインを作る際でも、どこに問題が
あってというのが、エアラインでの相応の経験があって、管理監督や審
査等が行えると思います。航空機の運航は安全を第一と考えますが、エ
アラインはその安全を踏まえた上でのビジネスですので、安定と経済を
両立しなければなりません。エアラインに関する様々な規制を含めて総
合的に改革する事が必要であると考えます。ただ、私のようにあるエア
ラインの機長が提言した場合、現状の制度では、試験等で不合格にされ
るリスクを伴います。
もし現状の給与等が補償されるので有れば、私自身が審査官等を行
なって改革を行いたいところではありますが、なかなか困難を伴うもので
しょう。

個人
国土交通省

人事院
内閣官房

運航審査官及び航空従事者試験官の採用にあたっては、『国家公務員法』及び『人事
院規則』に基づき採用しています。
採用後、運航審査官への任用にあたっては、航空運送事業に係る専門的知識並びに
機長及び査察操縦士に対する審査の知識を有するとともに、当該審査に必要な能力
を有することを要件としております。また、上記要件と同等である航空運送事業におけ
る機長経験を要件として中途採用を行っておりますが、ほとんど採用には至っておりま
せん。
一方、航空従事者試験官のエアライン機の試験を担当する者は、試験官任用後に小
型機での試験経験を積んだ上で型式限定取得し、さらに定期運送用操縦士資格取得
をエアラインのコース訓練に投入されて育成されます。したがって、中途採用者も含め
て航空運送事業における機長経験を特段の要件とはしていません（運航審査官と同
様、機長経験者の応募はほとんどありません。）。
また、運航審査官及び航空従事者試験官を含め、国家公務員については、採用時の
給与決定において、前職の給与額を基礎として決定するものではありませんが、採用
後の職務内容に応じ、運航審査官及び航空従事者試験官として採用される者の知識・
経験、能力、採用前の経歴等も考慮して決定することが可能な仕組みとなっておりま
す。この他、一定の要件を充たす業務に従事した場合には、俸給の調整額や特殊勤務
手当を支給することとなっております。

国家公務員法
一般職の職員の
給与に関する法律

検討を予定

いただいたご意見を踏まえ、現行の航空運送事業者への安全規制に関する課題につ
いては航空運送事業者やエアラインに所属する操縦士からもヒアリングを実施し、実態
把握と今後のあり方について検討していきます。
また、運航審査官及び航空従事者試験官（エアラインを担当する者）への任用にあたっ
ては、上述の実態把握を踏まえつつ、運航審査官及び航空従事者試験官（エアライン
を担当する者）の任用研修及び各種訓練の内容について不断の見直しを図ることによ
り、より充実した審査及び試験が実施できるように努めてまいります。
運航審査官及び航空従事者試験官の給与については、関係法令に基づき、引き続き
適切に運用してまいります。

499 令和3年2月15日 令和3年3月9日

縦割り行政、特に
自治体間の連携
がないために無
用な手書きの医
療関係書類が増
えている

全国の国家／地方行政機関
に以下の号令をかけていただ
けないでしょうか。
1. 全ての役所宛提出書類の
書式は、それを作成したWord
形式などの元のファイルを
ホームページなどで公開する
こと。
2. 全ての役所宛提出書類の
書式は、特別の事情がない限
り「A4縦、横書き、片面印刷、
白黒」に統一し、特別の事情
がある場合はその事情を公開
すること。
3. 全ての役所宛提出書式は、
他自治体や関連省庁と協力
し、全国統一書式として（再）
作成すること。
4. 特別の事情により自治体の
独自書式の役所宛提出書類
を作成するときは、Word形式
などの元のファイルとともに、
その事情をわかりやすく説明
した理由書も公開すること。

医療／福祉分野では無数の役所宛提出書類があり、その多くを医師が
書きます。新しい制度ができる度に書類が増えますが、減ることはありま
せん。増える一方の書類を書く際に助けになるのが電子カルテです。電
子カルテで患者氏名、生年月日などは自動入力して誤記載を防ぎ、医
師は意見書本文の記載に集中し書類業務の増加に対応しています。し
かし、現在大半の書類は以下の2つの問題のため電子カルテで記載でき
ません。
1.同内容の書式が自治体ごとに異なります。福岡県では政令指定都市
である福岡市、北九州市、そして残りの福岡県内の自治体で書式がばら
ばらで、近隣県からも患者が来ますから書式が何通りあるかも分かりま
せん。患者は役所で書式の紙をもらい、病院に提出し、医師はその紙に
手書きで記載し、後日患者がその書類を受け取り、役所に提出するとい
う無駄が生じています。
2.通常のプリンターから出せないようにしてある書類が多いです。A3用
紙より大きな用紙の両面記載や（障害年金診断書）、色紙に印刷してあ
る用紙（複数の自治体の身体障害者意見書）カーボン紙複写の書式（福
岡市の新生児聴覚スクリーニングの補助事業）は、電子カルテを用いた
記載は不可能です。

これらの問題は、行政担当者が、わが国の医療現場が既に電子カルテ
への移行をほぼ完了しており、書類業務を電子カルテ上に移行した方が
現場が助かるのだという事実を知らないだけなのだろうと推察します。
A4用紙で印刷できるWord形式の書式が提供されれば、電子カルテに組
み込むことは容易です。すなわち、トップダウンで上記号令をかけるだけ
で新規予算も新制度も不要で速やかな改善が期待できます。

個人 厚生労働省

【障害年金診断書について】
障害年金診断書は、障害年金の認定基準に該当しているかどうかを適正に判断できる
よう、厚生労働省において全国一律の様式を定めています。
障害年金診断書は、日本年金機構ホームページにおいてエクセル形式及びPDF形式
で掲載しており、ダウンロードしてパソコン等で入力することもできます。
実際には、医師が障害年金診断書を手書きで記載されるケースが多いこと、また、審
査のために必要な情報を記載いただくとともに、医師の負担をなるべく減らす観点か
ら、原則としてA３両面で印刷したものを提出いただくこととしていますが、印刷の都合
等によりA４片面で作成された診断書の提出も可能としています。

【身体障害者意見書について】
身体障害者診断書・意見書については、身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師
の指定に関する取扱いについて（平成21年12月24日障発1224第３号）様式１の通り
で、色紙の指定等は記載しておりません。また、本通知は、地方自治法（昭和22年法律
第67号）第245条の４第１項の規定に基づく技術的助言（ガイドライン）として位置づけら
れているもので、本件の事務は自治事務であり、用紙の種類については自治体の裁量
で決めているため、その担当の自治体にお問い合わせください。

-

【障害年金
診断書につ
いて】
現行制度
下で対応可
能

【身体障害
者意見書
について】
現行制度
下で対応可
能

【障害年金診断書について】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【身体障害者意見書について】
制度の現状欄に記載のとおりです。

500 令和3年2月15日 令和3年3月9日

商品代金請求は
納品と同時に行
い、支払いは翌月
とする。

国立大学の事務員、教員が
購入した物品代金は、その場
で見積・納品・請求書を発行
し、翌月支払いとする。

国立大学では、科研費、運営費交付金、寄付金など「大学が代金支払に
使う財布」が複数あるため、教員（または教員から依頼された事務員）
が、教員一人ひとりに割り当てられた「各財布」の残金を確認して、支払
い代金を振り分ける必要がある。
（どの財布から支払うかは、教員の指示がないと決められないルールに
なっているので、いちいち教員にお伺いを立てなければならない。教員
は多忙を理由に支払いを後回しにする傾向がある）
そのため納入業者と大学事務員にとって、納品からかなりの日数が経過
してから支払い手続きとなるので、事務が煩雑である。
ひどい場合は、教員が「すでに支払ったはず」と勘違いして、年度をまた
いでも支払い手続きを怠る場合がある。
都度決済のみの大学と、年度末にまとめて決済可の大学が混在してい
るのは不合理。
都度決済に統一してほしい。
（さらに言うなら、予算が年度末までに使い切りのため、年度末に１円、２
円の端数を合わせるためのクリップ１個、コピー用紙１枚などの購入が
あるのも事務を煩雑にする。ある一定金額以下なら、余っても良いよう
にはできないものか？）

個人 文部科学省

国立大学の物品代金の支払期限については、各法人の学内規則等に沿って、運用さ
れていると認識しております。
また、遅延の要因としてあげられている、支出財源の決定については、「研究機関にお
ける公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」において、発注段階で支出財
源の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握できるように要請しております。
国においては、運営費交付金、寄附金の年度末までの使い切りは求めておりません。

なし
現行制度
下で対応可
能

国立大学の物品代金にかかる支払期限については、各法人の学内規則等に沿って運
用されていると認識しておりますが、学内規則に沿った支払いが行われれるよう、各法
人に対しあらためて周知を図るとともに、仮に学内規則等で定めのない法人があった
場合は改善を促してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

501 令和3年2月15日 令和3年3月26日
大学公募内定受
諾の期間延長

大学公募でオファーをもらって
から受諾するか判断するまで
の期間が短すぎる(即日ある
いはお願いしても3日程度)。
最低でも1ヶ月は猶予を作るこ
とを義務化してほしい。

複数のオファーが出る可能性があったときに一番良いものを選べない。 個人 文部科学省
　各大学における教員の採用の具体的なプロセスについては、各大学の責任において
適正に行うこととされています。

なし 対応

　大学の教育研究の中心を担う教員に優れた人材を確保し、これらの者がそれぞれの
役割に応じて能力を最大限に発揮できるよう、教員等の人事の在り方について不断の
検証等を図っていくことが求められることから、教員等の求人公募手続きの不断の検
証を求める事務連絡を改めて発出・周知を行い積極的な検討・見直しを促しています。

502 令和3年2月15日 令和3年3月9日
研究者公募書類
の全面電子化

研究職（ポスドク、助教、講
師、准教授、教授等）の公募
における郵送による応募の原
則廃止。
およびその全面電子化。

多くの大学の研究職公募が、おそらく伝統的慣習だからと言う理由で、未だに「提
出書類を厳封の上、「XX応募書類」と朱書きし、簡易書留でご送付ください。」と
注意書きの上、郵送による応募のみを受け入れています。これは、若手研究者
にとって「百害あって一利なし」の状態です。

郵送によるデメリット
・大学の国際化の障害。外人の応募や、外国からの日本人の応募を想定してい
ない。現状では、国際郵便を用いて応募することになっているが、その郵送時間
や、郵送コスト等から、応募する側が気軽に応募できないため、どうしても国内在
住の研究者に有利なシステムになっている。個人的には、日本人研究者の国外
への流出の要因の一つであると思っています。
・資源の無駄。研究職の倍率は、時には100倍になります。面接に進める候補者
は数人で、それ以外の応募者の郵送された書類はそのまま破棄されます。応募
書類をPDFで閲覧する、ではどうしてダメなのでしょうか？

電子化によるメリット
・世界標準の研究機関と外国人研究者から認識されるようになると思います。外
国人若手研究者が、日本で一旗揚げるために応募する、と言うことが増えてくる
と思います。
・同様に、外国在住の日本人研究者が、日本に帰るケースが増えると思います。

東京大学・東京工業大学等はすでに全面電子化申請をしている（と聞いておりま
す）。
また参考までに、私の研究分野である、理論物理学の素粒子物理の分野では、
2017年から今日まで、64件の助教以上の公募の中で（私立含む）、34件の公募
で郵送による応募を要求していました。比較的国際化が進んでいるこの分野です
ら、この値であります。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

503 令和3年2月15日 令和3年3月9日

国公立大学教員
公募における書
類郵送の廃止と
フォーマットの統
一

国公立大学の教員公募にお
いてその多くは国籍を限らず
募集を行っていますが、その
多くが公募に必要な書類（履
歴書、業績調書等）の郵送を
義務付けており、海外からの
応募の妨げとなっています。
電子メール、あるいは電子
フォームでの応募を推奨する
よう制度変更を促して頂けれ
ばと思います。
また、各大学独自に公募
フォーマットを厳密に定義し、
応募時にそのフォーマットを
遵守することを強く求める大
学が多数存在します。一般に
教員ポストへの公募は何件も
応募することが多く、毎回各
大学独自のフォーマットに書
類を修正するというのは、公
募に応募する若手教員にとっ
て大きな負担になっているた
め是正を求めて頂きたいと思
います。

上記の通り、公募において郵送が必要となるというのは海外からの応募
時に多大なコストを必要とし、また国際郵便の郵便事情によっては公募
期限より大幅に前に書類を準備して発送しなければならないなど、海外
に滞在する研究者に不利益を生じさせています。これを電子化すること
で、海外からの応募をより公平に扱うことができ、政府が奨励する大学
の国際化（海外留学中の日本人研究者の応募、外国人からの応募）に
も大きく貢献できると考えます。
また、書類の電子化を認めている大学もいくつか存在するものの、その
多くは印刷した業績調書や論文別刷等の提出を求めています。上位大
学の公募ともなれば業績調書は数十枚に及ぶことも多く、そのような数
十枚の紙束が一公募につき何十通も郵送されてくるというのは非常に無
駄が大きいと思います。電子化を認めている大学にあってもデータを入
れたUSBやCD-R等を郵送で提出を求めることが多いですが、電子デー
タになっている以上電子メール等インターネットを通じた通信手段を用い
ることが効果的です。また、教員公募は倍率の高さから考えて一人が数
回、数十回応募を行うことは普通ですので、書類作成の手間も可能な限
り減らすことを推奨する枠組みを作って頂きたいと思います。
上記については、実際に欧州留学中に国立大学教員公募への応募に
際し電子申請を受け入れて頂けないか打診したところ、他の応募者への
公平性の観点からこれを断られたことがあるということを申し添えます。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

504 令和3年2月15日 令和3年6月16日
労災保険と雇用
保険が部署が違
う

労災保険と雇用保険が部署
が違う、システムが違う（e-
govと民間サービスで別々）、
電子証明書をいちいち取りに
行かないと駄目、エラーが出
てもわからないととにかくとん
でもなく、ミスしていて手続き
が遅れてくると、分厚い資料
が送られてきて、結局電話し
たり労働基準局に出向く必要
がある。双方において全くの
無駄なので、早急にぶった
切ってほしい。

電子申請したのに、書類が足りないなどで結局資料が送られてくる。全
てにおいて無駄であり、厚労省は労働法自体を完全に見直さないと駄
目。

職員自体をカットできるし、手続きもスピーディーになる。
ワンストップ行政に戻す必要がある。

雇用保険の適用条件なども、アルゴリズムで自動判別させ、各クラウド
人事給与システムに組み込ませ、そこから申請をさせるなどが必要。

管理はブロックチェーンを使うことで確実に管理できる。

国で巨大なシステムを作らず、民間のシステムと連携させ、国はDBと
APIだけ用意するようにすれば、１年もあれば準備できるだろう。

人件費の抑制とIT投資の抑制、民間への事業描き位の創出と、手続き
の迅速かと漏れがなくなるのと、エビデンスが適正になる。

ITが使えない事業者は今後潰れるということも前提とし、意味のない社
労士なども統廃合され、社会がスリムになっていく。

無駄無理ムラを無くしましょう。

個人 厚生労働省

　労災保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労
働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、
障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うもので
あるのに対し、雇用保険は労働者が失業した場合や、労働者について雇用の継続が
困難となる事由が生じた場合などに、生活及び雇用の安定と就職の促進のために必
要な保険給付を行うものであり、制度の趣旨が異なります。

労働者災害補償
保険法
雇用保険法

対応不可
制度の現状欄に記載のとおり、労災保険と雇用保険については制度の趣旨が異なり、
各制度における手続やその給付に係る要件等についても違いがあるため、適切な部
署において対応することとしております。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

505 令和3年2月15日 令和3年7月20日
行政手続き時の
和暦・西暦の扱い
について

2020年(令和2年)現在、行政
手続き等の書類を記入する
際、日時の欄を西暦で書いて
も受け付けてもらえません。
特に去年は西暦でいえば
2019年としか言いようがあり
ませんが、和暦となると"平成
31年"と"令和元年"、この2通
りの書き方が出来てしまいま
す。西暦1989年も同じ現象が
あったことと思います。

年号が変わるたび、法的根拠
が無いにも関わらず上記の通
りややこしい和暦のみに表記
を絞るのは、理にかなってい
ないと考えるのが妥当でしょ
う。

以上を踏まえ日付を記す際
は、和暦はもちろん西暦も併
記すべきと考えます。和暦で
あれ西暦であれ、日付を特定
することに関しては変わりない
のではないでしょうか。

2019年6月、社会保険から国民保険に切り替える手続きを市役所で行い
ました。その際保険証の適用期間の説明を市役所職員の方からいただ
きました。しかし2019年は年号が変わる節目の年ということもあり、説明
されていた職員の方、例外なく私個人も混乱する様子でありました。

もし和暦と西暦が併記されることとなったら、上記のような説明もスムー
ズにいただくことができたでしょう。それだけでなく、河野行政改革担当大
臣が推し進める書類の電子化における効率化にもつながると考えます。

個人 厚生労働省
　法令上、届出に関し、年月日の記載方法について規定をしておらず、各市町村の判
断で、西暦と和暦の併用をいただくことも可能となっています。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

506 令和3年2月15日 令和3年3月9日
大学教員公募に
かかる応募書類
の適正化

大学教員を公募する際，応募
書類に冗長・非生産的な部分
が見られますので，改善を要
望します。
1)紙媒体/郵送での応募の廃
止(JREC等既存システムの義
務化)
2)性別欄、写真欄の廃止(男
女の雇用機会均等)
3)履歴書・業績書書式の統一

大学教員を公募する際，応募書類に冗長・非生産的な部分が見られま
すので，改善を要望します。

1)紙媒体/郵送での応募の廃止(JREC等既存システムの義務化)
→紙媒体の場合，履歴書のみならず，著作や論文などを5部程度送る必
要が出てくる。これは書留であれば1500円程度かかることになり、複数
応募を出す場合、財政的負担である。また，それを印刷する際，ペー
パーレス化を図るためにプリンターを所持していない者も多く、その場合
コンビニ印刷などで多額の負荷が生じる(1論文20枚だとして1論文あたり
5部印刷で1000円×3論文)。廃止をされたい。

2)性別欄、写真欄の廃止止(男女の雇用機会均等)
業務遂行の採択にとってそもそも不必要であるため、廃止されたい。

3)履歴書・業績書書式の統一
各大学が「本学の様式」として様々な様式を設定している。それぞれ異な
る様式のため、毎回応募する大学に応じて作り直さねばならず、そのた
めの時間がかかる。たとえば1応募につき2時間程度(それを印刷→送付
となるとさらに時間がかかる)。様式を一切廃止されるか、統一されたい。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

507 令和3年2月15日 令和3年3月26日
公務員共済組合
の年金記録の完
全電子化

共済組合をまたぐ人事異動が
あった際の年金記録の移管
を、紙媒体で行い手作業で打
ち込むのではなく「A記録とB
記録を結合」といった形で簡
便に取り込めるシステムにす
る。

公務員共済組合の個人記録は電子化されているデータのほか、「原票」
と呼ばれる紙媒体との二重管理になっている。
共済組合をまたぐ人事異動の際には、「原票」を異動先の共済組合へ送
付し、異動先で記載のとおりに入力される。入力内容は在任期間のみな
らず、その間の全ての給料・賞与の記録である。
特に、毎年4月の人事異動においては大量の「原票」の発送・受け取りが
あり、とりわけ市町村職員共済組合(教育委員会管轄)と公立学校共済
組合の間でやりとりされる件数が多い。
市町村～と公立～間の人事異動は2～3年で繰り返されることが多く、そ
の度に保管庫から対象者の「原票」を取り出し、データと「原票」の内容
が一致しているか確認し、箱詰めして互いに発送する作業を反復してい
る。(なお、この異動対象者の通知は、共済組合の「組合印が必須」の書
類を郵送して行われている。)

この作業が必要となる原因は、「年金記録が共済組合ごとに縦割りに
なっている」からである。
A共済組合からＢ共済組合のデータベースへアクセスすることはできず、
かつ、データで抜き出し・取り込みを行うシステムが構築されていないた
め、一旦紙に落とし込んでから郵送するという手順を要している。

異動対象者の通知 及び 年金個人記録の移管をデータで行うことが実
現すれば、生産性の向上(人件費削減、時短、郵送費や紙・印刷代のコ
ストカット)に繋がることは明白である。また、ヒューマンエラーの発生(郵
便事故含む)も抑えることができるため、年金記録管理について失われ
た信頼を取り戻す一助ともなるだろう。

個人 総務省

地共済各組合においては、地方公務員等共済組合法施行規程第90条に基づき、別紙
様式第９号による組合員原票を備え、組合員が他の組合の組合員になったときは、そ
の者に係る組合員原票を当該他の組合に送付し、その写しを保管しなければならない
とされています。

地方公務員等共
済組合法施行規
程第90条

検討を予定
組合員原票のデータ化及び地共済組合間の異動に伴う組合員原票移管のデータ化に
ついて、地共済組合及び連合会など関係者も含めて、令和2年度中に検討に着手して
参ります。

508 令和3年2月15日 令和3年4月16日
形骸化した組織
は民営化すべき

日本学術会議員の改任に伴
う新任候補のうち、６名の任
命拒否が、憲法２３条違反だ
とニュースになっている。日本
学術会議員に任命されると特
別国家公務員の資格を得る。
審査もなしに国家公務員にな
ることはあり得ない。日本学術
会議等の主張は、慣例から逸
れたことに対する狼狽しかな
い。政府が決定したことは、特
別国家公務員への任命拒否
だけであり、その専門とする
学問領域を何ら制限するもの
ではない。日本学術会議の主
張する憲法違反があるという
のなら、政府には不存在確認
訴訟を提起する利益がある。
人事に関し説明責任などあろ
うはずがない。この機に形骸
化した組織は民営化すべき
だ。

小さな政府・国庫支出の削減・民業の活性化 個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体
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所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
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要請日
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取りまとめ日

509 令和3年2月15日 令和3年4月16日
学術会議の見直
し

今、話題になっている「学術会
議人事、候補任命６名の任命
拒否」により、学術会議の存
在価値・血税である年間予算
10億４８００万円が必要・適切
な金額なのか国民に知れるこ
とになった。任命拒否された
学者達は「学問の自由への乱
暴な介入と拒否理由を述べ
ろ」と言っているが会員でなく
ても、子供でも自由に研究・学
問できる。彼等は会員という
「権威・名声」を得る既得権持
続を望む個人欲でしかない。
まず、彼等の成果と選出理由
を国民に説明してから菅総理
に拒否理由を要求するのが
筋である。「学術会議存続可
否と予算の見直し」を血税納
税者として強く求める。

学術会議が廃止されれば年予算血税10億４８００万円が削減できる。こ
の費用を国際競争力強化の量子技術・AI・ロボット・新材料・宇宙開発等
やノーベル賞輩出することに投入すべきである。廃止しないのであれば
予算消化の内容を検証し、不必要な費用を削減する。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

511 令和3年2月15日 令和3年3月9日

国立大学におけ
る教員公募書類
の紙媒体提出の
廃止、並びに公募
書類形式の統一
化

国立大学における教員公募
の紙媒体による提出を廃止
し、web媒体での提出の義務
化を希望する。加えて、CV,業
績リスト等の公募書類形式の
統一化を希望する。現在、紙
媒体に限られた国立大学にお
ける教員公募が少なからず存
在しており、これが優秀な海
外の研究者獲得の障害となっ
ている。また、各公募ごとでの
公募形式が異なることが、研
究者の時間の浪費につながっ
ている。web化並びに公募書
類のAcademic Jobs online
(https://academicjobsonline.o
rg/ajo)での提出の義務化はこ
れらの問題を解決する上で非
常に有用な手立てと言える。

研究者の国際化に伴い、海外で活躍する日本人研究者が増加するとと
もに、海外の優秀な研究者の日本での受け入れが求められている。現
在、これを妨げる一つの要因に、教員公募が紙媒体であるという問題が
ある。
例えば下記の公募においては、紙媒体を唯一の選択肢としており、web
での提出ができない状態になっている。
http://www.bs.s.u-
tokyo.ac.jp/content/files/koubo/2020%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%A7%91
%E5%AD%A6%E5%B0%82%E6%94%BB%E6%95%99%E6%8E%88%E5%85%AC%E
5%8B%9F.pdf
上記では一つの例を挙げたが、同様の例は多数散見される。このような
紙媒体での提出は、特に海外在住の研究者にとっては、多大な時間並
びに費用の負担を強いるものとなる。その結果、海外で活躍する日本人
研究者が日本に戻らない、海外の優秀な研究者がそもそも日本に公募
することを視野に入れないという状況が生み出されている。これは、研究
の国際化を掲げる政府の方針に相反するものである。
一方で、海外の事例を見ると、Academic Jobs Onlineを通した公募書類
の提出が一般的に行われている。
https://academicjobsonline.org/ajo
こちらはwebでの提出化による簡約化に加え、各公募ごとでの公募形式
が統一化されている。国内の国立大学も上記に従うことで、優秀な研究
者の獲得、事務作業の簡約化による研究力の向上につながると考え
る。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

512 令和3年2月15日 令和5年7月12日
ウェブサイトの集
約について

省庁や機関ごとに公開してい
るウェブサイトを集約していた
だきたいです。
（元々の用途は違うかもしれ
ませんが、例えばe-gov.go.jp
の配下に/soumu/や/nta/の
ように各省庁ごとのページや
コンテンツを集約し、e-
gov.go.jpのトップページから各
省庁のコンテンツにアクセス
できるイメージです。）

ウェブサイトのアドレスやレイアウトなどが統一されることで、利用者とし
ても見やすさや情報の探しやすさが向上すると思います。
（例えば、e-gov.go.jpのトップページの検索窓から単語を検索した際に、
省庁を横断して関連する情報を検索出来るなど。）
現状、各ウェブサイトに他省庁へのリンクが貼られている箇所もあります
が、リンクが機能していない箇所も所々ありますので。

ウェブサイトの運用面では、アドレスやコンテンツが集約されることによ
り、アドレスやサーバ等の維持費が削減できることやコンテンツの作成
や更新、確認作業が一回で済むことなどがメリットとして考えられます。

個人
デジタル庁

総務省
行政機関の横断検索については、既にe-Govにおいて実装済みです。
運用面の課題については、現状において集約されていません。

なし
現行制度
下で対応可
能

検索については、既にe-Govにおいて実装済みです。
アドレスやコンテンツを集約した場合には、逆に運用負荷が上昇する可能性があり、慎
重な検討が必要であると思料されます。
なお、e-Govにおいては、行政機関が発信する政策・施策に関する情報、行政サービ
ス、各種オンラインサービスなどに関する情報を集約し、発信しております。

513 令和3年2月15日 令和3年3月9日

輸出入・港湾関連
情報処理センター
の利益15億円の
使い道について

財務省所管の輸出入・港湾関
連情報処理センターについ
て、通関手続は同社が運営す
るシステムのNACCSを使わな
ければ処理できないなかで、
特殊法人かつ独占企業であ
る同社は、利用料金を引き下
げることなく毎年黒字を出して
いる。
そのうえ、本年5月はコロナ禍
で業界が苦しむ中、本社を川
崎市から東京都港区に移転し
たり、採算が取れるか怪しい
事業を展開している。
採算が取れるか怪しい新しい
事業の展開や移転する余裕
があれば利用料金の引き下
げをすべきではないか。

NACCS法10条において、「なるべく安い料金で」となっているにも関わら
ず利用料金を引き下げないため、同社の貸借対照表を見ると、利益が
積み上がり14.9億円もの剰余金となっている。
同社は最近、貿易関連文書の保管事業を展開を始めたようだが、業界
で利用している社はわずかしか聞かない。最近は新たに信用保証事業
を考えているようだが、業界としてニーズがあるとは考え難く、利用料金
を引き下げず、そういった事業に利用料金による利益が使われているの
ではないか。
税関もNACCSを利用しているのだからなるべく安い料金であるべきなの
に、税金も無駄遣いしているのではないか。
利用料金の引き下げ効果として、輸出入が促進され、業界の景気の回
復にも繋がると考えられる。
是非とも河野大臣に同社の事業をチェックしていただきたい。

個人 財務省 番号480の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
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対応の概要
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所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

514 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国立大学の求人
公募における書
類提出の電子化

国立大学における求人公募
への応募方法を、常勤・非常
勤問わず紙ベースによる郵送
から共通フォーマットを用いた
電子メールやJREC-INのWeb
公募を利用した電子化に変更
する。

国立大学に問わず、アカデミアの求人公募はその多くが紙での郵送を応
募方法としている。求人の数はそれほど多くない物の、未だに紙ベース
での書類提出は応募者視点では書類作成や郵送にかかる手間から二
の足を踏むことが多い。また大学独自のフォーマットがある場合はともか
く、書式自由の場合は書式作成に更に多大な労力を要する。私自身、今
年独立行政法人の研究所と某国立大学のポスドクの公募に応募した
が、書式が定めてあった前者と比較し、国立大の公募は書式自由のた
め作成に倍以上の時間を要した。上記の理由よって有能な人材がより
良いポストに就く機会を逃し、研究の道を閉ざす者が出るだけでなく、貴
重な人材の海外流出も生じている。これは我が国の基礎研究力の低下
に拍車をかけるだけでなく、有用な基礎技術の特許を他国に奪われるこ
とで国際競争力の低下も懸念される。公募様式の共通フォーマット化、
及び電子化が進めば従来と比較して圧倒的に書類作成の時間短縮に
なるため、若手研究員の雇用流動性にもプラスに作用すると考えられ
る。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

515 令和3年2月15日 令和3年3月9日
学校のプリント撤
廃

学校からの連絡をプリントで
行うのを撤廃し完全にネットで
連絡するようにする。そのた
めのネット環境も準備する。

プリントで連絡することで子どもからきちんと保護者に連絡がいかなかっ
たり、外国人の場合は読めないことがある。また、質問がある場合なども
連絡帳でやりとりになるため、タイムラグがある。さらに学校現場ではプ
リントの作成、配布に膨大な時間的金銭的コストがかかっているため。

個人 文部科学省
学校と保護者間の連絡方法については、各学校で決められているものと承知していま
す。

- 対応

令和２年10月20日に「学校が保護者等に求める押印の見直し及び学校・保護者等間に
おける連絡手段のデジタル化の推進について（通知）」を各都道府県教育委員会等へ
発出しました。
通知では、各学校や地域における実情を踏まえつつ、可能なところから、学校・保護者
等間における連絡手段のデジタル化に向けた取組を進めていただくようお願いしてい
ます。

516 令和3年2月15日 令和3年3月9日
離職した公務員
の再雇用の促進

国家公務員の離職率が増加
していると聞きます。しかし離
職後の事情変更などで出戻り
たいというニーズはあると思
います。ただ、公務員は終身
雇用が前提とされる設計で、
一度辞めると出戻りをするの
は難しいと思います。せいぜ
い任期付職員が限度だと思い
ます。しかし、辞めた後に様々
な事情で公務員に復職したい
とか以前と違う省庁で働きた
い（任期付ではなく正規職員と
して）というニーズもあるはず
です。民間でも出戻りの採用
を活発に行なっており、公務
員も行うべきと思います。
また、給与や退職金の計算
は、勤続年数ではなく、通算
勤務年数で評価すべきだと思
います。そうしないと、出戻り
の公務員は退職金が不当に
低くなってしまいます。

離職する公務員の穴埋め。
民間を経験した公務員の増加による効率的な行政の実現。
公務員から始める雇用の流動化。
リボルビングドアの実現。

個人
内閣官房
人事院

【人事院】
新たに国家公務員に採用された者の給与決定は、採用後の職務内容に応じ、採用前
の経歴も考慮し決定することとされており、提案いただいた国家公務員の給与決定に
おいても、公務での勤続年数に加え、一度退職し公務外で勤務等していた期間の経歴
も考慮し決定することが可能な仕組みとなっております。

【内閣官房】
（前段について）
一度離職した国家公務員が再度国家公務員として任用される方法としては、各府省に
より実施される選考採用による任用、人事院が実施する経験者採用試験による任用等
があります。

(後段の退職金の計算に係る部分について）
国家公務員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続
いた在職期間による（国家公務員退職手当法第７条第１項）とされています。

【人事院】
人事院規則９―８
（初任給、昇格、昇
給等の基準）

【内閣官房】
（前段）
国家公務員法第
36条後段、第45条
の２第２項、一般
職の任期付職員
の採用及び給与
の特例に関する法
律　等
（後段）
国家公務員退職
手当法第７条第１
項　等

【人事院】
現行制度
下で対応可
能

【内閣官
房】
（前段）
対応
（後段）
対応不可

【人事院】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【内閣官房】
（前段について）
御提案理由にあります「民間を経験した公務員の増加による効率的な行政の実現」、
「リボルビングドアの実現」などについては、官民の互いの分野で培った経験を活かし
ていくことにより、官民双方にとってプラスになるものと考えております。
このため、引き続き、各府省により実施される選考採用、人事院が実施する経験者採
用試験による採用など、多様な採用方法を複合的に活用しつつ、出戻りも含めた中途
採用の推進に積極的に取り組んでまいります。
また、霞が関全体の公募の推進に向け、内閣人事局が提供する国家公務員の採用情
報ホームページである「国家公務員　Career Guide」において、霞が関全体の公募情報
のプラットフォームを、本年２月に新たに整備いたしました。このホームページには、霞
が関全体の管理職及び非管理職のリアルタイムの公募状況や、民間人材の活用事例
等を順次掲載し、公募情報を積極的に発信してまいります。こうした取組も、出戻りも含
めた中途採用の推進に寄与するものと考えております。
（後段の退職金の計算に係る部分について）
国家公務員の退職手当については、その基本的性格が長期勤続報償であることから、
職員としての引き続いた在職期間を算定の基礎とする現行の計算方式には合理性が
あるものと考えております。

517 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国立大学の教員
公募における電
子化・待遇の提示

1. ほとんどの国立大学は、教
員公募の書類を郵送で提出
するように志望者に要求して
いる。これは電子メールでの
提出を基本とするように変更
すべきである。
2. 教員公募の際に、ほとんど
の大学は待遇欄に「本学の規
定による」などと書き、具体的
な金額を示さない。待遇を具
体的な金額で提示するように
変更すべきである。

郵送での公募書類の提出は：
（1）海外の優秀な研究者を国内の大学で雇いたい場合、障害となる。国
際郵便は手間がかかりすぎである。
（2）紙資源の浪費である。

また、大学教員の待遇を具体的な金額で提示するのは、雇用の公正性
を確保する上で不可欠である。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

518 令和3年2月15日 令和3年3月9日
公務員宿舎の廃
止

今、公務員住宅が必要か考え
てもらいたい。

公務員が、同じ住宅に住まなければならないほどの公務が常にあるの
でしょうか。個人が負担する金額もびっくりするほど低価です。住宅手当
を支給して賃貸住宅を個人で借りることをしてほしいです。

一般市民は自分で住宅を探しています。会社員であれば住宅手当を支
給さている人もいるし、支給されない人もいます。

住宅に困窮している人のことに思いを馳せることは公務員として必要な
ことだと思います。

個人 財務省

　国家公務員宿舎は、国家公務員宿舎法に基づき、国家公務員等の職務の能率的な
遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的として設
置しております。
　現在、国家公務員宿舎への入居は、真に公務のために必要な職員に限定しており、
宿舎に入居することが認められる職員の類型は以下の５類型となっており、公務のた
めに真に必要な戸数を設置しているところです。

①離島、山間へき地に勤務する職員
②頻度高く転居を伴う転勤等をしなくてはならない職員
③居住場所が官署の近接地に制限されている職員
④災害、テロ、経済危機、武力攻撃等を含め、政府の迅速な対応が求められる事件・
事故等が発生した際、各省庁が定める業務継続計画（BCP）等に基づき緊急参集する
必要がある職員
⑤国会対応、法案作成及び予算等の業務に従事し、深夜・早朝における勤務を強いら
れる本府省職員

国家公務員宿舎
法

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

519 令和3年2月15日 令和3年3月9日
文部科学省の縦
割り

文部科学省では学則の作成
を私立学校に義務付けしてい
て、学則に学校に支払う費用
を記載する事も義務付けして
いる。その学則の作成には事
細かな決まりを作り作成させ、
保護者に安心感を持たせて
支払い義務を課すのに、いざ
学校が学則に記載していない
お金を学則に記載しているか
の様に騙しても文部科学省の
指導担当課は指導を学校にし
ない。同じ文部科学省の学則
作成担当課がホームページで
記載している内容に抵触して
いても課が違うから関係無い
と言う事を平気で言う。同じ文
部科学省が出している学則の
作成の決まりについて実際に
守らなくても良い様に担当課
を変えているようにも見える。

学則を作成の担当課が学則の内容に反する事を学校がした時に指導
するべき。学則は社会への約束と言ったところで、保護者に義務だけ課
して守らないなら文部科学省の指導担当課はいらない

個人 文部科学省

学則は、学校教育法施行規則第三条において、学校の設置についての認可申請書又
は届出書に必ず記載しなければならない事項として規定されています。
また、学校教育法施行規則第四条において、少くとも記載しなければならない事項が
示されています。

学校教育法施行
規則

その他

学則には、法令上、授業料、入学料その他の費用徴収に関すること等を定めることとさ
れているほか（学校教育法施行規則第４条）、在学関係設定の目的と関連し、その内
容が社会通念に照らし合理的と認められる範囲で、学校により様々な事項が定められ
ていると承知しています。
お示しの内容だけでは詳細がわかりかねますが、それぞれの学則に基づく学校の運営
に疑義がある場合には、まずは当該学校の設置者（国立学校については各国立大学
法人、公立学校については各教育委員会（大学・高専は各自治体）、私立学校につい
ては各学校法人）に御相談ください。
また、当該運営が学校教育法等の行政規制に反するおそれがある場合には、個別の
具体的な状況を添えて、当該学校の所轄庁（国立学校・公立大学・私立大学について
は文部科学省、私立高校等については各都道府県）に御相談ください。その内容に応
じ、各所管部局において、所管法令及び行政実例等を踏まえて対応させていただきま
す。

520 令和3年2月15日 令和3年3月9日

妊娠・出産の保険
適用及び居住地
外での支払いに
ついて

(1)妊婦健診と出産費用を保
険適用してほしいです。

(2)自分の居住する自治体以
外で（例：里帰り出産）妊婦健
診や出産、こどもの受診をし
た場合の一時的な立て替えを
なくしてほしいです。

(1)そもそもなぜ妊婦健診と出産費用は保険適用ではないのでしょうか。「病
気」ではないですが、妊娠と出産を保険適用から外したのはなぜでしょうか。
少子化対策と矛盾している気がします。
(2)里帰り出産等で居住地外で妊婦健診を受診した場合、まず全額自分で負
担します。
その領収書を持って、今度は自分の住む自治体へ請求をし振り込まれると
いう流れですが、生まれたばかりの子どもがいるのに、自治体に請求しに行
くのがどれだけ大変かおわかりでしょうか。
おそらく、この制度自体を構築された方はこの一連の流れをご自分では体験
された事がないのかなと推察します。

直接病院から各自治体へ請求すればよいのではないでしょうか。そうすれば
他の通常業務とさほど変わらない業務フローで行えると思います。

ですが、現行のフローでは、
(1)全額自己負担する：余分に現金などを準備する無駄（地方の病院ではな
かなかクレジットは使わせてくれません）
(2)居住地の自治体の窓口で妊婦健診券と領収書を提出する：わざわざ出向
かなければならない無駄、その場で請求書をコピーする無駄、妊婦健診券を
突合する無駄、申請書を記入する無駄、印鑑を押す無駄、口座情報を記入
する無駄
挙句の果てには、振り込みは何ヶ月も先と言われます。
また、上記(2)の無駄の反対側には、行政側での確認作業がすべてに付随し
ています。

これ、保険適用すればすべて解決できませんか。
保険適用できなくても、出産して体がボロボロ、赤ちゃんを抱えてわざわざ出
向かなくても済むように、せっかくマイナンバーがあるのだからできませんで
しょうか。
未来のすべての出産する女性のためにお願いします。

個人 厚生労働省

　妊婦健診の実施主体は、母子保健法（昭和40年法律第141号）第13条第１項により、
各市町村とされています。

　そして、「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」（平成27年厚生労働省告
示226号）において、「市町村は、里帰り先等において妊婦健康診査を受診する妊婦の
経済的負担の軽減を図るため、妊婦の居住地以外の病院、診療所又は助産所と事前
に契約を行う等の配慮をするよう努めるものとする」とされています。

　健康保険制度においては、出産に要すべき費用の経済的負担の軽減を図るための
保険給付として、原則４２万円の出産育児一時金を支給しています。出産育児一時金
制度においては、医療機関の窓口で出産費用を一旦全額支払うという妊産婦の負担
を軽減するため、保険者から医療機関等へ直接出産育児一時金を支給する直接支払
制度等の制度を設けています。

母子保健法（昭和
40年法律第141
号）第13条第１項
等

対応

　厚生労働省としては、「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」を踏まえ、
「里帰り出産等における妊婦健康診査公費負担に関する各自治体の取組事例につい
て」（令和２年２月12日厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡）を自治体宛に
発出し、好事例の周知を行ったところです。

　健康保険制度における出産育児一時金の支給については、制度の現状欄に記載の
通りです。

522 令和3年2月15日 令和3年3月9日
レジデンストラック
について

検疫所では現在海外からの
入国者に対し抗原検査を行
なっているところだが今後入
国人数が増えるにつれより効
率的な検疫業務を行う必要が
ある。ただ外務省がレジデン
ストラックやビジネストラックを
始めたことにより必要書類が
多くなり手続きが煩雑になり
効率的に業務が遂行できてい
ない。ついては検疫エリアに
外務省からの職員を常駐させ
旅客の振り分けなどを行って
いただけないだろうか。

時間の短縮になることはもちろん旅客からの質問に対しても的確に回答
できるようになると考える。現場では判断しかねる事象に関しても解決出
来ると考えられ、より効率的に検疫業務を遂行できるようになるのではな
いか

個人 厚生労働省

新型コロナウイルス感染症については、令和２年２月１日以降、感染が拡大している
国・地域を対象に、外国人の入国を拒否したり、検疫での検査を実施したりするなどし
て、政府全体で水際対策を講じてきました。
そうした中で、令和２年６月以降、感染状況が落ち着いており、日本と協議が整った国・
地域との間で、レジデンストラック・ビジネストラック制度として、ビジネス上必要な人材
等の国際的な往来が再開されました。
また、令和２年10月１日から、レジデンストラックについて、ビジネス上必要な人材等に
加え、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とするとともに、全ての国・地域に
おける同様の対象者についても、新規入国を許可することになりました。
さらに、令和２年11月１日から、日本在住のビジネスパーソンを対象に、全ての国・地
域への短期出張からの帰国・再入国時に、ビジネストラックと同様の14日間待機の緩
和を認めることとしました。
なお、緊急事態宣言が解除されるまでの間、ビジネストラック等の制度は一時停止され
ております。

なし 検討を予定
レジデンストラック・ビジネストラック等の制度についての対応要領を共有するなどし
て、空港の窓口にいる検疫所職員の習熟を深めるとともに、職員の雇い上げ等による
増員により、円滑に対応できるように努めてまいります。

523 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国勢調査につい
て

日本に住んでる人、世帯に回
答の義務がある調査なのです
が、統計法となってます。
やり方、古くないですか？
住民票とか、納税証明とか、
各役所で、把握できないんで
すかね。

なにかしら、自分達のデータ
や、情報は、各役所に、ありま
すよね。

情報あるのに、もう一度、名前
からすべて書くって効率悪い
な。
って思いました。
法律に今なってるからしょうが
ないんですけど。

法律に今なってるので、改正するしかないのでしょうけど、昭和、また
は、その前からのものって、その時は、その方法が最善だったんだと思
います。

各役所の毎年のデータを活用や、各世帯の把握、まとめをするとかはど
うでしょうか？

そんなに、簡単なことではないのかもしれないけど、ちょっと、また、これ
きたなーまだ、これやってるんだーという思いになったもので、できれば、
よろしくお願いします。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

524 令和3年2月15日 令和3年4月16日
日本学術会議会
員の任命方法に
ついて

(1)会員の推薦による任命でな
く各分野毎に学者の選挙で選
出する方がよい
(2)立候補可能は准教授以上
からとする

(1)日本学術会議の推薦や首相の拒否が国民に疑念を持たれないよう
にするため。
(2)若い優秀な学者を採用できるように
※ただし、この組織に税金をかける費用対効果がなさそうなので廃止で
もいいと思う。又は新組織の設置

個人 内閣府

　日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発
達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とし、内閣総理
大臣の所轄とされています。
　会員は、日本学術会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから候補者を選
考して内閣総理大臣に推薦し、この推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命することと
されています。

日本学術会議法
検討に着
手

　令和2年12月16日に中間報告を公表し、日本学術会議のより良い役割発揮に向け
て、日本学術会議において検討を始めています。

日本学術会議のより良い役割発揮に向けて（中間報告）
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo305-tyukanhoukoku.pdf

525 令和3年2月15日 令和3年3月9日
学振特別研究員
の手続きの押印
廃止

学術振興会の特別研究員が
行う手続きのほとんどで、根
拠の不明瞭な押印が要求さ
れるので、廃止をお願いした
いです。
特別研究員が行う手続きの様
式は40あり、うち37に押印が
必要です
（https://www.jsps.go.jp/j-
pd/pd_tebiki/yoshiki/index.ht
ml）。
中には、指導教員や、大学院
研究科長の印が必要な手続
きもあります。
押印の根拠は必ずしも明確で
はありません。
研究員や大学教員が研究に
専念するため、押印の廃止を
お願いします。

（1）研究員を研究に専念させる：押印が必要なために、様式の印刷・押
印・（必要な場合）手元に保管するための書類のスキャン・郵送が必要に
なっており、手続きのたびに、多大な時間を割きます。法的根拠のないも
のについては、押印を廃止することで、この時間を省き、研究に専念させ
ることができます。

（2）大学教員を研究に専念させる：手続きの中には、指導教員の押印が
必要なものもあるため、その廃止により、大学教員の研究時間を確保す
ることができます。

（3）研究員が将来研究職を目指すことを促進する：学振研究員に要求さ
れる、押印をはじめとする煩瑣な手続きが、研究員が研究職を目指す意
欲に水を差しているとの声を聞きます。日本で研究するかぎり、科研費
その他で、学術振興会と付き合うことになります。研究員として煩瑣な手
続きを経験すると、大学教員に要求される雑務の多さが想像され、日本
で研究者をしても研究に専念できないだろうという懸念を抱かせます。

（4）留学生・外国人研究員を招く際の障壁をなくす：押印をはじめとする
煩瑣な手続きが、学振研究員の留学生を当惑させています。手続きは、
本国で研究をするよりもはるかに煩瑣であるため、留学生を日本に招く
際の障壁になります。

個人 文部科学省

特別研究員本人は、署名をもって押印を省略できるため、基本的に押印は不要です
が、受入研究者（指導教員）及び研究機関長（大学院研究科長）は、基本的に押印が
必要です（令和２年度中に新たに設けた様式等については、特別研究員本人のほか、
受入研究者についても、署名をもって押印を省略できます。）。

なし 対応

独立行政法人日本学術振興会の特別研究員に関する手続については、令和３年度か
ら、ウェブシステム及び電子媒体での提出を可能とするスキームを導入し、同年度中
のできるだけ早い段階で、特別研究員本人、受入研究者（指導教員）及び研究機関長
（大学院研究科長）の押印を不要とします。

526 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国勢調査のデジ
タル化

紙を担当者が各世帯を訪問し
て対面で説明して記入後回収
するのを基本にしているの
を、インターネットでの回答を
基本にして、希望者にだけ紙
を送付するように改定する。

国勢調査が行われていますが、何故か人が紙を持って各世帯を訪問し
て、対面で説明をして、紙で集めて集計することが基本となって進められ
ているとのこと。　例外として、インターネットや郵送による回答ができる
とのこと。
是非下記の様にして頂きたい。
１．住民基本台帳のデジタルデータを基本として活用してもらいたい。
２．転居しても住民票を移動しない国民が居て使えないとの説がある
が。
　　主に学生のようだが、大学と連携して住民票を正しくさせて欲しい。
　　それ以外は、誤差範囲であろうから無視してもいいと思います。
３．収入などの付いては国税庁のデータと連携すればいい。
４．上記はすぐにはできないだろうから、それまではインターネットでの回
答を基本として、希望者には紙を使うようにしてもらいたい。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。

527 令和3年2月15日 令和3年3月9日

使途を特定しない
一般財源としての
地方財政措置に
ついて

平成29年から「学校図書館図
書整備等五か年計画」策定に
ともなう地方財政措置がある
が、確実に学校図書館の充実
につながるようにできないか。
各自治体内の学校間で資料
共有システムを作ることをす
すめる等できないか。

平成29年から「学校図書館図書整備等五か年計画」として学校図書館を
充実させるための財政措置がされている。ただ、使途を特定しない一般
財源として地方自治体に措置しているため、財政が厳しい各自治体では
中々学校図書館の充実につながっていない。学校図書館図書標準達成
のため、廃棄本については厳しく規制されるが、古くなった本の更新がま
まならない。せっかくの多額の財政措置が本来の目的に使われないの
であれば意味がない。

個人
文部科学省

総務省

　「学校図書館図書整備等５か年計画」（平成２９年度～令和３年度）を踏まえ、同計画
に基づく学校図書館の図書整備、学校図書館への新聞配備及び学校司書の配置に必
要な経費について、地方交付税措置を講じております。
　文部科学省においては、学校図書館の図書の整備充実、新聞配備の促進、学校司
書の配置促進に努めていただきたい旨を各都道府県・指定都市教育委員会に毎年、
通知を発出するとともに、リーフレットを作成して、全国の教育委員会や学校現場に配
布するなど周知を図っています。また、例年９月に「各都道府県・指定都市教育委員会
学校図書館担当指導主事連絡協議会」を開催し、行政説明の中でこの「５か年計画」
や地方財政措置の内容について説明を行っています。

なし
現行制度
下で対応可
能

　地方交付税については、地方交付税法において、「使途を制限してはならない」と規
定されており、具体的な使途についてはそれぞれの地方団体の判断に委ねられており
ますが、図書は児童・生徒の学習を進めるうえで必要不可欠なものであり、今後とも、
関係会議の場などを活用しながら、各学校の設置者において必要な予算が確保される
よう促してまいります。
　また、各自治体内の学校間の資料共有システムについては、地域の実情に応じて、
各学校の設置者が判断していただくものと考えています。

528 令和3年2月15日 令和3年3月9日
官公庁に出す見
積書や請求書に
ついて

官公庁との取引・契約におけ
る「見積書」「請求書」等の様
式の策定や事業者向けマニュ
アルの公開

官公庁に見積書や請求書を出す際に、フォーマット等が存在せず必要
な記載項目が不明で混乱します。例えば見積書の宛先は支出負担行為
担当官で、請求書が官署支出官宛て等は説明されない限りわかりませ
ん。また民民取引では代表者の役職・氏名を省略しているため、官公庁
用にはハンコで代表者を記載しなくてはなりません。少なくとも必須項目
があるのなら、すべての官公庁にまたがる「統一的なマニュアルや
フォーマット」を作成すべきです。そうすることでしり込みしている新規の
事業者の参入が促され、経費の削減につながると考えます。また法的根
拠がないのなら、見積書等にも代表者の記載は省略しても差し支えない
と考えます。社会通念上、見積書や請求書に代表者の氏名が記載され
なくても、権限の行使は可能と考えます。

個人 財務省
官公庁への見積書・請求書の提出や代金の請求方法（見積書・請求書の宛先、代表
者名の記載の要否等）については、会計法令上定められていません。

なし
現行制度
下で対応可
能

官公庁への見積書・請求書の提出や代金の請求方法（見積書・請求書の宛先、代表
者名の記載の要否等）については、会計法令上定められておらず、必須の記載事項も
特にありません。そのため、見積書・請求書への代表者の氏名の記載の要否も各府省
の判断となっております。

529 令和3年2月15日 令和3年3月9日
マイナンバーカー
ドの充実による国
勢調査の簡素化

マイナンバーカードの充実と
マイナンバーカード利用によ
る国勢調査のインターネット回
答

今回の国勢調査内容であればマイナンバーカードの充実により行政
サービスとの連携で不要になる部分があり、インターネット回答であれば
国勢調査事務も簡素化され経費の節減となると考える。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

530 令和3年2月15日 令和3年6月16日
外国人労働者新
法案

外国人労働者を一旦全て祖
国に帰ってもらって、日本国
内を整理する。その後受け入
れるのであれば、国別制限、
人数制限をする。
技能実習生が妊娠した場合、
労働で来ているのだから、祖
国に帰ってもらう。
受け入れる場合、厳重に審査
を行う。
コロナで職を失った日本人が
たくさんいます。まず、日本人
から雇うべきです。このままで
は自殺者が増えます。

農作物、家畜等の盗難が続いています。外国人のコミュニティで売買さ
れているのも確認されています。
また、種苗なども流出しています。
これらの犯罪に外国人が関わっているのは明白です。
農作物、家畜、種苗などの損害額が多大な事になっています。
技能的な事も流出して、経済的ダメージも計り知れません。
職を失った日本人を雇う事によるメリットは、経済的に余裕が出来れば
子供を作ろうと思えます。経済的不安から子供を育てられないと諦める
人が多数です。
外国人ばかりが犯罪をしているとは言いませんが、やはり習慣などが違
うので、治安悪化も懸念されるので、子供を安心して育てられないと思っ
ている人達も多いのは確かです。
国別制限、人数制限をし、受け入れに厳重な審査をすることで治安悪化
を阻止する事にもつながります。
また、労働で来ているのだから、妊娠で働けないのであれば祖国に帰っ
てもらうのは仕方ないと思います。犯罪を犯した実習生も強制送還し、再
入国は禁止。
入国時に書面で契約すべきです。

個人
法務省

厚生労働省

　外国人が我が国に在留するには、原則として、出入国管理及び難民認定法（昭和26
年政令第319号）に定める在留資格のいずれかをもって在留することとされており、就
労活動ができる在留資格は、別表第一の一、二及び五の表に定められています（身
分・地位に関する別表第二の在留資格を除く。）。
　また、就労活動ができる在留資格の許可基準については出入国管理及び難民認定
法第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成２年法務省令第16号）において定め
られています。
　さらに、懲役又は禁錮に処せられた者については、出入国管理及び難民認定法第５
条第１項において上陸の拒否、第24条において退去強制の対象として定められていま
す。
　技能実習生の妊娠については、技能実習生には日本人労働者と同様に労働関係法
令等が適用されることから、妊娠等を理由として技能実習生を解雇等不利益な取扱い
をすることは法律により禁止されています。

出入国管理及び
難民認定法（昭和
26年政令第319
号）
出入国管理及び
難民認定法第七
条第一項第二号
の基準を定める省
令（平成２年法務
省令第16号）

その他

　外国人労働者の受入れの在り方に関する政府の基本的な方針は、専門的・技術的
分野の外国人については、我が国の経済社会の活性化に資するという観点から、積極
的に受け入れていくというものです。
　一方、専門的・技術的分野とは評価されない分野の外国人の受入れについてはニー
ズの把握や受入れが与える経済的効果の検証はもちろんのこと、教育、社会保障等の
社会的コスト、労働条件など雇用全体に及ぼす影響、日本人労働者の確保のための
努力の状況、受入れによる産業構造への影響、受け入れる場合の適切な仕組み、受
入れに伴う環境整備、治安など、幅広い観点からの検討が必須であると考えていま
す。
　なお、刑法等の罪により懲役又は禁錮に処せられた外国人等については、出入国管
理及び難民認定法第５条１項において上陸の拒否、第24条において退去強制の対象
としています。
　技能実習生の妊娠については、技能実習生には日本人労働者と同様に労働関係法
令等が適用されることから、妊娠等を理由として技能実習生を解雇等不利益な取扱い
をすることは法律により禁止されています。

531 令和3年2月15日 令和3年3月9日

東京国税局にお
けるコピー用紙の
統一について（行
政改革）

東京国税局査察部において、
局長及び次長等への決裁文
書を印刷する際、通常使用す
る再生紙よりも上質な紙（以
下、「上質紙」と呼ぶ）を使用
することとなっている。
国税局全体で用紙を統一す
べきである。

提案理由は以下の２点
１　次のとおり、コストが削減できること
　（１）在庫管理が容易になる（人件費削減）
　（２）印刷時の事務が単純化する（人件費削減）
　（３）調達時に規模の利益が働く（備品費削減）
２　次のとおり、上質紙を使う理由がないこと
　（１）書類の保存に関して、他決裁文書は再生紙で印刷することから、
当該決裁文書のみ上質紙である必要がない
　（２）局長及び次長等も国税局内部の人間であり、納税者や国会議員
等に向けた書類ではない

個人 財務省

東京国税局においては、温室効果ガスの排出抑制のため財務省が定める計画に基づ
き、コピー用紙として再生紙を一括購入し使用しております。
一方、個別・例外的に、各部課で上質紙を使用することが必要な場合は別途購入して
おり、上質紙の使用を禁止するような規定はないため、使用するコピー用紙の種類に
ついては各部課において必要性等の観点から判断をしております。

- 対応

東京国税局においては（制度の現状に記載のとおり）、温室効果ガスの排出抑制のた
め財務省が定める計画に基づき、コピー用紙として再生紙を一括購入し使用しており
ます。
内閣府より連絡のあった令和３年２月15日以降、査察部において作成する資料につい
ても、財務省が定める計画に基づき一括購入している再生紙を使用することとしまし
た。

532 令和3年2月15日 令和3年9月10日
学内郵便の費用
対効果

学内郵便で回すものを個人間
のものはオンラインに切り替
えてほしい。
捺印のためだけに、封筒に入
れポストに入れ、学内郵便の
集配を待つ時間は無駄です。

起案書や決済書類などの捺印が一通り集まらないが故に、学内郵便内
で同じ書類がぐるぐる周り、その度に郵便物の仕分けを大学職員がしな
ければいけない理由がわかりません。
仮に自分が携わっている起案書ならまだしも、他人の起案書を持ち運び
させ、学内郵便を待って仕事しなければいけない理由がわかりません。
ましてや、学内郵便の仕分け作業を障害者雇用枠の人に一概に振っ
て、どんなハンディキャップがある人に対しても郵便物の仕分けをお願
いしているあたりに蔑視や差別を感じました。
ダイバーシティを全面に押し出している割に、中身は大学職員の面倒な
仕事の押し付けにしか見えなかったです。
判子作業が減らせるなら、オンラインでの起案書のやりとりを増やして学
内郵便を減らしてほしいです。

個人 文部科学省 規制改革の番号518（文部科学省）の回答を参照してください。

533 令和3年2月15日 令和3年3月9日
防衛大学校にお
けるネットワーク
環境

防衛大学校のネットワーク環
境と防衛省のネットワークシス
テムとの分離をお願いしま
す。

防衛大学校では機密情報を扱っていないにも関わらず、すべての教官
が防衛省の共有システムを使用する必要があるため、Web会議やオンラ
インストレージ等のクラウドサービスを使用することができません。
そのため、オンライン開催の学会や会議等の出席、運営に支障をきたし
ています。
このままでは、教育研究機関としての機能を維持できません。

個人 防衛省

　現在、政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成３０年７月２５日。サ
イバーセキュリティ戦略本部決定）等に基づき、防衛省では、接続するインターネット接
続口を統合・集約し、集中的なセキュリティ監視を行うなどの取組を行っており、その一
環として、防衛省本省に置かれる施設等機関の一つである防衛大学校の電算機シス
テムも、防衛情報通信基盤（ＤＩＩ）に加入し、セキュリティを確保しています。ＤＩＩに加入
するシステム上では、原則として、ウェブ会議サービス等の約款による外部サービスの
利用は認められておりません。

なし 対応

令和２年秋より、部外学会等へのオンライン参加が可能なタブレットを本省内部部局よ
り貸与するとともに、防衛大学校内においても学会参加のための専用端末及びＷｉ－Ｆｉ
の整備を開始し、令和２年１０月末 時点で既に一部利用可能になっています。
　令和３年度当初からは、すべての教官が部外学会等へオンライン参加可能となるよう
Ｗｉ－Ｆｉネットワークを利用することのできる環境が整備される予定となっております。
　更に引き続き利便性の向上を検討していきます。

534 令和3年2月15日 令和3年3月9日
防衛大学校教官
の業績評価

防衛大学校における教官の
業績を評価する方法を研究機
関として国際的に妥当なもの
にしていただけないでしょう
か。

防衛大学校での教授職等への昇進には、論文の数を基準にして行われ
ていますが、実際には日本語の論文や、国際論文誌としては認識されて
いないような評価の低い英語の論文も業績として評価されています。
そのため、論文の質を無視し、数だけを稼げばよいと考えている教官も
多数おり、内容の薄い日本語の論文ばかりで、文科省科学技術政策研
究所が公表している科学技術論文数にカウントされるような国際論文を
１本も書いたことがないという教授も多数存在します。
すでに教授になってる教官の多数がそのような状況のため、現状の評
価制度が変えられることもなく、危機感もありません。
また、科研費等の競争的研究資金の獲得は、研究者として一人前にな
るための登竜門となっていますが、教官の研究業績の質が低いため、獲
得が難しい教官が大多数です。さらに、一般的には科研費の実績は研
究者としての評価に繋がりますが、評価する側の教授が獲得した経験
がないため、科研費を獲得しても防衛大内での評価につながっていませ
ん。

国内の大学でも研究水準の高い大学では、日本語の論文は教員の業
績として扱わないところもあり、科研費の獲得実績は教員の評価対象と
なっています。
防衛大学校でもそのような高い水準の評価方法を導入する必要がある
と考えています。
このままで世界の研究水準から大きく遅れることになってしまい、防衛大
学校の掲げるグローバル人材の育成も難しいと思われます。

個人 防衛省

教官の評価にあたっては、論文や科研費の実績を含む研究業績、教育の実績及び能
力、人物等を総合的に審査しているところであります。
　このうち、論文の評価については、研究業績として計上した論文について、所属学会
（学協会名や会員数、学会の特徴等）や論文の規模等（掲載誌、発刊所、査読の有
無、掲載誌の特徴等）も十分に考慮した上で、評価しているところであります。
　また、科研費の評価については、科研費を含む競争的研究資金を取得した実績を評
価しているところであります。
　なお、防衛大学校における科研費（平成２１年度より応募を開始）の採択率は、平成２
９年度、過去最高の約４０％（２９件／７２件、全国第５位）となりましたが、近年は約３
０％と減少傾向にあります

なし 検討を予定

　教官の評価については、将来の幹部自衛官となる学生を育成する機関として、グ
ローバルな人材育成の視点等を含め、引き続き、適切に評価を実施して行く所存で
す。
　また、科研費については、校内の科研費採択実績がある複数の教官による説明会実
施や、科研費の採択率の高い大学、採択実績のある国立研究所へ研修に行くなど、応
募件数及び採択率の向上を目指し、研究者に対して科研費の応募を呼び掛ける働き
を実施し、優秀な教官を安定的・継続的に確保していく所存です。

535 令和3年2月15日 令和3年3月9日
自転車防犯登録
の透明化

自転車購入時に１台いくらと
取られている自転車防犯登録
制度があるが、どのような事
業をしているかよくわからな
い。
放置自転車があって警察へ
連絡すると、道路管理者の方
に連絡するようにと言われて
埒が明かない。
自転車防犯登録を管理してい
る団体に通報すれば一度で
対応してくれるようにしてもら
いたい。

自転車防犯登録を管理している団体自体の連絡先が広く市民に知らさ
れていない。
盗難された場合団体に連絡すれば、番号で検索し警察と連携して早く発
見してもらえると考えられる。

個人 警察庁

　自転車防犯登録の制度は、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資
するため、都道府県公安委員会から指定を受けた団体（以下「指定団体」という。）が、
自転車を利用する者の申出により、登録カードを作成するとともに、当該申出に係る自
転車に登録番号標を表示して、登録カード又は登録事項を都道府県警察に送付し、又
は通知する制度です。
　登録事項等は、指定団体から都道府県警察に通知等され、警察において、放置自転
車等の盗難された可能性のある自転車を発見した際に迅速な盗難被害の確認や自転
車の還付等のため活用されているところです。

自転車の安全利
用の促進及び自
転車等の駐車対
策の総合的推進
に関する法律（昭
和55年法律第87
号）第12条第3項

自転車の防犯登
録を行う者の指定
に関する規則（平
成６年国家公安委
員会規則第12号）
第１条

現行制度
下で対応可
能

　引き続き、警察において、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に努め
てまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

536 令和3年2月15日 令和3年3月26日
NHKの分割民営
化

NHKを民間部門と公共部門に
分割する。必要最低限の公共
放送を維持し、受信料を300
円程度にする。公共部門は、
広告収入で運営する。

提案が実現した場合、受信料が劇的に減少し、国民に多大なメリットが
生じる。
NHK等の反対に合い、この改革は非常に困難だと思うが、河野大臣の
手腕に期待したい。

個人 総務省
NHKは、放送法の規定に基づき、公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信
できるように豊かで良い放送番組による国内放送を行うことなどを目的とした特殊法人
として設立されています。

放送法第15条及
び第16条

対応不可
公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組
による国内放送などを行うという公共放送の基本的役割は、引き続き重要であると考
えます。

537 令和3年2月15日 令和3年3月26日
公共交通機関等
の多言語表示の
見直しについて

現在、公共交通機関等では４
か国語表示が多いですが、煩
雑で見づらいです。これを日
本語と英語表示に替えるべき
です。外国人にも行先や地名
なら英語で分かります。
実際、外国人のほとんどは、
スマホアプリで調べてるので
表示自体シンプルでも支障あ
りません。

電車や駅、道路等の表示や掲示で４か国語は、かえってごたごたして見
づらくさせています。４か国語表記のうち、特に韓国人は、日本人より英
語ができますし、地名はハングルでなくてもローマ字で理解できます。中
国人は、ローマ字のほか漢字もあります。
これからオリンピックや万博で世界中から観光客がくるので、ハングルと
中国語表示は、ほかの外国人や他県の日本人から見ると、かえって複
雑にさせてしまうので、なるべくシンプルに表示すべきです。英語は世界
共通語なので大半はこれで済みます。実際の外国人はスマホアプリで
調べていますので、支障ありません。
多言語表示が必要なら別途、駅や観光地、宿泊施設にガイドマップやガ
イドブックというかたちで、駅構内、観光施設、ホテル、街中案内所等に
設置配布すれば済みます。この方が親切です。
４か国語表示の理由は、訪日に中国人や韓国人が多いかもしれません
が、世界を見れば、スペイン語、アラビア語、フランス語の方がハングル
より普及しています。また中国と韓国は、政治問題や経済問題で訪日拒
否もあるので、公共施設に恒常的に表示する必要性がありません。
中国語とハングルに特化して、町中に表示することは治安と安全保障上
も問題あります。実際これで窃盗がしやすいと言ってますし、スパイ活動
も容易らしいです。
最後に、日本人旅行者として言わせてもらいますと、地方から東京、他
県に行った際も、４か国語表示は煩雑でわかりずらし、地名は地域独特
の呼び方があるので、漢字だけだと読めないためローマ字併記のほうが
分かりやすいです。

個人 国土交通省

 観光庁では、平成26年３月に「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のた
めのガイドライン」を策定し、訪日外国人旅行者への情報提供の指針を定めているとこ
ろです。
ガイドラインでは、情報提供に係る言語は英語を併記することを基本とし、「施設特性
や地域特性の観点から、中国語又は韓国語等の表記の必要性が高い施設について
は、視認性や美観に問題がない限り、中国語又は韓国語その他必要とされる言語（例
えば、タイ語、ロシア語等）を含めた表記を行うことが望ましい」としており、 公共交通機
関等における多言語による情報提供については、各事業者が必要に応じて導入を判
断しているものとなります。

なし
現行制度
下で対応可
能

本ガイドラインでは情報提供に係る言語は英語を併記することを基本とし、その他の言
語の記載については事業者の判断に委ねられております。

538 令和3年2月15日 令和3年3月26日
農林と国土交通
省の工事の積算
単価

工事の積算単価の違いや書
類の整備の無駄

同じような工事で各々の管理の仕方や積算金額が違う。また、写真を
撮って資料をいくつも作成しているが　今時はビデオや音声データで十
分な気がします。管理者は工事を行うより書類を作成する方が重要と思
われます。作成した書類は本当に必要か？また、どのような時にどの位
の頻度でそれを活用したか調べてもらった方が良いと思う。もし頻度が
過小ならなくても解かる方法を考えては　無駄な作業が無くなります。ま
た、建設業法で資格者の専任などありますが優秀な人間であれば現場
を複数管理しても良いのでは？それぞれ能力は違うのですから生産性
の向上になると思います。

個人
農林水産省
国土交通省

＜農林水産省＞
【管理方法及び積算金額】
　同じ種類の工事であっても、工事目的物の規模や現場条件は異なり、それにより発注にあたっ
ての積算金額（予定価格）や施工中の管理方法は異なります。

【資料作成】
工事情報共有システムの活用により、書類の作成・管理における業務効率化の推進に取り組ん
でいます。
その他にも業界団体との意見交換等により工事書類の削減のための検討を進めています。

＜国土交通省＞
【管理方法及び積算金額】
国土交通省の中の、一見同じ種類に見える工事であっても、工事目的物の規模や現場条件が１
つ１つ異なるので、発注にあたっての積算金額（予定価格）や施工中の管理方法は一般的に異な
ります。

【資料作成】
工事書類は、施工中・完成後に、確実に施工されたことを確認するために必要なものです。
写真管理基準（案）においては、「写真を映像と読み替えることも可とする」等、工事書類簡素化
のために必要な基準類の改定を進めています。
その他にも業界団体との意見交換等により工事書類の削減を進めると共に、検査において確認
する書類を限定する「検査書類限定型モデル工事」の取組を進める等、工事書類簡素化を進め
ています。

【建設業法第二十六条の規定により専任が求められている監理技術者又は主任技術者につい
て】
公共性のある施設等に関する重要な建設工事で建設業法施行令で定めるものについては、適正
な施工をより厳格に確保する必要があるため、建設業法において監理技術者又は主任技術者
（以下「監理技術者等」という。）の専任配置を求めているところですが、一定の要件を満たした場
合には、監理技術者等が２現場を兼務することも可能としています。

＜農林水産省＞
土木工事共通仕
様書、施設機械工
事共通仕様書、森
林整備保全事業
工事標準仕様書、
漁港漁場関係工
事共通仕様書等

＜国土交通省＞
建設業法第二十
六条

＜農林水
産省＞
検討に着
手

＜国土交
通省＞
【資料作
成】
検討に着
手

【建設業法
第二十六
条の規定
により専任
が求められ
ている監理
技術者又
は主任技
術者につい
て】
検討を予定

＜農林水産省＞
【資料作成】
　今後も受発注者の業務負担軽減のため、引き続き基準類の改定等による工事書類
簡素化を進めていきます。

＜国土交通省＞
【資料作成】
今後も受発注者の業務負担軽減のため、引き続き基準類の改定等による工事書類簡
素化を進めていきます。

【建設業法第二十六条の規定により専任が求められている監理技術者又は主任技術
者について】
監理技術者については、今後、兼務活用現場の実態やICT技術の活用方策等につい
て調査・検証し（令和３年度予算案に計上中）、安全や品質を確保した上での拡充のあ
り方について検討してまいります。また、主任技術者の職務の実態やICT技術の活用
状況等については、今後、調査・検証が必要であり、監理技術者の専任に関する調査・
検証の状況も参考にしつつ、専任要件のあり方やテレワークの導入等による業務の効
率化について検討が必要になります。

539 令和3年2月15日 令和3年3月9日
 P T A適正化に
向けた行政への
要望

今は地縁型でなくテーマ型の
活動団体が増えている。行政
と社会教育関係団体の相互
依存関係が変わらず残ってい
るが、やめるべき。 親が感じ
る問題を話し合ったりできる団
体に変わるべき。そのために
は、学校単位の団体で十分で
あり、地域や全国の上部組織
は不要。廃止して下さい。

東京都墨田区です。
区から P T Aに適正化を働きかけてもらっても改善されない。 P T Aや
町会に全員加入が前提でシステムが出来ている。学校ごとに対応にば
らつきがある。任意周知も加入意思確認を行われていない。未加入だ
と、 P T A主催のイベントに参加できない、配布物が貰えない。学校が子
ども会に名簿を渡し、個人情報条例違反をした。子ども会を退会したら
登校班で通えなくなった。その場合、保護者が付き添わなければならな
い学校がある。校長が P T Aを退会させてくれない学校もある。くじ引き
で委員を強制的に割り当てる、非民主的な手法が行われている。退会
方法が規約にない。文科省から通知が各自治体へいっているはずだ
か、守られていない。強要、人権侵害とも感じる。

個人 文部科学省 番号242の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

540 令和3年2月15日 令和3年9月10日
介護職処遇手当
配分について

介護処遇手当や特別処遇手
当を施設判断の配分ではな
く、介護役職、資格所有者をき
ちんと分別した配分になるよう
にできないか

現在介護処遇手当や特別処遇手当は施設判断での配分となっておりま
すが、家族経営等の施設では、不平等な配分になっている事が多く、介
護福祉士を取得してもあまり給料差がないのが現状です。

先日の介護慰労金のように個別に給付する、もしくは配当分配を明確に
したものを国から提示し、今回の施設への手当分では資格保有者で役
職の方にはこの金額を、役職なし資格者保有者にはこの金額を、資格
保有者なし介護職員にはこの金額を…といった形にしてもらえないでしょ
うか

現状として介護福祉士を取得する際にも今は実務者研修で10～20万円
近くの費用がかかる為、取得後も給料差があまりなく、ならば受けなくて
もいいやという職員が増えております。

また処遇手当の恩恵が施設判断配分のため処遇手当開始後とどの職
員も大差ない状況であり、離職も多く新しい人材も来ない状況が続いて
おります。

アルバイトよりも少し多いかなというぐらいの月給者が多く、まとまった休
みも取れず、疲弊している職員も多い仕事なので金銭面的にも余裕が
ないと将来の介護業界は先が見えない状況かと思います

処遇手当や特別処遇手当にはとても感謝しておりますのでより有効なも
のになってほしいと思い提案させていただきました。

個人 厚生労働省

介護職員の処遇改善については、これまでの累次にわたる改善に加え、令和元年10
月からは、公費1000億円を投じ、経験・技能のある介護福祉士の資格を有する介護職
員に重点化を図りしつつ、更なる処遇改善を実施しています。

この更なる処遇改善においては、
・経験・技能のある介護職員において、最大８万円相当又は役職者を除く全産業平均
水準までの給与増を行うことや、
・平均の賃金改善額の配分ルールについて、経験・技能のある介護職員は、その他の
介護職員より高くすることとし、介護職員以外の職種は、その他の介護職員の２分の１
を上回らないこと
といったルールを設定しています。

なお、処遇改善に関する加算については、事前に事業所から処遇改善に向けた計画
の提出を求め、事後に実績報告を求めることにより、介護職員の賃金改善を担保して
います。

指定居宅サービス
に要する費用の額
の算定に関する基
準等

現行制度
下で対応可
能

処遇改善に関する加算について、取得支援をよりきめ細かに進めていく観点から、令
和３年度予算において、加算を未取得の事業所に対し、賃金体系の整備や届出手続
等に係る個別の支援等を強化していくこととしています。

介護職員の賃金は、労使間で自律的に決定されるべきものであり、事業所ごとに職員
構成が異なることから、経験・技能のある介護福祉士の資格を有する介護職員に重点
化した処遇改善を図ることに加え、国が一律に賃金改善の水準をお示しすることは、適
当ではないと考えておりますが、処遇改善加算等の取得促進に向けた取組を進めるこ
とで、介護職員の処遇改善を着実に図り、長く働き続けられる環境整備を進めてまいり
ます。

541 令和3年2月15日 令和3年3月9日
里親認定につい
て

里親認定を全国統一にしてほ
しい

子供を助けたいと、県の里親認定研修をうけました。しかし、引越し、転
勤で県外に出るたびに、研修は、やりなおし、委託児童とは引き離される
のが現状です。
自営や小さな小売店とかじゃない限り、転勤は、あります。公務員だって
おなじです。その都度やり直しは経費の無駄だとおもう。

個人 厚生労働省

「養育里親研修制度の運営について」（平成21年３月31日雇児発第0331009号）等に基
づき、各都道府県等にて研修を行っているところです。
都道府県等を超えて移動する方については、都道府県知事が適切に養育ができると
認定した場合には、研修科目を免除する等の対応を行っています。

児童福祉法第六
条の四

対応不可

里親研修は、
・里親制度をはじめとする社会的養護の現状や
・養育上必要なスキル
を学ぶだけでなく、
・地域における子育て支援サービスのご案内や
・里親会活動等、地域の支援者や先輩里親との関係構築
も含まれており、全国統一は困難です。

ただし、里親認定に係る里親の負担軽減は重要と考えており、「養育里親研修制度の
運営について」（平成21年３月31日雇児発第0331009号）等において、都道府県知事が
適切に養育ができると認定した場合には、研修科目を免除する等の対応を示してお
り、また、研修に係る経済的負担がなくなるよう補助を実施しています。

542 令和3年2月15日 令和3年7月20日

理学療法の学生
に対する臨床実
習指導者がパワ
ハラやネグレクト
が多く、手本を見
せるような教育的
でない現実

　医学や看護学の臨床実習で
は、昔から臨床実習指導者
は、手本を見せたり、段階的
に優しくアドバイスが多いで
す。看護では臨床実習者の勉
強の場もたくさんあります。し
かし理学療法の臨床実習は、
教育的ではなく、手本も見せ
ず、まだ、未熟な学生のでき
ない所を裁く行動、つまり、否
定的な言葉を投げ掛ける事を
教育と履き違えしている縦割
り社会が多く、学生の人権を
無視している知ったかぶりの
指導者所々にいます。実習場
所により、挫折したり、いじ
め、パワハラのような発散を
受けるのをがまんしている面
があり、先輩も乗り越えてきた
から、これでやらないと根性な
しみたいな伝統があり、数年
前、自殺者も出たようです。臨
床の意識改革が必要

　高齢化の日本で、理学療法の分野は質の良いものになってほしいで
す。また、志している人に他の医療の分野の教育のように、段階的に成
長できるよう学生に責任を負わせず指導者自らが、真似される手本にな
る意識で理学療法教育の意識改革を願います。江戸時代かと思うよう
な、挨拶をしても足らないと、挨拶の強要、気遣い強要。初日から、邪
魔、退いて！と大人数に注意を受けるなど。人権を否定されながら我慢
しながら実習している人もいます。専門的な事を教えてほしいのに教え
てもらえず、毎日否定の言葉を投げ掛ける知ったかぶりのパワハラが、
中にはあり、おとなしい学生には見えないいじめを受ける事も。学校は、
学生の気持ちを理解していても、実習させてもらう立場で強く言えないの
が、現実で。大きい力で、理学療法臨床実習者の勉強会など実施しない
と、変な連鎖を繰り返すと思います。私は、共産党関係の病院で実習し
た学生に聞きましたが、挨拶しても患者でなく、何十人もの勤務者に挨
拶の強要で、本当の勉強ができなかったと聞いてます。同級生も、教え
てくれず、無視や邪魔など言葉をもらい、人権を無視されても我慢してい
たようです。中には立派な病院指導者で勉強になる人もいますが、こん
な当たり外れで良いのでしょうか。我慢して当然な風潮を変えて学ぶ権
利、後輩育成の責任を正しい方向に向けていただきたいです。非常識な
知ったかぶりの人に、才能が、埋もれさせられることのないよう理学療法
の職としての質の向上も必要だと思います。全国に理学療法の学校は、
多いですが、臨床実習場所の教育があまりにも場所により差があり、新
人がやりがいを感じられるよう配慮の必要性を感じます。

個人 厚生労働省

　理学療法士の養成においては、適当な実習指導者のもとで臨床実習を20単位以上
行うこととしています。
　養成施設は、臨床実習全体の計画の作成、実習施設との調整、臨床実習の進捗管
理等を行う実習調整者を１名以上配置することとしています。
　臨床実習は、１単位を40時間の実習をもって構成することとし、実習時間外に行う学
習等がある場合には、その時間も含めて45時間以内としています。
　実習指導者は、理学療法に関して相当の経験を有する理学療法士で、免許取得後５
年以上業務に従事し、かつ、厚生労働省指定の臨床実習指導者講習会等を修了した
者としています。
　実習人員と実習指導者の対比は、２対１程度が望ましいこととしています。

理学療法士作業
療法士学校養成
施設指定規則第２
条第１項第３号、
第11号、別表第１
理学療法士作業
療法士養成施設
指導ガイドライン３
（６）
理学療法士作業
療法士養成施設
指導ガイドライン５
（４）
理学療法士作業
療法士養成施設
指導ガイドライン８
（１）
理学療法士作業
療法士養成施設
指導ガイドライン８
（２）

対応

　理学療法士の養成については、理学療法士を取り巻く環境の変化に対応するため、
平成29年度に「理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会」を
設置し、教育内容や総単位数、臨床実習の在り方などの見直しを行いました。
　当検討会の報告書を踏まえ、平成30年10月に理学療法士作業療法士学校養成施設
指定規則等の改正を行い、令和２年４月１日から適用されています。
　臨床実習の主な見直し内容としては以下のとおりです。
・臨床実習１単位の時間数について、課題など時間外での学修が多い状況を考慮し、
実習時間外に行う学修も含めて45時間以内と規定。
・臨床実習指導者の要件について、免許取得後５年以上業務に従事した者で、かつ、
厚生労働省指定の臨床実習指導者講習会等を修了した者と規定。なお、臨床実習指
導者講習会の開催指針において、ハラスメントの防止を含めた臨床実習指導者の在り
方等を講習会のテーマとして扱うこととしています。

543 令和3年2月15日 令和3年7月20日
75歳時の健康保
険料支払い

75歳から後期高齢者健康保
険に移行しますが都道府県所
管のため74歳までの国民健
康保険は基礎自治体所管で
縦割り行政です。本人はこれ
までの銀行引き落とし契約の
再契約手続きが求められま
す。独居老人は無理かも知れ
ません、口座情報を市から県
に通達しシームレスにして下
さい。

75歳の健康状態がどうなっているか分かりませんし、キャッシュレス化に
逆行してます。

個人 厚生労働省

　口座情報を全国一律で国民健康保険から引き継ぐことができるようにすることについ
ては検討を行いましたが、主に次の点で課題があると考えています。なお、各地方公
共団体が定める個人情報保護条例に基づき、それぞれの地方公共団体で対応いただ
くことは差し支えありません。
・国民健康保険と後期高齢者医療制度では、納付義務者が異なる（国民健康保険：世
帯主、後期高齢者医療制度：被保険者本人）ことに加えて、納付義務者と実際の納付
者は同一でないことから、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の納付義務者と実
際の納付者から同意を得る必要が生じること
・口座振替の申込書の提出を省略する場合であっても、後期高齢者医療制度への移
行時において口座振替を継続するためには、本人同意書の提出はなおも必要であり、
書面での手続が必要という点では、必ずしも被保険者の負担軽減は図れないこと

高齢者の医療の
確保に関する法律
第108条第１項
国民健康保険法
第76条第１項

その他
地方公共団体宛てに、被保険者が75歳に到達する前に、口座振替の申込書を郵送す
るとともに、郵送による口座振替の申込書の提出を受け付けるなど、口座振替手続き
の簡素化に向けた取組を推進してもらうように通知しています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

544 令和3年2月15日 令和5年4月14日

【選挙費用のムダ
削減】投票用紙を
マークシート形式
にしてOCR化

投票用紙をマークシート形式
にしてOCR化

→投開票にかかる人件費など
の削減↓
→開票に伴う人為ミスの減少
↓
→投票者の記述ミスの減少↓

投開票ついて、確かに曲がりにく紙を使うなど、投票用紙の改良や、一
部機械化が勧められています。
しかし、基本は、手書きなので、読み取る機械自体が高額で、人手によ
る開票が多いのが実情です。

しかし、センター試験のように、投票用紙をマークシート形式にすれば、
開票の人件費も削減でき、今よりスピーディーに開票でき、なにより、選
挙の度におきる、開票の伴う人為ミスも減るものと思われます。

さらに、投票者にとっては、塗りつぶすだけなので、漢字などの記述ミス
がなくなります。

いずれ、電子投票になるのかもしれませんが、それまでの間は、長年の
実績があるマークシート形式にして、投開票の効率化を勧め、選挙費用
のムダを削減いただきたいです。

●開票機械
https://mainichi.jp/senkyo/articles/20190717/k00/00m/010/016000c

●開票ミス
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201907/0012521248.shtml
https://mainichi.jp/senkyo/articles/20190723/k00/00m/010/028000c

●選挙費用
https://news.yahoo.co.jp/byline/itoshin/20141207-00041192/

個人 総務省

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、その条例で定めるところによ
り、記号式投票を採用できることとされています。記号式投票は、あらかじめ投票用紙
に候補者の氏名が印刷されており、これに対し〇の記号を記載することによって投票
する方法であり、投票の有効無効の判定が比較的容易であり、無効投票の減少、さら
には開票事務の簡素化に資するものです。
また、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、条例の制定によって、電
磁的記録式投票機を用いて投票する方法（電子投票）を導入することが可能となって
います。電子投票は、紙による投票の場合に生じていた疑問票や無効票が生じなくな
り、投票の集計も電子計算機を用いることにより大幅に開票作業の迅速化が図られる
こと等のメリットがあると考えられます。

公職選挙法
第46条の２
地方公共団体の
議会の議員及び
長の選挙に係る電
磁的記録式投票
機を用いて行う投
票方法等の特例
に関する法律

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。
なお、総務省においては、令和２年３月に、タブレット端末などの汎用機を用いた電子
投票が実施できるよう電子投票システムの技術的条件の見直しを行ったところであり、
地方公共団体に対する必要な情報の提供に取り組んでいます。

545 令和3年2月15日 令和3年3月9日 国勢調査

住基ネットで高額の運用費を
委託しているのだから、住基
ネットの印刷等を利用し、転職
等々で変更があれば、そこだ
け修整できる様に住基ネット
を有効利用して欲しい

住基ネットの有効利用及び調査員の労務、経費削減 個人 総務省 番号18の回答を参照してください。

546 令和3年2月15日 令和3年3月26日

国勢調査の電子
配布化による調
査用紙配布の無
駄削減

記入用紙には市町村コード、
調査区番号、世帯番号がある
ことから、住民票に基づく調査
リストがあるはずです。
マイナンバーによって世帯主
が電子入力するよう事前に登
録し、ログインIDやアクセス
キーを電子配信してもらえば
紙が無くても回答できます。
調査票を配る手間が大きく削
減されるはずです。
将来的には、マイナンバー
カードを持っている世帯主に
積極的にアナウンスし、電子
媒体で調査票を見てもらうこと
もできるはずです。
紙不要、調査員へのプライバ
シー漏洩リスクの排除、いつ
でもどこからでも入力できる電
子調査を推し進め、簡便にす
ることで回答率を上げてくださ
い。

今回の国勢調査では10月6日に市役所に調査用紙が届いていないこと
を市役所に連絡し、10月7日にポストに投函され、インターネットで入力し
ましたが、危うく調査されないところでした。
調査票封筒の中には9月30日に不在だったと記載されていることから、
その日にたまたま不在だったのかもしれません。
不在の時には帰宅時にここに連絡してほしいとか郵便配達みたいにす
ればいいかもしれませんが、電子化すればもっと楽になるはずです。
コロナのこともあり調査員の方も大変だったとは思いますが、調査世帯
数が減ればもっとちゃんとやってもらえると思います。

個人 総務省

　国勢調査は、５年に１度、我が国に住む全ての世帯を対象に実施しており、住民票な
どの届け出に関係なく、実際にふだん住んでいる場所で把握することとしております。
（住民基本台帳に基づいて調査を行っているものではありません。）
　なお、マイナンバーは、国勢調査その他の統計調査に利用することは認められていま
せん。

その他
　今回の実施状況を検証し、回答者の利便性の向上、調査員の負担軽減に鋭意取り
組んでまいりたいと考えています。

547 令和3年2月15日 令和3年3月9日
関税法違反の捜
査機関

現在、違法薬物の輸入等関
税法違反の事件は税関職員
がやっているようだが、違法
薬物の取り締まり、例えば覚
醒剤取締法違反等の捜査は
警察がやっている。事実上同
じ輸入の事実の捜査を財務
省と警察がやっているのは無
駄ではないか。

人件費、捜査費用の無駄の削減。 個人
財務省
警察庁

   税関では、不正薬物や銃砲、知的財産侵害物品、偽造クレジットカード等の密輸入、
盗難自動車や大量破壊兵器関連物資等の不正輸出、更には関税等の脱税といった関
税法等の罰則に該当する違反事件について、その事実を明らかにし、犯則行為者に対
して、刑事責任を追及すべく検察官に告発する、若しくは情状が罰金刑に相当する場
合に罰金相当額の納付を求める通告処分を行うための犯則調査を実施しています。ま
た、犯則調査にあたっては、事案に応じて、警察とも連携・協力して取り組んでいます。

関税法第11章 対応不可
  それぞれの専門性を活かし、税関は水際における調査を、警察は国内の捜査を主に
行っており、業務の重複はなく、不正薬物の密輸取締りを効率的に行っています。今後
とも、事案に応じ、連携・協力して取り組んでまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

548 令和3年2月15日 令和3年3月26日

中古自動車輸出
や保険に必要とな
る情報の取得に
ついて

中古自動車輸出や保険には
型式などの情報が必要となる
が、全体を通して提供されて
いる場所がない。
中古車輸出や船積み保険で
は大量の車両を処理する必
要があり、車検証を見て1台づ
つ入力する事は不可能であ
る。

情報の取得先として「一般財団法人 自動車検査登録情報協会」は確か
に有る。
だが、軽自動車や二輪は対象外だ。
しかも、国の手数料と協会の手数料を取られる。
金額もかなり高い。
使用するWEBインターフェースはかなり古臭い。
CSVをアップロードしたりする必要もある。
天下り先としての組織としか思えない。

こんな組織解体してデジタル庁でAPIとして公開すべきだ。
もちろんセキュリティーの検討も必要だし有料のサービスで構わない。
このAPIやWEBを用いれば盗難車や欠陥車の検査にも使用できる。
修理工場で修理履歴を入力する様になればかなり役に立つ。
なお、保険手続きなどで走行距離の改変の検査が必要となるが、車検
時に取得されている筈なのでその値も取得出来る様にして欲しい。

車台番号をキーとしてメーカー,モデル,型式
と
メーカー,片式をキーとして車両諸元
は無料で公開してほしい。
自動車販売店のWEBでも使用出来るだろう。

現在の車番は日本の「型式 - 番号」と車両識別番号(VIN)が有るが輸出
する時などに煩雑となるのでVINに統一してほしい。

個人 国土交通省

道路運送車両法における登録自動車（軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自
動車を除く自動車、以下同じ。）は、国による所有権の公証が行われているため、同法
第22条において、何人も、「登録事項等証明書」の交付を請求することができ、当該事
項の電子的提供については、同法第96条の15から第96条の17までの規定により国土
交通大臣の登録を受けた者（以下「登録情報提供機関」という。）が行うこととされてお
ります。行政の簡素合理化及び様々なユーザーニーズに的確に応えるため、国が直
接行うのではなく、民間機関に行わせることとしております。情報提供にかかる手数料
については、登録情報提供機関は、請求者の委託を受けて国に対して手数料を納めて
おり、登録情報提供機関が請求者に対し、国に納付する手数料相当額及びデータの
加工・編集のための費用としての利用料金を請求しております。
令和元年５月に道路運送車両法を改正し、自動車検査証を電子化すること、また、電
子化された自動車検査証のICチップの空き領域の利活用が規定されたところです。
また、自動車の諸元については、行政文書開示請求において、型式をキーとしての車
両諸元情報（但し、情報公開法に則り転用による悪用等が可能な印鑑等を除く）の公
開は有料で実施しております。車台番号については、現状国内においては日本産業規
格（JIS）、車両識別番号(VIN)又は土木機械製品識別番号(PIN)の３種類を認めており、
国としていずれかの種類を推奨する等の制限は行っておりません。

道路運送車両法
第58条第２項、第
３項、第22条第１
項、第３項、第72
条

その他

登録自動車（軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車）につき
ましては、登録情報提供制度を活用頂くことで、中古輸出等の申請にかかる情報や、
盗難車等の検査にかかる情報について取得可能です。情報提供利用料金について
は、登録情報提供機関において実費等を勘案して定めていると承知しています。
また、令和元年５月の道路運送車両法改正により、自動車検査証の電子化及び民間
等によるICチップの空き領域の利活用が可能となったところです。自動車検査証の電
子化後は、自動車検査証情報がICチップに記録されることとなりますが、自動車ユー
ザー等において、記録した車検証の情報の閲覧を可能とすることや、検査・登録手続き
のオンライン申請（OSS）等に対応できるよう車検証情報を出力することが可能となるア
プリケーションを開発する予定で、アプリケーションを無償で提供することを想定してお
ります。これにより手入力の削減やデータ活用に資する取り組みを図って参ります。自
動車関連情報の利活用については、令和２年６月にとりまとめられた「自動車検査証の
電子化に関する検討会」の報告書のとおり、自動車関連情報の情報連携サービスが
展開されることを期待しております。
車台番号については、国内生産車においては、JISでの管理を行っている車両が大部
分を占めており、VINのみに規制するためには既存のJIS対応のシステム等を変更する
必要があるため、事業者に負担を強いることになると考えられます。

549 令和3年2月15日 令和3年4月16日

SNS内(ツイッ
ター)における性
犯罪・性暴力被害
防止、また性被害
者への速やかな
救済活動のため
の提案

※インターネット上、特にSNS
であるツイッター内の違法有
害情報による性犯罪・性暴力
被害を防止、また被害者救済
のための情報を提供する目的
での公式ツイッターアカウント
を開設し、前記二点に関する
情報を継続的に配信する事。

※性犯罪・性暴力被害者のた
めのワンストップ支援センター
全国共通番号「＃8891」及
び、警察庁の性犯罪被害相
談電話全国共通番号「＃
8103」を知らしめるポスター類
を作成し、特に未成年者の目
に留まる場所に掲示する事。

10月4日現在、SNSであるツイッター上にてハッシュタグ「♯ひととき融
資」「♯個人融資」等を複数の闇金業者が用い、違法な融資勧誘を行っ
ています。このうち「ひととき融資」は、お金を貸し付ける際に良い条件を
示しながら相手に性的関係を求める融資方法で、実際には個人情報や
裸の画像を盾に脅迫されるといった事態が多く起こっています。
　また、ハッシュタグ「♯ひととき融資」を利用してお金を借りようとした女
性が、個人情報や裸の画像等をだまし取られるといった状況も見られま
す。

　そこで、特にツイッター内での違法有害情報による性犯罪・性暴力被害
を防ぐ、また性犯罪・性暴力被害者救済のための情報を提供する目的
での公式ツイッターアカウント開設をお願いしたく思います。前記2点に
関係する情報を継続的に配信する事で、広く国民に知らしめる事が出来
るかと思います。
 　特に性犯罪・性暴力被害の対象となりやすい10代から30代の女性に
向けての違法有害情報発信をすることにより、注意喚起を促すことがで
きるかと思います。

　 同様に、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター全
国共通番号「＃8891」及び、警察庁の性犯罪被害相談電話全国共通番
号「＃8103」を公告する目的のポスター類を掲示し広く知らしめる事によ
り、被害対象となりやすい世代に注意喚起を促すと同時に、各電話窓口
の存在を周知させることによる速やかな被害者救済に繋がるかと思わ
れます。

個人
内閣府
警察庁

内閣府では、性犯罪・性暴力被害者の相談窓口として、都道府県のワンストップ支援セ
ンターの運営を支援するととともに、SNSを活用した「性暴力に関するSNS相談キュアタ
イム」を実施しています。また、内閣府男女共同参画局のFBアカウントを活用し、広報・
啓発を行っています。

内閣府では「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月１１日性犯罪・性暴力
対策強化のための関係府省会議決定）、第５次男女共同参画基本計画等に基づき、
教育・啓発を進めており、HP、「女性に対する暴力をなくす運動」（11/12～11/25）、「若
年層の性暴力被害予防月間」（令和３年４月から）等を活用し、性犯罪・性暴力被害者
のためのワンストップ支援センター全国共通番号「＃8891」等の周知を図っています。

警察庁では、「第４次犯罪被害者等基本計画」（令和３年３月30日閣議決定）等に基づ
き、広報啓発活動を促進し、都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共
通番号「＃8103」の周知を図るなどしております。

なし 対応
SNS、HP、「女性に対する暴力をなくす運動」（11/12～11/25）、犯罪被害者週間
（11/25～12/1）、「若年層の性暴力被害予防月間」（４月）等を活用した周知を図ってま
いります。

550 令和3年2月15日 令和3年3月9日

SNS（特にツイッ
ター）内における、
闇金業者による
違法な融資勧誘
及び違法情報流
布への対応に関
する提案

※既存の金融庁公式ツイッ
ターアカウント「金融庁個人間
融資対策　@fsa_P2PL」による
継続的な闇金業者への注意
喚起及び警告を配信し、また
違法な融資勧誘を行い違法
情報を流布せんとするツイッ
ターアカウントに対する警告
を、広く国民に見える形で行う
事。

※一般社団法人セーファーイ
ンターネット協会運営による違
法情報通報システム「インター
ネット・ホットラインセンター」も
しくは「セーフライン」内に違法
融資情報通報のための項目
を設置し、当事者及び第三者
が主に闇金業者による違法な
融資勧誘情報を通報しやすく
する事。

　10月4日現在、SNS,ツイッター上にてハッシュタグ「♯ひととき融資」「♯
個人融資」「♯個人間融資」等を用い、複数のアカウントが融資広告勧
誘を行っています。貸金業無登録業者の広告勧誘は、貸金業規制法及
び出資法の一部改正法（通称ヤミ金融対策法）により禁止されていま
す。
　しかしツイッター内では多くのアカウントが貸金業登録番号を表示せ
ず、違法と思われる融資広告勧誘を行っています。更にハッシュタグ「♯
借りパク」等称し、闇金業者と思われるアカウントによる個人情報の無断
開示（返済が延滞した借主と推察）が行われています。

　現在ツイッター上には、金融庁公式アカウント「金融庁個人間融資対策
@fsa_P2PL」によって違法と思われる融資勧誘に対し注意喚起がなされ
ていますが、7月末以降情報発信がされておりません。そのため、一見
すると更新が止まっているかのように見えます。
　また素人目には、登録番号を示さず融資勧誘することは明らかな違法
状態に見えますが、現在当該金融庁公式アカウントはリプライによる注
意喚起に留まっています。
　是非国民の目に見える形で違法情報発信および、違法状態への警告
を行って頂き、現在SNS上にある危険への警告として頂きたく思います。
 
 『一般社団法人セーファーインターネット協会運営による違法情報通報
（以下省略）』につきまして。
 これを設置及び公告することにより、闇金業者の違法性危険性を広く国
民に知らしめることが出来るかと思われます。
 また、違法融資通報窓口を設置されますと、被害者及び第三者からの
情報提供が簡便になり、より多くの情報が寄せられる事も期待出来ま
す。

個人
金融庁
警察庁

【提案の具体的内容に記載されている一つ目の御提案について】
　金融庁においては、同庁公式Twitterアカウント（金融庁個人間融資対策（＠
fsa_P2PL））を開設し、令和元年11月以降、Twitterにおいて個人間融資の勧誘を行って
いる悪質な書込みに対し、当該アカウントから直接返信することで、個別に注意喚起を
行う取組を実施しています（取組の実施状況については、当該アカウントの「ツイートと
返信」の画面から確認することができます。）。
　また、金融庁においては、ＳＮＳにおける個人間融資について、当該アカウントからの
広く一般への注意喚起のほか、政府広報の活用や関係機関との連携を通じた広く一
般への注意喚起を実施しています。

【提案の具体的内容に記載されている二つ目の御提案について】
　警察庁が業務委託により運営するインターネット・ホットラインセンターにおいては、イ
ンターネット上の違法情報等について、運用ガイドラインに基づき、プロバイダ等への
削除依頼等の対応の依頼や警察への通報をしています。
　警察において無登録貸金業に係る情報を認めた場合には、事件化、プロバイダ等へ
の削除依頼等の適切な措置を講じることとしています。

-

【一つ目の
ご提案につ
いて】
現行制度
下で対応可
能

【二つ目の
ご提案につ
いて】
対応不可

【提案の具体的内容に記載されている一つ目の御提案について】
　金融庁においては、Twitterにおいて個人間融資の勧誘を行っている悪質な書込みに
対し、同庁公式Twitterアカウント（金融庁個人間融資対策（＠fsa_P2PL））から直接返
信することで個別に注意喚起を行う取組（以下「本取組」といいます。）を、令和２年７月
以降も継続的に実施してきたところですが、御提案を踏まえ、当該アカウントからの広く
一般への注意喚起についても積極的に実施してまいります。加えて、政府広報の活用
や関係機関との連携を通じた広く一般への注意喚起についても引き続き実施してまい
ります。
　また、本取組については、その対象としたアカウントのうち７割以上が削除・凍結され
るなどの効果がみられているところではありますが、本取組の実施後もなお個人間融
資の勧誘の書込みを続けているなど、貸金業法の規定に抵触する行為を行っているア
カウントについては、必要に応じて、捜査当局への情報提供や警告等の対応を検討・
実施してまいります。
　
【提案の具体的内容に記載されている二つ目の御提案について】
　インターネット上の融資に関する情報について適切な措置を講じるためには、当該情
報が違法なものであるか否かを判断する必要があり、インターネット利用者がこうした
情報を発見した場合には、警察へ通報又は金融庁へ情報提供していただくことが望ま
しいと考えます。

551 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国勢調査の見直
し

実施方法の見直し

質問内容が、地方自治体に問い合わせを行えば分かると思われる事項
のため、実施方法を見直すべきと思慮される。
また、質問内容の大部分が、マイナンバーに紐づけられている事項のた
め、デジタル化を推進して取得方法を完全自動化すれば常に新しい統
計資料として利用できる。
経済的な効果は、予算を他の事業に回せる。社会的な効果は、調査員
に貸与している物品がフリマなどに流出しないことから、調査員を語って
の犯罪が無くなる。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

552 令和3年2月15日 令和3年3月9日
日本年金機構の
紙申請の多さ

年金関係が複雑すぎて、毎回
紙での申請が多すぎる。

スマホから申請するとか、今
の電子申請は複雑だったりマ
イナンバーカードが必要だっ
たりするので、スマホでも簡単
に申請できるようにして欲し
い。

あと、もし電子申請してるもの
を紙で打ち出しているなど、無
駄な紙を使っているのであれ
ばペーパーレスではないので
変えるべき。

また、年金手帳が欲しいのに
２０分以上待たされるのは苦
痛。

そして、年金事務所に行った
ときに対面で話さなくてはいけ
ないためコロナ感染等が心配
です。テレビモニター越しとか
できるようにして欲しい。

コロナ対策・紙を使わないためエコであるとともに完全非接触型役所を
作るモデルになれば、未来志向的にも良いかと。

個人 厚生労働省

公的年金に関する手続の多くは、電子政府の総合窓口（e-Gov）による電子申請が可
能となっており、e-Govによる電子申請では、スマートフォンから、申請自体はできませ
んが、申請した手続の事務処理状況の確認等を行うことが可能です。
日本年金機構においては、より多くの方に電子申請をご利用いただけるよう、利用方
法を紹介する動画やパンフレットの作成など利用環境の改善を図っています。
また、日本年金機構内における事務処理については、現在、電子申請で提出された電
子データについては、紙に打ち出さず画面審査・電子決裁によりペーパレスで処理して
おります。

年金手帳については、新たに国民年金の被保険者となった方等に対して、基礎年金番
号をお知らせするために送付しています。年金手帳の再交付手続は、郵送や電子申請
により行うことが可能です。

日本年金機構における新型コロナウイルス感染拡大防止対策については、「日本年金
機構における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を定め、当該ガイドラインを
確実に運用することにより、お客様への感染拡大防止に取り組んでいるところです。

- 対応

電子申請については、デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月25日閣議決定）に
基づき対象手続の拡大等に取り組むとともに、ペーパレスでの処理の拡大に向けた対
応を進めてまいります。

国民年金手帳については、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改
正する法律（令和２年法律第40号）により、令和4年4月1日以降は廃止され、代替措置
として同日以降は、必要な情報のみを記載した基礎年金番号通知書の送付に切り替え
る予定です。

日本年金機構においては、引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組む
とともに、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として 、 日本社会やラ
イフスタイルが急速に非対面 ・非接触型のビジネス環境に移行してきていることを踏ま
え、日本年金機構においても来訪・訪問型のビジネスモデルから、基本的な申請・ 届
出手続きや制度説明会の受講などが オンライン 環境で可能となるようなビジネスモデ
ル（オンラインビジネスモデル）への転換を図っていくことが急務であると考えており、具
体的な施策を検討しております。

553 令和3年2月15日 令和3年3月9日 国勢調査

国勢調査のリンク等の案内を
各省庁、都道府県、市町村等
の目立つところに強制的に貼
る。

国勢調査の案内が、行政のサイトにない。
e-GOVにない。
内閣府にもない。
住んでる自治体にもない。
回収率が低いと報道されているが、そもそも政府ができるところから対
応していない。
管轄の総務省は小さくリンクがあるだけ。
縦割りどころか、縦に通っているかも怪しい。

個人 総務省 番号263の回答を参照してください。

554 令和3年2月15日 令和3年7月20日
超高齢者の医療
について

胃ろう増設に関しては厳格に
適応を絞るべきだ。

意識のない患者に胃ろう増設を行い経管栄養を行っても肺炎を繰り返
すおそれが高い．
医療としては　無駄に積極的に行われすぎていると感じる。

個人 厚生労働省

胃瘻の造設にあたっては、胃瘻造設の必要性、管理の方法などについて患者や家族
に丁寧に説明した上で実施することとされています。また、年間の胃瘻造設件数が多
い医療機関であって、経口摂取回復率等の要件を満たさない場合には、報酬を減算す
ることとしています。

診療報酬の算定
方法（平成20年厚
生労働省告示第
59号）
「診療報酬の算定
方法の一部改正
に伴う実施上の留
意事項について
(通知)」（令和２年
３月５日保医発
0305第1号）
「特掲診療料の施
設基準等及びその
届出に関する手続
きの取扱いについ
て」（令和２年３月
５日保医発0305第
３号）

現行制度
下で対応可
能

今後も適切な制度の運用に努めてまいります。

555 令和3年2月15日 令和3年3月9日 メタボ健診

メタボ健診は効果がないにも
関わらず効果検証もされず数
百億円の予算を使っていま
す。周囲で役に立ったという
声は聞かれず無駄としか思え
ません。即刻廃止すべきで
す。

数百億円のコスト削減になります。 個人 厚生労働省

高齢者の医療の確保に関する法律では、内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病等の生
活習慣病の予防・改善を図ることを目的に、加入者に特定健康診査を実施し、その結
果、一定の基準に該当する者に特定保健指導を実施することを保険者に対し義務付
けています。また、特定健康診査・特定保健指導に要する費用の一部について、保険
者に対し、国庫により補助を行っています。

高齢者の医療の
確保に関する法律
第20条、第24条

その他

事業効果の検証については、今年度から予防・健康づくりの政策効果に関するエビデ
ンスを確認・蓄積するための実証事業を開始しており、この事業の１つとして、特定健
診・保健指導の事業効果についても検証を進めています。厚生労働省としては、この
実証結果の政策への反映を見据え、まずは着実に実証事業を進めていきたいと考え
ています。

556 令和3年2月15日 令和3年4月16日

大阪府公安委員
会の自動車免許
学科試験のコロナ
対応による予約シ
ステムの仕様に
ついて

私は9月中旬に、大阪府の門
真試験場で普通自動車免許
の学科試験を受験したのです
が、その際コロナ対応の関係
で予約が必要とのことで、予
約が空いていなかったので1ヶ
月ほど待たされました。友人
の情報によると、この予約シ
ステムではキャンセルができ
ず、受験が1度で合格しなかっ
た場合のために重複予約が
可能とのことです。私が受験し
た時は、空席が目立つなどは
ありませんでしたが、より多く
の人が円滑に試験が受験で
きるよう、予約システムにキャ
ンセルのシステムを導入する
ことを提案します。

予約システムにキャンセルのシステムを導入することで、不必要な重複
予約の発生を防止することができ、また急な予定変更などで受験ができ
なくなった場合も、他の人の受験機会を侵害することがなくなる。導入す
ることで、特に夏や春などの特に混雑が予想される時期にも、より多くの
人に無駄なく受験機会を提供できることに繋がる。

個人 警察庁
  警察庁では、都道府県警察に対し、学科試験、更新手続における予約制の導入等、
新型コロナウイルス感染症の予防の徹底に努めることを指示していますが、予約シス
テムは各都道府県警察で構築しています。

なし その他 　今回、このような御意見をいただいたことを大阪府警察へ伝えることとします。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

557 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国勢調査につい
て

五年毎に行われている国勢
調査を廃止する。

国勢調査を始めて行った大正9年から100年が経過したが、この調査に
よって集計される各種のデータは既に他の方法で入手できるものである
と思われる。種々のデーターや統計が必要であり、行政政策に活用され
ることは良く理解できるが、地方自治体や各省庁が集計しているもので
十分間に合うのではないか？
今年は60万人余の臨時調査員を手当てして、各種資料の印刷や調査員
に無料で配布する文具や腕章などに巨額の予算を費やしているのは非
常に大きな無駄である。調査員に配布されたものが何か承知しています
か？
鉛筆1ダース、消しゴム1個、非常通報ベル、腕章、身分証明省、布製
バック等。これを全て準備する為の予算が確保されることによって、業者
との癒着、裏金の確保、不透明取引などが生じるのは間違いない。もっ
と大切なことは国勢調査を実施することによるマンパワーの問題であ
る。公務員の削減を行うためにも100年前に定めたことを今でも続けてい
るのは大問題である。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。

558 令和3年2月15日 令和3年3月9日

大学での年度を
またいだスムース
な科研費使用の
実現

国立大学の科研費使用に関
する、大学が独自に設定した
ローカルルールの改善に関す
る提案です。(1)補助金を原資
とする科研費を、年度末3月
31日まで研究者が自由に使う
ことができるようにする。(2)そ
して前もって次年度に繰り越
した場合には、4月1日より使う
ことができるようにする。(3)こ
れに反して大学が独自のロー
カルルールを設定することを
禁止する。

私が所属する一橋大学では、補助金を原資とする科研費の使途を1月
末までに決定して報告しなければなりません。また次年度へ科研費を繰
り越した場合には、それが承認されるのは6月ごろです。我々研究者に
とって、授業のない春休み期間中の2月・3月に、新しいアイデアが出て
も、6月まで自由に研究費を使えないのは致命的な損失です。毎年歯が
ゆい思いをしています。

個人 文部科学省

一橋大学によれば、以下のとおりということです。
（１）について、本学では、年度末予算執行の都合上、科研費に限らず、全ての財源に
ついて物品購入等の締切日を設けております。これは、3月31日までに納品・完了しな
いと当年度予算で執行することができないためです。ただし、ご相談を頂いた場合、可
能な限り希望に応じた対応を行う旨を学内に周知しております。
（２）について、繰越分の研究費を4月1日から使用できるように学内手続きを行っており
ます。
（３）研究活動を阻害するローカルルールはありません。

なし
現行制度
下で対応可
能

一橋大学によれば、今回いただいたご提案は、いずれも既に対応済の内容であり、そ
の取扱いは学内で周知し、活用されているものの、一部に十分に浸透していないことが
考えられるため、より確実に情報が伝わるよう、メールによる周知を徹底するなど、工
夫していくとのことです。

559 令和3年2月15日 令和3年3月9日
大学生の自宅で
の成績評価確認
を可能にする

浜松医科大学では成績評価
の確認は学内PC又は学内無
線LANに接続したデバイスで
しかできない仕組みとなって
いる。コロナ禍でオンライン授
業が行われている状況なの
で、学校に行かずに自宅でも
確認できるシステムにして欲
しい。

オンライン授業が行われている中でわざわざ成績発表時期に成績確認
のためだけに大学へ行くのは非効率。大学が購入しているデータベース
へのリモートアクセスサービスは提供されているため、セキュリティー面
では成績確認サービス可能なはずである。
また、例年成績発表日は春休み中のため帰省している学生も多く、自宅
で確認できる仕組みが望ましい。

個人 文部科学省

浜松医科大学において成績情報を管理している「学務情報システム」については、でき
る限り学生が利用しやすいように、シラバスの閲覧、履修登録等の一部の情報は学外
からも確認できるようになっているものの、成績情報については個人情報等の機密性
が高いため、学内PC又は学内無線LANに接続したデバイスでしかできない仕組みと
なっています。
一方で、今般の状況等を踏まえ、学外からのリモートアクセス等については、個人情報
等の保護のためのセキュリティ確保の観点等を踏まえながら検討していく予定です。

なし 対応

国立大学法人については、規制改革実施計画を踏まえ、全ての手続きのオンライン化
に向けて、必要な措置を講じるよう周知を行ったところです。今後も、各法人における
各種手続について、実際に足を運ばずにオンライン手続きが出来るよう促してまいりま
す。

560 令和3年2月15日 令和3年3月26日
音楽隊は公務員
がする仕事なの
でしょうか

地方にも消防や警察等音楽
隊がいますが、そもそも音楽
隊は公務員がする仕事なの
でしょうか。
廃止または関係団体に代わり
にやってもらうなどでいいと思
います。

私の地域の警察音楽隊は音楽隊を専務でやっており、要請を受けて行
事へ行き演奏すること以外はほぼ演奏の練習ばかりです。(今はコロナ
で活動できませんが)それだけで公務員の給料を支給されています。
音楽活動に関わる以外の仕事はほぼないと思います。事件事故があっ
ても現場に関わる仕事をすることはありません。団員の中には10年以上
音楽隊に在籍している人もいます。はたから見ていると自分たちは演奏
だけやっていればいい、それが仕事だからと思っているように見えます。
音楽隊の人は警察の仕事を忘れた人のようです。また指揮者として技
術吏員が一名いますがその人は警察的な仕事は全くしません。団員の
使用する楽器も公費で購入、修繕しています。私から見ると警察の本来
業務から音楽隊はだいぶかけ離れた存在だなと思います。音楽隊を公
務員でやる必要はないと思います。廃止または関係団体に代わりにやっ
てもらうなどでいいと思います。音楽隊がなくなったときのメリットは楽器
に公費を使わなくてよくなる。年に一回コンサート会場で行うコンサート
の会場費がかからなくなる、人員を削減した分忙しい、人員が不足して
いる部署に人を投入できる

個人
警察庁
総務省

【警察庁】
　警察音楽隊は、警察と市民とを結ぶ「音の架け橋」として交通安全運動や防犯運動等
様々な機会を捉えて積極的に広報活動を行うなど、安全で安心な市民生活の維持と警
察に対する理解と協力を求める活動等を行っており、警察業務の一部を担っていま
す。

【総務省】
消防音楽隊の要否や活動内容は、市町村の責任において判断されています。消防音
楽隊の意義や役割も市町村の考えによるところですが、例えば、音楽活動を通じた防
火防災の呼びかけなど、消防活動の一部を担っています。

【警察庁】
なし

【総務省】
なし

【警察庁】
その他

【総務省】
その他

【警察庁】
　制度の現状欄に記載のとおりです。

【総務省】
　制度の現状欄に記載のとおりです。

561 令和3年2月15日 令和3年3月9日
国勢調査自体の
見直し

今回の調査項目、本当に何に
役立っているのと聞きたい。

他の省庁の統計を利用して解
るのではないでしょうか。

回答拒否や提出拒否がこん
なに多いことを真剣にとらえ、
国勢調査自体の見直し（廃止
も含め）をしてもらいたい。

昨日で提出期限の終わった国勢調査、回収率はどうですか。
総務省統計局を存続させるためにこのような調査続けるのですか。統計
局の職員さんは疑問に思わないのでしょうか。

最終学歴、現在住んでいる所何年居住しているとか他の統計調査や住
民基本台帳で掴めるのでないでしょうか。

常に自治体職員が地域の住民に目を向けて、助けてと言えない人たち
を救ってあげる政策の方が必要だと思います。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。

562 令和3年2月15日 令和3年3月26日
統計法における
調査について

小規模工務店の総務をしてい
ます。
国土交通省や経済産業省等
から統計法に基づく調査依頼
が届きますが統計法の調査を
辞めて任意調査に変えていた
だきたいです。

各省庁から統計法に基づく調査依頼がきます。
統計法に基づくため罰則付きの事実上強制ですが、調査対象期間が会
社の決算期間とずれているため回答にとても時間を必要とするものがあ
ります。(国土交通省の土地調査などは1回で10時間以上かかりました)
それは会社本来の業務ではなく利益も生みません。
また昨今労働に関する締め付けが厳しくなっており労働時間が非常に厳
格に管理されるなか調査の回答に時間を割くのは難しいです。

個人 総務省

統計法に基づき報告義務が生じる統計調査（「基幹統計調査」といいます。）は、全国
的な政策の企画立案や民間の意思決定の基盤となる特に重要な統計の作成を目的と
しており、正確な統計を作成するため、皆様からの報告が欠かせません。
また、国の統計調査の実施に当たっては、統計法に基づき、総務省が事前に内容の審
査・承認を行っています。基幹統計調査については、有識者で構成される審議会であ
る統計委員会に諮り、報告者の負担軽減や他の行政情報の活用可能性の観点も踏ま
えて議論した上で審査・承認を行っており、報告義務が生じない一般統計調査につい
ても、総務省において同様の観点も踏まえて審査・承認しております。
調査の内容によっては、会計年度と異なる期間での報告をお願いせざるを得ない場合
があるほか、御負担をおかけしてしまう場合もありますが、重要な統計作成のための調
査でもございますし、私どもとしても、引き続き、報告者の負担軽減に資するよう努めて
まいりますので、御理解いただければ幸いです。

統計法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載した報告者の皆様の負担軽減に資する取組について、引き続
き、対応してまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

563 令和3年2月15日 令和3年4月16日
日本学術会議に
ついて

公務員でなく（国民の税金を
使用しない）民間の独立機関
とすべき

公務員でありながら、任命権者から任命が見送りとなり大騒ぎするのは
おかしい。日本学術会議は傲慢である。推薦はあくまでも推薦であり決
定権は任命権者にある。総理は国民から選ばれており、学術会議会員
は選ばれていない。設立当初のように会員の選挙で選ばれていないの
で推薦理由が不明瞭である。ただし、たびたび任命権者が拒否すればこ
れも問題となるので選考基準が必要かと思う。なので民間の独立機関と
すべきです。
共産党や他党は政争に情報操作してるみたいなので・・・・
菅総理様　「既成事実の打破」応援いたします。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

564 令和3年2月15日 令和5年4月14日

デジタル化時代：
公務員も人員整
理可能等を含め
雇用の流動性を
持たせる公務員
法改正が必要

　ＡＩ時代に入り、現行の定型
業務に類する職業に関し、民
間企業では、すでに人員整理
の嵐が始まっている。その先
頭が、銀行業界である。当
然、弁護士業界や税理士業
務業界、そして、行政機関に
普及するだろう。
菅政権が最初に掲げる「政府
行政機関のデジタル化」に伴
い。必ず起こる公務員の余剰
人員の対策が必要になる。
政府のデジタル化は５年以内
に完成するとのことであるか
ら、これと並行して今から、公
務員法の改正に着手しなけれ
ばならない

　コロナ禍で行政機関のデジタル化の遅れが表面化し、世界的に笑いも
のになり、非効率化による日本の国力低下が表面化した。菅政権は、早
急に対策が必要といわれる中央・地方を含めた総合的デジタル化を進
めるため、直ちに着手し、約５年以内に完成させると公表した。
それが完成すると、国民への行政サービスは、迅速さと効率化が期待で
きる。
しかし、その暁には、現在の定型業務に類する公務員の職種に関し、す
でに民間企業では、人員整理が表面化しているように、余剰公務員発生
は、当然、予想されることである。
デジタル化が本格的導入されれば、各省庁で個別に実施されている業
務のうち、多数存在する重複する分野は、もちろん、ＡＩ化で従来の業務
の効率化が大幅に進むため、大量の中央、地方の公務員が、職をなくす
ことが予測される。もちろん、ＡＩ化に順応できる公務員も考慮しても、必
ず、溢れることは明白である。
今でも、役所に行けば、テキパキと対応してくれる多くの職員は、だいた
い非正規の方が多く、他人事のような仕事ぶりの正規公務員は、当選、
落ちこぼれになることは確実である。
定年退職で吸収できる時間的余裕はない。そこで、表題の法改正を行
わないと、吸収できない。三公社五現業の民営化にみられるトラブル対
策は、今から準備しておかなければならない。
そのためにも今から、公務員法の改正に着手しなければならない。

個人
内閣官房
人事院
総務省

　職員の免職等は法律等に従い、職員の任命権者が行うものであり、一般職の国家公
務員は、法律または人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して
免職されないこととされています（国家公務員法第75条）。
　これは、採用された者が、恣意的、かつ不利益にその職を奪われることが無いよう制
限することが、成績主義の任用及び公務の公平性、安定性確保のために必要とされる
ためです。
　また、職員の勤務実績不良又は心身の故障、定員の改廃又は予算の減少等の理由
により公務能率を阻害することがある場合は、人事院規則の定めるところにより、職員
をその意に反しても免職することができます（国家公務員法第78条）。
なお、一般職の地方公務員の分限についても、基本的に国の分限の取扱いと同様に
なります。

国家公務員法
第75条、第78条
地方公務員法第
27条第２項、第28
条第１項

現行制度
下で対応可
能

　国及び地方公共団体の行政運営上、職員の人事管理において、成績主義の任用及
び公務の公平性、安定性の確保は重要であり、身分保障の原則は引き続き維持され
るべきであると考えます。
　また、現行制度下においても、定員の改廃を理由とした分限免職は認められていると
ころであり、行政機関のデジタル化が進む状況下においても、現行制度の適切な運用
を行うことで対応可能と考えております。

565 令和3年2月15日 令和3年3月26日
民泊コールセン
ターは何の為に
あるのでしょう？

近隣で別荘地規約に違反して
民泊をしている家があります
が、度々迷惑行為がありま
す。何度かコールセンターに
連絡していますが、人によっ
て対応がまちまちです。

『苦情をうけつける』という記載があるのに、「指導します」と言ってくれる
方もいれば、今日連絡してきた　　様は、あからさまに「面倒な人がまた
連絡してきた」という言い方でした。

一部、内容が違うかもしれませんが、私の記憶している内容は以下の通
りです。

・（歩道に資材等を放置しているに対し）私道なので、当方　の管理では
ない。
・（歩道は私道ではないに対し）では自治体に連絡してくだ　さい。
・（平日、日中勤務しているので無理に対し）時間を作って
　連絡して下さい。
・（なぜそちらで受付ないのか？以前、迷惑行為があったら　　連絡しろと
言われたに対し）では連携しますが、対応結　果等は、こちらからは連絡
しません。

通報内容をただ自治体に連携するだけの部署が必要なのですか？税
金の無駄使いです。
それに、あからさまに不愉快だという言い方で連絡してくる方を、このよう
な部署に配属しているにもおかしいです。

個人 国土交通省

住宅宿泊事業制度の正しい理解と健全な普及を目指して、平成30年4月1日から令和5
年3月31日までの5年間にわたり、問合せや相談のためのコールセンターを民間事業者
に委託し運営しています。住宅宿泊事業に関する制度の問合せ、苦情相談等を受付
し、事業者・自治体・消防・地方整備局等への対応依頼連絡をしています。

なし 対応

今回の件は「住宅宿泊事業に関する苦情」の受付は可能だが、「住宅宿泊事業に関係
ない、事業者に対する苦情」は受付できない、と入電者様に伝える意図でしたが、苦情
自体受付できないと誤認させてしまうような応対になってしまいました。ご意見を全オペ
レーターで共有するとともに、苦情入電に対する応対フローの見直し等を行い改善を
図るなど、再発防止に努めさせていただきます。

566 令和3年2月15日 令和3年7月20日

起立性調節障害
（OD）による不登
校児の支援につ
いて

ODの症状により小中学校に
通えず自宅療養中の子供に
義務教育を保障してください。
文科省の特別支援教育・不登
校支援関係部署、厚労省の
地域医療計画・子育て支援担
当、日本小児心身症医学会な
ど、教育・医療分野が連携し
た対策チームでODの実数、
実態、ニーズの調査を行い、
将来的には発達障害者支援
法のような法令を定める。
・病弱教育や適応指導教室、
夜間中学、定時制高校、フ
リースクール等の教育施設を
柔軟に利用できるよう法令や
規定を改訂
・OD症状が和らぐ午後～夜間
の居場所づくり
・教育コーディネーターの配置
・教職員・関係機関向けガイド
ラインの策定
・専門的な医療機関の確保
・ODに関する医学的研究班
の発足

日本小児医学会によると不登校の３、4割にODが併存すると言われ、
ODの子供の実態把握と対策は不登校対策に不可欠だが、行政による
対策はほとんどない。

ODは倦怠感や頭痛、朝起き不良など外からは症状がわかりづらい上、
教育・医療現場で正しい知識の理解が広がっていないため「怠け」と誤
解されやすい。不適切な扱いによる精神的なストレスが加わると、不登
校が定着しがちである。

重症ODでは強い倦怠感等で全日制の学校に通うのは著しく困難にな
る。通信制や定時制の高校なら何とか通える子供が多いが、義務教育
期間中は公教育に選択肢がない。障害者福祉の対象からは外れ、入院
しない限り院内学級も利用できない（できる自治体もある）。現状では、
時間外の特別指導や家庭訪問など担任教師らの個人的な努力に依存
しており、教員に負担がかかっている。

思春期が終わる頃にはほとんどが回復し、本来の能力を発揮すること
が可能である。ODの罹患中も症状に応じた適切な教育・支援を保障す
るのは国家の義務であり、将来の日本を支える有為な人材を育てる上
でも有用である。

ODの診療には時間と手間がかかり、専門医は非常に少なく、地域に
よって偏在している。小児科以外の医師ではODの認知度も低く、高校以
上で発症した子供は医療機関にかかりづらい。適切な診断・治療を受け
られないまま不登校状態が続いている子供が相当数おり、専門的な医
療機関の確保が求められる。

また、ODは兄弟姉妹、親子での発症など約半数に遺伝傾向が認められ
る。著効を示す薬や治療法はなく、重症になると成長期の数年間を療養
に要する。ODに関する医学的研究の推進は大きな意義がある。

個人
文部科学省
厚生労働省

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の確保等に関する法律（平成２８
年法律第１０５号）において、不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等のため、
学習支援を行う教育支援施設の整備や、特別の教育課程に基づく教育を行う学校の
整備、学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握等について定められ
ています。
また、30文科初第837号「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授
業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について（通知）」（平成30年9月
20日）にて、病院や自宅等で療養中の義務教育段階の病気療養児に対して、一定の
要件の下で同時双方向型授業配信を行った場合、校長は、指導要録上出席扱いとす
ることができる旨を通知しています。

さらに、「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」（平成17年８月23日付雇児
発
第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に定める「子どもの心の診療
ネットワーク事業」において、様々な子どもの心の問題等に対応するため、都道府県及
び指定都市における拠点病院を中核とし、地域の医療機関並びに児童相談、保健所、
市町村保健センター、要保護児童対策地域協議会、発達障害者支援センター、児童福
祉施設及び教育機関等と連携した支援体制の構築を図っています。

義務教育の段階
における普通教育
に相当する教育の
確保等に関する法
律（平成２８年法律
第１０５号）

「母子保健医療対
策総合支援事業
の実施について」
（平成17年８月23
日付雇児発第
0823001号厚生労
働省雇用均等・児
童家庭局長通知）

現行制度
下で対応可
能

個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援等を行うため、特別の教育課程に基づく
不登校特例校の整備等を通じて多様な教育機会の確保に努めているところです。ま
た、不登校児童生徒に対する効果的な支援が学校においてなされるよう、各学校にお
いて中心的かつコーディネーター的な役割を果たす教員も明確に位置付けることの必
要性について周知しているところです。
起立性調節障害により病気療養中の児童に対し、一人一人の状況に応じた支援等を
行うため、平成３０年から、同時双方向型授業配信の指導要録上の取扱の整備等を通
じて多様な教育機会の確保に努めているところであり、引き続き本制度が活用されるよ
う周知してまいります。

さらに、「子どもの心の診療ネットワーク事業」を通じて、引き続き、子どもの心の問題
等に関する多角的な支援に取り組んでまいります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

568 令和3年2月15日 令和3年3月9日

認知症の家内の
年金相談を夫の
私が電話で行え
ない

家内は初老期痴呆症の59歳
です。いま障害年金を頂いて
おります。来年以降の年金額
についての相談を電話でしよ
うとしたところ、委任状を持っ
て年金事務所に来るか、電話
相談は本人しか出来ないと断
られました。認知症で精神障
害１級である家内が電話で話
せる訳はなく、委任状なども絶
対に書けません。夫である私
が書いて行くしかありません。
簡単な相談ですが、おかしい
と思います。本人確認の方法
を設定して、家族でも電話相
談出来る方法を作ってほしい
です。

年金事務所は遠いです。
混んでいて相談に時間がかかります。行って話をして帰って来るのに半
日がかりです。時間はコストです。
電話も混んでいてなかなか繋がりませんが、電話で相談出来れば、遠
方まで交通費と時間をかけて出かける必要がありません。

個人 厚生労働省

年金事務所の窓口で年金相談をされる際、相談窓口においでになる方がご本人の代
理人である場合（家族を含みます）、ご本人の委任状と代理人の方の本人確認が出来
る書類をお持ち頂いております。また、相談窓口においでになる方がご家族である場
合（委任状がない場合）で、ご本人が身体の障害などにより窓口においでになれないと
きは、委任状がなくても、次の書類があればご相談ができます。
・本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療
育手帳など
・施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明（写し可）
・窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類

また、電話で年金相談をされる際、電話をされる方がご本人のご家族（※）である場
合、本人とお電話をされた方の基礎年金番号がわかるものをご用意いただき、本人確
認のため、いくつかご質問をさせていただいております。また、この場合にご相談できる
内容は、個人情報保護の観点から、日本年金機構からお送りした通知書の内容に関
することとさせていただいております。
（※）「２親等以内の親族、又は３親等以上の同居の親族」を言います。

- 対応不可

電話で年金相談をされる際、電話をされる方がご本人のご家族（※）である場合、ご相
談できる内容は、個人情報保護の観点から、日本年金機構からお送りした通知書の内
容に関することとさせていただき、その他のご相談については、年金事務所等の相談
窓口や出張相談等にて承ります。
　なお、日本年金機構に法定代理人であることの登録をしている法定代理人につきまし
ては、本人確認を行った上で、ご本人に代わって電話相談を行うことが可能です。
（※）「２親等以内の親族、又は３親等以上の同居の親族」を言います。

また、年金相談につきましては、文書による相談も受け付けており、文書を出される方
がご本人の代理人である場合（家族を含みます）、ご本人の委任状（原本）と代理人の
方の本人確認が出来る書類の写しを相談文書に同封していただくようお願いいたしま
す。
　なお、文書を出される方がご家族（委任状がない場合）の場合で、ご本人が身体の障
害などにより相談することができない理由があるときは、委任状がなくても、次の書類
があればご相談ができます。
・本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療
育手帳などの写し
・施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明（写し可）
・相談者の本人確認ができる書類の写し
・本人との関係に関する申立

569 令和3年2月15日 令和3年4月16日
日本学術会議に
若手枠を作る

日本学術会議の委員任命拒
否問題が上がっているが、日
本学術会議の委員の選出自
体が不透明であり、ブラック
ボックス化しえいる。また、若
手の研究者が含まれておら
ず、若手の意見が吸い上げに
くい。現行の日本学術会議を
改組するか類似の新しい会議
を設立するかは別として、若
手の意見が科学政策に反映
される仕組みを作って欲しい。

日本の科学技術を相当する新しい会議を設立する。「学術」の各分野か
ら均等に委員が選出されるように、科研費の大区分あるいは中区分ごと
に、採択数にほぼ比例するように委員数を決定する。委員内には、若手
枠（おおむね４５才以下）も用意する。一流の科学者が自分の分野で複
数の委員候補を推薦する。一流の科学者とは、科研費では特別推進研
究、新学術領域研究
（研究領域提案型）、基盤S等、他にはCREST、ERATO等の超大型予算
の研究代表者のうち、選考に加わりたい者と定義する。大区分あるいは
中区分で定員の数倍の候補者（若手枠の候補者含む）を提案・選考して
もらい、その区分以外の者の投票により、会議の議員を決定する。他分
野の者が投票を行うことで、議員が他分野の研究者の評価に耐えうるこ
とが担保される。また、学会ごとに事実上の枠ができ、その枠が談合で
決まることを避けることができる。

個人 内閣府 番号524の回答を参照してください。

570 令和3年2月17日 令和3年3月26日
建築・設備等の図
面の押印の廃止
希望

建築・設備等の図面の押印の
廃止を希望します。
（特に都道府県や市町村や国
公立大学等が図面への朱肉
での押印を求めてきます）

設計事務所に勤めている雑用をやる女子職員です。
この図面は私が書いたので責任持ちますよ！と押印するのでしょうが
現状めんどくさい作業として雑用女子が押印しています。
大体どこの事務所もそうです。
「私が見ましたよ」「責任取りますよ」の書類上の押印が廃止になる流れ
であれば同様に扱って欲しいです。
昔は手で書いていましたので書き終わって書いた本人が押印というパ
ターンもあったと思いますが、
現在はパソコンで書いて出力してまとめて雑用女子に押印の作業が押し
付けられます。
図面を書いていない人がひたすら何時間もかけて押印します。
これって、必要ですか？
図面への押印も設計事務所の枠が入っておりそこに事務所の一級建築
士の記載もあります。
それでも図面だけ押印する必要がよくわかりません。
特に都道府県や市町村や国公立大学等の仕事は押印が当たり前に求
められますので改めて欲しいです。

個人

国土交通省
文部科学省

内閣府
総務省

＜建築士法における設計図書への押印規制の見直しについて＞
　建築士法においては、建築士が設計を行った場合には、設計図書に建築士である旨
の表示をして記名及び押印をしていただくこととなっております。

＜国立大学法人等における押印等の見直しについて＞
　企業から国立大学等に対して提出される書面・押印申請の要否については、国によ
る定めはありません。

＜地方公共団体における押印規制一般の見直しについて＞
　地方公共団体において押印を求めている手続には、国の法令等に基づいて地方公
共団体が実施する手続及び地方公共団体が独自に実施する手続があります。

建築士法第２０条
第１項

検討に着
手

＜建築士法における設計図書への押印規制の見直しについて＞
　建築士法における建築士の設計図書への押印を不要とする改正を含む「デジタル社
会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」を令和３年２月９日に国会に
提出しました。

＜国立大学法人等における押印等の見直しについて＞
　国立大学法人等に対しては、規制改革実施計画を踏まえ、書面・押印手続の見直し
について、必要な措置を講じるよう周知したところです。

＜地方公共団体における押印規制一般の見直しについて＞
　地方公共団体における押印規制一般の見直しについては、「地方公共団体における
書面規制、押印、対面規制の見直しについて」（令和２年７月１７日付け総務省自治行
政局長通知）において、
・国の法令等に基づいて地方公共団体が実施する手続については、各府省から発出さ
れるガイドライン等の内容を踏まえ、適切に対応することが考えられること
・地方公共団体が独自に実施する手続については、国の取組に準じた対応を実施する
ことが考えられること
を示し、各地方公共団体に対して押印規制の見直しに積極的に取り組んでいただくよう
お願いしているところです。
　また、地方公共団体が押印見直しを実施する際の参考として、推進体制、作業手順、
判断基準等を示した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を令和２年１２月
１８日に公表しました。

571 令和3年2月17日 令和3年3月9日
省庁間異動者の
給与返納・追給処
理の一本化

月中異動者にとって、前任庁
から日割りで給与返納の納入
告知書が発行され、銀行に出
向いて収めなければならず、
その同額が後任庁から給与
追給される。これを、同じ国家
公務員の枠として会計間振替
処理をすれば、事務の削減と
なる。

同額が振り込まれ返納する仕組みは非合理的。削減効果は、本人が銀
行に出向かなくて良い、銀行窓口の来客が減る、銀行から国への通知
がいらない、国での収納確認が不要、未納者への督促が不要、納入告
知書の発行が不要、前任庁・後任庁双方の日割り計算書の作成不要。
また、本人の安定収入にも繋がる。

個人 人事院

給与法第７条において、各庁の長は、それぞれの所属の職員が、俸給の支給を受ける
よう給与法を適用しなければならないとされており、人事院規則９―７第３条において、
職員が月の中途にその職員の給与の支出について定められた予算上の部局間での
移動をした場合には、発令日の前日までの給与について日割計算による額を従前所
属していた部局で支給し、発令日以降の給与について従前所属していた部局での既支
給分を差し引いた額を新たに所属する部局で支給することとなっております。この際の
会計処理において、追給・返納が生じる場合があるものと承知しております。

人事院規則９―７
（俸給等の支給）

その他 制度の現状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

573 令和3年3月4日 令和3年3月26日
育休取得強制の
排除

国土交通省において（国家公
務員全体のおそれあり）は、
男性職員の育休取得1ヶ月以
上の強制化（形式上は強い推
奨となっているが、半強制と
なってしまっている）を止める
べきである。
取らないとダメだとして、取得
しない理由の報告（及びその
精査）や（不適切な行為をやっ
たのと同様に）上司からの強
い指導を行うなどという誰もが
不幸になるようなことは止め、
育休取得中は当然ながら減っ
てしまう超過勤務手当などに
相当するインセンティブの創
設などの本来行うべき施策を
行うべきである。

男性職員の育休については、職員の権利であり、義務ではないはずで
ある。
それが、現在の国土交通省では以下のような形の運用がされている。
・・・・・・
４月から６月までに子が生まれた職員のうち、公表基準日（８月１日時
点）において計画が１か月未満であった職員がいる機関におかれまして
は、ご提出いただいた「育休等取得計画」について１か月以上の計画と
なるよう見直しの上、再提出願います。
　１か月未満の職員がいない場合は、お手数ですがその旨ご報告願い
ます。
・原則、全ての職員の計画を1か月以上としていただくことを想定しており
ますが、特段の事情により1か月未満となる職員がいる場合は、その理
由をご教示ください。（1か月未満となる場合は省内幹部に報告する必要
があります。）
「全ての子どもが生まれた男性職員が１か月以上を目途に育児に伴う休
暇・休業を取得できることを目指す」との方針徹底については、公表同日
に閣僚懇にて菅官房長官（当時）から取組を促す発言がされていること
もあり、第１四半期の取得予定のみならず、第２四半期以降の取得予定
や、実績の状況把握等について、引き続きしっかり取り組む必要があり
ます。
次官連絡会議においても杉田副長官から「コロナ対応や災害対応など
で先の見通しが立たないために１か月未満となっている計画について
は、適宜計画を見直し、１か月以上とすることを検討されたい」との指示
もございます。』
・・・・・・
これは強制に他ならない。男性職員の権利であることを明確化し、それ
にふさわしい施策となるように提案するものである。

個人 国土交通省

国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得については、「国家公務員の男性職
員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」（令和元年12月女性職員活躍・ワーク
ライフバランス推進協議会決定。以下「取得促進方針」という。）等に基づき（１）管理職員及び人
事担当課による対象職員の把握、（２）管理職員による対象職員に対する情報提供及び育児に伴
う休暇・休業の取得の勧奨、取得計画の作成、（３）管理職員における対象職員の取得状況の把
握、計画に沿った取得の促進、取得計画の見直し等を行うこととしています。

このうち取得計画の作成については、取得促進方針において「取得に関する本人の意向に基づ
き、取得計画を作成する」「人事担当課は、管理職員からの報告により対象職員の取得予定を確
認し、取得意向がない又は期間が１か月に満たないといった場合には、管理職員又は当該職員
に対し、理由の確認や勧奨を行う。」と定められ、「「国家公務員の男性職員による育児に伴う休
暇・休業の取得促進に関する方針」に定める標準的な取組及び人事評価の実施について（依
頼）」（令和２年１月内閣官房内閣人事局人事政策統括官通知）において「人事担当課は、管理職
員が提出した取得計画を確認し、取得予定の記載がない場合や取得日数の合計が１か月に満た
ない場合には、管理職員に対しその理由の確認を行う。その上で、取得日数が少ないこと等の理
由が必ずしも合理的でなかったり、明確ではないと思われたりする場合には、対象職員本人への
確認を行う。この際 、例えば、管理職員から取得計画提出時等に対象職員が取得しない理由に
ついて家庭事情等の個別具体的な説明があった場合には、対象職員への人事担当課からの再
度の確認は、慎重に対応する。」と定められ、「「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・
休業の取得促進に関する方針」に定める標準的な取組 Q＆A」において「取得計画については、
対象となるすべての職員について、当該職員の管理職員が作成することとしています。 対象職
員に対し、育児に伴う休暇・休業を合計１か月以上取得することについて管理職等から勧奨した
上で、対象職員や当該家庭の事情等により取得意向が全くないことが確認された場合について
は、その旨を取得計画に記載してください。」と定められているところ、これらについては、人事担
当者を通じ管理職員及び対象職員に適切に周知されています。

なし 事実誤認

国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得については、「国家公務員
の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」（令和元年12月女
性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。以下「取得促進方針」という。）等
に基づき、「取得に関する本人の意向に基づき、取得計画を作成」し、取得予定がない
場合等は「理由の確認や勧奨」を行うこととして、適切に運用しているところです。した
がって、本人の意向に反して休暇・休業の取得を強制することはありません。
いずれにしましても、引き続き、取得促進方針等に基く適切な運用を継続してまいりま
す。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

575 令和3年3月4日 令和3年9月10日
国立大学におけ
る不必要な捺印
の要求について

筑波大学において、不必要な
捺印を要求されるケースが散
見される。Wi-Fiルーター貸出
時の誓約書に捺印が必要だ
と言われた。自著であれば捺
印がなくても誓約書の法的効
力に影響しないため、捺印を
拒否したところ、大学本部が
必要だというから捺印が必要
だ、との返答が担当者から
あった。

「外国人のSmithさんにも捺印を要求するのですか？」と尋ねたところ、
「外国人は印鑑がないから不要だ」との返答だった。これでは、日本人と
外国人の間に差別的待遇が生じてしまう。国立大学においてこのような
外国人差別を行なっていることは看過できない事態である。
当該事例において捺印が必要となる根拠法はないため、捺印の要求は
慣例によるものである。

個人 文部科学省 規制改革の番号518（文部科学省）の回答を参照してください。

576 令和3年3月4日 令和3年8月18日
日本学術会議に
ついて

どうしても必要ならば、専門家
等は、ボランティアで参加すべ
き。

廃止でいいと思います。必要ない。報酬が多すぎる。 個人 内閣府

　日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発
達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とし、内閣総理
大臣の所轄とされています。
　独立して次の職務を行っており、日本学術会議に関する経費は国庫が負担すること
とされています。
　①科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
　②科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

日本学術会議法
検討に着
手

　令和3年4月22日に「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」を公表し、日本学
術会議のより良い役割発揮に向けて、日本学術会議において検討を始めています。

「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」（日本学術会議ＨＰ）
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-s182-2.pdf

577 令和3年3月4日 令和5年5月17日
戸籍と住民基本
台帳の一本化と
国での一元管理

市町村の住民台帳と、法務省
の戸籍台帳を一本化し、国ま
たは国の外郭団体で一括管
理できないものでしょうか。

現状はたかだか1億3千万人弱の「顧客基本情報」を管理するため、全国
で推定3400台(市町村数×住民台帳＆戸籍システム)以上の高性能
サーバを利用し、毎年膨大な管理コストを支払っています。

住民台帳は自治事務、戸籍は国の法定受託事務ですが、統合しても総
務省と法務省の管轄以外に特に問題になることは無いと思います。また
自治体が独自色を出すような事務でもありませんから、国または地方公
共団体情報システム機構の様な外郭団体でシステムを準備し、各自治
体はLGWAN経由でそれを利用するようにすれば、かなりの経費節減に
なるのではないでしょうか。

統合により、マイナンバーカードを使い、全国どこの自治体でも住民票と
戸籍をプリントアウトできるようになると嬉しいです。

デメリットは、住民台帳と戸籍システムで稼いでいた地方のSIerの仕事
が無くなることかと思います。

個人
総務省
法務省

【戸籍台帳について】
　戸籍制度は，日本国民の親族的身分関係を登録・公証する制度であり，住民基本台
帳制度は，住民の居住関係その他の住民に関する記録を登録・公証する制度で，戸
籍制度は戸籍法，住民基本台帳制度は住民基本台帳法においてそれぞれ登録・公証
する内容が法定されております。
　なお，戸籍謄抄本等の交付請求は本籍地の市区町村に行う必要があります。

【住民台帳について】
　本人からの請求であれば、住所地市町村以外でも請求を受け付け、氏名、住所等の
記載された住民票の写しを交付することができます。
　また、マイナンバーカードを利用して住民票の写しのコンビニ交付サービスを行って
いる自治体もあります。

戸籍法
住民基本台帳法

対応不可

　制度の現状欄に記載のとおり，それぞれの制度の根拠となる法令，登録・公証する
内容が異なることから御要望に応じるのは困難です。
  なお，令和元年５月３１日から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める
日から，いずれの市区町村においても，本人等の戸籍又は除かれた戸籍の謄抄本を
取得することができるようになりました。

令和3年3月4日574

法務省
厚生労働省
国土交通省
内閣官房
外務省

個人

１：技能実習生の逃亡を避けるべく、国でも彼らを雇うべきだと考えま
す。例えば、国土交通省において、河川国道事務所などの業務は、まさ
に技能実習ができる場所だと思います。民間で安い賃金で働かせても
何もこの制度の利点を生かしていません。その上で、技能実習生は国で
も雇用すべきだと思います。

２：在留カードの不正や模造品が出回る理由の一つにセキュリティーの
甘さがあると思います。その為、在留カード取得時に、指紋登録と指紋
ナンバーの登録。在留カードにも二つの番号を掲載し、照合の際、在留
カードのナンバーで名寄せした時に、照合先で指紋と指紋ナンバーも表
示し一致しなければ不法滞在になるというシステムの構築をすべきだと
思います。

３：一度、在留カードが発行されると、その後の就職した後、何年も在留
カードの在留期限を確認しない事業者がいます。その為、保険証の更新
や発行時に在留カードナンバーを提示を義務化し、厚生労働省側でも不
正を防ぐ対策をすべきだと考えます。

４：不法滞在を防ぐべく外国人のアパート等の賃貸契約は、原則１年と
し、パスポートの提出と在留カードの確認を義務化すべきです。また、近
年、中国人が日本の土地を購入することが多発しています。他国では、
外国人は在住国の土地を買うことができない法律がありますが、日本で
は、永住権がなくても購入できます。これは将来、日本の土地が奪われ
る可能性がありますので、他国同様、コンドーミニアムしか買えないよう
法整備をすべきです。

５：ビザ申請値段は、もっと高価にすべきです。人口減少する中、税収の
一部として収益も上がり、日本のビザは貴重な物として扱われるようにな
ります

外国人の日本国内のビザ取
得および技能実習生の扱い
について提案。
１：技能実習制度について
２：在留カードの不正防止につ
いて
３：在留カードの使い道の拡
大について
４：在留外国人の賃貸契約と
土地の購入について
５：ビザ申請の費用について

在留カードの活用
と不正防止策なら
びに技能実習制
度について

令和3年6月16日

１．技能実習法（以下、法という。）において、実習実施者とは、法第２条第７項及び第８
項の規定により、法第８条第１項に規定する技能実習計画に基づき、技能実習を行わ
せる者とされています。
法第８条第１項に規定する技能実習計画は、技能実習を行わせようとする本邦の個人
又は法人が作成し、出入国在留管理庁及び厚生労働大臣の認定を受けるものであ
り、個人又は法人に国は含まれないため、国が実習実施者となることは想定していま
せん。

２．在留カードの偽変造対策については、在留カードの券面に、見る角度を変えること
で色が変化する特殊なホログラムや、カードを傾けると絵柄の色が変化する特殊なイ
ンクなどが用いられており、その見方については、出入国在留管理庁のホームページ
に掲載するなどして周知を図っています。
　また、出入国在留管理庁ホームページ上に、在留カードの番号の失効情報を確認す
ることができる「在留カード等番号失効情報照会」ページを設置しており、この画面上で
在留カードの番号と有効期間を入力することにより、当該番号が失効していないかにつ
いて確認することができるようにしています。
　さらに、令和２年１２月２５日から、在留カードのICチップ内に保存されている身分事項
や顔写真等の情報を読み取り、その情報が偽造・改ざんされたものでないことを確認
するための機能を提供する在留カード等読取アプリケーションを無料配布しています。
　出入国在留管理庁では、券面の偽変造防止対策や在留カード等番号失効情報照会
の運用に加え、このアプリケーションの幅広い利用により、偽変造在留カード対策をよ
り一層進めていきたいと考えています。

３．健康保険制度においては、被保険者資格取得届等の提出に際し、記載内容に誤り
が生じないよう、事業主において住民票や在留カード等により本人確認を徹底するよう
周知しているところです。
　なお、出入国在留管理庁においては、不法就労外国人問題に対処することを目的
に、例年「不法就労外国人対策キャンペーン月間」を定め、外国人を雇用する事業主
等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるため、リーフレットを用いて外
国人雇用の際の注意点を説明し、不法就労防止を呼びかけるキャンペーンを行ってい
ます。その際、在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのな
いように注意を喚起するほか、在留カードの真偽判断のポイントについて紹介していま
す。また、事業主団体（中小企業団体、商工会議所等）、関係行政機関及び地方公共
団体等に対して、不法就労防止に関する啓発活動の協力を依頼しています。

４．(前段)　国籍等によって賃貸借契約における契約期間に一律に制約を課すことは
適切ではないと考えています。
　なお、住宅の賃貸借契約に係る入居審査において、一般的には身元確認が行われ
ています。

４．(後段)　現在、内閣官房において、骨太方針2020を踏まえ、安全保障上重要な土地
の利用・管理等の在り方について課題を精査し、検討を進めているところです。

５．査証の目的は、外国人の入国について事前に審査がされ、旅券に付与されること
で、善良な外国人に対する円滑な入国審査実施に寄与すること及び我が国の利益を
害する行為を行う外国人の入国を阻止することです。
また、査証手数料は外務省設置法第１１条や政令、省令で、事務に要する実費及び為
替相場を勘案して徴収することや手数料額が定められており、在外公館は、これらの
法令に基づき、適切に査証手数料を徴収しています。

１．対応不
可

２．対応不
可

３．その他

４．(前段)
対応不可

４．(後段)
検討に着
手

５．対応不
可

１．外国人の技能
実習の適正な実施
及び技能実習生
の保護に関する法
律（平成28年法律
第89号）

２．なし

３．健康保険法第
48条等

４．なし

５．外務省設置法
第11条
領事官の徴収する
手数料に関する政
令
領事官の徴収する
手数料を定める省
令

１．技能実習制度は、技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、開発途
上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としており、実習実施者と
の雇用契約に基づき、技能実習生を受け入れています。

２．在留カードの偽変造対策については、在留カードの券面に、見る角度を変えること
で色が変化する特殊なホログラムや、カードを傾けると絵柄の色が変化する特殊なイ
ンクなどが用いられており、その見方については、出入国在留管理庁のホームページ
に掲載するなどして周知を図っています。
　また、出入国在留管理庁ホームページ上に、在留カードの番号の失効情報を確認す
ることができる「在留カード等番号失効情報照会」ページを設置しており、この画面上で
在留カードの番号と有効期間を入力することにより、当該番号が失効していないかにつ
いて確認することができるようにしています。
　さらに、令和２年１２月２５日から、在留カードのICチップ内に保存されている身分事項
や顔写真等の情報を読み取り、その情報が偽造・改ざんされたものでないことを確認
するための機能を提供する在留カード等読取アプリケーションを無料配布しています。

３.　健康保険制度においては、被保険者資格取得届等の提出に際し、記載内容に誤り
が生じないよう、事業主において住民票や在留カード等により本人確認を徹底するよう
周知しているところです。

４．(前段)　民法（明治29年法律第89号）及び借地借家法（平成３年法律第90号）には、
賃貸借契約に関して、国籍等によって契約期間や身元確認に係る制約を課す規定は
ありません。

４．(後段)　外国資本等による土地買収については、骨太方針2020において、「安全保
障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利
用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」とされたことを踏まえ、内閣
官房において検討を進めています。

５．査証手数料を含む領事手数料は、法令により、徴収根拠や手数料額が定められて
います。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

578 令和3年3月4日 令和3年3月26日

国内で使用されて
いる簡体字とハン
グル表記の廃止
について

　現在、国内では至る所で、
中国語(簡体字)と韓国語(ハン
グル)表記が使用されていま
すが、日本は多民族国家では
ありませんので、これらの言
語を国民に押し付けることは
許されず、従来の日本語と英
語表記に戻すべきです。な
お、ＪＲ東海は、日本語と英語
表記のみであり、何の問題も
ないと聞いています。

　今は、空港、鉄道、道路、市役所、バスターミナル、飲食店、デパート
等、あらゆる場所で簡体字とハングル表記が使用され、国民はやる必要
のない余分なコストを負わされているとともに、これらの言語の表記は、
小さくて日本国民には見えづらく、不便を強いられているのが現状であ
り、景観上も、国民感情からも納得できるものではありません。
　日本には、多くの中国人が居住しており、中国の国防動員法が発動さ
れた場合は、国内で使用されている簡体字が悪用される恐れがありま
す。また、ハングル表記は、北朝鮮による工作活動に悪用される恐れが
あります。
　中国人も、韓国人も、英語学習はやっているはずであり、敢えて日本
のみが世界の常識に反した言語表記をする必要は全くありません。
　多くの国民は、以前のような日本語と英語表記の簡潔なものを望んで
いると考えられますので、来年のオリンピック・パラリンピックを前に、是
非、以前のような簡潔な姿に戻すよう、国民として強く要望する次第で
す。

個人 国土交通省 番号537の回答を参照してください。

579 令和3年3月4日 令和3年4月16日
幼稚園・小学校で
の現金集金廃止
について

幼稚園や小学校の雑費は、
現金集金ではなく、口座引き
落としにしてほしいです。

キャッシュレス化が進み現金を扱う機会が減っています。そのため、保
護者が指定された金額を用意するのは、大変な手間がかかります。時
にはすぐに買う必要の無い物を現金で購入することもあります。
現金を用意する、集めた現金を集計する、金融機関に持ち込んで再度
確認するなどさまざまな手間がかかります。
また現金には、途中で紛失するリスクもあります。
あらゆる方の仕事量の削減のためにも、現金での集金は廃止にしてほ
しいです。
地域によっては口座引き落としの学校もあるかもしれません。提案先が
分からなかったのですが、こちらに連絡させてもらいました。よろしくお願
いします。

個人 文部科学省
各学校で管理されている徴収金については、それぞれの学校で管理方法を決められて
いるものと承知しています。

なし
現行制度
下で対応可
能

徴収金の管理については、各学校で定められているものであり、運用の仕方によって
改善が図れるものと考えます。
また、文部科学省としては、様々な機会に業務の効率化や事務負担の軽減に関しての
取組を促しています。

580 令和3年3月4日 令和3年8月18日 学術会議

学術会議現役会員の科学技
術、教育
、医療技術などの向上に会員
それぞれの英知を結集して積
極的、具体的な提言を必ず年
一回行う事を義務付けるべ
き。

具体的、積極的な提言を出すことを義務付ける事により曖昧で学識者以
外でも言えるような意見が減るのではないでしょうか。
例えば戦争反対なら戦争をしないように相手が好戦的な態度に出れな
いようにするためにどのような政策を打っていくべきかが出てくるように
なると思う。
学識者なら具体的な事が言えるはず。
学術会議現役会員は、専門分野の研究で得られた知識を活かして国の
向上、発展に貢献することに関与することを義務付けるべき。
会員任命を拒否された学識者は、政府の提出した法案に異議をとなえ
ただけで法案の問題点の改善策を提示出来なかったのでわ。
研究者なら具体的な改善策と改善策を実施した後にどのような効果が
あるかが言えなければならないと思う。
学識者代表としてはどうかだと思う。

個人 内閣府 番号576の回答を参照してください。

581 令和3年3月4日 令和3年3月26日
国立大学の公募
の電子化につい
て

お茶の水女子大学の公募方
法(署名、捺印入り、A4用紙を
用いて郵送。返信葉書入り)を
改善して電子化(アップロード)
にして欲しい。

現在、米国に居住しているが、ここではA4用紙も返信葉書用の日本の
切手も手に入れるのが困難である。私は日本にいる親族に頼んで送付
してもらったが、日本に親族のいない研究者もいる。海外でグローバル
に活躍する研究者の雇用機会を失わないためにも、海外からの応募に
優しい仕組みを作って欲しい。

お茶の水女子大は印刷書類を送付、という形態だったが東京大学のあ
る研究室では学内サーバーへのアップロードで書類を受け付けてくれて
ありがたかった。国立大学全体でアップロードによる提出に対応してい
ただけると、さらには履歴書や業績リストの書式なども統一していただけ
ると多くの研究者が非常に助かると思う。

個人 文部科学省 番号479の回答を参照してください。

582 令和3年3月4日 令和3年4月16日
国立大学法人試
験事務室の廃止

例年実施している国立大学法
人職員統一試験を廃止する。
廃止することで、法人試験事
務室が不要となり、そこに在
籍する各大学からの出向もな
くなり、人的コスト・関係経費
の削減に繋がる。

国立大学は職員採用のため、各ブロックごとに統一試験を実施している
が、公務員志望の学生が併願先として国立大学の試験を受ける形に
なっており、せっかく合格・内定を出しても、辞退されるケースが非常に
多い。また、そもそも受験者数が減少しているため、大学が定める合格
ラインに1人も達さないケースすらある。この統一試験を実施するには、
センター試験の様に、事前に多くの準備があり、当日も職員が土日出勤
して対応するため、人的コストもかかる。一番の問題は、法人試験事務
室が、このような厳しい採用状況の中、例年通りの仕事しかしない事。約
半数の国立大学が、この試験以外に、大学独自の試験をする事で、職
員の補充に努めているが、正直、独自試験の受験生の方が、かなりレベ
ルが高い。法人試験事務室・統一試験を廃止する事で、各大学の負担
軽減が図られるとともに、大学ごとの色を出した採用が可能になり、特色
ある大学の創生に繋がるのではないか。せめて、統一試験に対する各
大学の思いを述べるアンケート調査だけでも、実施してほしい。

個人 文部科学省
国立大学法人等における職員採用試験は、それぞれの法人の採用方針に基づいて行
われているものであり、統一採用試験からの採用を行うか否かは各法人において判断
するべきものです。

なし
現行制度
下で対応可
能

制度の原状欄に記載のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

583 令和3年3月4日 令和3年4月16日
自衛隊の高速道
路等通行料金常
時無料化

自衛隊の平素の教育訓練に
伴う人員・装備品の輸送、及
び部隊移動等に係る高速道
路等の有料道路通行料金の
無料化

移動時間の短縮による教育訓練に配当する時間の確保、高速道路等
利用料金コストの削減、高速道路等の利用に係る調整部署、人員の削
減によるコスト削減・業務の効率化及び実動部隊の人員数の増加等の
効果が期待

個人
防衛省

国土交通省

【防衛省】
自衛隊の平素の教育訓練のための高速道路等の有料道路通行においては、利用料
金を支払う必要があります。

【国土交通省】
高速道路の料金を徴収しない車両については、道路整備特別措置法において、道路
交通法に規定する緊急自動車その他政令で定める車両はこの限りではないとされてお
り、同法施行令において、災害救助、水防活動その他の特別の理由に基づくものであ
るため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が
定めるものとされています。
 
国土交通大臣が定める車両については、「料金を徴収しない車両を定める告示」で定
められており、自衛隊車両については、自衛隊車両の活動に応じて告示の該当の有無
を判断しており、告示に該当する場合、料金を徴収していないところです。

道路整備特別措
置法

対応不可

【防衛省】
自衛隊が訓練で使用する有料道路利用のために必要な経費について、優先順位を踏
まえつつ、必要な教育訓練を行えるよう十分な予算確保に努めてまいります。

【国土交通省】
有料道路は、道路の建設等に係る債務を利用者の料金により償還することを前提とし
た制度であり、利用者の料金負担の公平性等の観点から、料金を徴収しない車両につ
いては、緊急自動車等特別の理由がある車両に限定されているところ、ご意見のよう
な利用について無料の対象とすることは困難と考えています。

584 令和3年3月4日 令和3年3月26日

財務省主査説明
等のオンライン化
（明日にでもでき
ます）

現在、各省庁が財務省へ分
厚い紙束をもって、説明をし、
それを手書きでメモを取って
いるのが現実である。大学院
を卒業したばかりの小職に
とってはとても時代遅れであ
ると感じた。
財務省説明をオンラインのみ
とすることにより、紙の無駄遣
いをなくすするとともに、テレ
ワークも推進することができ、
双方にとってもプラスとなる。

現在は、主査説明とし、各省が財務省に説明をすることになっている。そ
のための印刷の部数、枚数はゆうに１００ページを超える。これを深夜ま
で印刷をしているのが現状である。また、主査説明のために、出勤しな
ければならない職員もいることを忘れてはならない。メモ取りもタイピング
の音が気になるという暗黙の了解のもと、手書きで行っているのが現実
である。
　そこで、財務省説明をオンラインのみと制限することにより、紙の無駄
使いを無くす、テレワークを推進することができ、メモもＰＣで取ることが
可能となるほか、新型コロナウイルス感染症対策にもなり、良いことしか
ない。
　オンラインでは、うまく伝わらないという幹部の声も聞くが、オンラインで
もうまく伝わるように場数を踏むというのも大切であると感じている。
　よく、議員レクのオンライン化が叫ばれるが、まず、身近なところから原
則ではなく、「オンライン化のみ」とすることにより、強制力を持って改革
を進めなければ日本は変わらないと強く感じる。ご検討を頂ければ幸い
です。

個人 財務省

財務省における主査説明時の説明方法等は、各予算係と各府省庁との間で調整し決
定しているものと承知しています。
また、令和２年９月以降、業務効率化のために各府省庁と利用できるビデオ会議シス
テムを全職員に導入し、ヒアリング等への活用を推奨しているところです。

なし
現行制度
下で対応可
能

今後とも、ヒアリング等へのビデオ会議システムの活用を進めてまいります。

585 令和3年3月4日 令和3年4月16日
消防団の寄付強
制について

消防団員から年一度訪問さ
れ、寄付金2000円請求される

私は茨城県に住んてます。いつも疑問ですが消防団が毎年消防団協力
金として一戸世帯を周り2000円請求されまます。　これはほぼ消防団旅
行費や宴会代だそうです
このようなことをやめるように国から通達していただけないか

個人 総務省
　地方財政法第４条の５において、地方公共団体は住民に対し、寄付金を割り当てて
強制的に徴収するようなことをしてはならないとされています。

地方財政法第４条
の５
消防組織法第９条

その他
　消防団は、消防組織法に基づき市町村に設置される消防機関の１つであり、消防団
を設置する各市町村において、適切に対応するべきものです。
　法律の趣旨については、茨城県にお伝えします。

586 令和3年3月4日 令和5年4月14日 共済について

学校に勤務すると公立学校共
済、市役所だと市共済に加入
しなければならず、異動の支
障となっている。
また、学校事務という採用ポ
ストを残すことにもつながり、
無駄な採用事務コスト、狭い
異動範囲による人材育成の
困難さなど、課題が多い。
採用当初の共済を維持し、勤
務先が変わっても共済は変わ
らないようにして欲しい。

大きな影響はない。投資も特段不要。
メリットは、採用ポストの効率化、異動に伴う人事異動業務の軽減など考
えられる。

個人
総務省

文部科学省

地方公務員等共済組合法第３条第１項において、地方公務員共済組合のうち、「公立
学校共済組合」は「公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属す
る教育機関（公立学校を除く。）の職員」、「市町村職員共済組合」は「都道府県の区域
ごとに」、「指定都市以外の市及び町村の職員（第二号に掲げる者を除く。）」によって
組織すると規定されています。
また学校事務職員は、学校教育法第37条等において、原則必置の職とされており、任
命権者である各自治体が実態を踏まえて採用方法を決定しています。

地方公務員等共
済組合法第３条

事実誤認

地方公務員等共済組合法第３条により、各組合を組織する職員が規定されており、公
立学校共済組合と市町村職員共済組合の間の異動は日常的に行われていることか
ら、所属する共済組合が異なることが異動の支障とはなっていません。また、職員の採
用や異動は任命権者である各自治体が実態を踏まえて適切に行っていると承知してお
り、所属する共済組合とは関係ありません。

587 令和3年3月4日 令和3年4月16日

研究分野におけ
る大学および独
立行政法人の公
募に応募する際
の各種申請を電
子化すること

1. 典型的な応募書類の書式
を統一すること（履歴書・職務
経歴書・研究業績など）
2. 電子応募を基本にすること
（書類送付の廃止）

私は研究者をしていますが、国立大学や国の研究機関（独立行政法人
等）の公募に応募する際には、毎回書式の違う応募書類を作成し、印刷
し、それを郵送で送付しなければなりません。
文部科学省の方針に従った結果、任期付きのポストが増え多くの研究
者は何度も公募に応募することになりますが、書類作成や送付に貴重な
研究の時間を割かざる得ないのが現状です。また、書類を送付するとい
うスタイルは海外からの応募を減らしている一因であり、日本人が海外
に出て行かない要因の一つでもあろうと思います。
すなわち、単純なこの２つの改革により
1.　研究時間の捻出
2.　海外からの応募を増やす
効果が考えられます。

理想的には履歴書や研究業績はe-Rad等のシステムに登録しておいた
ものをそのまま使用できる形が望ましいと思います。
JSTが主管しているJrecinでは電子応募の機能はありますが、それを使
用可能としている機関は圧倒的に少ないと言わざる得ません。これらは
機関内の前例主義が原因であろうと考えられますが、様々なものが電子
化されていく現代に沿った形にすべきであり、改革を希望します。

個人 文部科学省

　各大学における教員等の人事は，各大学がその責任において適正に行うことが基本
ですが、文部科学省では、「研究力向上改革2019」において掲げた「求人公募における
海外からの応募に係る負担の軽減」等を踏まえ、各大学等において、特に国外の研究
者が応募・面接に当たり不利益の被ることのないよう、求人公募における応募・面接の
オンライン化の推進に努めるよう好事例を示しながら依頼（令和元年5月事務連絡）し
たところです。
　文部科学省が所管する国立研究開発法人については、全ての法人において、応募
書類を電子的に提出可能としています。
　また、イノベーション創出を担う研究人材のためのキャリア支援ポータルサイト
「JREC-IN Portal」においても、各大学等における電子応募導入を推進すべく、「大学等
における求人公募に係る申請手続きのオンライン化等の推進について」（令和３年２月
１２日付文部科学省事務連絡）を踏まえた積極的な対応を呼び掛けています。

-
現行制度
下で対応可
能

　令和元年5月事務連絡で示した取組事例を更新するとともに、オンライン化を活用し
た公募申請手続を取り入れるなど、教員等の求人公募手続きの不断の検証を求める
事務連絡を改めて発出・周知を行ったところです。
　また、引き続き、JREC-IN Portalにおいても、サイトの更なる充実に取り組んでまいり
ます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

588 令和3年3月4日 令和3年3月26日
地方支分部局の
長の任期の長期
化

私が所属する国の地方出先
機関では、キャリア官僚が局
長として赴任してきますが、１
年で異動し、毎年新しい局長
になります。部長級も１年異動
が多いです。これを最低２、３
年の任期にすることを提案し
ます。

新局長・新部長の都度、業務説明、関係各所への挨拶回り、前局長が
始めた施策の見直しなどが行われます。異動が２年毎であれば、上記
業務は２年に１度ですみます。
そもそも１年で方針が変わる組織、トップが毎年新任の挨拶回りを行っ
てる組織では、管轄する地域の信頼は獲られません。トップが１年で変
わる組織は健全なのでしょうか？
これは霞ヶ関各省庁のトップにも言えることだと思います。
１年で異動している理由が、国民や管轄する地域のためであれば喜ん
で働きますが、私にはよく分かりません。ただ、キャリア官僚の異動事情
や前例踏襲のように見えます。
トップの任期が延びれば、異動に伴う「提案の具体的内容」で記載した
業務量削減に繋がります。また組織の安定による国民の信頼も高まりま
す。
どうぞよろしくお願いします。

個人 内閣官房

国家公務員法において、職員の転任は人事評価に基づき、任命しようとする官職の属
する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとす
る官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとされています。ま
た、採用・昇任等に当たり従うべき基本的な方針である「採用昇任等基本方針」では、
多様な勤務機会の付与、多岐にわたる行政課題や業務の繁閑への的確な対応、同一
官職に長期間就けることに伴う弊害の防止等を勘案しつつ行うこととされており、これ
らを踏まえ人事異動を実施しています。

国家公務員法第
54条、第58条

現行制度
下で対応可
能

国家公務員の人事管理については、引き続き適切に行ってまいります。

589 令和3年3月4日 令和3年4月16日
法務省・裁判所に
おける横書きコン
マの使用撤廃

法務省・裁判所では、「公用文
作成の要領」に従い、横書き
文書にテン「、」ではなく、コン
マ「，」を用いています。しか
し、民間は勿論、他の省庁で
も、日本語の文章にコンマを
使うことはなく、法務省・裁判
所関係だけが、コンマを使うこ
とを強制しているのは異常で
す。法務省・裁判所における
横書きコンマを使用を撤廃し、
民間・他の省庁と同様に、テ
ン「、」を使うよう改めて下さ
い。

日本において、横書き文書を書くにあたり、法務省・裁判所関係（検察
庁、弁護士会、裁判関係用語）だけ、テン「、」ではなく、コンマ「，」を使っ
ています。これは、この世界が一般市民社会からかけ離れた非常識なと
ころであることを示していませんか。裁判員制度の導入など、市民に開
かれた裁判制度を目指しているにも関わらず、用語の使い方を見ても、
市民社会の常識を見ようともしない姿勢には憤りを感じます。
横書き文書を、テンではなく、コンマで表記するよう、裁判官・検察官・弁
護士、法務省職員の方は、パソコンを設定しているのだと思いますが、
普通の人はそんなことはしません。
テンで表記された文書を受け取らない職員の方もいるようですが、全く
の無駄で、合理性に欠けています。
制定から５０年以上経過した「公用文作成の要領」において、コンマ「，」
を使うよう定めているのは、戦後の混乱期における間違った日本語改革
の一つです。これを機に、「公用文作成の要領」を正式に改め、横書きで
あっても、日本語文章はテンを使うようにきちんと定めて下さい。

個人
文部科学省

法務省
内閣官房

　「公用文改善の趣旨徹底について」(昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知)で「これを
関係の向に周知徹底せしめることは、公用文改善の実をはかるため適当のことと思わ
れる」として示された「公用文作成の要領」（昭和27年内閣閣甲第16 号依命通知別紙）
は、公用文を、感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに、執務能率の増進をは
かるため、その用語用字・文体・書き方などについて、示したものです。その「第3 書き
方について」の５　注２で「句読点は，横書きでは「，」および「。」を用いる。」と示されて
います。
　ただし，「公用文作成の要領」が通知されて既に70年近くを経ており，現状の公用文
の作成においては，言葉に対する意識の変化や和文タイプライターを使用しないなど
の社会状況の変化に合わせて省庁ごとに柔軟に運用されるようになり，読点について
も，「、」の使用を許容している省庁もあります。
　なお，法務省においては，上記「公文書作成の要領」に基づき，「，」を使用していると
ころです。

「公用文改善の趣
旨徹底について」
(昭和27年内閣閣
甲第16 号依命通
知)、
「公用文作成の要
領」（昭和27年内
閣閣甲第16 号依
命通知別紙）

検討に着
手

　文化審議会国語分科会において、令和３年３月12日に「新しい「公用文作成の要領」
に向けて（報告）」
（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/92968501_01.p
df）が取りまとめられたところであり、その中では読点には「，」でなく「、」を用いることを
原則とすることについても内容に盛り込まれております。当報告を踏まえ各府省庁にお
ける取扱いについて関係府省庁と検討を行う予定です。

590 令和3年3月4日 令和3年4月16日

「公用文作成の要
領」の廃止、現代
に即したものの制
定

法務省・裁判所では、「公用文
作成の要領」に従い、横書き
文書にテン「、」ではなく、コン
マ「，」を用いています。しか
し、民間は勿論、他の省庁で
も、日本語の文章にコンマを
使うことはなく、法務省・裁判
所関係だけが、コンマを使うこ
とを強制しているのは異常で
す。
法務省・裁判所関係の異常な
慣習の根拠となっている「公
用文作成の要領」を廃止し、
現代に即した適切なものを制
定して下さい。（内閣官房、文
化庁）

日本において、横書き文書を書くにあたり、法務省・裁判所関係（検察
庁、弁護士会、裁判関係用語）だけ、テン「、」ではなく、コンマ「，」を使っ
ています。裁判員制度の導入など、市民に開かれた裁判制度を目指し
ているにも関わらず、用語の使い方を見ても、市民社会の常識に沿って
いない状況に憤りを感じます。
横書き文書を、テンではなく、コンマで表記するよう、裁判官・検察官・弁
護士、法務省職員の方は、パソコンを設定しているのだと思いますが、
普通の人はそんなことはしません。
この根拠となっているのが、制定から５０年以上経過した「公用文作成の
要領」です。コンマ「，」の使用以外にも、今となってはおかしな部分が多
数あります（「充当」や「即応」は使っても良いのでは。「経本」・「連調」は
はるか昔になくなっている。地名・人名をかな書きにして良いとはどういう
意味、数字表記のルールなど）。このような不適切なルールが、未だに
通用しているのは信じられません。これを機に、「公用文作成の要領」を
正式に改め、横書きであっても、日本語文章はテンを使うように現代に
即した適切な日本語表記のルールをきちんと定めて下さい。（内閣官
房、文化庁）

個人
文部科学省

法務省
内閣官房

番号589の回答を参照してください。

591 令和3年3月4日 令和3年3月26日

局、課の数の規
制の撤廃、必要な
局や課は措置す
べき

国の行政組織の管理におい
て、局（官房を含む）と課の数
の規制を置いて効率化を図っ
ていることになっていますが、
実際には、局長級、中二階、
課長級、室長級の総括整理
職、分掌官の乱立を招き、意
味がないどころか、分かりにく
く、有害です。
必要なのは、局や課の数を減
らすことではなく、階層を減ら
すことであり、むしろ必要な局
や課は措置すべきです。局、
課の数の規制は撤廃して下さ
い。

国の行政組織の管理にあたり、大臣官房・局の数の規制と、課の数の
規制が行われていますが、局長級、中二階、課長級、室長級の総括整
理職、分掌官の乱立を招くだけの結果となっています。むしろ、次の例の
ような混乱を招き、分かりにくくなっているだけです。

・内閣府政策統括官（〇〇担当）付参事官（△△担当）が乱立している
が、局と課と何ら変わらず、分かりにくいだけ。
・〇〇局△△審議官の部下の職員を、△△審議官グループ、△△審議
官組織のような形にして、実質的には局と同じ扱いにしている。
・大臣官房参事官（〇〇局△△担当）の形で、単に〇〇局△△を担当し
ている課と同じ。大臣官房に属している意味はない。
・△△課企画官兼□□室長の形で、実質的には△△課本課と□□室は
独立して仕事をしている。（□□室は訓令室）

局や課の数を規制しても改革には繋がりません。局や課の数を増やす
と、階層が増えることは繋がり、それは決裁ルートを長くして、責任の不
明確化や意思決定の遅れに繋がります。むしろ階層を減らす観点から
は、必要な局や課は措置すべきです。

人件費抑制の観点は理由になりません。なぜならば、総括審議官、審議
官、参事官、企画官など、局や課じゃなくとも、同じ人件費が措置されて
いるからです。

局や課の数を規制する仕事をしていること自体が無駄です。もっと行政
の活性化に繋がる他の仕事に人材を充てて下さい。

個人 内閣官房

　「局」の数については、中央省庁等改革基本法第47条第１号において「府省の内部部
局として置かれる官房及び局の総数をできる限り九十に近い数とすること」とされ、これ
を受けて、国家行政組織法第23条において、「官房及び局の数は、内閣府設置法（平
成十一年法律第八十九号）第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数
と合わせて、九十七以内とする。」と規定されています。
　「課」の数については、中央省庁等改革基本法第47条第３号において「府省の編成以
後の五年間において、課等の総数について、十分の一程度の削減を行うことを目標と
し、できる限り九百に近い数とするよう努めること。」と規定されています。
　「局長級分掌職」については、国家行政組織法第20条第１項において「特に必要があ
る場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを
所掌する職で局長に準ずるものを置くことができる」と規定されています。
　「総括整理職」「課長級分掌職」については、国家行政組織法第21条第４項において
「官房、局若しくは部（実施庁に置かれる官房及び部を除く。）又は委員会の事務局に
は、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課（課に準ずる室を含む。）の所掌に
属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くこと
ができる」と規定されています。

国家行政組織法
第20条第１項、第
21条第４項、第23
条
中央省庁等改革
基本法第47条第１
号・第３号

その他

①　現状において、業務遂行に係る体制は、必ずしもシンプルな「局－課」という形態で
はなく、両者の間に総括整理職（審議官級・課長級）が入り、あるいは、「局」「課」の事
務の一部を分掌職が担い、あるいは「局」「課」を置かず一定の塊の事務を複数の分掌
職がその時々の状況に応じ分担し合うなど、様々な組織が上下・左右相互に関係し合
う形で業務を遂行する体制になっているものが多いですが、それは、省庁再編以降、
内外の環境が刻々変化し、時に相互に矛盾する多様な政策課題に直面する中で、引
き続き個別分野だけを考えていたのでは解決できず、高い視点と広い視野による総合
的・戦略的な判断、大胆な価値選択・政策立案を行いながら、課題に対処しなければな
らない必要性が高まっていることによるものが大きいと考えています。
②　「局」「課」については、中央省庁等改革基本法において「官房及び局の総数をでき
る限り九十に近い数とする」（これを受けて国家行政組織法で「九十七以内」と規定）と
され、また、同基本法において「課等の総数について･･･できる限り九百に近い数とする
よう努める」とされていることから、こうした法定数との関係で「局」「課」を増やしづらい
面があることは否定されるものではありませんが、この法定された趣旨も、政府全体の
政策の企画立案の総合性・機動性・弾力性を確保する点にあることを考えると、むし
ろ、分掌職・総括整理職の新設は、①のとおり、「局－課」という単一の関係で全てを解
決できる政策課題が僅少となり、局長級の判断・調整について、単一の「課」を超えて
局内・府省内全体を幅広い視点で見渡しながらサポートする機能、あるいは、個々の
政策テーマ・業務の状況に応じて府省内で所掌関係を変更できるようにする柔軟性が
求められていることが主因と考えています。
③　当局としては、多様な政策課題に対し我が国の行政組織が的確に対応できるよ
う、各府省からの要求に対し、所掌することが想定される業務の内容等に応じ、分掌職
又は総括整理職が適切なのか、あるいは「局」「課」かを、法定数との関係も見ながら
審査しており、そうした中で、真に必要性が認められる場合には、「局」の法定数を改正
して「局」を新設する対応をとっており（例：消費・安全局（農林水産省）、地方協力局（防
衛省））、また、「課」についても、同様に、必要に応じて新設する対応をとっています
（例：カジノ管理委員会の新設時に、必要な「課」を新規で措置）。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

592 令和3年3月4日 令和3年3月26日
財務省と金融庁
の統合

我が国の経済成長を加速さ
せる好循環を作るため、財務
省と金融庁を統合して下さ
い。経済成長の加速には、国
の予算（財務省主計局）、財
政投融資（財務省理財局）、
銀行・証券・投資会社等民間
金融機関による資金の供給
（金融庁）、外国からの投資
（財務省国際局）が組み合わ
さることが不可欠です。財源を
確保するための税制、国債、
関税（主税局、理財局、関税
局、国税庁）との連携も、必要
です。

かつて大蔵省が日本のマネーの循環を良い形で生み出し、高度経済成
長を実現しました。残念ながら、現在は、財務省と金融庁とが分離してお
り、この体制では、予算や財政投融資による資金供給と、民間金融機関
による資金供給をうまく組み合わせて、経済成長を加速させる好循環を
生み出せていないと思います。成長著しい外国から資金を日本の成長
にどう取り組んでいくのか、という観点から、国際金融行政と国内金融行
政との連携も必要です。色々と考えられる、民間金融と税制、国債、関
税との連携も不十分です。
財務省と金融庁とが縦割りを超えて連携を図ることは当然のことで、本
提案の趣旨は、一体となってマネーの循環を良い形で運営することが必
要ではないか、という点です。
財務省と金融庁との統合は、経済成長の加速に繋がるより良い政策作
りのために必要ですが、管理部門の効率化にも繋がります。管理部門で
効率化された人員は削減するのではなく、財務総合政策研究所と金融
研究センターとを統合した高度のシンクタンク機能を有する組織に充て
ることが望ましいと思います。

個人
財務省
金融庁

　財務省の任務は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適
正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保
を図ることです。

　金融庁の任務は、金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投
資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることです。

財務省設置法
第３条第１項

金融庁設置法
第３条第１項

現行制度
下で対応可
能

現行の体制において、国内の経済対策や国際金融情勢への対応など、財政・金融・経
済に対する一体的な政策対応が求められる場合は、財務省と金融庁が緊密に協議・
調整を行いつつ対応を行っており、今後もこうした取組みを続けてまいります。

593 令和3年3月4日 令和3年3月26日
教員の部活動に
ついて

高校等の部活動について、教
諭ではない第三者が行うこと
を提案したい

高校教諭の義兄を持つ者です。
土日も部活動で駆り出され、家族旅行なども姉とその子供のみで行くこ
とが多く、甥っ子らは寂しそうにしていることが多いです。
教諭にも家族との時間は必要であるし、また、教諭としての仕事もあると
思います。
そこで、それらが改善できるよう私が提言したいのは、部活動を教諭で
はない第三者が指導することです。
これにより、以下の二点の面でメリットがあると思われます。
(1)教諭のQOLの改善、余裕ができ、より生徒への指導に時間を割ける
ようになることから、より教育の質もあがるのではないのでしょうか。
(2)余裕をもって生徒と関われるようになることで、いじめ問題なども気づ
くようになったりできるようになるのではないでしょうか。
こういったところから教育の質を上げることは、将来的な国家としての質
を上げることにもつながり、経済的、社会的な改善もできるのではないか
と思い、提案しました。

個人 文部科学省 番号114の回答を参照してください。

594 令和3年3月4日 令和3年4月16日
格安携帯とマイナ
ンバー

マイナンバーを健康保険証と
結びつけようとしたが携帯に
合わなく出来ない。zenfone
Max m2 Asus_X01AD
（ZB633KL）
格安携帯はマイナンバー登録
のために新機種を購入したも
のが出来ない。マイナンバー
を推進するのであれば、早く
機種を増やすべきである。

　デジタル推進をするには、高齢者社会に対応し易くすべき。
若者は使うのがあたりまえ、若者よりも、高齢者社会に役立つ。
高齢者を対象に広く推進されたい。
高齢者に簡単に使えるような社会が必要である。

厚生労働省が推進している、健康保険証が完全に実施など、高齢者社
会に役立つ社会として欲しい。
　まずマイナンバー登録、国の受けを即時に広げることなど当たり前で
ある。。

個人 内閣官房

マイナポータルAPは、マイナンバーカードを用いてマイナポータルをご利用いただくた
めのアプリケーションですが、マイナポータルAPに対応しているスマートフォンについて
は、マイナポータルの「よくあるご質問」（https://faq.myna.go.jp/）から確認することがで
き、順次対応機種の拡大に努めております。
なお、OSやブラウザで新しいバージョンがリリースされた場合、マイナポータルAPが対
応するまで一定期間要する場合があります。

なし
現行制度
下で対応可
能

マイナポータルをご利用いただくための環境につきましては、スマートフォンの新機種
やOS・ブラウザの新しいバージョンがリリースされ次第、できるだけ早く対応できるよう
努めているところです。
引き続き、ご利用される皆様がご不便を感じないよう、できる限り早く対応してまいりま
す。

595 令和3年3月4日 令和3年9月10日

東京大学での科
研費の使用に関
する書類提出の
オンライン化の要
望

所属の東京大学教育学研究
科を例にとって説明します．
コロナによって，科研費で物
品やアルバイトを雇用した際
に必要な書類がオンラインで
も提出可能になりました．しか
し，実態はオンラインで提出し
た後に，それを印刷して紙媒
体で事務に提出する必要が
あり，オンラインでの提出は仕
事が増えるため，メリットが薄
いです．そのため，オンライン
でのファイル提出のみで事務
処理が簡潔するように改善し
てほしいです．
また，立替払いの書類には印
鑑が必要であり，オンライン化
の阻害要因となっています．
上記の改善と共に，印鑑につ
いても省略可に改善をお願い
したいです．

提案理由としては，コストの削減，研究生産性の増大の２点の効果があ
ります．
まず．コストの削減の観点から説明します．現在の東京大学の制度では
科研費の使用の際には，紙媒体での提出が必須となっています．その
ため，紙，トナー代といったコストが余分にかかっています，さらに，事務
方は膨大な書類を管理する人的コストと共に，置き場の圧迫などが想定
されます．合わせて，紙媒体の場合は紛失のリスクもあります．今回提
案したオンラインで簡潔するようにした場合に上記のコストの削減が可
能になります．
次に研究生産性の増大のメリットについて記述します．多くの報道にあ
るように日本の大学では，事務処理の手間によって，研究時間の確保
が困難になっています．紙に印刷して印鑑を押し，事務に提出するの
は，移動時間もあり研究時間を圧迫する要因になっています．科研費の
書類提出がオンラインのみで簡潔するようにすることで，研究時間の確
保・生産性の向上が見込まれます．それによって日本の研究の国際競
争力の増大が可能になります．

個人 文部科学省 規制改革の番号518（文部科学省）の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

596 令和3年3月4日 令和3年4月16日
公立学校のバリ
アフリー化

健康上の理由で車椅子での生活
を強いられている、知人のお子さ
んが来年4月から中学校に進学
するにあたって、学校の選択に
困っています。近隣の公立中学
校を訪問し、相談した所、明確に
拒否をする学校、入学は可能だ
が、原則親が車椅子の移動の面
倒を全て見なければならない学
校等、非常に選択肢が限られる、
もしくは事実上入学が難しい状況
とのことです。この内容は文部科
学省と厚生労働省、更には地方
自治体も関与するすることかと思
われますが、担当省庁が分散さ
れていることにより、結果的に公
立学校でのバリアフリー化が進ま
ず、車椅子等の使用が不可欠な
子供たちの学問を受ける機会を
奪っているのでは無いでしょう
か？

パラリンピックの重要性は十二分に理解はしているつもりですが、その
前に、少なくとも公立学校（特に公立小中校）に於いては、全ての学校の
バリアフリー化とは言わなくても、希望者の状況に応じた柔軟な対応（あ
る一定以上の規模の地方自治体に於いては、公立小学校・中学校の一
定割合のバリアフリー化の義務付け等、及び学区外の学校に通学する
場合の車での登校の受け入れ他）を日本全国の自治体に導入すること
が先決かと思われます。「学問の自由」「教育の自由」の観点からも早急
に取り組むべき施策と考えます。

個人
文部科学省
国土交通省

令和2年5月にバリアフリー法の一部が改正され、同年11月、同法施行令が改正され、
特別特定建築物に公立小中学校等が新たに位置付けられました。
特別特定建築物については、一定規模以上の建築等（新築、増築、改築または用途変
更）をしようとするときは、バリアフリー基準への適合が義務付けられるほか、一定規模
未満の建築等をしようとするときや、既存の建築物についてもバリアフリー基準への適
合の努力義務が課せられます。なお、公立小中学校等については令和3年4月以降に
建築等されるものが、バリアフリー基準への適合義務の対象となります。
また、市町村教育委員会は、障害のある児童生徒の就学先決定に当たり、障害の状
態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地
からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から、就学先の判断を行う
こととなります。

高齢者、障害者等
の移動等の円滑
化の促進に関する
法律、
高齢者、障害者等
の移動等の円滑
化の促進に関する
法律施行令

その他

学校施設のバリアフリー化は非常に重要であると考えており、令和2年度、文部科学省
において有識者会議を設置し、学校施設のバリアフリー化の推進方策について検討し
た際にも、バリアフリー法を所管する国土交通省の担当者がオブザーバーとして参加
するなど、関係省庁と連携して取り組んでいるところです。
文部科学省では、令和７年度末までの5年間の緊急かつ集中的な整備を推進するた
め、公立小中学校等に係るバリアフリー化の整備目標を定めるとともに、学校施設の
バリアフリー化や留意点等を取りまとめた「学校施設バリアフリー化推進指針」の改訂
を行ったところです。
また、令和3年度から、公立小中学校等のバリアフリー化工事に対する国庫補助の算
定割合を1/3から1/2に引き上げる予定であり、地方公共団体の取組を積極的に支援
することとしています。
さらに、文部科学省では、市町村教育委員会が就学先の判断を行う際に参考となるよ
う、例えば、肢体不自由のある子供の教育における合理的配慮の観点などを示した資
料を作成し、周知しているところです。

597 令和3年3月4日 令和3年4月16日
ＮＨＫ(日本放送協
会)について

ＮＨＫ本体だけではなく、子会
社も含めた経理監査を国会に
於いて行う。若しくはＮＨＫそ
のものの総務省管轄からの
完全に民間に移行する。

ＮＨＫ本体の決算は収支が完全に一致しており、そのような事は絶対に
ありえない決算内容であり、国会審査が形骸化している様に思える。
子会社は莫大な利益を上げており、これを本体に組み込めば国民から
受信料を徴収する事無くＮＨＫの運営は可能であり、受信料が無くなれ
ば消費に繋がるものと思われる。
民間放送も充実しており、最早ＮＨＫの公共放送としての役割は終えた
もの考えられる。

個人 総務省

ＮＨＫの財務諸表については、ＮＨＫにおいて作成した上で、放送法第74条第３項の規
定に基づき、会計検査院による検査を経て、国会に提出されることとされています。

NHKは、放送法の規定に基づき、公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信
できるように豊かで良い放送番組による国内放送を行うことなどを目的とした特殊法人
として設立されています。

放送法第74条３項
及び第79条

放送法第15条及
び第16条

その他

対応不可

制度の現状欄に記載のとおりです。

公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組
による国内放送などを行うという公共放送の基本的役割は、引き続き重要であると考
えます。

598 令和3年3月4日 令和3年3月26日
農水省における
「一太郎」を完全
廃止してほしい

農水省から各都道府県、市町
村宛に送付される通知や要
綱、様式等に一太郎ファイル
が未だ存在している。一太郎
の拡張子には対応していない
市町村が多いため、マイクロ
ソフトの「ワード」に完全統一
願いたい。

提案内容にもあるとおり、一太郎ファイルを開くことができない市町村が
多く、都道府県の事務担当レベルで、いちいち一太郎ファイルからコピー
アンドペーストでWordファイルに張り付けなおし、送付するというような余
計な手間がかかっている。
また、上記のような対応をすると、フォーマットが崩れることも多く、市町
村は崩れたフォーマットを一々直しながら業務に使用している。特に、県
市民が実際利用する申請書類の様式が一太郎ファイルであると大変
困っている。
農水省がWordに統一してくれれば、上記問題は解決され、都道府県、市
町村職員の事務負担も軽減し、かつ国民にも適切な行政手続きの案内
も実現できる為、是非これを機に完全統一願いたい。

個人 農林水産省
　農林水産省では、「ワード」の使用が主流となっている民間企業等との文書のやり取
りの円滑な実施等の観点から、平成30年より、「ワード」の使用を原則化しております。

なし
現行制度
下で対応可
能

　農林水産省では、「ワード」の使用が主流となっている民間企業等との文書のやり取
りの円滑な実施等の観点から、平成30年より、「ワード」の使用を原則化するとともに、
既に「一太郎」で作成済みの文書ファイルもその更新時に「ワード」形式で保存する取
組を実施しております。改めて省内周知し、「ワード」使用の徹底に努めてまいります。

599 令和3年3月4日 令和3年7月20日
在庁時間にかか
る超過勤務代に
ついて

どこにお送りしてよいわから
ず、こちらにお送りさせていた
だきました。ここ数年、内閣官
房の期間業務職員で、勤務時
間よりだいぶ早く出勤し(早く
出勤することがいけないとは
言っていません)仕事をするわ
けではなく、朝食を取ったり、
化粧したりと自分の時間を過
ごしているのにもかかわらず、
毎日出勤した時間を在庁時間
で報告し、その分も超過勤務
代(残業代)を受け取っている
人がいます。多くの人は朝早
くきても、勤務時間は決められ
た開始時間で報告しているは
ずです。言い方が適切でない
かもしれませんが、水増しで
すよね。明らかに詐欺だと思
います。わからないと思い、や
りたい放題です。

一度きちんと調査をしてください。しかるべき対応(返納させるなどの)を
切に望みます。真面目にしている方が馬鹿をみます。
職員からの依頼で、勤務時間より早く出勤して業務を手伝ってほしいと
言われない限りは、例え早く出勤しても、その時間を在庁時間と報告で
きないシステムに変えるべきです。
よろしくお願いします。

個人 内閣官房
内閣官房における期間業務職員の勤務時間の管理等については、各部局における任
命権者の下で、規定に従って適切に取り扱うよう指導しています。

なし 対応
個人が特定できないため、個別の対応は困難ですが、引き続き、任命権者において適
切に取り扱うよう、各部局に対して指導を徹底したところです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

600 令和3年3月4日 令和3年4月16日

「国立大学法人」
と「大学共同利用
機関法人」の制度
を改正し、「高等
研究教育法人」と
して制度統合する
提案

国立大学法人法の定める法
人制度（「国立大学法人」と
「大学共同利用機関法人」）に
ついて提案致します。
国立大学法人法の制定時
は、「国立大学法人」と「大学
共同利用機関法人」に法人制
度において差異がありまし
た。
しかし、国立大学法人法の改
正により、法人制度に差異が
ほとんど無くなりました。
にもかかわらず、「国立大学
法人」と「大学共同利用機関
法人」で、対応する部署（分科
会・委員会など）を、文部科学
省は別々に設けており、無駄
で非効率あると言わざるを得
ません。
「国立大学法人」と「大学共同
利用機関法人」の制度を統合
し、「高等研究教育法人」とす
ることを提案致します。

国立大学法人法は、「国立大学法人」と「大学共同利用機関法人」を定
めています。
国立大学法人法の制定時は、「国立大学法人」は「１法人１大学」であ
り、「大学共同利用機関法人」は「１法人複数機関」でした。
しかし、国立大学法人法の改正により、「国立大学法人」が「１法人複数
大学」となったため、「国立大学法人」と「大学共同利用機関法人」に差
異がほとんど無くなりました。
にもかかわらず、「国立大学法人」と「大学共同利用機関法人」で、対応
する部署（分科会・委員会など）を、文部科学省は別々に設けており、無
駄で非効率あると言わざるを得ません。
「国立大学法人」と「大学共同利用機関法人」の制度を統合し、「高等研
究教育法人」とすることを提案致します。

個人 文部科学省

「国立大学法人」は国立大学の設置・運営等を目的する法人である一方、
「大学共同利用機関法人」は、国公私立全ての大学の共同利用の研究所として学術研
究の発展等に資するために設置される大学共同利用機関の設置、運営を目的とする
法人であり、両者の目的は異なっています。このため、両法人に差異が無いため、制度
を統合すべきというご指摘は当たらないものと考えます。

国立大学法人法 対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

601 令和3年3月4日 令和3年3月26日

石油等危険物を
扱う消防行政（総
務省消防庁）を、
経済産業省へ移
管することの提案

現在、石油や可燃物等の危
険物は、総務省消防庁の管
轄であり、地方自治体では消
防署の管轄となっております。
高圧ガス、プロパンガス、火薬
等は、経済産業省の管轄であ
り、地方自治体では都道府県
の管轄となっております。
ひとつの事業者で、高圧ガス
と可燃物を扱う事業者の場合
など、規制官庁が別れること
になるため、事務作業が煩雑
であるだけでなく、両方の指導
を並立させるために、ちぐはぐ
な安全対策となることがありま
す。
総務省消防庁を、総務省から
経済産業省の外局へと移す
行政組織再編を行い、合わせ
て、地方自治体の消防署が、
危険物だけでなく、高圧ガス、
火薬等も同時に規制監督でき
る制度とすることを提案致しま
す。

現在、石油や可燃物等の危険物は、総務省消防庁の管轄であり、地方
自治体では消防署の管轄となっております。
高圧ガス、プロパンガス、火薬等は、経済産業省の管轄であり、地方自
治体では都道府県の管轄となっております。
ひとつの事業者で、高圧ガスと可燃物を扱う事業者の場合など、規制官
庁が別れることになるため、事務作業が煩雑であるだけでなく、両方の
指導を並立させるために、ちぐはぐな安全対策となることがあります。
総務省消防庁を、総務省から経済産業省の外局へと移す行政組織再編
を行い、合わせて、地方自治体の消防署が、危険物だけでなく、高圧ガ
ス、火薬等も同時に規制監督できる制度とすることを提案致します。
小規模な市町村で、高圧ガスや火薬まで扱えないという場合もあるかと
思いますが、小規模な市町村の消防は、都道府県に移管するべきだと
思います。

個人
総務省

経済産業省
番号131の回答を参照してください。

602 令和3年3月4日 令和3年3月26日
公立学校PTAは
義務ではないこと
の周知

公立学校PTAは義務ではなく
任意団体であることを全国に
広く周知させ、保護者が入会
するかしないか選択権を与え
るようにする。
または、PTAを廃止する。

公立学校におけるPTAの強制入会は、現場の母親達を疲弊させてい
る。
PTAが任意の団体であることは知られつつあるが、田舎の地方ではまだ
まだ周知されていない。
全国PTA連合が天下り先として必要だからでしょうか。
PTAがあるから子供を産みたくないと言う女性も多々いて、少子化の一
因であることを知ってください。

廃止が無理であれば、最低限以下の2点。
(1)学校からPTAに個人情報を渡す際に保護者の同意を得ること。
(2)教育費とPTA会費を銀行口座から引き落とすのも同意を得ること。

詳細は法学者の木村草太さん、PTA問題に詳しい大塚玲子さんの調査
や報告をご一読頂ければと思います。

個人 文部科学省 番号242の回答を参照してください。

603 令和3年3月4日 令和3年3月26日 合同庁舎の管理

外部から見た話。
熊本地方合同庁舎の地下駐
車場のフロアに古紙置き場が
あり、業者へ搬出している。し
かし、庁舎の規制で業者の車
が入れないため、小さな台車
で往復しているため、作業が
長時間になり、排出料金も高
くなっている。それで、規制を
改善して、業者の車が入れる
ようにすれば、排出料金も節
減できるのではないか。

古紙の搬出料が節減でき、さらに作業員の負担軽減になる。 個人 財務省

　熊本地方合同庁舎においては、地下駐車場への搬出入車両の進入規制は行ってお
りません。
　古紙を地下保管場所から搬出する際には、受注者の搬出車両（２ｔ）を保管場所に横
付けして古紙の積込みを行っており、円滑に搬出作業が実施されています。
　なお、搬出入車両が大型車（概ね４ｔ超）の場合、地下駐車場の天井高（2.7ｍ）等の物
理的要因により、地下駐車場への進入が困難なケースも生じます。

九州財務局所管
合同庁舎管理規
則

事実誤認

　制度の現状のとおり、当合同庁舎では、地下駐車場への搬出入車両の進入規制は
行っておりませんが、大型車両については物理的な制限が生じることから、事前の調
整が必要となります。
　古紙の搬出に限らず、地下駐車場を利用した搬出入作業を発注する各入居官署に
対して、制度の現状等を再度周知するとともに、効率的な搬出入作業の実施を要請し
ます。

604 令和3年3月4日 令和3年3月26日
国勢調査の廃止
と代替について

国勢調査を廃止し、それに代
わる情報収集は住民票など
の自治体やその他公的機関
に届け出る情報をもとに統計
を取る事を提案したい。ただ
し、情報提供の同意や個人の
特定を避け、利用目的を厳格
化し、あくまでも統計上の処理
として扱う事が必要である。

・国勢調査実施によるコスト削減。
・質問内容が自治体に届けている内容と多くが重複し無駄が生じてい
る。
・回答率が低いとの報道を目にしたが、自治体等への届け出を利用す
れば、より高い回答及び情報収集が可能であり、質の高い統計情報を
得ることができる。社会への還元となる。
・国勢調査回答が義務であるなら、必要事項の収集も個人情報の利用
として問題ないと考えられる。ただし、現行の個人名や所属企業の収集
は用途や聴取理由が不明かつ不要である。

個人 総務省 番号18の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

605 令和3年3月4日 令和5年4月14日
公務員の採用年
齢の撤廃

公務員の採用年齢を撤廃して
欲しい。
日本の政府機関、都道府県
や市町村の採用年齢を撤廃
して欲しい。

公務員の採用年齢が、三十歳などに制限されているのが、国家の損失
だと思う。
公務員こそ、一般社会において様々な経験を積んだ社会人を中途採用
で採用するべきだ。
新卒で入ってくるような人ばかりが、国や県や市を動かしていることこそ
が、本質的におかしいと思う。
それはまるで、実際に道路に出たことがない、ペーパードライバーが、い
きなり高速道路を運転しているようなものだと思う。
行政を担う人間こそ、様々な社会経験を積んだ多様な人材を採用するこ
とで、もっと活力ある社会を実現できると思う。
これをまず一番最初にやるべきだと思う。

個人
人事院
総務省

【国家公務員】
国家公務員の採用の方法としては、新規学卒者に限らず、一定の受験資格の下で採
用した者を長期に部内で育成することを目的とした総合職試験、一般職試験等の採用
試験のほか、民間企業での実務の経験等を有する者を係長以上の官職に採用するこ
とを目的とした経験者採用試験やその者が有する専門的な能力・経験を活かせる官職
への選考採用などの中途採用もあります。国家公務員の官職は様々であるところ、
個々の官職の職制上の段階や職務内容等に応じた方法で、任命権者が採用を行って
おります。

【地方公務員】
地方公務員の採用については、競争試験又は選考によることとされています。地方公
務員の採用については、各地方公共団体の任命権者が、その職の職制上の段階や職
務内容等に応じた方法で行っているところです。各地方公共団体の実情に応じ、中途
採用試験も実施されているものと承知しています。

【国家公務員】
国家公務員法
第36条、第45条の
２、第57条等

【地方公務員】
地方公務員法
第17条、第17条の
２等

【国家公務
員】
現行制度
下で対応可
能

【地方公務
員】
現行制度
下で対応可
能

【国家公務員】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【地方公務員】
制度の現状欄に記載のとおりです。

606 令和3年3月4日 令和3年4月16日
個人住民税と所
得税の課税・徴収
事務を同時に

個人住民税の課税事務と所
得税の課税事務がほぼ同じ
内容にもかかわらず、国税
庁、地方自治体の双方で課税
計算を行っており、無駄が多
い。法人市民税の課税標準が
法人税額のように、個人市民
税の課税標準を所得税額とす
べきである。また、税の徴収
においては、所得税は現年徴
収、個人住民税は翌年徴収
で、一般市民には分かりにく
い。年度のズレを解消し、所
得税と同時に個人住民税も源
泉徴収を行う方が効率的であ
る。

個人住民税の課税計算は、確定申告書などの所得税の課税情報等の
提供を受けて、個人住民税の課税計算を一から行っている。法人市民
税においては、法人税額が課税標準とし、単純に税率をかけるだけで、
法人市民税が算出できる仕組みとなっている。法人市民税のように、個
人市民税も所得税額を課税標準として、算出するようなしくみとならない
ものか。課税計算が複雑で、時代とともに特例措置や税額控除も増加え
ており、これらの制度が残ったままで、減ることはない。個人住民税を独
自に計算したところで、所得税における納税者の応能性、応益性の割合
は、さほど変わりはない。
徴収方法においては、所得税と同じように、源泉徴収で現年中に徴収す
ることにより、確実に税収が確保され、滞納者を減らすことができる。翌
年度課税では、前年に比べて収入が減った人が滞納者になりやすく、翌
年度課税といえども、「６月から翌年５月まで」の徴収期間であり、理解さ
れにくい。一方で、年金特別徴収は、「４月から仮徴収」であり、これも分
かりにくい制度となっている。源泉徴収で、所得税と住民税を集め、確定
申告により、所得税と住民税を一緒に、還付したり、徴収する方法が効
率的である。

個人 総務省

　個人住民税は、前年の所得を基準として翌年度に課税する仕組みとなっています。
　この仕組みは、課税団体毎に税率が異なり得る中で、その課税団体を明確化しつ
つ、所得税における確定申告等を活用し、個人住民税の課税を効率的に行うことで、
納税義務者や企業、地方団体の税務事務に過大な負担が生じないように配慮して講じ
られているものです。

地方税法第32条、
第313条

検討に着
手

　ご提案の個人住民税の現年課税化については、学識経験者や企業、地方団体等を
構成員とする検討会を設置し、議論を行ってきたところですが、その中で、企業におい
て、業務が多忙になる年末に、所得税の年末調整事務に加えて、所得税と計算の異な
る個人住民税の年末調整事務が生じるなどの課題が指摘されています。
　また、地方団体において還付事務が多く発生すること、現年課税への切替時に、移行
前年分と当年分の２年分の課税が発生するといった点のほか、現在、個人住民税を賦
課する過程で得られている所得の情報が、社会保障等の様々な制度で活用されてい
る中で、こうした所得把握の事務に影響を与える懸念があるなどの課題が指摘されて
います。
　こうしたことを背景に、現年課税化については、企業や地方団体から慎重な対応を求
める声が上がっているところであり、引き続き丁寧な議論が必要と考えています。

607 令和3年3月4日 令和3年3月26日

かんぽ生命だけ
給付金請求には
他社の「入院・手
術証明書」のコ
ピーが使えない不
合理と契約者の
損失の不条理

　
私は経験から他社コピーでも
請求可能と知ってたので良い
けど、郵便局窓口で冷たくあし
らわれ診断書を２枚書いて損
してる被保険者が一体どれく
らいいるのでしょう？無意識
の被害者が増えるのをこれ以
上放置してはならないと考え
ます。かんぽ生命の書式では
できない、初診・通院・入院・
手術・リハビリ通院を一括で請
求可能な他保険会社の普通
のフォーマットを利用でき、か
んぽ生命には原本証明したコ
ピーで良しとすべきです。

理由が判り易い様に私事の説明を少しさせて頂きます。２０２０年９月２３
日、妻が２週間の入院・手術をしたため、給付金の申請に申請書類関係
を取りに行きました。過去に経験があったので念のため「他保険会社の
入院・手術証明書のコピー」で受け付け可能かを確認したところ、にべも
なくかんぽ生命の書式しか受け付けないとの事。つまり、他保険会社の
ほとんどは他社の「入院・手術証明書」のコピーでも申請受付可能なの
に、相変わらずかんぽ生命だけは頑として自社書式原本じゃないとダ
メ、これが未だ常識の様です。対応はかんぽ生命コールセンターに問い
合わせて欲しいの一点張りで、頭はかんぽで尻尾が郵便局でその間に
は分厚い壁があるいう、「縦割の極致」と言える対応です。郵便局は委
託されて契約確保優先だけに走り、給付金他のサービスの不具合はか
んぽ生命コールセンターでしか対応できないと逃げるのなら、昨年の大
きな不祥事発生もある意味当然かと呆れています。さて、２０１５年の過
去の経験です、手間は取りましたが結局「他保険会社のコピー」で申請
受付されました。最終的にかんぽ生命お客様相談室室長の丁寧な書式
での反省とお詫びそして改善意志を感じ矛を収めました。（顛末は保存
してます）私も、今回の手続きでかんぽ生命お客様センターとやり取りし
なければならず、お互い時間と手間の浪費・郵送料など無駄な経費の発
生はそのまま社会資本と税金の無駄遣いと考えます。かんぽ生命・郵便
局職員皆さんが本来業務とサービス向上に集中し、顧客である私達も
安心して任せられる体質改善を今度こそお願い致します。

個人 金融庁

保険業法等において、保険金支払請求書面に関する規定はありません。
各保険会社においては、適切な保険金等支払管理態勢の整備を行い、各社の責任に
おいて、その手続き方法を規定し、お客様への対応を行っているものと承知していま
す。

なし その他
保険金請求手続きに関しては、各社の規定に基づき実施されているため、かんぽ生命
に確認したところ、ご提案頂いた保険金支払請求書面の件については、既に改定を行
い、他社書式のコピーでも要件を満たせば使用可能である旨確認致しました。

608 令和3年3月4日 令和3年8月18日
科学技術政策の
諮問・審議機関を
1つにまとめる

今何かと話題になっている
「日本学術会議」は、大雑把に
言って我が国の科学技術政
策について意見を述べる場だ
と承知している。
これと同じような組織として、
文部科学省に科学技術・学術
審議会、内閣府に総合科学技
術・イノベーション会議があ
る。
内容を見ても、似たり寄ったり
である。
1つにまとめてしまえばいいの
ではないか？

限られた予算を有効に使うために、組織を1つに統合した方が余計なコ
ストを減らせると思う。
縦割り行政をやめて、科学技術立国としてやっていくには、内閣府に「科
学技術政策会議」といった会議体を設けて、そこに3組織を統合すれば
よいのではないか。
研究者の意見も、科学技術・学術審議会には多数の分科会・部会、総合
科学技術・イノベーション会議にも多数の専門調査会・懇談会がある。こ
れを通じて、十分聞くことが可能だろう。
バラバラにやっているよりも、まとめて取り掛かる方が何かと効率も良い
し、集まる情報も豊富になる。
全省庁にまたがる科学技術政策については内閣府が担うのだから、意
思決定はそこに集中させ、文部科学省の科学技術・学術政策局もそこに
統合すればよいと思う。
デジタル庁と同様に、科学技術庁を復活させるのも手だろう。いずれも
内閣府直轄にするのか、この際IT・イノベーション担当の省を設けてそこ
で扱うのか、そのあたりは議論がいるとしても、バラバラの縦割り行政よ
りは良いと思う。

個人
内閣府

文部科学省

【文部科学省】
　総合科学技術・イノベーション会議は、我が国全体の科学技術イノベーション政策を
俯瞰し、各省より一段高い立場から、総合的・基本的な科学技術イノベーション政策の
企画立案及び総合調整を行うものとして、内閣府設置法に基づき「重要政策に関する
会議」の一つとして内閣府に設置されたものです。
　科学技術・学術審議会は、科学技術・学術の現場により近い立場からきめ細かい
ニーズに対応した施策を進める文部科学省の重要政策に関し、文部科学大臣の諮問
に応じて調査審議し、意見を述べる組織として設置されたものです。
　日本学術会議は、我が国の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の科学者の内外
に対する代表機関であり、内閣総理大臣の所轄の下、「特別の機関」として設立された
もので、独立して職務を行うこととされており、主に政府に対する政策提言、国際的な
活動、科学者間ネットワークの構築、科学の役割についての世論啓発に係る取組を実
施しています。
　総合科学技術・イノベーション会議、科学技術・学術審議会及び日本学術会議はそれ
ぞれ役割が異なるため、統合するのは適切ではありません。

【内閣府】
日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達
を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とし、内閣総理大
臣の所轄とされています。
　独立して次の職務を行っており、日本学術会議に関する経費は国庫が負担すること
とされています。
　①科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
　②科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

【文部科学省】
文部科学省設置
法
科学技術・学術審
議会令

【内閣府】
日本学術会議法

【機関の統
一につい
て】
対応不可

【日本学術
会議につい
て】
検討に着
手

【文部科学省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【内閣府】
令和3年4月22日に「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」を公表し、日本学術
会議のより良い役割発揮に向けて、日本学術会議において検討を始めています。

「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」（日本学術会議ＨＰ）
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-s182-2.pdf
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

609 令和3年3月4日 令和3年3月26日
税務署での税金
の現金払いにつ
いて

税務署窓口で源泉税を支払う
ときに、現金のみしか受け付
けてくれず、しかもお札何枚、
硬貨何枚といちいち用紙に記
入し、しかも支払ってお釣りや
領収書が出てくるまで5分は
かかる。商店のレジでこんなこ
としとったら普通キレるでしょ。

時間の無駄。事務処理の無駄。
現金払いでも、もっと普通に受け付けれないものか。税務署窓口でも、ク
レジットカードや電子マネーでも支払い可能にしておかないと、政府の進
めようとしていることとは真っ向反対のこととなる。

個人 財務省

税務署領収窓口では現金と証券による納付に対応しています。
その領収に当たっては、署内収入整理票（金種内訳表）や紙幣計数機を使用して、納
税者が持参した金額と職員が窓口で受領した金額を明確にした上で行うこととしていま
す。

国税通則法第34
条

現行制度
下で対応可
能

的確な領収業務を担保するためには、署内収入整理票（金種内訳表）の作成が必要で
あると考えております。
なお、国税の納付に当たっては、ダイレクト納付やインターネットバンキング等による電
子納税、クレジットカード納付など税務署に出向くことなく、ご自宅等にいながら納付手
続ができる方法がありますので、これらの納付手続について引き続き周知・広報に努
めてまいります。

610 令和3年3月4日 令和3年3月26日
道路管理の一元
化

災害時における、修復作業や
トラブルに対応する窓口を一
つにまとめる。

地震や大規模火災、先の東北震災などにおける、大規模な修繕工事、
問い合わせ、予算執行などをまとめ、トップダウンで必要な予算を編成し
早急に対応ができる。今まででは、これは市道、県道、または国道の為
問い合わせさえも国民には返答が出来ない状態となっています。管轄が
違うからとの一言です。それでは、目の前に陥没していても修理が出来
ない状態です。先ずは一元化で予算をつけ修理し、後に費用等は管理
元に請求なり行うシステムを構築し、国民に迷惑を掛けずに修復を早期
に行えるメリットとなります。

個人 国土交通省 番号412の回答を参照してください。

611 令和3年3月4日 令和3年8月18日
日本学術会議は
廃止を

存在意義がわからない。税金
の無駄であり国政の障害とも
思えるので、存在意義は無く
なったとして廃止を求めます。
学術的意見は都度諮問委員
会などを招集し意見を求めれ
ば良い。

国家予算の無駄の削減し、その分を戦略的技術開発に集中的に注入す
る。

日本学術会議法
第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することがで
きる。
一 科学の振興及び技術の発達に関する方策
二 科学に関する研究成果の活用に関する方策
三 科学研究者の養成に関する方策
四 科学を行政に反映させる方策
五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

存続させるなら、上記に明記されているとおり、（自然）科学系の学者に
限り、少なくとも文化系学者は除外するべきである。現状の文化系学者
が在籍していることは既に違法状態といえるのではないか。

個人 内閣府 番号576の回答を参照してください。

612 令和3年3月4日 令和3年4月16日
救急の場合のＧＰ
Ｓの利用

救急アプリを作ってほしいで
す。
急に具合が悪くなって居場所
を話す余裕が無い、脳梗塞で
喋れなくなった時、外出してい
て自分のいる場所の住所が
判らない時は自分の所を説明
するのが困難です。
そこでスマホのＧＰＳと連動し
て簡単に居場所が特定できる
あればすごく便利だと思いま
す。

以前から救急車を呼ぶ場合にＧＰＳが利用出来たら良いのにと思ってい
ました。
技術的にも問題ないのでは。

病気の場合だけではなく山や海で遭難した時、そのアプリで通報すれば
居場所の特定が出来、大人数で捜索する必要もなくなるかと思います。
また山で登山ルートから外れている人には自動で警告したり、マップアプ
リと連動して帰るべき方向を指し示す機能もあれば自分で下山できる場
合もあるかと思います。

応用で１１０番アプリもあれば警察の方も早く現場に行けると思います。

個人
総務省
警察庁

緊急通報番号を使用した消防や警察への通報（以下「緊急通報」という。）において、
GPS情報を消防や警察へ通知する機能は既に提供されています。
具体的には、電気通信事業法に基づく事業用電気通信設備規則により、携帯電話用
設備は、消防や警察への緊急通報において、発信に係る位置情報もしくは発信を受け
た基地局に係る位置情報を、当該発信に係る情報として消防や警察に送信する機能
を持つことを義務づけられています。
この規律に基づき、携帯電話からの緊急通報においては、携帯電話のGPS情報等を
活用し、位置情報もしくは発信を受けた基地局に係る位置情報を消防や警察が受信し
ています。

事業用電気通信
設備規則（昭和六
十年郵政省令第
三十号）第三十五
条の二十

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

613 令和3年3月4日 令和3年8月18日
日本学術会議等
の民営化

日本学術会議に国費公費の
投入を止め、同時に、科学研
究助成金の交付などに、政策
を反映させ、それに反する研
究には経済的助成をおこなわ
ない。

いわゆる「学問の自由」は、学術研究の経済的独立によるもので、時の
政府から経済的支援を受ければ、必ず、軋轢が生じる。政権の交替に
よって、政策は変わるが、学術研究は不変であるからである。故に、「学
問の自由」を維持するには公的支援を不要としなければならない。よっ
て、自由な研究者は、国などに頼らず、自らの才覚で、すなわち、特許金
を得る、寄付を募るなどにより、研究費を調達する必要がある。極端な
例をいえば、いくら学問の自由だと言え、現政権下では、原爆の開発に
公的助成の対象とはならないだろう。だから、学問の自由を確立するた
めには、時の政府より金を得ているのに、自由が享受できるという欺瞞
的な（幻想的な）現状を改め、公費は時の政府の政策に従うものだけに
使われることを明示し、研究者ならびに社会に、「学問の自由」の方策が
いかあるべきかを自覚させるべきである。もし、それによって、自由な学
術研究に停滞が生じ、政策に反する研究が消滅し、御用研究のみが残
るならば、所詮、それまでの民度の国であるか、その研究自体に価値が
ないかである。
欧米先進国の「学問の自由」は、independent scholar を尊敬する伝統の
結果である。Indipendent とは、大学等の組織に属さず、経済的に独立し
ていることを意味する。ダーウインもマルクスもフロイドも independent
scholars  だった。
わが国もそのような社会を目指してもよいレベルになったと信じる。

個人 内閣府 番号576の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

614 令和3年3月4日 令和3年3月26日
脱はんこと公務員
の勤怠管理

○　公務員の勤怠管理のデジ
タル化
・押印形式による出勤簿の廃
止
・IC身分証(マイナンバーカー
ド)の入退庁時間による勤怠
管理の実施

公務員の勤怠管理は、出勤簿及び超過勤務命令簿への押印により行
われているところ。
しかし、民間事業者においては、いわゆるタイムカードを活用して機械的
な勤怠管理を長らく行っており、官民の認識にが大きく乖離している。
昨今の働き方改革により人事院規則にて超過勤務時間の抑制がなされ
たところ、現状の勤怠管理では、違法を回避すべくある種人為的な操作
を可能としている。
ここで公務員の勤怠管理においても脱はんこ化し、代替として、公務員
の勤怠管理は、原則としてパソコンの起動・終了時間やIC身分証の入退
庁時間により行うことを提言したい(在宅勤務や出張時など、在庁せずに
勤務するときは除く。)。
IC身分証の導入状況は様々であることが、少なくとま中央省庁において
は実現可能であると考える。
また、現行業務でパソコンを使わないことは極めて稀であるため、全省
庁、全出先機関において可能であると考えられる。
労基法の下、民間事業者に対しては厳格な勤怠管理を求めるのに対
し、公務員が未だ押印形式により勤怠管理を行う事実は、令和の時代に
おいては許されるものではない。

個人
人事院

内閣官房
番号417の回答を参照してください。

615 令和3年3月4日 令和3年3月26日
残業規制強化に
よる経費削減

民間に求めている残業規制
が適切に行われる風潮を助
長すべく、国家公務員の残業
時間は、一人当たり、係単
位、部署単位、省庁単位での
残業時間を見える化して、ど
の断面でも一定水準以下（具
体的には20時間以下）にする
ことを提言します。
行政改革の効果もこれがひと
つの指標になると考えます。

民間では働き方改革で、労働基準法改正に伴い、残業は減らす状況に
なっています。
実態としては、残業代は減らして、COVID-19禍で在宅勤務となり、仕事
を自宅に持ち込み、私費でのリモート化の環境を整え、今までと違う非
対面・ペーパーレスでも、効率よく残業時間は減らす努力をして、成果は
今まで以上を求められます。
国民の道標となるべき、国家公務員は、民間でのこういう状況を率先し
てお手本を示すべく、残業規制を徹底して、固定費（経費）を一気に削減
するようにお願いしたいと思います。
業務量が多く、緊急性もあり、残業しないと仕事は終わらないというの
は、もう過去の話であって現在の常識ではありません。
そのもととなる、業務の必要性はおそらく半分は慣例、前例などによる不
要なものでやらないでいいものです。
そのために国民の税金を無駄に使う必要はありません。
もし、残業規制が無理なら、残業時間を増やすのではなく、追加採用に
より人員を増やして、一人あたりの残業は減らすことを志向ください。

個人
人事院

内閣官房

国家公務員の超過勤務については、平成31年４月から、人事院規則により、超過勤務
命令を行うことができる上限を、原則、１箇月について45時間、１年について360時間な
どと設定しており、各府省においては、この人事院規則等の規定の下で、超過勤務の
縮減に取り組んでいます。
なお、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（平成
26年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。令和３年1月29日
一部改正） において、各府省等は、勤務時間管理をシステム化し、職員の勤務時間の
「見える化」に取り組むこととなっております。

人事院規則１５－
１４第16条の２の２

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

616 令和3年3月4日 令和3年3月26日 Go to トラベル

JTBや日本旅行に配分した枠
を直ちにインターネット旅行業
者(じゃらんなど)へ配分し直す
べし。
今時オンラインで予約が完結
しない業者は、今後、このよう
な援助から排除すべきであ
る。
この事態を予見できなかった
無能な観光庁の幹部は更迭
されるべきである。(早くデジタ
ル庁が発足し、時代に適応で
きない国会・政府の無能者は
排除されることを願うばかりで
ある。)

インターネット旅行業者は予算枠が不足しているのに、人気のないJTB
を筆頭とした業者にたくさん枠が残っているのは、税金の無駄であり、こ
れを予見しえなかったのは行政の無知(不勉強・怠慢)である。
直ちに謝罪して、修正すべきである。
予算を有効活用しえない無能な業者からすべての配分を取り上げて、枠
が足りていない業者に再充当して、さらなる観光需要惹起を促進すべき
である。
国民をないがしろにするのも、大概にすべきである。

個人 国土交通省

　GoToトラベル事業における予算枠は、当初は、各事業者からご提出いただいた販売
計画を基に配分していたところですが、令和２年９月から１０月にかけて、大手予約サイ
トを中心に予約が好調に伸び、一部の事業者において、当初配分した予算枠が不足す
る状況となったため、全ての事業者に対し、販売状況を丁寧に聞き取りながら、随時、
必要な予算枠を追加して配分しているところです。

なし 対応不可

　GoToトラベル事業については、コロナ禍により失われた旅行需要を取り戻すため、宿
泊の割引による旅行需要の喚起だけでなく、地域共通クーポンの利用を通じて、観光
地周辺における消費を喚起し、厳しい経営環境に直面する土産物店、飲食店等の事
業者も含め、幅広く地域経済を支えることを最大の狙いとして開始したものです。
　本事業の狙いを達成するためには、様々な販路を確保し、多様な形態の旅行商品で
本事業を活用いただくことが求められることから、例えオンラインで予約が完結しない
事業者であっても、本事業を利用して旅行商品を販売いただくことが重要であると考え
ております。

617 令和3年3月4日 令和3年4月16日
証紙の廃止につ
いて

すべての行政手続き時に使
用する証紙の廃止

行政が主管となる講習会や免許更新、道路使用許可申請、自動車保管
場所申請など行政機関に申請する書類には証紙が必要となっている。
普段一般人に証紙は馴染みがない。
許可申請をする際にいちいち証紙を購入する手間がある。
申請者からすれば払う額が同じなのになぜいちいち証紙を購入する必
要があるのかと思う。
エコを推奨する行政機関がお金を納付するのに現金で事足りるところを
証紙を購入させるのはおかしい思われても仕方ない。
証紙の作成会社に支払う作成料も馬鹿にならない。
都道府県によっては職員の証紙横領事件も発生しておりそもそも証紙
がなければ発生しないもしくは早期に発見できるものである。
また、職員が証紙の確認をする時間を他に優先されるべき業務に時間
をあてられる。
証紙を貼付する用紙代についても無駄なもである。
証紙を保管する場所の確保等全都道府県で換算すればかなりの額にな
り税金の無駄としか言いようがない。
証紙がなければそれを監査する無駄な職員も必要なくなり他に人員をま
わすことができ、それが国民のニーズにも迅速に対応できることにつな
がる。
証紙＝お金であれは必要性がないしそれを管理する職員がおり給料が
発生するのであれば税金の無駄としか言いようがない。
印鑑と同様即刻廃止し、節税並びに国民のニーズに必要とされる場所
に職員を配置するべきである。
国民は証紙を管理する職員は求めていない、証紙制度は印鑑制度より
も弊害をもたらしており無駄としか言いようがない。
証紙にかかる税金を公務員の人員確保もしくは給与を増額させ有能な
職員の確保に努めて欲しいと思う。

個人 総務省
地方自治法第231条の2第1項の規定により、普通地方公共団体は、使用料又は手数
料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることが
できるとされています。

地方自治法（昭和
22年法律第67号）
第231条の2第１項

その他

地方自治法第231条の2第1項に規定されているとおり、地方公共団体の収入証紙は条
例で定めるところによるものですので、地方公共団体の住民の要請等に応じて各地方
公共団体の判断によりその導入や廃止を決定していただくことができるものです。現金
によらない収入証紙による収入は郵送による申請等を容易にすることができるもので
あり、収入証紙の必要性は地方公共団体の実情等により様々ですので、国の法令に
おいて一律に廃止することとすべきものではないと考えます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

619 令和3年3月4日 令和5年4月14日
公立大学化した
元私立大学の設
立根拠の違い

近年の地域活性の観点から，
私立大学から公立大学へ変
換された大学は，元からの公
立大学の根拠となる文科省法
令ではなく，総務省法令に基
づくため，不利益な点がある
ためその区別を無くしていた
だきたい．

１番の事例は，元私立大学は公立化後も，公立大学共済には設立根拠
が違うということで加盟させてもらうことはできない．そのため，健康保険
は協会けんぽ，年金は地方公務員共済という歪な状態である．
その他，参加させてもらえない会などがある．公立大学ではあるが，ちゃ
んとしたメンバでないという状態です．その辺が是正してもらえるのであ
れば，していただきたいです．

個人
文部科学省

総務省

【公立大学法人制度について】
　私立大学から公立化した大学を設置する法人も含めた公立大学法人制度は、地方
独立行政法人法において定められています。

【共済制度について】
　地方公務員である公立大学の職員については、地方公務員等共済組合法第3条の
規定により公立学校共済組合の組合員となります。
　自治体が設立した公立大学から公立大学法人に移行した公立大学法人の職員につ
いては、同法第141条の２の規定により公立学校共済組合の組合員となります。一方、
自治体直轄からの移行ではなく新たに設立された公立大学法人の職員については、
同法第144条の３が適用され、地方職員共済組合の組合員となっています。

地方独立行政法
人法
地方公務員等共
済組合法
第３条、
第141条の２、
第144条の３

事実誤認

【公立大学法人制度について】
公立大学法人制度は、地方独立行政法人法において定められていますが、同法にお
いては、私立大学から公立化した大学を設置管理する公立大学法人と元からの公立
大学を設置管理する公立大学法人との間に差異は設けておりません。

【共済について】
　公立大学の職員から公立大学法人職員に替わった者は、地方公務員等共済組合法
の規定に基づき、元々が公立学校共済組合に加入しているため、法人職員になっても
公立学校共済組合に加入しますが、自治体直轄からの移行ではなく新たに設立された
一般地方独立行政法人である公立大学法人の職員については、元私立大学から公立
大学へ転換された大学であるか否かに関わらず、地方公共団体関係団体の職員とし
て地方職員共済組合の組合員として地方公務員等共済組合法が適用されており、元
私立大学であることによる不利益的取扱いはありません。

620 令和3年3月4日 令和3年3月26日
情報開示請求に
対する開示の黒
塗りは最低限に

国民が行政に対して行う情報
開示請求において開示される
資料に処置する黒塗りは最低
限にすべきである。せっかく情
報が開示されても、そのほと
んどが黒塗りではやっている
ことに全く意味がなくなってし
まう

私は過去に2回、行政に対して情報開示請求を行い、最終的に数10ペー
ジの資料が開示された。
しかし、その内容はほとんど黒塗り、いわゆるのり弁状態であった。
私は、時間、工数、そして費用をかけてやっとの思いで請求にたどり着
き、さらに相当の待ち時間を要して情報を入手したものである。
しかしながら、そのほとんどが黒塗りでは、それまでの行為を全て否定さ
れた感じすらある。
当然ながら、保護しなければならない情報は隠してもいいと思っている。
しかし、出された資料は、その項目全てが真っ黒であるものが多すぎる。
果たして、この1文字1文字全てが個人情報等、開示できない情報なの
か？甚だ疑問である。
行政側にとって隠すのは最小限、依頼した国民にとっては最大限の情
報を1回の作業で開示していただきたい。

個人 総務省 番号258（情報公開について）の回答を参照してください。

621 令和3年3月4日 令和3年3月26日
公営住宅の縦割
り解消

同じ市区町村に存在する公営
住宅でも広域自治体が管理
する都道府県営住宅と基礎自
治体が管理する市区町村営
住宅が存在するので基礎自
治体が管理する市区町村営
住宅に一元化する。

公営住宅法の改正により、1種、2種の区分が無くなり、都道府県と市区
町村が同じ公営住宅を管理している。また、高度経済成長などの時期は
住宅不測の解消に公営住宅整備を行ってきたものの、住宅不足は解消
されており、低所得、高齢化等の入居者が多いことから福祉施策の役割
が多くなっている。
さらに、住民からすると窓口が2つあり、わかりにくくなっている。
よって、福祉サービスを担っている基礎自治体が公営住宅を管理するこ
とにより、住民ニーズに合った施策を提供できる。

個人 国土交通省

　公営住宅法において、地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額
所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行
わなければならないとされており、市町村及び都道府県が地域の実情に応じて公営住
宅の整備及び管理を行っています。
　公営住宅の整備後に、管理の効率化等を図る観点から、公営住宅法第46条（事業主
体の変更）に基づき、公営住宅を他の地方公共団体に譲渡することができ、都道府県
営住宅を市町村に譲渡している事例があります。
　また、公営住宅法第47条（管理の特例（管理代行制度））に基づき、他の地方公共団
体又は地方住宅供給公社に家賃の決定等を除いた管理事務を代行させることがで
き、都道府県営住宅と市町村営住宅を地方住宅供給公社があわせて管理している事
例もあります。
　このほか、地方自治法第252条の17の２（条例による事務処理の特例）に基づき、都
道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理
することとすることができ、都道府県営住宅の管理事務を市町村が処理している事例も
あります。

公営住宅法
第46条、第47条

地方自治法第252
条の17の２

現行制度
下で対応可
能

　事業主体の変更や管理の特例（管理代行制度）、条例による事務処理の特例の制度
を活用するかどうかは地域の住宅事情や財政事情、事務の負担等を踏まえて各地方
公共団体において総合的に判断されているところです。

623 令和3年3月4日 令和3年3月26日

国民、利用者目
線による国庫補
助金申請等の運
営業務の弊害解
消について

国土交通省ではユニバーサ
ルデザインタクシー（UDタク
シー）の導入支援助成を実施
しています。
補助要望調査から交付決定
までの一連の補助金事務作
業に多くの日数を経て実際の
補助事業が開始され、年度末
間際に補助事業が完了し、そ
れから利用できるようになる
のが年度を跨ぐような運用を
改め、当該年度内に登録され
た車両を対象にした予算の範
囲内で交付決定する事で、年
度当初の車両登録、使用開
始、利用者サービスの早期運
用開始が可能になる方法に
改めていただきたい。

　全国の要望台数がかなり多いこと、予算との関係で配分基準の決定、
財務省との折衝等国土交通省他行政サイドの手続きが必要になるな
ど、補助要望調査から交付決定までの多くの日数を経て実際の補助事
業が開始されています。
　補助金事務の執行上、交付決定後の事業着手（車両登録）、販売店と
の契約、車両登録手続き、支払いを経て補助金が交付されます。これら
一連の補助金事務手続きを改め、年度当初の車両登録、登録車両に対
する補助金申請、交付決定、補助金支払いとすることで、利用者はいち
早くUD車両の利用が可能になります。
　UD車両は誰にでも優しい車両であることから、中でも車椅子が必要な
障害をお持ちの方からは、全国への早期普及促進、年度のうち、早い時
期からの利用開始を期待しています。
　当該年度内に登録された車両を対象にした予算の範囲内で交付決定
する事で、年度当初の車両登録、使用開始、利用者サービスの早期運
用開始が可能になります。
　財務省の補助事業管理を利用者目線で改善することで、また、国土交
通省の補助金事務手続きの運用変更について、省庁間の縦割りを解消
する事で心のこもったバリアフリー対策が実現します？
　財務省の補助事業管理と国土交通省他他省庁の補助金事務の縦割
り解消が多くの利用者のサービス改善に繋がる事になり、補助金の目的
がより一層国民、利用者目線に沿った方向で改善できます。
　更には国土交通省における補助金事務の年度末集中、業務繁忙の解
消にも効果があり、公務員の働き方改革の一助にもなります。

個人 国土交通省

国庫補助金は、予算成立後、限られた財源を基に、適正かつ平等に補助金を交付す
るため、事業者からの申請内容に基づき、交付決定を行い、当該決定を受けた事業者
が補助事業を実施することを原則としています。
また、事業者は、具体的にどの程度補助金が交付されるかを踏まえて、当該補助対象
事業の実施を決定することが一般的であるため、交付申請の事前の手続として、要望
調査を行い、事前に予算の配分の整理・内示を行っています。

憲法
第86条　予算編成、
国会議決の要

財政法
第29条　補正予算
第31条　予算配賦

（ＵＤタクシーを補助
対象とした補助金交
付要綱）

地域公共交通確保
維持改善事業費補
助金交付要綱

訪日外国人
旅行者 受入環境整
備緊急対策事業費
補助金交付要綱

観光振興事業費補
助金交付要綱

現行制度
下で対応可
能

当該事業においては、交付決定の後、各事業者が補助事業に着手することを原則とし
ていますが、交付申請の事前手続としての要望調査の実施時期を予算成立前に実施
するなど早期の事業着手が可能となるよう改善を行なっているところです。
なお、令和２年度第三次補正予算においては、当該予算の閣議決定日である令和２年
１２月１５日以降に事業着手されたものを補助対象とすることとしており、令和３年度内
に登録された車両は全て補助対象となることから、提案の御趣旨を踏まえた対応が可
能となっております。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

624 令和3年3月4日 令和3年4月16日
小学校のランドセ
ル

行革に当たるかは分かりませ
んが、ランドセルの廃止を検
討して頂きたい。
あんな重い鞄を持って毎日通
学する子供達が可哀想。

・重過ぎる
(子供の負担軽減を謳った軽量モデルが出るなど、ランドセルが重いとい
う認識はある様ですが、そもそもランドセルを廃止すれば解決する。)
・教育現場のデジタル化の妨げになっている。(ランドセルの存在意義と
しては、教科書の持ち運びの理由もあると思いますが、デジタル化すれ
ば良い。)
・高額過ぎる
(子供に数万円のバッグを持たせる意味が分からない。ただの既得権益
としか思えない。義務教育システムに入学するだけで、金銭的負担が大
き過ぎる。A地点からB地点まで物を運ぶだけの鞄では無く、教育にお金
を掛けられる環境を作るべき。)
・皆同じ物を持つことによる集団心理。子供たちの個々の個性を育む大
切さが囁かれている昨今で、逆行的。

個人 文部科学省

文部科学省においては、通学の際に用いるカバンを統一的に定めておらず、通学時の
カバンをランドセルとするか否かも含め、通学の際に用いるカバンは各学校において適
切に判断すべき事柄であると考えております。
なお、家庭の経済状況が厳しい児童生徒の保護者に対しては、入学時に必要となる費
用について、市町村が就学援助を実施しております。その中で、生活保護に規定する
「要保護者」については、経費の１/２を国が補助し、市町村が要保護者に準ずる程度
に困窮していると認める「準要保護者」については、市町村が単独で事業を実施してい
るところです。

なし その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

625 令和3年3月4日 令和3年3月26日 PTAについて

PTA会費やPTAという組織は
本当に必要なのか？
公立の小学校で、児童全員に
必要な物は、PTA会費ではな
く、学校が保護者から徴収す
べき。また、こどもの学校では
PTAで全国漢字テストが実施
されていますが、これはPTA
でやらなくてもよいのでは？こ
の漢字テストは、個人でも受
験できるものです。このような
形ですと、結果的に、PTAに
加入すれば、漢字検定を受け
れますよ、と言われているよう
なスタンスになると思います。
PTAは任意の社会教育関係
団体なので、加入と未加入の
両方があります。全員加入を
前提で、システムができてる
PTAは不要と思います。

PTA未加入世帯の児童は、卒業証書を入れる筒を貰えない等あるた
め。
学校内で、貰える児童と貰えない児童がいたら、こどもたちがどう感じる
か？教育的配慮に欠けるのでは？全国的にPTAはこのような運営なの
で、見直すべきです。住んでいる自治体に意見しても改善されないた
め、国からの指示を明確に示して欲しい。

個人 文部科学省 番号242の回答を参照してください。

626 令和3年3月4日 令和3年3月26日
消防行政のスリム
化

全国に点在する726消防本部
をトップダウンで警察同様に
都道府県単位とする令和の大
改革を実施して大規模災害に
強い消防組織を誕生させてほ
しい。

全国に消防本部が大中小極小と様々な規模の消防本部が大多数存在
することで、近年多発・広域化する激甚災害への備えが各種不足（連携
不足、情報共有不足、指揮命令系統の確立不足、資器材の格差による
不足、人員格差による不足、その他組織の大小による様々な弊害等）に
より後手に回っていると感じる。災害場所は消防本部の規模を選ばない
ので管轄エリアは広く指揮命令系統は少ない都道府県単位のスリムな
消防組織作りが必要と感じる。消防本部数をスリム化することで、コスト
の削減、事務作業の効率アップに繋がる。

個人 総務省 番号410の回答を参照してください。

627 令和3年3月4日 令和3年4月16日
学校対応等苦情
受付を文部科学
省に設置する

学校対応110番を設置。

子供が担任から不審者と言われたり、怒鳴り散らされたりした挙げ句、
心身症を患い不登校になってしまったため教育センターに相談したが、
教師を守る言い方しかしない。当時の教頭はじめ、学校内の教師達から
は厳しい視線を受け、うちが悪いことをしたかのような対応をされ続け
た。教育委員会も特に問題にすることなく、スルーされた感じだった。子
供が同じ教育委員会管轄の学校へ通っている以上、親は強くでれない。
結局、転校することになった。学校や教育委員会で揉み消されることが
多い現状を知った。
子供の不登校が増えている現状に教師が原因を作っていることは避け
なければいけないと思う。当事者家族だけが追い込まれ辛い思いをする
ことがあってはいけない。

個人 文部科学省
文部科学省のホームページにおいて、文部科学省に関する御意見・お問合せ窓口を
設けています。

なし
現行制度
下で対応可
能

文部科学省ホームページに設けている「文部科学省に関する御意見・お問い合わせ窓
口」において、生徒指導に関するものも含め施策の内容や当サイトで提供している情
報等に対する御意見・御要望や御質問を受け付けています。

628 令和3年3月4日 令和3年3月26日
労働基準監督署
の廃止

実際に相談する労働者にとっ
て、主体としての権利がなく、
ただ、労基署へ通報するだけ
のものしかありません。
労基署は、会社側と労働者の
仲裁の機能もなく、権限もな
く、ただ、基準法違反の監督し
かないのが実情です。
労働者は、結果、労働審判で
解決するしか方法がありませ
ん。
廃止して、各警察署に、４,５人
の監督官を置いて、基準法を
有効せしむるために、動かす
方が効率的です。

労基署の機能不全は、多くの労働者や弁護士が感じているところです。
今は、労働審判という制度が、とてもよくできていて、効率的に調停や審
判が行えるので、労働者にとっても、会社側にとっても、実質的に効率的
です。
労基署や、その上の労働局や厚労省の労働部局の人員や、物的な組
織を改廃すれば、かなりの行政費が削減できると思います。
労基署は、司法警察権を有していますが、それが発揮されることはごく
ごく稀です。
特に、民事的な紛争には全く機能しません。
それは、裁判所へ任せて、法的な監督に傾注した方が良いと思います。

個人
厚生労働省

警察庁
番号324（1について）の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

629 令和3年3月4日 令和3年3月26日
道路の修繕箇所
申し出の一元化

国道、県道、市道、町道の穴
やくぼみがあった場合、建設
省国道工事事務所や県道路
課や市道路課、町の建設課
等に連絡しているが、道路は
この道路が国管理か県管理
かまで住民は知らない人が多
い。
都道府県に１か所道路修繕に
関する連絡先電話を設置して
もらたい。

国道、県道、市道、町道がありそれぞれが管理している。
穴やくぼみ、傷みなどが放置されている。道路パトロールもしているよう
だが、毎日利用している住民からの通報が大切だと思います。早期修繕
で交通事故防止になります。

個人 国土交通省
道路の管理は、道路法第13条、第15条、第16条にて国道の管理については国土交通
大臣又は都道府県、都道府県道についてはその路線の都道府県、市町村道について
はその路線の市町村がそれぞれ管理することとしております。

道路法
第13条、第15条、
第16条

現行制度
下で対応可
能

「道路緊急ダイヤル♯9910」では道路の穴ぼこ、路肩の崩壊などの道路損傷、落下物
や路面の汚れなど道路の異状を全国共通電話番号♯9910で24時間受け付けていま
す。
道路利用者が幹線道路の異状等を発見した場合に、上記電話番号に連絡することで
道路管理者は迅速に道路の異状への対応を図り、安全を確保してまいります。

630 令和3年3月4日 令和3年6月16日
日付の表記につ
いて

各種書類の日付欄に記入又
は表記されている日付の「年」
表記を和暦ではなく西暦に変
更・統一してほしい。

現在、手元に「平成34年」まで有効な運転免許証があります。この期限
は「平成天皇陛下在位34年まで有効」となります。
しかし、既にご退位されている状況で「在位34年」はあり得ないものとな
りました。(昭和・平成改元当時も同じ)
厳密論で言えば、「すでに有効ではない」又は「永遠に失効しない」となり
ます。
ゴールド免許の有効期間5年という期間は、陛下の在位年数とは関係あ
りません。
また、その有効期限は国民(利用者)が各自で元号変換を行わなくてはな
らなく、国民に負担を強いています。
運転免許は更新の通知が来る為、リスクは低いですが、同様に利用期
限のあるもの(市の施設の利用期限など)は、通知などが来ない為、失効
してしまうものがあります。
このことから、陛下の在位年数と関係なく継続されるもの(「有効期間」な
ど)は、一律「絶対値」(西暦)で表記すべきだと考えます。
ただ、西暦と和暦の混在は混乱のもととなる為、特段の事情がない限
り、全ての日付の記入・表記を西暦で統一すべきだと考えます。

個人 警察庁

　改元日前までに交付された運転免許証で、有効期間の末尾部分に「平成」を用いて
改元以降の年を記載している場合であっても、引き続き有効なものとして使用すること
が可能です。
　また、運転免許証の記載事項については、道路交通法（昭和35年法律第105号）及び
道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）において定められており、運転免許
証の有効期間の末日の年の部分については、西暦の次に括弧内に元号を用いて記載
することとしています。

道路交通法（昭和
35年法律第105
号）第93条
道路交通法施行
規則（昭和35年総
理府令第60号）第
19条及び別記様
式第14

対応不可

　制度の現状欄に記載のとおり、有効期間の末尾部分に「平成」を用いて改元以降の
年を記載している場合であっても、引き続き有効な運転免許証として使用することが可
能であり、改元に伴って当該運転免許証が「「すでに有効ではない」又は「永遠に失効
しない」」こととはなりません。
　また、運転免許証の有効期間の末尾に関する表示は西暦と元号の併記となっており
ますが、これは、平成30年に行った意見募集の結果も踏まえ、多くの運転免許保有者
に分かりやすい表示とするために定められたものであることから、御理解ください。

631 令和3年3月4日 令和3年3月26日
自衛隊殉職者追
悼式について

自衛隊殉職者追悼式に防衛
省職員以外の人を式典実施
要員又は支援要員として従事
させるのはやめてほしい

政府主催行事として表記の行事は毎年防衛省本省にて実施されている
が、式典支援要員として防衛省職員・自衛隊員ではない共済組合職員
が駆り出されている。政府主催行事に公務員でない人間に支援依頼を
するのはおかしいのではないか

個人 防衛省

　自衛隊殉職隊員追悼式は、任務遂行中に不幸にして職に殉じた隊員を追悼するた
め、防衛大臣主催により、御遺族の方々、総理大臣、防衛大臣等が参列し、毎年、防
衛省市ヶ谷地区において実施しています。
　自衛隊殉職隊員追悼式における防衛省共済組合の職員の支援にあたっては、殉職
隊員を追悼するために執り行う追悼式の目的は、「国家公務員及びその遺族の生活の
安定と福祉の向上に寄与する」との共済組合の目的と共有するものであることから、防
衛省から共済組合に対して支援依頼を実施しています。

国家公務員共済
組合法第１条

現行制度
下で対応可
能

　制度の現状欄に記載のとおり、自衛隊殉職隊員追悼式の共済組合職員への支援依
頼は、共済組合の目的に反するものではありませんが、支援依頼を実施する場合は、
支援業務を実施することになる共済組合職員に対し、職員本人の業務の影響等をあら
ためて確認するなどして、適切な業務の配分に努めてまいりたいと考えています。

632 令和3年3月4日 令和5年5月17日
印鑑登録につい
て

居住地変更に伴い，印鑑登録
も変更することになっておりま
すが，その必要性をお尋ねし
ます。コンビニなどでも印鑑登
録証明書を取得することがで
きます。印鑑を変更する場合
は，最寄りの自治体に届け出
ることで問題はないのでしょう
か。よろしくご検討ください。

現在，政府が推し進めようとしている行政改革の一つとして，国民の手
間軽減・役所の業務軽減・経費の削減などを考慮したものです。

個人 総務省

　印鑑証明の事務については、市町村固有の事務として実施されており、各市町村の
条例等を根拠として行われているものです。
　総務省は、印鑑登録及び証明に関する窓口手続が正確かつ迅速に処理されるため
に「印鑑登録事務処理要領」を作成し、市町村に技術的助言として通知を発出していま
す。

なし 対応不可
　印鑑登録は、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者が登録の対象
となっており、住民基本台帳と同様に、印鑑登録原票も各市町村ごとに管理されている
ため、他の市町村に転出した場合には再度印鑑登録を行う必要があります。

633 令和3年3月4日 令和3年3月26日
情報公開制度に
よるコストを踏ま
えた改革

各省庁に対する情報公開請
求が膨大なものとなっており、
文書の特定や開示不開示の
明認範囲の決定に、若手職員
の勤務時間が割かれている
現状がある。国民の知る権利
を引き続き保障しつつ、霞が
関のブラック化を防ぐために
は、情報公開に伴う人件費等
の費用を適切に反映させる必
要がある。具体的には、現状
において請求者には一律３０
０円と特定文書を受け取るた
めの紙面コピー費用のみを求
めている現状を改め、文書１
枚につき一定のコスト（例えば
１０００円）を請求者に求める
仕組みに改めるべきであると
考える。このような仕組みとす
れば、請求者からの際限のな
い請求に応じて膨大な文書特
定作業を行うことへの一定の
歯止めになると考えられる。

河野行革担当大臣が霞が関の残業時間の把握を各省に求めていること
の背景は、霞が関の勤務環境がブラック化し、若手職員を中心に勤務を
継続することに関する意欲が低下するとともに、職務に対する創意工夫
を行う余地が低下していることへの懸念があると考えられる。
この点、かかる懸念にアプローチするためには、単に残業時間を把握す
るのみならず、これの原因となっている実態を変えていくことが必要であ
るところ、長時間勤務の一つの大きな原因である情報公開請求への対
応業務について、費用の適正な負担を請求者に求めることにより合理化
し、職員の勤務環境を改善することが適当であると考えたところである。

個人 総務省 番号225（情報公開について）の回答を参照してください。

634 令和3年3月4日 令和3年3月26日
帰化申請許可厳
格化希望

帰化人数データ(法務省：帰化
許可申請者数，帰化許可者
数及び帰化不許可者数の推
移)みています。

中国、韓国が８割占めています。インバウンドで日本に彼らが来て迷惑
どころでないルール守らないなど相当問題。
国民も怒っています。東京、大阪などの公営団地はチャイナタウンコリア
タウン化。なぜ多大な税金を使って帰化、移民など受け入れないといけ
ないのか？彼らはきちんと税金払ってますか？
日本人と結婚して（偽装）即離婚ってご存じ？武漢肺炎の結果分断され
た日本国民をまず和を持って幸福度、平和度、安心度をあげてください。
日本独自の文化が壊されます。

個人 法務省

帰化の一般的な条件は，国籍法第５条に規定されているところ，帰化許可申請の審査
においては，これらの条件の充足性のほか，国家利益の保護の観点から法務大臣の
広範な裁量に基づく厳格な審査を行っているため，我が国における帰化の制度は，適
正なものであると考えています。

国籍法第５条
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

635 令和3年3月4日 令和5年4月14日

期日前投票での
理由宣誓書は不
要　公職選挙法
施行令49条ー8改
訂

選挙での期日前投票する場
合、理由宣誓書を記入提出し
ているが、選挙管理委員会で
は、その記入時確認したら後
は参照することはなく次回改
選時まで保管との事、選挙用
紙裏印刷、立ち合い職員の経
費、また保管経費、処分経費
と税金の無駄使いとおもう。公
職選挙法施行令改訂し宣誓
書廃止願う。

理由の一つに「家事」も有る、このことはどのような理由でも当日投票で
きない理由になりえて職員が立ち合い確認しても無意味となる。意味の
ないことに税金を使用することはやめましょう。

今やネット情報によれば期日前投票は25%程度までふえてきていると言
われており印刷費用、立ち合い職員経費、保管、処分経費、全国レベル
では相当なものになる。

個人 総務省
選挙人は、期日前投票をしようとする場合においては、期日前投票の事由のうち選挙
の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申し立てが真正であ
ることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならないこととされています。

公職選挙法施行
令第49条の８

対応不可

期日前投票制度は、選挙人の投票機会を確保するため、選挙の当日に投票すること
が困難であると見込まれる選挙についての例外的な投票制度であることから、宣誓書
の提出を必要としているところです。
宣誓書を不要にすることについては、投票当日投票所投票主義の抜本的な見直しに
つながるものであり、選挙運動期間や選挙運動の在り方をはじめ多方面からの慎重な
検討が求められることになると考えられます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
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提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

636 令和3年3月4日 令和3年6月16日
引越しに伴う自家
用車の届け出に
関して

住居を変更した際に発生する
自家用車に関わる届出の簡
易化を提案します。住民票の
移動を届け出た際に関連
データが紐づいていれば、書
類の一括出力ができると思い
ます。電子データで「住民票
データ」「車庫証明データ」「車
検証データ」「自動車税納付
データ」が紐づいていれば、漏
れも間違いもなく、役所も住民
もいいことばかりだと思いま
す。

マンション内で部屋を代わった際に、駐車場の変更も所有する車の変更
もありませんでしたが、以下のような手続きが必要でした。
保管場所使用承諾証明書（マンション管理組合発行）
保管場所の所在図・配置図（マンション管理組合発行）
を取り寄せ、これらと共に
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
を管轄警察署へ提出します。この書類が「車名」「型式」「車体番号」「自
動車の大きさ」「自動車の使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位
置」「申請者の名前と住所」とほぼ同じ書類を2枚作成の上、提出します。
その後、自動車保管場所証明書（車庫証明）を引き取ります。
最寄りの役所で住民票を取り寄せ、管轄の陸運局へ持参。陸運局で
車検証の住所変更申請書
を記入します。この書類でも「車体番号」を記載します。また申請者の住
所は独自のコード表を読み解いて記載します。車検証の手続きが済むと
隣接の税務署へ行き、自動車税申告所を記載します。ここでも住所氏名
と共に「車名」「型式」「車体番号」と車検証に記載されている情報を車検
証から転記します。これを提出して終了です。
申請書に記載すべき内容が記入された書類を提出するにも関わらず、
同じことを何度も記入する点にバカバカしさを感じます。そのうえ、出張
所→警察署→陸運局→税務署とマンションの部屋を変わっただけで、非
常に大変でした。住民票の移動と共に一括して手続きができる事が望ま
しいと思います。

個人
警察庁
総務省

国土交通省

 自動車保有関係手続については、自動車の運行に必要な各種行政手続（検査登録、
保管場所証明、自動車諸税の納税）が必要となっており、「自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス（OSS）」を利用することによって、これらの手続と税・手数料の納付
をインターネット上で、一括して行うことが可能となっております。

情報通信技術を活
用した行政の推進
等に関する法律
（平成14年法律第
151号）第６条第１
項

検討に着
手

　現状に記載のとおり、自動車保有関係手続については、引っ越しの場合も含め、OSS
を利用することによって、各種手続と税・手数料の納付をインターネット上で、一括して
行うことが可能となっております。
　また、OSSの更なる利便性向上のため、令和４年度中にマイナンバーカードに格納さ
れている基本4情報を元に地方公共団体情報システム機構（J-LIS） と情報連携し、住
民票コードの記入や住民票の提出を不要とするシステム改修を行うべく関係機関等と
調整しているところです。

637 令和3年3月4日 令和3年4月16日

豚熱対策におけ
る野生イノシシの
感染抑止・清浄化
推進に向けた縦
割り行政解消

・野生イノシシの正確な生息
状況や生態の把握に基づく形
での、①経口ワクチンによる
免疫賦与②捕獲・減数の推進
③生息地と養豚場の隔離の
総合対策が必要である。
・とくに生息地と養豚場の隔離
については、冬の食料を人里
周辺に残さない取り組みの必
要性が指摘されている。
・これらの対策には中長期的
な戦略が必要であり、年度単
位で成果を求めたり、2～3年
で担当者が異動する公務員
の業務態勢に馴染まない。
・野生イノシシの感染抑止を
実現し、飼養豚におけるワク
チンの中止、ひいては日本の
CSF清浄国が実現できるよ
う、農林水産行政と環境行政
の省庁縦割り、従来の公務員
の仕事の形を切り崩してのプ
ロジェクト構築を提案する。

・国内で26年ぶりに発生した豚熱(CSF)の感染は、ウイルスに感染した
豚由来の豚肉・豚肉製品が海外から何らかの形で違法に持ち込まれ、
野生のイノシシに食されたことから始まったと推定されている。
・専門家は、CSFの再清浄化には少なくとも10年、15年の期間を要すると
見ており、この間、イノシシ感染域に所在する養豚場ではコスト要因とな
るCSFワクチンを打ち続けなければならない。
・ここまでの事態に至った最大の要因は、野生イノシシへの感染を許し、
有効なコントロールができないまま感染域を大きく拡大させてしまったこ
とにある。
・経口ワクチンの散布は、険しい山岳地域が多いという物理的障壁や、
予算および人的資源の不足等から後手後手に回っているのが現実であ
り、捕獲による減数も限界に達している。
・こうした状況の背景には、日本国内における野生イノシシ対策が、野生
動物の保護(個体数管理を含む)を管轄する環境省と、農作物への被害
対策を管轄する農林水産省に分かれている「縦割り」の弊害がある。

一般社団
法人

日本養豚
協会

農林水産省
環境省

農林水産省においては、
①家畜伝染病予防法に基づく、豚熱の浸潤状況確認検査
②「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に
基づく、野生イノシシの捕獲
③経口ワクチン散布
等の措置を講じており、
環境省においては、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づ
く、野生イノシシの捕獲等の措置を講じているところです。

家畜伝染病予防
法（昭和二十六年
法律第百六十六
号）
第三条の二第一
項

豚熱に関する特定
家畜伝染病防疫
指針

鳥獣による農林水
産業等に係る被害
の防止のための特
別措置に関する法
律（平成十九年法
律第百三十四号）
第四条第一項及
び第六条

鳥獣の保護及び
管理並びに狩猟の
適正化に関する法
律（平成十四年法
律第八十八号）第
二条第三項

現行制度
下で対応可
能

農林水産省と環境省が協力し、
①豚熱の浸潤状況確認検査を実施
②「CSF・ASF対策としての野生イノシシの捕獲等に関する防疫措置の手引き」を連名
で作成
③経口ワクチン散布の状況等を踏まえて、豚熱発生都府県及びその周辺県に対して、
捕獲重点エリアの設定を要請
するなどの取組を行っています。
その他、両省において、野生イノシシの捕獲強化に関する取組について予算措置を講
じているところです。
上記の取組を通じて、両省は効果的かつ強力に連携しており、引き続き、野生イノシシ
対策を適切に行ってまいります。

638 令和3年3月4日 令和3年3月26日

食肉衛生検査を
厚労省から農水
省に移行し、農場
から食卓に至る
安全確保と検査
の効率化および
検査料金の引き
下げ

・ファーム・トゥ・テーブル、農
場から食卓に至る食肉の安
全を確保するため、食肉衛生
行政を農水省消費・安全局に
一本化すること
・食肉衛生検査の合理化によ
り、行政獣医師の効率的な配
置と、生産者の検査料負担の
軽減・競争力アップを図るた
め、検査の監督以外の作業
は獣医師以外の者にも可能と
すること(国内でも食鳥検査で
は既に導入されている)
・と畜場における食肉衛生検
査の結果が、生産現場の管
理に反映されるよう、疾病名
等の用語の統一を図るととも
に、データのフィードバックが
より効果的かつ効率的に推進
されるシステムを構築すること

・生きた家畜については農林水産行政のなかで全国に家畜保健衛生所
(家保)を配して、都道府県の獣医師資格を有する職員らにより家畜衛
生、即ち健康な家畜の飼養が促されている。
・一方、生きた豚がと畜場に出荷されたところから、同じ都道府県の獣医
職でも、厚生労働省が管轄する食品衛生部門の食品衛生検査所(食検)
の管理の下で食品危害の防止が図られている。
・BSE問題をもち出すまでもなく、人獣共通感染症、抗生物質の残留など
食品危害につながる原因の多くは感染症であり、生産農場に由来するも
のがほとんどである。
・従って、これらへの対策には、生産現場における防疫・衛生・投薬管理
に関わる行政指導と一体となった食の安全の監視が必要であり、そのた
めには食肉をめぐる農水行政と厚労行政の縦割りを除去することが、効
果的かつ効率的である。
・また、日本では食の安全を担保するための、と畜時に行う食肉衛生検
査は、その費用を生産者が負担して実施されているが、欧米の生産国
では公費負担や食肉業者が負担する形で最終消費者に転嫁されてい
る。
・さらに、日本の食肉衛生検査は獣医師資格をもつ県職にしか認められ
ていないが、海外では獣医師職員の監督の下で獣医師資格をもたない
検査員が実施して人件費の削減や、食肉処理施設の効率的稼働を実
現して検査コスト・と畜経費の低減を実現し、競争力強化に貢献してい
る。

一般社団
法人

日本養豚
協会

厚生労働省
農林水産省

食品安全基本法において、食品の安全性の確保は、必要な措置が食品供給行程の各
段階において適切に講じられることにより行われなければならないこと、国はそのため
の施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有し、厚生労働省、農林水産省、食品
安全委員会などの関係行政機関は施策の策定に当たって緊密に連携しなければなら
ないことを規定しています。その中でと畜検査制度を含む食肉の衛生規制は、と畜場
法及び食品衛生法に基づき、「公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、
もって国民の健康の保護を図ること」という共通の目的を達成するため、公衆衛生の向
上を任務とする厚生労働省において施策を行っています。
と畜場法において、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外を解体してはならず、都
道府県知事は当該検査を行わせると畜検査員を命ずることとしています、また、と畜場
法施行令において、と畜検査員は獣医師であることを規定しています。
と畜検査料は、地方自治法第227条に基づき、地方自治体が条例で定めています。
と畜検査の対象疾病等は、家畜伝染病予防法に基づく家畜伝染病及び届出伝染病、
厚生労働省令で定める疾病並びに厚生労働省令で定める異常としています。都道府
県等が行った検査の結果、廃棄等の措置が講じられた獣畜の頭数等は、「食肉検査等
情報還元調査」により公表されています。

食品安全基本法
第１条、第4条、第
6条、第15条
と畜場法第１条、
第14条、第19条、
と畜場法施行令第
10条、と畜場施行
規則第14条及び
別表第3
食品衛生法第１条
厚生労働省設置
法第３条
地方自治法第227
条

対応不可

厚生労働省と農林水産省は、食品安全基本法に基づき、食品供給行程の各段階にお
いて食品の安全性確保のため、緊密な連携を図りながら、それぞれの任務である公衆
衛生の増進、食料の安定供給の確保の観点から施策を実施しています。この取組を
引き続き進めることで、農場から食卓までの食品の一体的な安全性確保を図ることが
可能です。
と畜検査は、豚を含む獣畜の疾病や異常を、獣医学的知識でもって判定し、食用不可
として排除するための検査であり、獣医師が行っています。近年のと畜頭数に大きな変
化はなく、と畜検査員数も横ばいとなっており、獣医師による公的検査において、検査
費用増に繋がるような大きな支障を生じている状況にはないと認識しています。なお、
食鳥については処理施設の食鳥処理衛生管理者による検査補助ができるとしていま
すが、彼らを監督する獣医師である食鳥検査員の配置が必要であることに変わりあり
ません。
と畜検査手数料は、都道府県等が地域の状況を勘案しながら獣畜のと畜検査に係る
経費を積算し、受益者負担の考え方に基づき、負担者と金額を決定していると承知して
います。近年の養豚業界を取り巻く状況に大きな変化はなく、手数料の引き下げ等を
実施すべき明確な必要性は生じていないと認識しています。
なお、海外におけると畜検査員の身分や検査手数料の取扱いについては、各国の事
情に応じて様々な運用がなされていると承知しています。
と畜検査の対象疾病名は家畜伝染病予防法に規定する家畜伝染病等の疾病名と統
一させており、検査結果に基づく廃棄等の措置は、主な疾病等ごとに「食肉検査等情
報還元調査」により公表しています。また、都道府県等においても、検査結果を農場に
還元する事業を行っているところがあると承知しています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

639 令和3年3月24日 令和3年7月7日

地方自治体や法
務局、税務署等
国の窓口機関の
閉庁日の見直し

地方自治体および法務局、税
務署等の国の窓口機関の閉
庁日を、水曜日と日曜日に変
更する。

国民の利便性の向上が図られる。
分散型勤務の一つである。
通勤ラッシュの解消につながる。

個人

内閣官房
人事院
財務省
法務省
総務省

（行政機関全般について）
国の行政機関は、法令等により、原則として月曜日から金曜日までを開庁としていますが、各行
政分野の所管省庁の判断により、利用者の利便性の向上や行政需要等を踏まえて個別に変更
することが可能となっています。

（税務署について）
税務署の開庁時間は、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）により月曜日か
ら金曜日（祝日等を除きます。）の午前８時30分から午後５時までになっております。
税務署の閉庁日（土･日曜･祝日等）は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っており
ませんが、申告書は、税務署の時間外収受箱へ投函することにより提出できます。
なお、e-Taxによる電子申告や郵便又は信書便による送付いただくことで、税務署の閉庁日につ
いても一部の手続きは可能となっております。

（法務局について）
法務局の開庁時間は，行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）により，月曜日か
ら金曜日（祝日等を除きます。）の午前８時30分から午後５時１５分までとなっております。
なお，インターネットを利用したオンライン申請や郵便又は信書便による送付により，直接窓口に
お越しいただかなくてもほとんどの手続を行うことは可能となっております。

（地方自治体について）
地方公共団体の休日については昭和63年の地方自治法の一部改正により、原則として日曜日
及び土曜日が休日とされているところですが、当該休日において地方公共団体の特定の機関が
開庁することは可能であり、その可否は業務内容・性質・法令上の基準等に応じて執行機関の責
任で決すべきものになります。
また、地方公務員の週休日（勤務時間を割り振らない日）は、原則として日曜日及び土曜日を週
休日として条例で定めることとしておりますが、上記で記載しているとおり、特定の機関が地方公
共団体の休日に開庁することを決定した場合には、所属職員の週休日や勤務時間の設定を適切
に変更した上で、地方公共団体の休日において執務を行うことが可能です。

官庁執務時間並
休暇に関する件
行政機関の休日
に関する法律
地方自治法（昭和
22年法律第67号）
地方公務員法（昭
和25年法律第261
号）

現行制度
下で対応可
能

（行政機関全般について）
（税務署について）
（法務局について）
制度の現状欄に記載のとおりです。

（地方自治体について）
現行制度では日曜日及び土曜日に閉庁することが原則となりますが、執務の内容等を
鑑み、特定の機関について、地方自治体の判断により開庁をすることは可能と考えら
れます。

640 令和3年3月24日 令和3年5月24日
日本学術会議の
行政改革につい
て

今後標題の件について、行政
改革を行うとのことですが、ア
カデミズムの良さ(政府からの
独立性や真理への探究)を壊
さないでほしい。一部では民
営化といった議論もあるが、
日本という国が知的探究や真
理への探究という学問に内在
する良さを大切にする国であ
るようにしてほしい。

菅政権の改革がただの壊し屋になってほしくない。一部の国民には不安
に感じている人もいるということを心にとめてほしい。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

641 令和3年3月24日 令和3年4月16日
年末調整の提出
書類の件

年末調整の提出書類をシンプ
ルにしてほしい

毎年、年末調整の書類、給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の扶養
控除等(異動)申告書の書類を提出するが
毎年のように書き方がわかりづらく、調べながら何とか記入しております。
毎年同じであれば良いのですが、もちろんライフステージも毎年変わるので記入
しながら、これで正しいのか、間違って追加徴税になるのではと心配しながら提
出しております。提出部署に迷惑をかけてしまうこともあります。

配偶者の給与所得が何万円以上だったら
（それも秋ごろなので年間の所得を仮定で計算しなければならない、アルバイト、
パートには難しいこともある）
ここは記入するとか、色々と決まりがあったり、
世帯主と配偶者、アルバイト収入のある子どもなどそれぞれが提出しなければな
らず、書き方も個々に違います。

色々な事情があるのではと思いますが
シンプルに各世帯で１枚にまとめることは出来ないのでしょうか？
家族それぞれの給料の総支給額をそのまま記入、
加入している保険の金額は各保険会社からの書類をそのまま記入し、証拠とし
てその書類の提出
その他の事情があるものは単純に○×で記入し、その金額を記入するなど。
（計算式などありますが、それは提出先（役所）で出来ませんか？個人の調整が
出来る部分ではなく、決まった計算だと思うのですが）

あと勉強不足もありますが言葉もわかりづらいものが多く、間違って記入してしま
いそうです。

書き方を説明するサイトが沢山ありますが、その説明が必要ない位、シンプルに
してほしいと思います。
正しく、正直に申告したいのです。
よろしくお願いします。

個人 財務省

　年末調整において、扶養控除、配偶者控除又は保険料控除等の所得控除の適用を
受けようとする居住者は、勤務先に対して、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給
与所得者の配偶者控除等申告書」又は「給与所得者の保険料控除申告書」を提出す
ることとされており、これらの申告書には、配偶者の合計所得金額や保険料控除の金
額などを記載することとされています。
　また、その勤務先は、これらの申告書に記載された事項を基に年末調整を行い、そ
の給与の受給者について、その年中の給与に係る所得税の年税額を計算することとさ
れています。
　なお、当該申告書等は税務署長から提出を求められた場合以外は税務署へ提出す
る必要はなく、勤務先が保管しておくことになっています。

所得税法第190
条、第194条、第
195条の２、第196
条、所得税法施行
規則第73条、第74
条の３、第75条、第
76条の３

検討を予定

　所得税の計算は、所得者ごとに、各種所得控除の金額を計算する必要があり、年末
調整においてはその所得控除の計算に必要な事項を記載した申告書（以下「年末調整
申告書」といいます。）を、それぞれの所得者の勤務先に提出することとされています。
　国税庁ではこの年末調整申告書の作成等の負担を軽減する観点から、令和２年１０
月より年末調整申告書作成用ソフトウェア（以下「年調ソフト」といいます。）を提供して
おります。勤務先において年調ソフトで作成した年末調整申告書を受け付けていただ
けるのであれば、この年調ソフトをご利用いただくことにより、年末調整申告書への記
入を簡便に行うことができるほか、控除額の計算を自動的に行うなど便利ですので、こ
の年調ソフトの更なる普及に努めていきたいと考えております。
　なお、世帯で１枚の年末調整申告書を作成し、そこに各所得者の給与等の収入金額
や加入している保険の情報等を記載することについては、一の所得者の所得税の計
算において必要ない他の所得者の情報についてまで、当該一の所得者の勤務先に提
供してしまうことが懸念されます。
　また、各勤務先において税額の計算や調整をする必要があるため、(納税者が計算
等せずに控除証明書のみを勤務先に提出し）保険料控除の計算までも勤務先におい
て行うという点については、勤務先の負担も考慮する必要があります。
　おって、年末調整申告書の書き方がわかりづらいという点につきましては、改善すべ
き事項の見直し等を引き続き行っていきたいと考えております。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

642 令和3年3月24日 令和3年5月24日
国、県、市町村事
務の効率化につ
いて

国や県の市町村に向けた調
査等の効率化を図っていただ
きたい。現在、国主導で基幹
系システムの標準化を行って
います。この標準化システム
で、国や県に報告する内容を
バッチ処理なを活用してファイ
ルで出力し、ファイルを提出す
る仕組みの構築をお願いした
い。
また、基幹系システムだけで
はなく、バックオフィス系（財
務、人事給与等）のシステム
についても、標準化や提出
ファイルの自動出力化を行い
さらに効率化を図っていただ
きたい。

自治体戦略2040の第二次報告にもあるように、今現在の事務を半数の
職員で処理していくためには、いかにバックオフィス系の事務の効率化
を図るか、いかに住民を窓口に来なくても済み、電話対応を減らしていく
かが必要になってくる。
後者については、マイナンバーカードの有効活用、市区町村が持つ基幹
系システムの情報、医療情報、金融機関とマイナンバーの紐づけによ
り、効率化が図られてくるものと考えている。
バックオフィスの効率化については、各自治体で取り組んでいることもあ
るが、国や県から市区町村に届く調査については、国の機関、地方自治
体において、他の部署への情報提供依頼、情報収集、とりまとめ、集
計、確認、決裁と事務手順や手続きが多い。
また、国や県からは、同じような調査項目が、それぞれの担当部署の調
査に含まれている事が多く、地方自治体では、何度も同じ内容を提出し
ている上に、既存基幹系システムのデータをEXCELに転記して報告する
ことが多い。また、報告の件数が多ければ多いほど、誤った数字等が贈
られることも多い。
このため、現在進めている標準化システムで報告用ファイルを作成し、
提出するだけの仕組み構築をすることで、相互に事務を省くことができ
る。また、調査する側も取り込むだけで集計できる仕組みを構築すれ
ば、間違うことなく調査を行うことができると考える。
現在は、基幹系だけであるが、財務や人事給与においても、標準化を目
指すか、提出ファイルの標準化を行うかもあわせて検討していただきた
い。
他、提出されたデータについては、国の機関においても共有化を図り、
相互に重複した作業を省くようお願いをしたい。

個人 総務省

「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12月25日 閣議決定）において、「住民記録、
地方税、福祉など、地方公共団体の主要な17業務を処理するシステム（基幹系システ
ム）の標準仕様を、デジタル庁が策定する基本的な方針の下、関係府省において作成
する。これを通じ、「（仮称）Gov-Cloud」の活用に向けた検討を踏まえ、各事業者が標
準仕様に準拠して開発したシステムを地方公共団体が利用することを目指す」こととさ
れています。

なし その他

デジタル・ガバメント実行計画においては、こうした標準化・共通化について、「目標時
期を令和７年度（2025年度）」としているところであり、関係府省と連携して引き続き取組
を進めてまいります。
なお、総務省では現在検討を進めている住民記録システムの標準仕様においては、例
えば、各都道府県で実施する独自の住民基本台帳関係の統計調査に対して、ノンカス
タマイズで対応できるようにしています。

643 令和3年3月24日 令和3年5月24日

独立行政法人学
生支援機構　引き
落とし口座の変更
手続きが原始的

独立行政法人学生支援機構
では、引き落とし口座の変更
を行うためには、書面でないと
できません。電話からの変更
もできないため、書面の郵送
が必須となっています。
さらに、酷いのは書面の返信
後も2ヶ月は引き落とし口座が
変更されないと言っており書
面などにしていることで手続き
に時間が掛かっているとしか
思えません。
早急にネットから引き落とし口
座の変更ができるようにする
必要があります。

ネットから受付できることで、利用者が引き落とし口座の登録を変更する
ことができ、認可等取得期間の短縮。24時間受付ができるため利便性の
向上。送られてきた書面の確認をして、入力する人員も不要になるため
コスト削減。

個人 文部科学省
日本学生支援機構の実施する奨学金の返還口座の変更手続きは、金融機関において
口座開設時の届出印の押印による本人認証を必要としていること等の理由から紙で受
付を行っております。

なし 検討を予定
令和４年度以降、順次、インターネット環境での口座変更が実施できるよう、日本学生
支援機構で準備を進めていきます。

644 令和3年3月24日 令和3年5月24日
日本学術会議に
ついて

速やかに民営化することが望
ましい

　日本学術会議は、日本国内で軍事目的のための研究を否定しておき
ながら、中国科学技術協会との協力覚書を交わしている。東日本大震
災時の復興増税や、レジ袋有料化など、愚策を提言している。
　今回、会員の任命拒否に異を唱えているが、それなら、政府から完全
に独立し、任命権を手にしたらよい。
　民営化すれば、10億円のコスト削減につながる。政府から独立すれ
ば、海外のアカデミーのように、真に日本と日本国民のためになる提言
をする機関に生まれ変われるかもしれない。

個人 内閣府 番号413の回答を参照してください。

645 令和3年3月24日 令和3年8月18日

在日外国人を雇
用する地方自治
体があることにつ
いて

いくつかの県で、地方自治体
での就職を可能としたり、岩手
県では、警察官にも採用して
いるという。　地方自治は、外
国人参政権につながる条例を
作る動きもあり、国の在り方を
変える非常に危険な判断であ
り、これをやめさせてもらいた
い

どの国の出身であろうが、在日外国人を採用すると言う事は、その人が
上層部になればなるほど、さらに外国人採用を加速させる可能性があり
ます。特に聞くところでは、生活保護は、日本国民に限られるにもかかわ
らず、これを支給している憲法違反の地方自治体があります。　外国人
は同法のために、便宜を図りたいと思うものだという理解になるし、外国
人に参政権を与えていないというのも、日本の政治は、日本人のために
あるからであり、地方自治体の運営も、それと同じ意味を持つはずです。
即刻これを是正するようにしてください。
これは、差別でもなんでもなく、当たり前のことです。

個人
総務省

厚生労働省
警察庁

【地方公務員の外国人任用について】
2005（平成17）年1月26日の最高裁大法廷判決において、「国民主権の原理に基づき、
原則として日本国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定さ
れているとみるべきであり、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本
来我が国の法体系の想定するところではない。」と判示しています。
地方公共団体における外国籍職員の任用については、この平成17年最高裁判決にお
いて判示された基本原則を踏まえつつ、地域の実情に応じ、個々の職の職務内容を検
討して各地方公共団体において具体的に決定されているところです。
※「公権力行使等地方公務員」とは、「地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成
し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは地方公共
団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもの」
をいいます。

【生活保護制度について】
生活保護制度は、生活に困窮する方が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるも
のを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるもので
す。

該当法令：なし
2005年１月26日の
最高裁判決

生活保護法

【地方公務
員の外国
人任用につ
いて】
現行制度
下で対応可
能

【生活保護
制度につい
て】
対応不可

【地方公務員の外国人任用について】
総務省としては、公務員に関する制度の現状欄の基本原則の範囲内において、日本
国籍を有しない者の採用を行うよう、都道府県・市町村との会議の場などの機会も活
用して、各地方公共団体に対して伝達をしているところです。

【生活保護制度について】
外国人は生活保護法による保護の対象ではありませんが、人道上の観点から行政措
置として、適法に日本に滞在し、日本国民同様に国内での活動に制限を受けない在留
資格等を有する者に限り、法による保護に準じた取扱いをすることとしているところで
す。

646 令和3年3月24日 令和3年4月16日
連絡をウェブ対応
で

プリントは学校ホームページ
やメール添付、学校連絡は
メールなどにしてほしいと考え
ています。

不登校の子供がいます。ずっとプリントや連絡帳など、近所のお子さん
に持ってきて頂いていますが、お子さん達への負担や迷惑を考えるとこ
ちらとしても苦痛です。

プリントを重要な物以外選択的でもウェブ対応にすれば、インク代、紙代
のコスト削減になり、連絡帳の手渡しを廃止すれば学校側の電話代、子
供達の負担軽減になります。

個人 文部科学省 番号515の回答を参照してください。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

647 令和3年3月24日 令和3年5月24日
開発行為審査の
民間審査機関の
活用について

開発行為の審査は現在、行
政しかできないが、この審査
を建築確認申請と同様に民間
の審査期間を活用して審査の
効率化を図るものとすること

現在、行政庁による審査はそのマンパワーもあり混み合うとなかなか審
査が進捗しない状況である。
また、その審査も開発行為自体は建築の用にともするものが対象になっ
ていて、建築の審査機関が民間になると、二つの機関に申請が必要に
なり、縦割りの状況になっている。
現在ではほとんどの民間工事の確認申請は民間の審査機関であり、建
築の用に共する開発行為の審査をするのにここの連携が取れていない
状況である。
また、これらの土質評価や擁壁構造関係の資料については民間の審査
機関で出版されていることも多々あり、審査能力自体はさして問題ないと
考えられる。
また、行政側の人員も削減でき、申請者側からも今までより早く審査を
完了でき、その構造に対してそのまま確認申請を行えるので、スムース
かつ包括的に構造物の審査ができるメリットがあると考え、提案いたしま
す。

個人 国土交通省

都市計画法の開発許可は、主として建築物の建築等を目的とした土地の区画形質の
変更（開発行為）に対して設けられている規制であり、建築行為を伴う開発行為を行う
場合には、開発許可に加え、建築物に対する規制として設けられている建築確認を受
けることが必要です。

都市計画法第29
条

対応不可

都市計画法の開発許可制度では、良好な宅地水準の確保に加え、秩序ある市街地の
形成の実現を目的としていることから、周辺の状況や地域の実情に応じて判断する等
の一定の裁量をもって開発許可権者である地方公共団体が審査し、処分する必要が
あり、建築確認のように裁量性のない基準に基づき指定確認検査機関に審査させ、処
分させることとは異なるため、都市計画法の開発許可を地方公共団体以外の者に審査
させ、処分させることは適当ではありません。

648 令和3年3月24日 令和3年7月7日

雇用保険：電子申
請事務センターの
所轄ハロワークご
との縦割り解消

所轄という考え方を廃止し、繁
忙ハローワークを閑散ハロー
ワークが手伝うことで、無駄な
体制強化を行わなくても事務
処理日数の平準化を実現す
る。

【現状の問題点】
雇用保険の電子申請を行った届出について、現状所轄のハローワーク
の担当が処理を行っているため、同じ種類の届出を行っても、所轄のハ
ローワークによって処理日数に大幅な差が生じている。

例えば、春日部のハローワークでは、どの届出を出しても翌日までには
公文書が取得できるのに、品川のハローワークでは資格取得届の公文
書取得まで、約1カ月半程度かかっている。

【提案内容】
所轄という考え方をやめ、どこから出された申請でも処理していただくよ
うにする

【期待される効果】
(1)処理日数の平準化
(2)現状、閑散ハロワークがある一方で、繁忙ハローワークが体制強化
をはかっていると思いますが、閑散ハローワークの処理能力をうまく活
用することで、繁忙ハローワークによる無駄な体制強化が不要となる
(3)ハローワークごとの審査基準(いわゆるローカルルール)が統一される

個人 厚生労働省
雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、失業等給付に関す
る事務等を除き、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行う
こととしております。

雇用保険法施行
規則第１条第５項

現行制度
下で対応可
能

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所毎に届出をしていただいているため、安
定所によって、届出件数等に差異が生じることはありますが、業務量に応じた人員配
置を行うことにより、処理日数の平等化に努めて参ります。

649 令和3年3月24日 令和3年5月24日

どの法務局でも同
じ内容のサービス
を受けられるよう
にしてほしい

一部施設のみ限定している
サービス（登記事項証明書な
ど）をどの施設でも受けられる
ようにしてほしい。
１．不動産関連（登記申請・登
記事項証明書など）
区・市などで管轄が決まって
いる
２．成年後見人の登記事項証
明書

現行システムが利用者の負担を考えていないからです。
施設を限定しているため、不動産の登記を変更するために現地にわざ
わざ出向かなければならない。インターネットでの証明書発行も、ＰＣに
強くても、実際に動かすためには専門にやられている方（司法書士）でし
か対応できないシステムになっています。一般人では利用できません。
また、同じ法務局管轄にもかかわらず、縦割り行政のため、成年後見人
の登記事項証明書を資料で提出しなければならない場合、同じ法務局
内のデータをその場で確認できないため、わざわざ専門の施設で証明
書を取得して提出しなければなりません。ＰＣ1台ですべてのデータを管
理できればその場で終わります。
経済的効果として、利用者が遠くまで移動しなくても、近くの出張所で気
軽に法務局のサービスを一括で受けられるようになります。

個人 法務省

（提案１）
　不動産に関する登記事務は，不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務
局若しくはこれらの支局またはこれらの出張所が管轄登記所として取り扱うものとされ
ています。
　不動産登記の申請は，書面により申請書を登記所に提出する方法とオンラインによ
り申請情報を登記所に提供する方法があり，書面による申請については，郵送による
申請も可能です。
　また，登記事項証明書の交付等の請求については，請求に係る不動産の所在地を
管轄する登記所以外の登記所に対してもすることが可能です。
　登記事項証明書の交付等の請求について，書面により請求書を登記所に提出する
方法とオンラインにより請求情報を登記所に提供する方法があり，書面による請求に
ついては，郵送による請求も可能です。オンラインによる請求については，専用のアプ
リケーションをインストールすることなく，Ｗｅｂブラウザを利用してどなたでも登記事項
証明書の交付等の請求をすることが可能です。

（提案２）
成年後見登記事務のうち，窓口における証明書交付事務は，東京法務局民事行政部
後見登録課及び各法務局民事行政部戸籍課・地方法務局戸籍課で取り扱っており，
各法務局・地方法務局の支局及び出張所の窓口では取り扱っておりません。
なお，証明書の請求方法は，窓口における請求のほか，登記所（東京法務局民事行政
部後見登録課）に申請書を郵送する方法と，インターネットを利用してオンラインにより
交付請求をする方法があります。

（提案１）
不動産登記法第６
条第１項，第１８条
及び第１１９条
不動産登記規則
第５３条及び第１９
４条

（提案２）
後見登記等に関す
る法律第２条，第１
０条
後見登記等に関す
る政令第１１条
後見登記等に関す
る省令第２２条第２
号

（提案１）
事実誤認

（提案２）
対応不可

（提案１）
　制度の現状欄に記載のとおり管轄の登記所に出頭することなく申請等の手続をオン
ラインや郵送で行うことが可能です。
　なお，オンラインによる手続については，より利用者に分かりやすいものとするなど，
利便性の向上に努めてまいります。

（提案２）
各法務局・地方法務局の支局・出張所においても登記事項証明書の交付事務を行うこ
とについては，利用者の利便性向上の観点等も踏まえつつ，慎重な検討を要するもの
と考えているところ，現時点においては，システム対応の可否や費用対効果を考慮す
ると，御提案に沿った窓口交付事務の拠点を拡大することは困難です。

650 令和3年3月24日 令和3年4月16日

e-Taxの利用時間
を祝休日でも使え
るようにしてもら
いたいです

e-Taxの利用時間なのです
が、現在祝日、休日はログイ
ンできない仕様になっていま
すので、これを出来れば利用
できるようにしてもらいたいで
す。

文化芸術活動の継続支援事業で書類を用意するにあたって、e-Taxの
確定申告をダウンロードしようとしたのですが連休で利用できず、手が止
められてしまいました。

自分は自営業でも在宅中心と特殊なので平日まで待って、平日にログイ
ンしての提出が可能でしたが、普通に平日忙しくしている方ですと利用し
たい休日に利用できない方も多いかと思いました。

今回に関しては募集期間も限られていましたし、早い者勝ちでもありまし
たのでなるべく早く確定申告の書類をダウンロードして提出したかったの
ですがそれもかなわず焦りが強くありました。

オンラインの強みは24時間体制だと思いますので何卒よろしくお願いい
たします。

個人 財務省

現状のe-Taxの利用可能時間は、次のとおりとなっております。
【所得税等の確定申告期】
・全日24時間（土日祝日等を含む）
（メンテナンス時間を除く）
【確定申告期以外】
・月～金　24時間
(休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始)
・毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日　8時30分～24時
（休祝日及び12月29日～1月3日を除く）
（メンテナンス時間を除く）

なし
検討に着
手

　制度の現状欄に記載のとおり、e-Taxについては、ニーズの高い所得税等の確定申
告期には、土日祝日等を含めて24時間、利用が可能となっております。
　更なるe-Taxの利用可能時間の拡大に向けては、利用者のニーズのほか費用対効
果も踏まえ、検討していきます。

651 令和3年3月24日 令和3年4月16日
PTA費の徴収方
法について

保護者役員が一軒一軒ま
わって徴収するのを口座振替
にする。

保護者と教員（特に管理職）の負担軽減と、生活保護家庭や就学援助
家庭の個人情報が漏れる可能性をなくすため。（生活保護や就学援助
は実費負担がないため、徴収しなくて良い＝どこの家庭が保護家庭か
容易に露呈している現状がある。）

個人 文部科学省 番号242の回答を参照してください。
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652 令和3年3月24日 令和3年5月24日
地方公務員を学
校へ、教員を地方
自治体へ

教員の教育以外の業務負担
軽減のため、地方公務員を学
校へ配置して、業務にあたら
せる。
また教員も、指導に向いてい
ない人員や不適格な人員は、
教育と関係のない地方自治体
の部門に異動させる。

教員を教育業務に専念させ、それ以外の、教員免許の必要のない業務
は、管轄する地方自治体の職員をあてる。それにより、教員の負担を軽
減し、働き方改革、教育の充実をはかる。
また、不適格な教員は教育業務から外し、地方自治体の職員として、非
学校業務に従事させる。（※）
教員の働き方からみた、教育改革を行う。

※女性のスカートの中を盗撮し、逮捕された教員が、停職から復帰する
際、異動先の学校の保護者らからの抗議により、異動が取り消された事
例がある。そういった教員を、教職以外の業務にあたらせることができる
ようにすべきだと思う。

個人 文部科学省
教員を含む地方公務員の人事異動・人事配置については、関係法令等を踏まえ、各教
育委員会等の権限と責任において適切に御対応いただいているところです。

地方公務員法
現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

653 令和3年3月24日 令和3年5月24日
学校図書館の
バーコードシステ
ム化

未だアナログなカードに手書
きで書名、貸出日などを記入
して貸出返却している学校図
書館へバーコードシステム導
入

学校図書館担当の日々の業務負担軽減はもちろんのこと、バーコードシ
ステム化すれば公共図書館や他校の図書館とも資料収集・貸借で連携
がスムーズになる。

また、利用者である児童生徒も学校HPから蔵書検索・貸出の不可否の
確認や予約ができれば学校図書館内での密を回避する一つの手立て
になる。少ない休み時間を有効利用できる。

さらに、カード手書き方式だと誰が何を借りているか、他の児童生徒が
容易に分かってしまえるが、バーコードシステムなら貸出情報は管理す
る司書や学校図書館担当者だけなので、個人情報も守りやすくなる。

個人 文部科学省
学校図書館における情報メディア機器の整備状況については、「学校図書館の現状に
関する調査（平成２８年度）」結果によると、バーコードシステムの導入など図書館資料
の管理等のための情報機器を活用している学校は約4割となっています。

なし
現行制度
下で対応可
能

文部科学省としては、「学校図書館ガイドライン」に記載されている、
・図書館資料を整理し，利用者の利便性を高めるために，目録を整備し，蔵書のデータ
ベース化を図り，貸出し・返却手続及び統計作業等を迅速に行えるよう努めることが望
ましい。
・地域内の学校図書館において同一の蔵書管理システ ムを導入し，ネットワーク化を
図ることも有効である。
などの周知を行うことにより、学校図書館の情報機器の整備について促してまいりま
す。

654 令和3年3月24日 令和3年4月16日
学校のPTAを廃
止してください

PTA会費で学校の備品を買う
ために存続しているので
行政から学校に必要なお金を
出してください
そうすればPTAは廃止できま
す

PTA活動の基本は資金集めです
会費
ベルマーク
ダンボール回収
イベントでの収益
など

そのお金で学校の備品を買うのは理解できますが
PTA○○周年事業に積み立てた数百万を使い近隣の有力者と飲み食い
します

文科省から基本廃止の通達を出してもらえないでしょうか

個人 文部科学省 番号242の回答を参照してください。

655 令和3年3月24日 令和3年5月24日
在外公館での戸
籍発行業務につ
いて

海外在住者が自身の戸籍謄
本（抄本）を在外公館でも取得
または取得手続きができるよ
うにしてほしい。

現在海外在住者が自身の戸籍謄本を取得する必要がある場合、日本
国内の役所での手続きが必要である。つまり、そのために帰国するのが
困難な場合、日本にいる家族等代理人に委任して手続きをしてもらうこ
とになる。これが在外公館で手続きから取得まで、または本籍地の役所
へオンライン申請をして在外公館で受け取るなどができれば、日本から
の郵送を待つことなく（メキシコ在住ですが、現地の郵便事情は良いとは
言えず、また追跡結果も信用できず予定通りに到着することはほぼあり
ません）、また代理手続きをしてもらう必要もなくなる。個人的なことでは
ありますが、私は一人っ子で母は他界しており日本の家族は高齢の父し
かおりませんので、現地で自分で取得することができればコストや委任
状等の手間が省けることになる。戸籍が必要な場合というのは、海外在
住者の場合ほとんどが在外公館での手続きであるので、戸籍の取得も
できればなおスムーズである。婚姻届けや出生届は在外公館に提出す
るだけで日本の戸籍に反映されるのだから、理論上は可能なのでは？
と考える。日本ではマイナンバーカードの取得等が条件とはなるものの、
コンビニでも取得可能になってきているので、セキュリティの問題等ある
のかもしれませんが海外在住者についてもアクセスしやすくなることを願
います。

個人
法務省
外務省

【法務省】
  戸籍謄抄本等の交付請求は，本籍地の市区町村に対して行う必要があります。

【外務省】
在外公館における領事手続において、記載事実等の確認のため必要に応じて、戸籍
謄（抄）本を日本から取り寄せていただいております。

【法務省】
戸籍法第１０条第
１項

【外務省】
戸籍法

【法務省】
検討を予定

【外務省】
検討を予定

【法務省】
　制度の現状欄に記載のとおりです。
　なお，令和元年５月３１日から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める
日から，いずれの市区町村においても，本人等の戸籍又は除かれた戸籍の謄抄本を
取得することができるようになります。

【外務省】
在外公館における戸籍の届出や証明申請手続等において、今後、戸籍謄（抄）本の添
付を不要とするよう関係省庁とも連携し検討を進めてまいります。

656 令和3年3月24日 令和3年4月16日 学校のホワイト化

本校小学校の勤務時間:8:20
～16:50、8:20～朝の会、6時
間授業をし、児童の下校開始
は16:10、その後保護者(欠席
児童・気になる児童宅・日中
にかかってきた保護者への折
り返し)や関係機関(他校・学
童等)との連絡であったり、日
によっては16:15より会議・研
修。それが16:50に終わり漸く
明日の6時間授業の教材研
究・準備や自分の担当である
校務の提案準備。これをベテ
ランも新規採用職員もほぼ同
時に行います。
カリキュラムを遂行するため
の授業時数・長期休業・行事
等の関係もありますが、8:40
から朝の会・15時児童下校ぐ
らいになると教材準備等の時
間も勤務時間内に少し確保で
きます。

まず、教員のなり手が減ってきています。そして、現場も精神疾患で病休
を取られる方・取らないけどギリギリのところで踏ん張っている方が増え
てきています。
一生懸命に働いている若い先生方も自分の職業を自信持ってクラスの
子に勧められるかどうか尋ねると躊躇しますとのことでした。
このような現状で教員になってくれる方は貴重だと思っています。
また、小学校のほとんどが教科担任制ではないので、自分で次の日の
全部の授業の準備が必要です。異動等で学校や学年も変わります。子
どもたちに学びを定着させるためにも、しっかり教材研究・準備する時間
を勤務時間内に取れるようにしてほしいです。
そして、勤務・労働条件が少しでも改善されることで、教員のなり手を増
えるはずです。ここ最近の教員採用試験の倍率もかなり低いです。なり
手が増えることで、競争倍率も上がりより優秀な方を採用できるようにな
るのではないでしょうか？
また病休者が減ると代替職員を雇わなくよくなるので、コストも削減され
ます。

個人 文部科学省

公立学校の教員の勤務については、服務監督権者である教育委員会や校長におい
て、関係法令に従って適切に管理いただいているものです。

また、平成31年1月の中央教育審議会の答申で、これまで学校・教師が担ってきた代表
的な業務について、
　①「基本的には学校以外が担う業務」
　②「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」
　③「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」
に分類し、教師の業務の適正化を図るよう提言されており、文部科学省として、その取
組が着実に学校現場で進むよう、教育委員会に対して取組状況の調査を実施し、設置
者別の結果公表や好事例の展開等を通じて、取組を促しています。
さらに、教員の業務削減に繋がるよう、公立小学校における35人学級の実現をはじめ
とした教職員定数の改善、外部人材の活用や部活動改革、免許更新制度の検証・見
直し、学校向けの調査の精選・削減などの様々な取組みを推進しています。

なし 対応

学校における働き方改革については、国・学校・教育委員会がそれぞれの立場におい
て、教師が教師でなければできないことに全力投球できる環境を整備することが重要
であり、文部科学省として、あらゆる手立てを尽くして取組を進め成果を出していけるよ
う取り組んでまいります。
なお、今年3月に「全国の学校における働き方改革取組事例集」を公表し、各都道府
県・政令指定都市教育委員会に周知いたしました。事例集の中では、例えば、日課表
の見直しによる執務時間の創出の事例も紹介しております。引き続き、働き方改革に
関する好事例の横展開についても取り組んでまいります。

657 令和3年3月24日 令和5年7月12日
引越によるマイナ
ンバーカード修正
がアナログすぎる

氏名や住所など、マイナン
バーカードの記載事項を変更
修正する際に裏側の記載欄
を使いますが、あの欄が小さ
くてすぐにいっぱいになりま
す。
運転免許証の場合には、上か
らシールを貼って変更修正に
対応しています。マイナン
バーカードも、同様な制度を
作り記載欄の限界を取り払う
べきです。

最近、改姓を伴う結婚と引越しをしました。職場に戸籍謄本を提出するこ
とになり、マイナンバーカードを使って、コンビニで戸籍謄本を発行しよう
としました。
しかし、先にマイナンバーカードの記載事項を変更修正しなければ、コン
ビニ発行できません。
役場に赴き、マイナンバーカードの記載事項の変更修正を頼むと、記載
欄が不足しているので新しいカードを発行します。約1ヶ月かかります。と
のこと。
お急ぎなら郵送という方法もありますよと、戸籍謄本の取り寄せを楽に
するためにマイナンバーカードを作ったのに本末転倒です。

そもそも職場で戸籍謄本を必要としている慣行を改めるべきなんです
が、とりあえずマイナンバーカードの記載欄はシール貼るとか限界突破

個人 総務省 マイナンバーカードの記載欄が不足した場合、シールを貼る措置は行っておりません。 なし 対応不可

マイナンバーカードの有効期間は通常10年とされているところ、追記欄への追記用の
シール貼付を認めるためには、長期間利用できる耐久性を有し、偽造防止のための加
工等が施されたシールが必要ですが、一般的なシール資材では、利用状況によっては
１～２年程度で印刷の擦れ等が生じシール上の文字の識別が難しくなる可能性がある
こと、保管状況によっては温度変化などの影響を受け接着剤が劣化してシールが剥が
れやすくなること、スロットイン型のカード読取機器でカードを読み取る際にシールが機
器内部で剥がれた場合、機器に詰まるなど機器が故障する可能性があることから、マ
イナンバーカードにシールを貼付して追記を行うことは技術的な課題が大きいと考えて
おります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

658 令和3年3月24日 令和3年5月24日
公立学校の教職
員の休憩時間の
確保について

休憩時間を勤務時間の終わり
の設定できるようにし、休憩時
間も含めた時間で早めに退勤
できるように法改正をお願い
したい。

労働基準法で定められている休憩時間が確保できない学校の現状があ
ります。休憩時間を勤務時間の終わりの設定できるようにし、休憩時間
も含めた時間で早めに退勤できるように法改正をすることで、普段ゆとり
のない勤務を余儀なくされている教職員に少しでも精神的なゆとりがも
たされればと考えます。教職員のゆとりがもたらす社会的な効果をどう
考えるかですが、少なくともゼロコストで改革が可能だと思います。

個人 文部科学省
休憩時間は、労働基準法に基づき、労働時間の途中に与えなければならないこととさ
れています。

労働基準法 対応不可

労働基準法に基づき、休憩時間は労働時間の途中に与えければならないとされていま
すが、これはある程度労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労回
復や再び作業を行う際の能率増進のためであり、ご指摘のような対応を行うことは現
状困難です。

659 令和3年3月24日 令和3年5月24日
文部科学省の分
割

初等中等教育も、高等教育・
大学院も、改革が遅れていま
す。
その理由の一つが、文部科学
省内の連携不足です。そこ
で、文部科学省の分割にあ
たっては、子ども省（総合教育
政策局、初等中等教育局、子
ども家庭局（旧厚労省））と科
学省（科学技術・学術政策
局、大学教育研究局（旧高等
教育局）、研究振興局、研究
開発局）に分割し、機動性を
高めてはどうでしょうか。

提案の理由は、次の通りです。
〇子ども省
　小学校・中学校・高等学校行政を管理しつつ、一体的な政策対応の必
要性の高い保育園・幼稚園・こども園行政を一元管理することで、誕生
から高校卒業までの子どもの成長をサポートする。
〇科学省
　大学入学後、学部・修士・博士・ポスドク・研究者・教員・社会人という高
等教育以降の段階を一元的に管理しつつ、高等教育と研究活動の水準
を世界一まで引き上げ、トップレベルの人材輩出を目指す。

個人
文部科学省
厚生労働省
内閣官房

　文部科学省設置法において、文部科学省の主な任務は、教育の振興及び生涯学習
の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術の振興、科学技
術の総合的な振興並びにスポーツ及び文化に関する施策の総合的な推進を図ること
とされています。
　文部科学省においては、教育政策全体を総合的・横断的に推進するための教育三局
の再編、また、科学技術・イノベーション創出の推進に向け、大学における研究振興の
強化等、研究三局及び高等教育局の再編など、不断に組織の見直しを行っています。
さらに、部局横断的な政策課題に対して省内にタスクフォースを設置する等、省内外の
連携を図りながら文部科学行政を推進してきているところです。

文部科学省設置
法

現行制度
下で対応可
能

　教育基本法において規定される人格の育成に当たっては、文部科学省設置法に規
定のとおり、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造
的な人材の育成、学術の振興、科学技術の総合的な振興並びにスポーツ及び文化に
関する施策の総合的な推進を図ることが必要であると考えています。今後も引き続き、
その時々の政策課題や行政需要に対応できるよう、必要に応じた体制の見直しや、関
係部局・関係省庁との連携強化を図ってまいります。

660 令和3年3月24日 令和3年4月16日

国家公務員試験
矯正心理専門職
試験の実施方法
改善

昨年度、今年度ともに矯正心
理専門職試験を受験し2次試
験まで合格した者です。
そのあとの管区面接を合格し
なければ、最終的な合格はな
いということで、この管区それ
ぞれに受験者が交通費をか
けて赴くこと自体この時代に
即していないと感じます。

赴いてもよいが、一箇所で最終面接を実施し、それぞれの管区に振り分
けるという一般企業のような手法ではだめなのか、またskypeやIT機器を
使用して面接ができるなど、受験者の負担が減るような施策をしていな
いところに関して疑問に思います。

個人 法務省

国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第５６条では，採用候補者名簿による職員の
採用は，任命権者が，当該採用候補者名簿に記載された者の中から，面接を行い，そ
の結果を考慮して行うものとされています。法務省専門職員（人間科学）採用試験の矯
正心理専門職区分の採用候補者名簿に記載された者については，採用を希望する旨
の意向を示した者の全員に対し，矯正管区等において採用面接の機会を与えることと
しています。

国家公務員法第５
６条

検討を予定

採用候補者名簿に記載された者に対する面接は，公務に従事するに足る意欲や倫理
感を有しているか，採用後の職務経験を通じて能力の研鑽を図ることができる素質を
有するか等もできる限り把握するため，各矯正管区等の実情に応じ，採用を希望する
矯正管区又は施設において，原則として対面により実施することとしています。御提案
いただいたオンラインによる面接については，予算上の措置が必要となることから具体
的な開始時期をお答えすることは困難ですが，引き続き，採用希望者の負担軽減に配
慮した実施方法に関して検討を進めてまいります。

661 令和3年3月24日 令和5年7月12日

マイナンバーカー
ド発行手続きに時
間がかかりすぎる
件について

マイナンバーカード発行まで
の手続きを簡素化・迅速化し
ていただきたい。具体的に何
に時間がかかっているのか不
明だが、既にマイナンバー自
体は決まっているわけだし、
住民票にも記載されているも
のだから、自治体として無駄
な手続きを踏んでいるようにし
か思えない。もし人力で確認・
審査をしているのであれば、
IT化が必要。各自治体で投資
することが難しいのであれば、
総務省かデジタル庁で情報を
一元管理し、各自治体が紹介
する形にしてもよいのでは？

当方東京都江東区在住。8月中旬にマイナンバーカードの申し込みをし
た。
昨日（10/15）に公布の案内の連絡がきた（この時点で2カ月は掛かって
いる）。案内に従い、Webにて予約を入れようとしたが、12月1日までどの
会場も予約が入らない状態。結局3カ月半以上要することになる。何に
時間がかかり、ここまで長期化するのか意味不明。
恐らくマイナンバーと本人情報の照合など、プロセスのかなりの部分を
人手で行い、時間がかかっているものと思われる。IT化することで人件
費の削減が可能（特に臨時で職員を雇っているのであれば）。自治体は
本来業務に専念できる

個人 総務省

マイナンバーカードの発行については、申請をいただいてから、まずJ-LISにおいて、
「顔写真の審査」「カードの作成」「電子証明書の発行」　などを行い、市区町村に発送
いたします。そして、市区町村において、最新の本人確認情報との照合などを行い、交
付通知書を送付することとなります。
申請から交付を通知するまでの期間は、市区町村において交付準備を行う期間も合わ
せて、
概ね１か月程度を要しておりますが、これまでに、製造工程の見直しや機器の増強に
より、カード作成期間の短縮を図ってまいりました。

なし 対応

制度の現状欄に記載のとおり、製造工程の見直し等による発行の期間の短縮に取り
組んできたところです。さらに、新生児、紛失等による再交付、海外からの転入者など、
特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、申請からカードが届くまでの期間を１週
間以内とする特急発行・交付の仕組みを創設することを検討しております。

662 令和3年3月24日 令和3年7月20日
児童相談所の情
報共有システム

児童相談所が関わった案件
について、その対象家族が居
住地を移転しても、全国どの
児相でも過去のデータを確認
できる検索システムを構築す
る。

虐待による子ども達の死亡事件がなくなりません。
乳幼児健診に来ない・幼稚園や学校を休みがち・子どもにケガの痕跡が
度々ある・学校や近所、病院から連絡が入っている…等々の、素人が聞
いても「その家庭では高確率で虐待が起こっている」と思えるケースで
も、児相が「案件が多く忙しいから」と家庭訪問や子どもの確認ができな
いままにしている間に子どもが次々と亡くなっています。
担当児相は子どもが亡くなってから反省の弁を述べますが、一番の問題
は児相同士でデータの引継ぎがなされていないケースが多いことだと感
じています。虐待をする親は詮索を嫌い居住地をたびたび変えることが
多いからです。
全国どの児相でも、担当家庭の居住地変更が分かったら移動先の児相
にデータをすぐに送れる、また、虐待が疑われる子どもについて生年月
日と名前（特に、親が離婚再婚を繰り返す場合があり苗字は変わりがち
なので下の名前で）ですぐに過去のデータついて検索できるシステムを
作っていただきたいと思っています。
この取り組みは必ず国民全体から高く支持されるものだと思います。

個人 厚生労働省
転居した際に自治体間で的確に情報共有を行うとともに、児童相談所と市町村におい
て夜間・休日を含め日常的に迅速な情報共有を行うことができるよう「要保護児童等に
関する情報共有システム」の構築を行っています。

なし 対応
令和３年度より、全国統一の情報共有システムの運用を開始するとともに、当該システ
ムの利用が進むよう自治体への支援を行ってまいります。

663 令和3年3月24日 令和3年5月24日
中曽根元首相の
葬儀

中曽根元首相の葬儀に９００
０万円という税金を注ぎ、各自
治体へも弔意を強いる。税金
の無駄遣い。自民党の自助で
やってください。行革の対象に
すべきだ。

故元首相・中曽根の内閣と自民党による合同葬に際し、文科省は国立
大などに弔旗と弔意を表明するよう求める通知を出した…と。総務省も
全国の自治体に同様の通知を出した。ご協力という体ではあるが、黙と
うの時間も指定してるし、旗の出し方まで示しているっていうから、忖度
による強制ですか。
　内閣と合同とは言え、自民党の葬儀だよ。なにゆえ、公務労働者に弔
意を強制するのさ。んで、教育の現場に特定政党の葬儀の弔意を持ち
込むのですか？おそろしい話だ。
　９０００万円という税金を注ぎ、各自治体へも弔意を強いる。税金の無
駄遣い。自民党の自助でやってください。行革の対象にすべきだ。

個人 内閣府 番号178の回答を参照してください。

664 令和3年3月24日 令和3年5月24日
官邸入館届のオ
ンライン化

現在、紙に手書きしたものをＦ
ＡＸで送信する必要がある官
邸入館届（取材の際に提出す
るもの）を、オンラインでの
フォームにしてほしい。

手書きではなく打ち込む方が情報を正式に伝えられるため。申請書をコ
ピーするのは紙の無駄であるため。申請書のある場所にいないと申請
できないが、オンライン化すればどこからでも可能になり便利なため。
報道関係者、それ以外にも官邸に用事のある人が申請する手間、それ
を受け付ける手間を大幅に削減できる。紙やＦＡＸ代も削減できる。

個人 内閣官房

官邸に入邸する場合は、警備上の観点から入邸届が必要になります。
報道関係者が官邸に入邸を希望する場合、社名、氏名、連絡先等を記載した「総理大
臣官邸取材者等届」を官邸報道室あてにファックスを送信の上、電話で受領確認をす
ることをもって入邸登録としています。
なお、入邸頻度の高い方については、所属社からの申請に基づき官邸通行証を発行
し、入邸登録を省略する措置を行っています。

なし 検討を予定

官邸に入邸を希望する報道関係者等の、オンライン申請により入邸登録を可能とする
ことは、入邸希望者の属性・用務の確認作業が必須であるという警備上の観点、外部
からのアクセスによる情報セキュリティ上の観点、当該作業に専念できる職員の確保
の観点から困難であり、入邸申請者からの電話を受けた職員がファックス受信の確認
をし、申請内容等の確認作業を行う現在の方法が望ましいですが、報道関係者につい
ては、例えばファックスに加え、メールでも申請の受取りを可能とするなどの方法を検
討することは可能と考えています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

665 令和3年3月24日 令和3年5月24日

国家公務員法第
十六条の履行に
よる、国家公務員
の超過勤務時間
に応じた適切な超
過勤務手当ての
支給の提案

政府に国家公務員法第十六
条を履行させる。
具体的には、真の超過勤務時
間（各課職員から報告された
本来的な超過勤務時間のこ
と。各省の会計課や庶務室
が、省内人件費予算枠内に納
めるため、各部局・各課から
報告された超過勤務時間を改
竄することで給与明細上に記
載されたものではない。）が支
払えるよう、各省会計課が財
政当局へ、真に必要な額（例
えば、昨年の全職員の真の超
過勤務時間の実績から積算し
た見込み額）を要求し、財政
当局が認めること（そうした取
組が実施されている省も一部
ある）。

業務遂行に対する正しい超勤手当の支給がなければ、職員の士気は低
下し、離職が増加の一途を辿ることが予想されるため。（勿論、超勤時間
をむやみに増やす行政運営上不要な業務の見直しなどは並行して必
要。それでもなお、超勤を実施しなければ、対応できない業務（国会対応
等）による超過勤務はなくすことはできない）。
実際、下記報道でも見られる通り、国家公務員の退職意向は若手から
加速的に増加している
（https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61897930U0A720C2000000/
）。提案者である当人も、不合理・不義理な業務にサービス残業といった
形でこれまで勤務していたが、これでは仕事と家庭の両立はおろか、精
神衛生上も悪影響が強いことから、数年内に辞職する意向である。
このままでは、行政の人材数の確保はおろか、質の低下にも歯止めが
きかないままである。
提案が実現した場合、少なくとも国家公務員の離職や業務の質の低下
は抑制・改善されることが期待される。
なお、人口当たりの公務員数は先進諸国と比較して日本が少ない
（http://www.jinji.go.jp/pamfu/profeel/03_kazu.pdf）。公務員１人当たりに
必要な行政サービスをこなす負担は日本が最も高いということが示唆さ
れる。見方を変えれば、日本の公務員の労働生産性が高い、とも見えよ
うが、昨今の行政のデジタル化の遅れや、不要不急の業務の多さ等を
鑑みれば、労働生産性が高いとは到底言えない。負担が多い中で、提
示できるサービスの質が相応のものとなっていると考えた方が適切であ
ると考える。

個人
内閣官房
人事院
財務省

国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に、各省各庁
の長が命じるものであり、「一般職の職員の給与に関する法律」第16条第１項により、
当該命令を受けて、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して超過勤務手当
を支給することとされております。

超過勤務に関しては、各府省において、上司の明確な指示、業務終了後の速やかな退
庁、超過勤務手当の確実な支払いを徹底するとともに、長時間労働の要因に応じて、
廃止を含む業務の徹底した見直し・効率化や、人員配置・業務分担の見直し、管理職
の日々の適切なマネジメントの実現に向けて、取り組んでいるところです。

また、本年１月末に、「（国家公務員の）ワークライフバランス推進のための働き方改革
に関する指針」を改正し、「業務の効率化・デジタル化の推進」と、管理職の業務や勤
務時間管理、人材育成の向上等に取り組む「マネジメント改革」を働き方改革の主軸と
して位置付け、「長時間労働の是正」と「やりがいの向上」に強力に取り組んでいるとこ
ろです。

一般職の職員の
給与に関する法律

現行制度
下で対応可
能

制度の現状欄に記載のとおりです。

666 令和3年3月24日 令和3年6月16日
年金受給者確認
について

毎年年金受給者確認書が送
られてきて前年と変更の有無
を郵送で回答するのですが郵
送切手は本人払いになってい
ます。
ネット回答で充分で年金事務
所の人件費も大幅削減でき受
給者も手間が省けると思って
ます。

年金事務所の人件費削減と受給者側の手間削減のため従来の郵送方
式をネット回答可能な方式に変更する。
ネット回答出来ない人は郵送方式も可能とせざるを得ないかと思いま
す。

個人 厚生労働省 規制改革の番号277の回答を参照してください。

667 令和3年3月24日 令和3年4月16日 NHKを民営化

NHKは個人との受信契約を受
信機の設置に強制しており、
契約の自由に反する。NHKは
設立趣旨の役割はもう終わっ
ており、無理に国営のまま受
信料回収をせず、民営化して
自由な放送局とした方が発展
性がある。

視聴料の徴収をTV受像機の設置者との契約としているが、契約の自由
もなく、設置という個人の自由裁量に事実上強制契約と課金を行ってい
る。それならば、NHKとの契約は個人の自由とし、NHKの運営は民営と
すれば良い。民営ならば課金の方法も額も自由である。政府は電子的
方法での広報はインターネットを使えば良い。災害時の緊急警報は携帯
網で行える。もはやNHKを国営する必要は全くなく、歳費の無駄使いに
なっていると考えている。是非早急に検討し、NHKによる契約強要や、強
制的な受信料回収を止め、無駄な国民との軋轢をなくすべきである。

個人 総務省
NHKは、放送法の規定に基づき、公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信
できるように豊かで良い放送番組による国内放送を行うことなどを目的とした特殊法人
として設立されています。

放送法第15条及
び第16条

対応不可
公共の福祉のため、あまねく日本全国において受信できるように豊かで良い放送番組
による国内放送などを行うという公共放送の基本的役割は、引き続き重要であると考
えます。

668 令和3年3月24日 令和3年7月7日
教育研究業績書
の仕様の見直し

大学教員の採用の際に求め
られる文部科学省形式の教
育研究業績書の仕様を変更
してほしい。実質的に同じ教
育研究業績書を、ある大学で
はExcelフォーマットで、別の
大学ではWordフォーマットで
の提出が求められ、若手研究
者にとって教育研究業績書作
成作業に無駄な時間が使わ
れている。現状、ほとんどの
若手研究者は科学技術振興
機構が提供している
researchmapで業績を管理し
ているため、researchmapに登
録した内容を教育研究業績書
に反映する方法を開発してほ
しい。

大学教員として公募に応募する際、履歴書および業績書を審査のため
に提出する。この様式は、私立と公立に関わらず、いずれの大学も文部
科学省形式の教育研究業績書をひながたとしている。しかし、各大学に
よって書式の細部に違いがあり、毎回書類をイチから作成する手間があ
る。一方、記載する内容はすべて同一である。とくに若手研究者は多数
の公募先に応募することが多いため、研究に使える時間を、この無意味
な書類作業に費やす必要がある点が損失である。
この教育研究業績書に記載すべき内容は、すべて科学技術振興機構が
提供しているresearchmapに各研究者が登録している内容と同一であ
る。なお、researchmapは日本のほとんどすべての研究者が利用してい
るし、自動的に書誌情報等をクローリングしているため、最新の研究者
情報が一覧できるものである。researchmapに一元化された情報を、教
員採用の際にも転用できると考える。
このことにより、応募する研究者には本来の教育・研究にかける時間が
大きく増える。また、採用する各大学は個別の履歴書を準備せず、応募
者の研究の最新の状況を考慮したうえで採用活動ができ、もっともニー
ズにあった人材選択ができる。

個人 文部科学省
大学教員の公募書類については、各大学の方針に基づき、各大学の判断でどのような
書類をどのような様式で提出するか決定されています。

なし 対応

大学教員の公募にあたり、応募者に対しどのような書類をどのような様式で提出を求
めるかは、各大学の方針に基づき各大学の判断で決定すべきものですが、応募者の
負担軽減に向けた各大学の取組を促すべく、令和３年６月に各大学指定の様式と異な
る応募書類の柔軟な受付やJREC-INポータルの応募書類作成ツールの活用について
周知を行いました。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

所管省庁提案理由
提案
主体

提案の具体的内容 備考

所管省庁の検討結果

提案事項番号
所管省庁
への検討
要請日

回答
取りまとめ日

669 令和3年3月24日 令和3年4月16日
道路整備（農免道
路）

(1)農免道路の整備は農水省
という区割りですがすべて国
交省か市町村道として道路整
備することが望ましい。
(2)道路管理者に取り締まり権
限がなく交通管理者たる警察
しか権限がないので重量違反
した車両も道路管理者は抑止
ぐらいしかできない。

(1)農免道路の利用者である国民には違いがわかりにくい。農家専用道
路なのか？国道とか市町村道が工事の時に農免道路に迂回したことも
ある、これでは違いがない。見た目は同じ道路なのになぜ？農免道路は
地図にも詳しく載らない。しかし非常に利便性が高い道路もあり地元の
人以外にはわかりにくく位置づけが曖昧。渋滞抑制交通分散にもつなが
るので是非国道都道府県道と同じ扱いにしてほしい。
(2)高速道路会社の黄色のパトカーでは重量取り締まりすらできないの
は悪意のあるクルマが何も怖がらず不都合である。

個人
農林水産省
国土交通省

警察庁

(１)農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（通称「農免農道」という。）は、農林漁
業用揮発油税財源措置の一環として、農業生産の近代化及び農業生産物の流通の合
理化を図り、併せて農村環境の改善に資することを目的に、昭和40年度に創設された
事業ですが、道路特定財源の一般財源化に伴い平成21年度をもって廃止されました。
　現在は、農免農道の保全対策等を、都道府県や市町村が農山漁村地域整備交付金
等により実施しています。

（２）道路は一定の重量・寸法の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されているた
め、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止する観点から、その重量・寸法を超
える車両は原則通行できません。そのため、一定の重量・寸法（一般的制限値）を超え
る車両が道路を通行する場合、物流事業者等は道路法に基づく特殊車両通行許可を
受ける必要があり、申請を受けた道路管理者は、道路と車両の物理的関係を審査し、
道路の構造の保全及び交通の危険の防止上、必要な条件を付して通行許可を実施し
ています。
加えて、道路管理者は、上記に違反して車両を通行させている者に対し、当該車両の
通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又
は交通の危険防止のため必要な措置を命ずる権限があります。

(１)
土地改良法
道路法

(２)
道路法第47条、
第47条の2、
第47条の4

(１)
現行制度
下で対応可
能

(２)
現行制度
下で対応可
能

(１)農道は、農業の生産性の向上、農産物流通の効率化等を目的として、土地改良法
に基づき整備される農業用道路であり、農地と農地、農地と集落、農地と農業集出荷
施設、農業集出荷施設と幹線道路等を結ぶ路線であることから、造成時の交通量の過
半を農業用車両が占めると想定されています。一方、一般道路は、都市空間や都市と
交通拠点等の連絡を主な目的としており、整備目的やそれに伴う路線配置の考え方、
設計基準等が異なります。
　農免農道の幅員は、国道・県道に比べ狭く、市町村道レベルの幅員であり、一般に、
地図情報システム（Google map、カーナビゲーションの基礎地図等）にも表示されま
す。ただし、幅員が比較的狭いことや、トラクター等の低速で走行する農業用車両の安
全のため、制限速度が低く設定されていることから、経路検索の条件設定によっては
経路として表示されない場合もあります。
　造成以降の地域の状況の変化に伴い、一般車両の通行量の増加、農地の減少によ
る農業用車両の通行量の減少等の状況の変化があった場合には、市町村道や都道
府県道として認定し、一般道として通行量に応じた整備を行うことも可能です。

(２)道路管理者は、道路法上の権限に基づき、道路の構造を保全しまたは交通の危険
を防止するため、必要な場合は、現行においても取締りが可能となっているところであ
り、引き続き本制度に基づき対応してまいります。

670 令和3年3月24日 令和3年4月16日
航空自衛隊　航
空機の整備記録
用紙について

現在航空機の整備記録用紙
(航空自衛隊では「フォーム
(form)」と呼んでいます)は印
刷会社に所定の枠や記入欄
等を印刷したものを発注し、
使用しています(全てではない
かもしれません)。これに代え
て、電子フォーマットを自作
し、これに根拠を与え、各部署
に配布し、必要数プリントアウ
トして使用するように変えた
い。

１、プリントアウトすれば作成できるものをわざわざ外注するのはは予算
の無駄です。

２、調達に係る手間も時間も省けます。また、各自で必要な時、必要な量
を作成できるようになれば、消耗品の調達にありがちな過不足の心配も
なくなります。(実際に枯渇したことがあります。その時は自分の部署で
印刷したのを使いました。ずっとそれでよかったのですが…。原則的に
外注した整備記録用紙を使うものだ、という空気があり、結局その用紙
が入荷してからは元に戻りました。)

３、データであれば、今まで1枚1枚手書きで行っていた事をパソコンで簡
単に済ますことができます(私の部署では航空機1機当たり年間100～
200枚使用します。保有機数を考えるとかなりの手間です。そして必要な
費用もかなりのものになるかと思われます。)

整備記録用紙を外注するのはパソコンやプリンター等の環境がない時
代の手段であり、現状ではコスト・入手性・利便性、いずれをとってもデメ
リットしかありません。漫然と前例を踏襲し続けているのか、そうでなけ
れば印刷会社との癒着、天下りなど疑いたくなるほど不合理です。
以上の理由により、航空自衛隊の航空機の整備記録用紙の電子フォー
マット化、またその規則化を提案します。

個人 防衛省
Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－１０－２（航空自衛隊航空機等整備基準）別冊Ⅰ整備記録の様式及び
記入要領において、各種整備記録の様式を規定しています。
　規定した様式を基に、印刷会社が印刷したものを使用しています。

なし
検討に着
手

整備記録等は電子化を検討しております。
一部の整備記録は、電算機上で入力を可能にするための検討に着手しています。
残りの整備記録等においても、今後、段階的に記録の電子化について検討していきま
す。

671 令和3年3月24日 令和3年5月24日
防災災害危険地
図

天気、地震、津波、水害、噴
火、地層、活断層、放射線、
火災、液状化、冠水等々、数
多の行政、機関が各々作った
地図と掲載ルールを見て回れ
ば、たった一ヶ所のリスクを知
ることが出来るのか。なぜ日
本列島が一つなのに、一ヶ所
ですべての情報にたどり着け
ないのだろうか。これを国民
一人一人が探し回る 経済損
失は一体何兆円なんだろう
か。内閣府が全部集めて一つ
で細部までわかる地図を作れ
ば、どれほどの防災効果、社
会的損失を減らせるだろう。
新しい指標が出てくれば地図
に足せば済む。これ程わかり
やすくて簡潔なものはないの
ではないか。

単純に自分の住んでいる場所で上記を調べて、日本の形だけが一緒の
地図を数十開いてうんざりしたから。たった一人の人間が、これだけの
ページを開けないと情報にたどり着けない情報って、いくら有用でも、社
会的にほとんど役に立っていないに等しい。災害時なんてそれこそ無意
味。ここに地図があってもいいけど、ほとんどを網羅した地図が国にあ
り、国民一人一人が、そこにアクセスして、多くの情報を平均的に得られ
れば、どれ程の防災になり、災害の死者を減らせるだろうか。

個人
内閣府

国土交通省

自然災害に係るリスクについては、国土交通省のハザードマップポータルサイトにおい
て、「重ねるハザードマップ」や「わがまちハザードマップ」の形で情報を集約し、なるべ
く円滑に様々なリスク情報にアクセスいただけるように整理しています。
「重ねるハザードマップ」は、洪水・土砂災害・津波のリスク情報、道路防災情報、土地
の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できるもの、「わがまちハザー
ドマップ」は、各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとの様々な種類の
ハザードマップを選択して閲覧できるものとなっています。
https://disaportal.gsi.go.jp/

なし 検討を予定
より多様な災害リスクについても一覧性をもって御確認いただけるような形での情報提
供について検討を進めるなど、引き続き、国民の皆様にとってわかりやすい情報提供
に努めてまいります。


